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（注）１．別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「当社」はチャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッドまた文脈に応じてチャ

イナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド及びその子会社を指す。当社の設立以前の時点に関する「当社」という用語は当社

の前身である法人が従事し当社が継承した事業を指す。

別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「当グループ」とは、チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド及びその子

会社を指す。

別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「中国電信集団有限公司」は、中国電信集団有限公司（チャイナ・テレコミュニケー

ションズ・コーポレーション）をいい、文脈上別段の解釈が必要でない限り、そのすべての子会社を含む。

２．本書の目的上、「中国」は中華人民共和国を指し、「政府」は中華人民共和国政府を指す。別段の記載がある場合を除き、本書に記

載の中国及び中国に関する記述は香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾には適用されない。

３．「香港ドル」は香港の法定通貨を指す。本書において記載されている香港ドルから日本円への換算は、１香港ドル＝18.44円（株式会

社三菱ＵＦＪ銀行が発表した2025年４月25日の対顧客電信売買相場の中値）の換算率により行われている。

４．「人民元」は中国の法定通貨を指す。本書において記載されている人民元から日本円への換算は、１人民元＝19.71円（中国外国為替

管理局が発表した2025年４月25日の基準為替レートに基づく）の換算率により行われている。

５．当社の会計年度は暦年である。

６．本書の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
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第一部【企業情報】
 

第１【本国における法制等の概要】
 

１【会社制度等の概要】

 

（１）【提出会社の属する国・州等における会社制度】

中国会社法、証券法、海外証券発行及び上場弁法

　中国において設立され、香港証券取引所及び上海証券取引所上場の株式会社として、当社は中国の以下の３つの法令

に服する。

・「中国会社法」　1993年12月29日に全国人民代表大会常務委員会（略称：「NPC」）により公布され、1994年７月

１日から施行された。2005年10月27日、第10期全国人民代表大会常務委員会は修正された新会社法を可決し、これ

は2006年１月１日から施行された。2013年12月28日、第12期全国人民大会常務委員会において、会社法の修正が可

決された。これは2014年３月１日に施行された。2018年10月26日、第13期全国人民大会常務委員会は会社法の修正

を可決し、これは同日付で施行された。2023年12月29日、第14期全国人民代表大会常務委員会は会社法の修正を可

決し、これは2024年７月１日付で施行された。

・「中国証券法」　1998年12月29日に全国人民代表大会常務委員会により交付され、1999年７月１日から施行され

た。2005年10月27日、第10期全国人民代表大会常務委員会は修正された新証券法を可決し、これは2006年１月１日

から施行された。2013年６月29日、第12期全国人民常務委員会は証券法の修正を可決し、同法は同日施行された。

2014年８月31日、同法は更に、(中国証券法を含む)保険法及びその他４つの法律の改正に関する全国人民代表大会

常務委員会の決定により改正され、同日付で施行された。2019年12月28日、第13回全国人民代表大会常務委員会は

修正された証券法を可決し、これは2020年３月１日から施行された。

・中国証券監督管理委員会（略称：「CSRC」）が2023年２月17日に公布し、2023年３月31日に施行した国内企業海外

証券発行及び上場管理試行弁法（略称：「海外証券発行及び上場弁法」）。

 

　以下は当社に適用される中国会社法、証券法及び法令及び規則の概要である。

 

設立

　株式会社は２名以上200名以下の発起人により設立でき、少なくとも発起人の半数は中国内に居住していなければな

らない。当社は中国会社法の下で株式会社として設立されている。これは、当社が法人であり、当社の登録資本が等額

面価額の株式に分割されていることを意味する。当社の株主の義務は彼らが保有する株式の価値に限定され、当社は当

社の債権者に対して当社総資産と同額の責任を負う。

　中国会社法に基づき、当社は他の企業に投資をすることができるが、当社がその投資に対して連帯責任を負わないこ

とが法律で規定されている場合は、その規定が優先される。

　発行株式が全額払込まれてから30日以内に発起人は設立総会を招集し、設立総会の15日前までにその開催日につき全

ての引受人へ通知をなすか公告を行う。設立総会は、会社議決権の50％超を表章する株式を所有する株主の出席をもっ

てのみ開催される。設立総会においては、発起人が提案する定款案の採択及び会社取締役会及び監査役会の選任等の事

項が議案となる。決議はすべて、議決権の過半数を有する株式引受人が出席している総会の承認を必要とする。

　設立総会終了後30日以内に、取締役会は代表者が登録機関に会社設立の登記を申請する権限を与えるものとする。所

管する工商管理局から登記の承認が与えられ、営業許可が発行された後、会社は正式に設立され、法人としての地位を

持つ。公募により設立された会社は、記録のために国務院の関連登録機関証券管理部門に株式募集記録を提出し、目論

見書を公表する。

　株式会社の発起人には、（ⅰ）会社が設立出来なかった場合、設立過程において発生した費用及び債務の支払につき

連帯責任を負い、（ⅱ）会社が設立出来なかった場合、預かり期間中の銀行金利での利息を含めて払込金額の引受人へ

の払戻しにつき連帯責任を負い、さらに（ⅲ）会社設立過程において発起人の過失の結果会社が蒙った損害につき責任

を有する。1993年４月22日付けで国務院が公布した株式の発行及び取引の管理に関する暫定規定（この規制は中国内の

株式の発行及び取引並びにその関連業務のみに適用される。）に従い、会社が募集により設立される場合、かかる会社

の発起人及び取締役は、目論見書に署名をし、目論見書に誤った又は深刻な誤解を招く表現が含まれないよう、また重

要情報の脱落がないよう確認し、目論見書の内容の正確性につき責任を引受けることを要求される。

 

設立過程
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　国家経済貿易委員会（現中華人民共和国商務部）から承認を受けた後で、当社の取締役会は承認証書、会社定款及び

資本証明報告書を含む申請書を、国家工商行政管理総局に提出した。国家工商行政管理総局は2002年９月10日に当社の

事業免許を発行した。

 

登録資本

　当社登録資本は北京市場監督管理局に登録された払込済資本と同額である。

 

株式の割当て及び発行

　当社株式の発行はすべて、透明、平等及び公平の原則に基づく。同種の株式は同等の権利を持たなければならない。

当社株式の各発行に関し、各株式への割当て条件（引受価格を含む。）は同種の他の株式と同一でなければならない。

当社は株式を額面価格又は割増価格で発行することができるが、額面以下で発行することはできない。

　当社が海外の一般公衆に当社株式を売出すにはCSRCへの届出手続きを行わなければならない。海外証券発行及び上場

弁法に従い、当社が過去に有価証券の発行及び上場を行った同一の海外市場における後続の有価証券の発行は、発行の

完了後３営業日以内にCSRCに届出を行わなければならず、その他の海外市場における後続の有価証券の発行及び上場

は、新規公開としてCSRCに届出を行わなければならない。

 

記名式又は無記名株式

　発起人は現金で又は現物又は知的所有権、土地利用権、新株予約権、債権者の権利、若しくは評価可能かつ法的に譲

渡可能なその他の資産により資本拠出をなすことができる。当社が外国投資家に発行し海外で上場されている株式は、

記名式に限られ、人民元建てで外貨により引受ができる。香港、マカオ及び台湾地域からの投資家により購入され、香

港で上場されている株式は、「海外上場外国投資株式」のひとつの形式として知られる。

　当社は記名式株式で発行されたすべての株式の株主名簿を維持することを求められる。株主の詳細、各株主が保有す

る株式の種類及び数、並びに株主が当該株式の所有者になった日などの情報を名簿に記載することが要求されている。

　適用ある中国法に従い、当社が発行する株式はすべて記名株式であるものとされ、2024年７月１日に施行された中国

会社法の改正により、当社は無記名株式を発行することができなくなった。

　

株式資本の増加

　当社は新株発行につき株主の承認を得なければならない。当社が新株式の引受けを完了した後で、当社は北京市場監

督管理局に登録株式の増加を登録し、公告をしなければならない。

 

株式資本の減少

　当社は当社の登録資本を以下の手続きに従い減少することができる。

・当社は現在の貸借対照表と財産目録を作成する。

・当社株主は株主総会において登録資本の減少を承認する。

・当社は減資を承認する決議の可決後、10日以内に資本減少につき当社債権者に通知し、30日以内に新聞紙上又は指

定されたシステムで減資の公告を掲載する。

・当社債権者は法定の期間内に、当社に債務の支払又は債務に対する保証の提供を要求できる、及び

・当社は北京市場監督管理局に登録資本の減少を登記する。

 

　当社が登録資本を減少させる場合、当社は、法律又は当社定款に別段の定めがある場合を除き、株主が保有する出資

金又は株式数に応じて出資金又は株式数を減少させるものとする。

 

株式買戻し

　会社は、以下のいずれかの場合以外の場合において自社株式を購入することはできない。（ⅰ）自社登録資本を減少

させる場合、（ⅱ）自社株式を保有する他の会社との合併の場合、（ⅲ）従業員による株式所有制度又は株式報奨制度

を実施する場合、（ⅳ）合併及び株主総会の分割決議に反対する株主が会社による株式購入を要求する場合、（ⅴ）上

場会社が発行した転換社債と交換する場合、（ⅵ）上場会社が当該会社及びその株主の価値を維持する場合である。上

記（ⅰ）及び（ⅱ）の理由で自社株式を購入するためには、会社は株主総会の決議により承認を受けるとされる。上記

（ⅲ）、（ⅴ）及び（ⅵ）の理由で自社株式を購入するためには、会社の定款に定められるとおり、取締役会に出席す

る取締役の３分の２以上による賛成多数又は株主総会における承認が必要とされる。（ⅰ）の場合、会社は購入後10日

以内にその購入株式分を消却しなければならず、（ⅱ）及び（ⅳ）の場合、株式は６ヶ月以内に譲渡又は消却されなけ

ればならない。（ⅲ）、（ⅴ）及び（ⅵ）の場合における自社株式の購入は、会社の発行済株式総数の10％を越えては

ならず、株式は３年以内に譲渡又は消却されなければならない。
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　（ⅲ）、（ⅴ）及び（ⅵ）の場合、会社は、証券取引所において株主に対する公開買付の手段により、自社株を購入

しなければならない。

　会社は、従業員持株制度の実施を除き、会社又はその親会社の株式取得のために、他者に対して贈与、貸付、保証の

提供又はその他の資金援助を行ってはならない。会社の利益のために、株主総会の決議又は会社の定款若しくは株主総

会の承認に基づく取締役会の決議により、会社は、会社又はその親会社の株式取得のための資金援助を他者に提供する

ことができる。ただし、提供される資金援助の総額は、発行済株式資本総額の10％を超えてはならない。取締役会の決

議は、全取締役の３分の２超の賛成を得なければならない。前述の規定に違反し、会社に損害を与えた取締役、監査役

又は上級管理者は、賠償責任を負うものとする。

当社定款は、当社が当社株式を株主への一般申込みにより買戻し、又は証券取引所を通じ、若しくは市場外契約によ

り買入れることができる旨規定している。

　当社株式買戻し後、当社は買戻した株式を消却し、登記明細を変更し、10日以内に公告を発行することを求められて

いる。

 

株式の譲渡

　当社株式は、中国会社法及び中国証券法のような適用法令に従い譲渡することができる。

　新規公開前に中国電信集団有限公司（チャイナ・テレコミュニケーションズ・コーポレーション）に発行された株式

は、証券取引所での募集開始後１年間は譲渡できない。ただし、会社の株主又は実質的な支配者が保有する株式の譲渡

制限については、法律、行政上の規制又は国務院の証券監督当局の特別規定に従わなければならない。

　上記の制限に加え、当社取締役、監査役又はマネージャーは、任命時に決定される在任期間中は毎年その保有株式の

25％のみを譲渡することが可能であり、退職後半年間はその株式を譲渡することができない。担保に供されている株式

の場合、質権者は、法律又は行政規則で定められた譲渡制限期間中は、質権を行使することができない。

　中国会社法は個人株主の株主比率を制限しない。

 

株主

　中国会社法の下では、当社株主は以下の権利を有する。

・株主総会に本人又は本人に代わり代理人が出席し議決権を行使する。

・当社定款、株主名簿、株主総会議事録、取締役会の決議、監査役会の決議、財務報告書及び会計伝票を検査し、提

案をし、当社業務に関する質問を行う。

・関連法規に従い、香港証券取引所又は上海証券取引所において株式を譲渡する。

・当社が解散又は清算される場合、剰余財産の比例按分割合を受ける。

・株主総会又は取締役会で可決された決議の手続きが適用法規、管理上の規制又は定款に抵触する場合、あるいは株

主総会又は取締役会で可決された決議の内容が定款に抵触する場合、人民法院に訴訟手続きを提起する。

・取締役又はマネージャーの行為が法規、行政上の規制、又は定款に違反する場合、あるいは、かかる人員が職務の

遂行の結果として会社が損害を被った場合、取締役又は上級管理者に対して訴訟を起こす、及び

・会社定款に記載のその他の株主の権利。

　株主の義務には会社定款に従った義務、申込み株式に関する申込金の支払義務、株主が引受ける株式に関して支払う

ことを同意した申込金の範囲で会社の債務及び負債に責任を持つ義務、及び適用法、行政上の規制、又は会社定款に記

載の株主のその他義務がある。

　当社株主の責任はその保有する株式の金額に限定される。

 

株主総会

　中国会社法及び当社定款に基づき、当社株主は株主総会で以下の権限を行使できる。

・経営方針及び投資計画の決定。・当社取締役及び従業員代表ではない監査役の選任及び解任並びに取締役及び監査

役の報酬に関連する事項の決定。

・取締役会及び監査役会の報告の検討及び承認。

・年次財務予算、最終決算及び年次報告書の検討及び承認。・利益分配計画及び損失回収計画の検討及び承認。

・株式資本の増減及びいかなる種類株式、ワラント又はその他類似した有価証券の発行の承認。

・当社の合併、分割、解散及び清算又は会社形態の変更の承認。

・債券発行の承認又は債券発行に関する決議を行う権限の取締役会への付与。

・当社にサービスを提供する会計事務所との契約、解任又は非更新の承認。

・当社定款変更の承認。

・議決権を有する当社株式の３％以上を保有する株主により提出された提案の検討及び承認。

・基準を満たす保証の検討及び承認。
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・１年以内における直近の監査済総資産の30％を超える重要な資産の購入又は処分に関する事項の検討及び承認。

・収益の使途の変更に関する事項の検討及び承認。

・株式報奨制度及び従業員による株式所有制度の検討。

・法律、行政上の規則、部門規則、関連する規制文書及び当社の株式が上場されている場所の証券監督当局の要件に

基づき株主総会で承認される関連当事者間取引の検討及び承認。

・その他のいかなる項目も、適用法、行政上の規制、部門規則、関連する規制文書、当社の株式が上場している証券

取引所規則又は定款に則り、株主総会にて株主による決議で可決される必要がある。

 

　株主総会には年次株主総会と臨時株主総会がある。年次株主総会は毎年１回開催しなければならない。当社取締役会

は、以下のいずれかの状況が発生した後２ヶ月以内に臨時株主総会を招集しなければならない。

・当社取締役の人数が当社定款記載の数の３分の２又は中国会社法に定める数を下回った場合。

・未回収損失が当社株式資本総額の３分の１に達した場合。

・当社株式の10％以上の所有者（単独又は集合として）による請求がある場合。

・当社取締役会又は監査役会が係る総会が必要であるとみなした場合。

・独立取締役の提案によるもので、その目的のために開催される特別会議において、全独立取締役の過半数の承認を

得た場合、又は

・その他当社定款の定める事由のある場合。

 

　当社株主総会は取締役会が招集し、取締役会会長が議長を務める。中国会社法に基づき、当社は、年次株主総会の場

合は20日以上前まで又は臨時株主総会の場合は15日以上前までに書面による通知をなす義務があり、この通知には検討

事項及び総会の日時と場所を明記しなければならない。議決権の１％以上を所有する当社株主は、株主総会招集の10日

前までに、取締役会に対して書面により決議案を提出することができる。取締役会は、当該決議案を受領後２日以内に

他の株主に通知し、当該決議案を株主総会の審議に付さなければならない（ただし、法律、行政上の規制若しくは当社

定款に違反するもの又は株主総会の権限に属しないものを除く。）。当社は、株主が決議案を提出するために必要な持

株比率を増加させないものとする。

　株主総会に出席した各株主は、優先株式の株主を除き、所有する各株式につき１議決権の権利がある。株主は代理人

を指名して自己を代理して株主総会に出席させ、議決権を行使できる。株主総会に提案される普通決議は本人又は代理

人が総会に出席している株主による投票の過半数により可決される。ただし、特別決議及び以下の決議は本人又は代理

人が総会に出席している株主による投票の３分の２以上の投票により承認されなければならない。（ⅰ）定款の変更、

（ⅱ）合併、分割、解散又は会社構造の変更（ⅲ）資本の増減又は種類株式、債券及び証券の発行、及び（ⅳ）その

他、その性質から会社としての当社に大きな影響を与える可能性があるため、特別決議で採択すべきであると株主が普

通決議で決議した事項。

　当社定款に従い、種類株主の権利の修正又は廃棄の場合、当社は種類株主総会を開催することが求められる。Ａ株式

の所有者とＨ株式の所有者は異なる種類の株主とみなされる。

 

取締役

　当社の定款の規定により、当社の取締役会は12名の取締役により構成される。当社取締役の任期は定款により決定さ

れるが、３年を超えてはならない。当社の取締役は再選されれば何期でも連続して務めることができる。当社取締役会

は以下の権限を行使できる。

・株主総会の招集及びかかる総会における株主への業務報告。

・総会において株主が可決した決議の実施。

・当社事業計画及び投資スキームの決定。

・当社利益処分案及び損失回復計画の策定。

・当社登録資本の増減計画及び債券発行計画の策定。

・合併、分割、解散又は組織変更の計画の策定。

・当社の内部統制組織の構築に関する決定。

・当社マネージャーの選任又は解任及びその報酬の決定並びに、当社マネージャーの指名に基づく副マネージャー及

び財務会計責任者の選任又は解任の決定。

・当社の基本的経営体制の策定、及び

・その他当社定款の定める又は株主総会により付与された義務及び権限の行使。当社定款に定める取締役会の権限に

対する制限は、善意の第三者に対抗できないものとする。

 

取締役会
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　当社取締役は毎年最低２回、定期取締役会を持つ。定期取締役会の通知は開催日の少なくとも10日前までになされる

ものとする。当社取締役は臨時取締役会の通知期限と方法につき定めることができる。

　当社定款は会議招集のためには、当社取締役の過半数（当社定款に基づき、その他の取締役を代表して取締役会に参

加することを任命されたいかなる取締役を含む。）が出席することを求めている。取締役は本人又は他の取締役をその

代理人に指名して取締役会に出席することができる。取締役会の決議事項に係る当社の関係者である取締役は、当該決

議について自己の議決権を行使してはならず、他の取締役を代理して議決権を行使することもできない。取締役会は、

過半数以上の非関係者取締役の出席で開催することができる。当該会議における決議は、非関係者取締役の過半数によ

り可決されるものとする。出席する非関係者取締役の数が３名に満たないときは、かかる事項を株主総会に提出し、審

議をしなければならない。

　取締役会決議はすべて、取締役の過半数の賛成票により可決されなければならない。取締役会で可決された決議はす

べて、関連する会議の議事録に記録されなければならず、議事録は会議に出席した取締役及び議事録を記録した者によ

り署名されなければならない。取締役会決議が適用法令又は当社定款に違反し、会社としての当社に重大な損害を及ぼ

す結果となった場合、議案可決に参加した取締役（決議に反対票を投じ、かかる反対票が当該議事録に記録された取締

役を除く。）は、個人的に会社に対し責任を有する。

 

取締役会会長

　当社の会長は取締役会により選任されるが、過半数の取締役の承認を得なければならない。会長は当社の法的代表者

であり、以下の権限を行使できる。

・株主総会の議長となる、また取締役会を招集しその議長となる。

・取締役会決議の実施を審査する。

・取締役会の重要文書及び当社の法的代表者が署名したその他の文書に署名する、及び

・取締役会に授権されたその他の義務

 

取締役の資格

　中国会社法は、以下の者が当社取締役に就任できない旨規定している。

・民事責任を負うことができない又は同責任を負うに関して限られた能力しかもたない者。

・贈収賄、買収、財産流用、又は社会経済秩序を乱した罪により有罪判決を受けた者で、その刑の執行が終了した日

より５年を経過していない者又は執行猶予に付され、執行猶予期間終了後２年を経過していない者。

・政治的権利を剥奪され、かかる剥奪の終了時から５年を経過していない者。

・管理不行届きにより破産した、及び清算された会社又は企業の元取締役、工場マネージャー又はマネージャーで、

かかる会社又は企業の破産及び清算に関し個人的に責任のある者で、かかる会社又は企業の清算終了日から３年を

経過していない者。

・不法な営業により事業免許を取消された又は閉鎖を命じられた企業の法的代表者及びかかる取消しに個人的に責任

のある者で、当該企業が事業免許を取消された又は閉鎖を命じられた日から３年を経過していない者、又は

・期限が到来しても返済をしていない比較的高額の借金を負う者で、人民法院により債務不履行者として登録されて

いる者。

　会社が上記の規定に従わずに取締役を選出・任命する場合、かかる選出又は任命は無効とされる。上記に該当する現

役取締役は、その職を解任される。

　取締役として行為する上でのその他の欠格事由は、当社定款に定められている。

 

監査役会

　当社は、３名以上の監査役による監査役会を確立することを要求されている。監査役会は以下の事項に関し責任を持

つ。

・当社の会計検査。

・当社取締役及び上級管理職の監督、同取締役及び上級管理職が関連法規及び当社定款に従い職務を遂行しているか

の確認及び同取締役及び上級管理職の更迭の提案。

・当社利益に悪影響を及ぼす行為を修正するよう当社取締役及び上級管理職に要請する。

・取締役会が株主総会に提出する予定の財務諸表、事業報告書、利益分配計画及びその他財務諸表を確認し、かかる

書類につき疑問がある場合、疑わしい書類の検証にあたる補佐に公認会計士及び開業会計監査人を当社の代理とし

て任命する。

・臨時株主総会の招集の提案。

・株主総会における決議の提案。
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・当社取締役又は上級管理職の行為が法律、行政上の規制又は当社定款に違反する場合、若しくはその職務遂行の結

果当社が損害を被る場合の、当該取締役又はマネージャーに対する訴訟の提起、及び

・当社定款に特定されたその他の義務の遂行。

　監査役はオブザーバーとして当社取締役会に出席することができ、取締役会決議に対し質問又は提案をすることがで

きる。

　当社定款に基づき、監査役会決議の通過には当社監査役の半数以上の賛成票を必要とする。

　当社監査役会の構成員は、当社従業員により選任された代表者及び当社株主総会により選任された代表者を含む。取

締役又は上級役員は監査役を兼任することはできない。当社監査役の任期は３年で、再選されれば何期でも連続して務

めることができる。当社定款が定めるところの取締役として行為する上での欠格事由は、監査役にも該当する。

 

マネージャー及び役員

　当社は、取締役会が指名し、また解任できるマネージャーを置くことを義務付けられている。当社マネージャーは取

締役会に対し責任を負い、以下の権限を行使できる。

・当社の生産、業務及び管理を監査し、取締役会決議を実行する。

・業務及び投資計画の実施を手配する。

・当社内管理構造を確立する計画を構築する。

・当社基本管理体制を策定する。

・当社内部規程を策定する。

・副マネージャー及び財務会計責任者の選任又は解任を提言し、その他の管理職役員（当社取締役会から選任又は解

任されることを要する者は除く。）を選任又は解任する。

・取締役会に出席する、及び

・取締役会又は当社定款により付与されたその他の権限。

　

　当社定款が定めるところの取締役として行為する上での欠格事由は、当社マネージャー及び他の役員にも該当する。

　会社の定款は、当該会社の株主、取締役、監査役、マネージャー及びその他の役員に対し拘束力を持つものとする。

かかる者は、定款に従いその権利を行使する権利、調停の申請をする権利、及び提訴する権利を持つものとする。

 

取締役、監査役、マネージャー及び役員の義務

　中国会社法は、当社の取締役、監査役、マネージャー及び役員が関連法令及び当社定款に従うこと、職務を正当に果

たすこと、及び当社の利益を守ることを要件としている。当社定款は、当社取締役、監査役、マネージャー及び役員は

当社に対し受託義務を負う旨を定め、職務を忠実に果たすこと、当社の企業利益を守ること及び個人的利得のためにそ

の立場を濫用しないことを要件としている。更に、当社取締役、監査役、マネージャー及び役員は、守秘義務に従うこ

とを要請されており、また、関連法令又は当社株主が要請する場合を除き、一定の情報の漏洩を禁止されている。

　当社取締役、監査役、マネージャー又は役員が、その職務の遂行において法令又は当社定款に反し、かかる行為が当

社の損失を招いた場合、かかる者は個人的に当社に対し責任を負う。

 

財務及び経理

　当社は、関連法令並びに財政部及び国務院の定めた規則に従った財務及び経理システムを設定することを要請されて

いる。

　当社は、また、会計年度末毎の財務諸表の作成を要請されている。かかる財務諸表は当社の貸借対照表、損益計算

書、財務状況及びその変化及び利益処分案が含まれる。当社は、年次株主総会の少なくとも20日前までに当社財務諸表

を当社株主による検討のため当社株主に提出することが義務付けられている。また、当社はその財務諸表を公告の形式

で公表しなくてはならない。

　当社は中国法により、当社の税引後利益から当社株主への配当前に以下の繰入れを行うこと求められている。

・当社税引後利益の10％は法定準備金へ繰入れなければならない。ただし当社の累積法定準備金が当社登録資本の

50％を超えている場合は、組入れの必要はない、及び

・当社株主総会の承認を得ることを条件として、法定準備金への必要額の繰入後、当社税引後利益から任意額を任意

準備金へ繰入れることができる。

　税引後利益から、損失を回復し、法定準備金へ繰入後、残額を当社株主に対しその株式保有比率に従って配当を行う

ことができる。

　法定準備金の金額が過年度の損失を回復するのに足りない場合、当社現在年度の利益を法定準備金への割当前に、か

かる損失の回復に充当しなければならない。
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　当社準備金は法定準備金、任意準備金及び資本準備金により構成されている。当社資本準備金は当社株式の額面超過

金及び政府財務当局により要件とされている資本準備金として扱われる金額により構成されている。

　当社準備金は以下の目的に充当しなければならない。

・損失の回復。損失を回復する際は、第一に法定準備金及び任意準備金が利用される。それでもなお損失が回復され

ない場合には、規定の定めるところにより、資本準備金を利用することができる。

・当社の業務運営の拡大、及び

・株主に対するその現存の株式保有比率に従った新株発行による、又は当該株主に現在保有されている株式の額面金

額を増加することによる、登記株式資本の払込み。ただし法定準備金が登録資本に変換された場合、かかる変換後

の法定準備金の残額は、当社登録資本の25％未満であってはならない。

 

会計監査人の選任及び辞任

　当社定款は、当社の財務諸表を監査し他の財務報告を検討するために、当社が中国で資格のある独立した会計事務所

を雇用することを要件としている。

　会計監査人は、年次株主総会で選任される。会計事務所との契約期間は１年間とし、更新を選択できるものとする。

　当社が現在の会計監査人を解任する又はその更新をしない場合、当社は会計監査人に事前の通知を行い、会計監査人

は当社株主総会において株主の面前で表明を行う権利を得る。当社会計監査人がその職を辞任する場合、かかる会計監

査人は株主に対し、当社が不適切な取引を行ったか否かに関する供述を行う義務がある。

 

利益分配

　当社定款は、当社Ｈ株式の所有者へ支払う配当及びその他の分配金は、人民元で宣言され、計算され、外貨にて支払

われなくてはならない旨規定している。株主への外貨の支払いは受取代理人を通して行わなくてはならない。

 

定款変更

　当社定款は株主総会において３分の２以上の当社株主の議決権の賛成票をもってのみ変更できる。当社定款の変更

は、当社の会社登録情報に影響を与える場合、当社は、かかる免許中の詳細変更を関連政府部門に申請しなくてはなら

ない。

 

（２）【提出会社の定款等に規定する制度】

以下は定款の一部の条項の概説である。

 

取締役の退任、選任及び解任

　取締役会会長及び取締役会の他の構成員の任期は３年とする。

　取締役は株主総会において株主により選任及び解任される。取締役は当社の株式を保有する義務はない。

　取締役会は12名の取締役から構成される。取締役会の構成員のうち、独立の非執行取締役は、取締役会構成員の３分

の１以上を占めるものとする。独立の非執行取締役は株主から独立した立場にあり、当社において他の役職に就いてい

ない取締役である。取締役会は会長１名を有する。取締役会会長は取締役の過半数により選任及び解任される。

 

決議

　株主総会決議は普通決議及び特別決議に分類される。

　普通決議の採択には、総会における出席株主（代理人を含む。）により表章される議決権の過半数に相当する票が、

同決議を可決するために賛成票として行使される必要がある。

　特別決議の採択には、総会における出席株主（代理人を含む。）により表章される議決権の３分の２以上に相当する

票が、同決議を可決するために賛成票として行使される必要がある。

 

議決権（一般的に、投票に関する議決権及び投票を要求する権利）

　当社の普通株主は株主総会に出席し、又は出席する代理人を任命し、同総会において投票する権限を有する。株主総

会での投票に際して株主（代理人を含む。）は議決権を有する株式数に従い議決権を行使することができ、１株につき

１議決権を有する。

　株主総会における全ての投票は、手続上又は運営上の事項にのみ関連し挙手により決議を行うことを総会の議長が決

定した場合を除き、記名式で行われるものとする。

　総会議長の選任に関して又は総会の延会の議題に関して請求された投票は直ちに行われる。その他の議題に関して請

求された投票は当該総会議長が指示する日時に行われ、また投票が請求されているそれ以外の議案は票決まで継続され
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る。投票結果は当該投票が請求された総会の決議とみなされる。総会で行われた投票につき、２以上の議決権を有する

株主（代理人を含む。）は自らの全議決権を同様に投票する必要はない。

 

年次株主総会の要件

　取締役会は年１回かつ前会計年度の終了から６ヶ月以内に年次株主総会を招集する。

 

会計及び監査

　当社は、法、行政上の規制及び国務院の財務規制部門により規定された中国の会計基準に従い、財務・会計システム

及び内部監査システムを設立するものとする。

　取締役会は各年次株主総会において株主の面前で管轄権を有する地域又は中央政府機関により公布された法、行政上

の規制又は指示により当社が作成を求められる会計報告書を発行する。

　当社の会計報告書は各年次株主総会前の20日間当社において株主の閲覧に供される。各株主は当該会計報告書の写し

を入手することができる。

　当社の財務諸表は中国の会計基準及び規制に従い作成される他に、国際財務報告基準又は適用ある法律及び規則によ

り要求されるとおり、当社株式が上場される海外の報告基準に従い作成される。２つの会計基準に従いそれぞれ作成さ

れた財務諸表に重大な相違がある場合、かかる相違は当該財務諸表に記載される。当社が税引後利益を分配する場合、

かかる２つの財務諸表に表示された税引後利益のうち低い方が採用される。

　また、当社が公表又は開示する中間決算又は財務情報も中国の会計基準及び規制に従い、また国際財務報告基準又は

適用ある法律及び規則により要求されるとおり、当社株式が上場される海外の報告基準に従い作成され提出される必要

がある。

　当社は適用ある法律及び規則により要求されるとおり、会計報告書を提出し、公表する。つまり、中間会計報告書は

各会計年度の上半期終了後２ヶ月以内に公表され、年次会計報告書は各会計年度終了後４ヶ月以内に公表される。四半

期報告書は、適用ある法律及び規則で定められる期限内に提出され、開示される。

 

総会の招集通知及び総会で審議される議案

　株主総会は当社の権力機関であり、法に従いその職能及び権限を行使する。

　当社が危機的状況にあるなどの特別な状況を除き、当社は、総会における特別決議による株主の事前の承認がない場

合は、取締役、監査役、社長又はその他上級役員以外の者と当社事業の全部又は相当部分の管理経営がかかる者へ譲渡

されるような契約を締結しない。

　株主総会は年次株主総会及び臨時株主総会に分けられる。株主総会は取締役会により招集される。

　以下のいずれかの場合には、取締役会は２ヶ月以内に臨時株主総会を招集する。

(1）取締役の員数が中国会社法により要求される取締役の員数に満たない場合又は定款に記載ある取締役の員数の３

分の２未満になった場合。

(2）当社の未回収損失が当社の株式資本総額の３分の１に達した場合。

(3）当社の議決権を有する発行済株式の10％以上を保有する株主が書面にて臨時株主総会の招集を要求した場合。

(4）取締役会により必要とみなされた場合又は監査役会により要求された場合。

(5）その目的のために開催される特別会議において、全独立取締役の過半数の承認を得た場合、又は

(6）その他、法律、行政上の規則、部門規則、関連する規制文書、当社株式が上場されている証券取引所の規則又は

当社定款により要求される場合。

 

　当社が株主総会を招集する場合、かかる総会の書面による通知が、株主名簿に記載ある全株主に対し検討される予定

の事項並びに総会の日時及び場所を通知するため、年次株主総会の場合は総会開催日の20日以上前又は臨時株主総会の

場合は総会開催日の15日以上前までに送達される。

　当社が株主総会を招集する場合、当社の議決権株式総数の３％以上を有する株主は書面により新たな議案を提起する

権限を有し、当社は株主総会の職能及び権限の範囲内で提起された議案の事項を議題に載せる。

　株主総会は株主総会の招集通知に記載のない事項についての決議は行わない。

　

　株主総会の招集通知は以下の要件に従う。

(1）当該総会の場所、日時を明記すること。

(2）当該総会において審議及び検討に付される事項及び提案を記載すること。株主総会の招集通知及びその附帯通知

は全提案につきその具体的内容を全て完全に開示すること。
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(3）提案された取引における取締役、監査役、社長及びその他上級役員の重大な利益（もしあれば）の性質及び範囲

並びに株主としての資格におけるそれらの者に対する提案された取引の影響が同じ種類の他の株主の利益に対す

る影響と異なる場合においてかかる影響の開示を含むこと。

(4）全株主が株主総会に出席する権利を有すること並びに当該総会に出席し投票する権限を有する株主は自らの代理

として当該総会に出席し投票する１名以上の代理人を任命する権限を有する旨及び書面により委任される当該代

理人は株主である必要はない旨の記述を明確に記載すること。

(5) 当該株主総会に出席する権利を有する株主の保有する株式の登録基準日を記載すること。

(6) 当該総会の担当者の氏名及び連絡先情報を記載すること、及び

(7) 投票時間及びオンラインその他による投票方法を記載すること。

 

　株主総会の通知は公告又は当社定款に規定されるその他の方法によって各株主に対し行われる（当該総会で当該株主

が議決権を有するか否かを問わない。）。

　公告による通知の場合、当該公告が公表された後、関係者は当該株主総会の通知を受領したとみなされる。

　　以下の事項は株主総会において普通決議により決定される。

(1）取締役会及び監査役会の運営報告。

(2）取締役会により立てられた利益の分配計画及び損失の処理計画。

(3）取締役会の構成員及び監査役会の構成員の選任及び解任、それらの者の報酬並びに支払方法。

(4）当社の年間予算、最終決算、及び年次報告書。

(5）会計事務所の選任及び解任

(6）当社の事業方針及び投資計画の決定、及び

(7）法律、行政上の規制、部門規則、関連する規制文書及び当社の株式が上場されている場所の証券監督当局の要件

又は当社定款により特別決議で採択されるよう求められる事項以外の事項。

　　以下の事項は株主総会において特別決議により決定される。

(1）登録資本の増減。

(2）当社の分割、スピンオフ、合併、解散及び清算又は当社の会社形態の変更。

(3）当社定款の変更。

(4）いかなる種類の株主の権利の変更。

(5）取引価額が当社の監査済総資産の30％を超える重要な資産の購入若しくは処分又は１年以内の保証の提供に関す

る事項の検討及び承認。

(6）株式報奨制度の検討。

(7）当社に重大な影響を及ぼす可能性があり特別決議により採択されるべきと株主総会における株主による普通決議

により認められたその他事項、及び

(8）その他、法律、行政上の規制、部門規則、関連する規制文書及び当社の株式が上場されている場所の証券監督当

局の要件又は当社定款により要求される特別決議により採択されるべき事項。

 

株式の譲渡

　全額払込済みのすべてのＨ株式は定款に基づき自由に譲渡することができる。

　株主名簿の各部分の変更及び訂正は当該名簿が維持される場所の法律に従い行われる。

　

　当社定款に基づき、Ｈ株式の譲渡は、通常若しくは標準の譲渡証書、又は当社取締役会が承認しうる書式により書面

にて行うものとする。なお、かかる譲渡証書は直筆の署名に限り認められ、また、譲渡人又は譲受人が広く認められて

いる清算済機関である場合、若しくは証券及び先物条例第37条（香港法第571章）に準拠して承認を受けたその代理人

である場合は、直筆の署名又は機械で印刷した署名を付すものとする。また、全ての譲渡証書は、当社の法定の住所又

は取締役会が随時指定するその他の場所に備え置くものとする。

 

配当及びその他の利益分配の方法

　当社は以下の方法で配当を分配することができる。

(1）現金、又は

(2）株式。

　当社は、Ａ株式の所有者に支払う現金配当及びその他支払いを人民元で公表し、支払うものとする。当社は、Ｈ株の

所有者に支払う現金配当及びその他支払いを人民元で算定及び公表し、香港ドルで支払うものとする。

　当社は、Ｈ株式に関して当社により公表された配当及び当社が支払うべきその他一切の金員をかかる株主のために受

領するＨ株式の所持者のための受取代理人を任命する。
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（３）【Ｈ株式の概要】

　以下は、当社定款、中国会社法、香港証券取引所の上場規則（以下「香港証券取引所上場規則」又は「上場規則」

という。）及びその他の選択された該当法令に基づく当社の株式資本、特にＨ株式及びＨ株式所有者に関する情報の

概要である。

　Ａ株式及びＨ株式は、当社株式資本中の普通株式である。Ａ株式は、適格自然人及び機関投資家（当社の対象とな

る法律、規制及びその他の取締規則により禁止されている者を除く。）によってのみ申し込み及び取引することがで

き、人民元で申し込み及び取引されなくてはならない。一切のＡ株式の配当は、当社により人民元にて支払われる。

　当社の定款は、Ｈ株式を、香港証券取引所に上場を許可され、その額面金額は人民元建てで、香港ドルにて（香

港、マカオ、台湾及び、中国以外の国の投資家により）申し込まれ取引されている「海外上場外国投資株式」と定義

している。Ａ株式の所有者とＨ株式の所有者は、それぞれの利害に影響を持つ様々な事由から、別種の株主とみなさ

れる。たとえば、当社が議決権株式の増加を提案した場合、Ｈ株式の所有者は同提案に関して別の種類として議決を

行うことができる。

 

株主の権利の原典

　現在、株主の権利の主要原典は当社定款、中国会社法及び香港証券取引所上場規則であり、それらは、当社、当社取

締役及び当社支配株主に対し、とりわけ、行為、公平及び開示の基準を課すものである。

　更に、Ｈ株式が香港証券取引所に上場されている限り、当社は香港証券取引所に上場する会社に適用される関連条

例、規則及び規制－とりわけ香港証券取引所上場規則、会社条例、「証券及び先物条例」及び「買収、併合及び株式買

戻し規則」を含むがこれらに限定されない－に従うことを条件とする。

　別段の記載がない限り、以下に記載する一切の権利、義務及び保護は当社定款及び／又は中国会社法に依拠する。

 

株主の権利の執行

　当社の知る限り、中国では、定款又は中国会社法に基づくＨ株式所有者の権利のＨ株式の所有者による法的執行に関

する公告はない。

　適用される中国法は、2005年10月27日に通過した修正中国会社法が発効した2006年１月１日までは、株主が企業の代

表としてその取締役、監査役、マネージャー、又は他の株主に対し、賠償請求を企業自身が執行しなかった場合にかか

る当事者に対して賠償請求を執行するために訴訟を起こすことを明確に許可していなかった。修正中国会社法は、株主

は一定条件下において、企業を代表して取締役、監査役及びマネージャーに対し訴訟を起こすことができる、と規定し

ているが、最高人民法院は、中国会社法の前述の規定に関するさらなる法的解釈（すなわち（1）中国会社法の適用に

おける問題に関する最高人民法院の規定（一）及び（2）中国会社法の適用における若干の問題に関する最高人民法院

の規定（四））を公告した。

　当社定款は、当社定款に規定された権利義務から生じる範囲における全ての紛争又は賠償請求、及び当社に関連する

中国会社法又は他の関連法又は行政規制により授けられた又は課された権利又は義務は、一定の例外を除き、中国国際

経済貿易仲裁委員会又は香港国際仲裁センターの仲裁に付託されなければならない旨定めている。中国当局と香港の間

で、中国及び香港でそれぞれの法に従い決定された仲裁裁定書を相互に執行するための取決めが成立した。かかる取決

めは、2000年に発効した仲裁条例の改正（香港法第341章）により香港で履行され、2011年にはこれに代わる仲裁条例

（香港法第609章）が発効した。

　仲裁に付託されなければならない事項は以下の紛争又は賠償請求を含む。

・Ｈ株式所有者と当社間、又は

・Ｈ株式所有者と当社取締役、監査役、社長又はその他の上席役員間、又は

・Ｈ株式所有者とＡ株式所有者間。

　当社定款は、上記仲裁は最終的かつ決定的なものである旨規定している。

　

　Ｈ株式の所有者は香港証券取引所上場規則に違反した訴えを提起できないものとし、香港証券取引所規則の執行に任

せなければならない。買収、合併及び買戻し規約は、法的強制力がなく、香港における買収、併合、民営化及び株式の

買戻しに関して認められた商業的行為の基準を提供するだけである。

　さらに中国は、米国、連合王国、日本又はその他の大部分の経済協力開発機構加盟国と相互承認及び法廷判決の執行

を規定する条約に参加していない。当社株主は、Ｈ株式の保有から生じる又は基づく、日本の裁判所による判決及び米

国の連邦又は州の証券法の民事責任条項に起因する又は基づく判決を中国において執行するのに困難に直面する可能性

がある。

 

譲渡制限及び株主名簿
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　Ｈ株式は中国外の法人又は自然人である投資家間でのみ取引することができ、中国内の投資家へは、中国の法規によ

り明確に認められていない限り売却することができない。

　2021年８月20日、当社は上海証券取引所に上場し、10,396,135,267株のＡ株式を発行した。Ａ株式募集におけるオー

バーアロットメント・オプションの行使期間は2021年９月22日に満了した。当社は当初の10,396,135,267株のＡ株式の

発行に加え、178,635,111株のＡ株式を発行した。

　2024年12月31日現在、58,476,519,174株（発行済株式総数の63.90％に相当）は中国電信集団有限公司が発起人株式

（中国会社法に定義されている。）として保有している。中国会社法（2018年に改正済）の下では、発起人の株式は会

社の設立日から１年間は譲渡できないことになっている。当社のＡ株式上場時における中国電信集団有限公司との約定

に従い、中国電信集団有限公司が保有する株式は上場後36ヶ月以内に譲渡することはできない。

　当社定款に規定されているとおり、当社取締役は、以下の要件を満たす場合を除きＨ株式の譲渡の登録を拒否するこ

とができる。

・譲渡証書及び株式の権利に関する若しくはそれに影響を及ぼすその他文書の登録のため、譲渡証書１通につき2.50

香港ドルの手数料又は証券取引所が随時合意するそれより高い金額。

・譲渡証がＨ株式のみに関わる場合。

・譲渡証に課せられた印紙税が適法に支払われた場合。

・関連する株券及び譲渡人が株式を譲渡する権利を有することを示すために取締役会が合理的に要求するその他の証

拠。

・株式が共有者に譲渡される意図がある場合にはかかる共有の人数が４名を超えない場合、及び

・当社が当該株式に先取特権を有さない場合。

　当社は、株主名簿を維持する義務がある。かかる株主名簿は様々な部分により構成されており、その一部は香港証券

取引所に上場されているＨ株式に関連して香港で維持されるものとする。株主は株主名簿を閲覧する権利、及び相応の

料金を支払いかかる株主名簿を謄写する権利を持つ。

　当社は、当社Ｈ株式に関する登記を行う登記士として香港登記有限会社を指名した。かかる登記士は当社Ｈ株式の所

有者の株主名簿を当社事務所にて維持し、上記記載の書類の呈示があった場合にＨ株式の譲渡をかかる名簿に記入す

る。

 

配当

　当社取締役会は何時でも配当の分配を提案することができる。当社取締役会は、株主総会の普通決議による一般の授

権に基づき、中間及び特別配当を公表することができる。会計年度内の最終の配当は株主総会の承認を得なければなら

ない。配当は、現金又は株式の形式で分配することができる。ただし、株式の分配は株主総会の特別決議による承認を

得なくてはならない。

　ある年度において税引後利益を分配するときは、当社は、その利益の10％を当社の法定準備金に充当するものとす

る。法定準備金の累積額が当社の登録資本金の50％以上に達した場合は、それ以上の配分は不要である。

　法定準備金が前年度における当社の損失の補填に不十分な場合には、法定準備金への拠出前に当年度の利益をもって

損失の補填に充てるものとする。

　税引後利益から法定準備金に拠出した後、当社は、株主総会の決議により、任意準備金に拠出することができる。損

失の補てん及び準備金への拠出を行った後、残余の利益は、各株主の持株比率に応じて株主に分配されるものとする。

当社定款は、当社がＨ株主に代り、Ｈ株式に関して当社が公表した配当をかかる株主の代りに受け取るため、受取代

理人を指名することを規定している。当社定款はＨ株式に関する現金配当は、当社により人民元建てで公表され、香港

ドル建てで支払われることを規定している。海外上場外国投資株式の保有者に対する現金配当及びその他の金額を支払

うために必要とされる外国為替は、関連する外国為替管理規則に基づき取得されるものとする。

　当社が当該年度の純利益を計上しなかった場合、通常、当該年度の配当は行われない。

　配当の支払いは中国の源泉徴収税を課せられる。

 

議決権及び株主総会

　株主総会は、取締役会が招集するものとする。年次株主総会は、各年度に１回、前年度末から６ヶ月以内に開催され

る。

　取締役会は以下の事態が発生した場合、２ヶ月以内に臨時株主総会を開催する。

　・取締役の人数が会社法に定める最低数又は当社定款記載の数の３分の２を下回った場合。

・回収不能な当社損失が当社株式資本総額の３分の１に達した場合。

・当社発行済未償還の議決権付株式の10％以上を合計で所有する株主が書面にて臨時株主総会の招集を請求した場

合。

・取締役会が必要とみなした場合又は監査役会が請求した場合。
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・その目的のために開催される特別会議において、全独立取締役の過半数の承認を得た場合、又は

・法律、行政規則、部門規則、関連する規制文書、当社の株式が上場されている証券取引所の規則又は当社定款で要

求されるその他の状況。

　当社が株主総会を招集する際、当社議決権の３％以上を有する株主は、書面をもって新たに議案を提案することがで

きるものとし、当社は、かかる議案の提案が株主総会においてその機能及び権限の範囲内にあるときは、これを定時株

主総会の議案とするものとする。

　当社が株主総会を招集する場合、かかる総会の書面による通知が、株主名簿に記載ある全株主に対し検討される予定

の事項並びに総会の日時及び場所を通知するため、年次株主総会の場合は総会開催日の20日以上前又は臨時株主総会の

場合は総会開催日の15日以上前までに送達される。当社が株主に総会の通知を怠った場合、また株主が総会通知を受領

しなかった場合でも、株主総会の議事録は無効にならない。

　総会において株主は、特に利益処分案、年次予算、最終決算資本の増減、債券発行、合併、会社整理又は会社構造の

変更及び定款改正の承認又は否決の権限がある。加えて、特定の種類株主の権利は、株主総会において全株主の特別決

議により、又はその特定種類の株主独自の総会において特別決議により承認されない限り、修正又は廃棄できない。当

社定款は、特定の種類株主の権利の修正又は廃棄とみなされる各種改正を列挙する。そのうち、ある種類株式数の増

減、特定通貨での配当受領権の撤廃若しくは減少、またかかる種類株式に優先する議決権又は新株引受権を持った株式

の増加が挙げられたが、これらに限られていない。

　各Ｈ株式の株主はすべての株主総会において当社株主の議決事項に対して１議決権がある。ただし、関連種類株主の

みが、関連種類株式１株につき１議決権の基準で投票権があるＨ株式以外の特定の種類株主の総会を除く。

　代理人が指名され、その指名人に代わり弁護士若しくはその他の権限を有する者が委任状用紙に署名する場合、公証

人により作成された委任状用紙若しくはその他の書類に署名する権限を証する書類が、当社の登記上の住所又は総会招

集通知においてその目的のために定められた場所に預託されるものとする。委任状用紙は、その署名日をもって発効さ

れるものとする。

香港証券取引所上場規則のもとで、株主が特別決議で投票を棄権するよう要求されている、又は特別決議に対する賛

否投票のみに制限されている場合、かかる要求又は制限に違反してかかる株主のために又は株主の代わりに投じられた

票は数えられない。

　以下の決定は直接又は代理人をもって出席した株主が所有する議決権の３分の２以上により承認されなければならな

い。

・登録資本の増減。

・当社の分割、スピンオフ、合併、解散及び清算又は会社形態の変更。

・当社定款の改正。

・いかなる種類の株主の権利の変更。

・当社による重要な資産の購入若しくは処分又は１年以内の保証の提供で、当該取引の価額が当社の監査済総資産の

30％を超えるものに関する検討及び承認。

・株式報奨制度の検討。

・当社に重大な影響を及ぼす可能性があり特別決議により採択されるべきと株主総会における株主による普通決議に

より認められたその他事項、及び

・法律、行政規則、部門規則、関連する規制文書、当社の株式が上場されている場所の証券監督当局の要件又は当社

定款により特別決議により解決されることが要求されるその他事項。

　株主が決議するその他事項はすべて、当社取締役及び監査役の選任及び解任並びに現金配当公表も含めて、株主によ

る普通決議で決定される。

　香港証券取引所の上場規則に則り、当社の定款は、とりわけ株主の権利及び取締役の解任に関連する特定の条項を遵

守しなくてはならない。

　さらに定款の改正は、関連する中国規制当局の承認と同意が必要である。

　中国の法令又は当社定款に抵触する株主決議は無効である。

 

取締役会

　当社取締役会は、株主総会において３年間の任期で選任又は交代される。任期満了において、取締役は将来の任期に

おける再選及び再任のために立候補することができる。

取締役への推薦を記載した当社に対する書面、及び立候補者の意思の記載された当社に対する書面が受け付けられる

最低期間は、少なくとも７日間とする。かかる期間は、当該選挙を検討するための会議の通知の発送日以降に開始さ

れ、かかる会議の日の７日前までに終了する。

　取締役会は株主総会において株主に対して説明義務があり、以下の職務と権限を行使する。

(a）株主総会の招集及びかかる総会における株主への業務報告。
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(b）総会において株主が可決した決議の実施。

(c）当社事業計画及び投資案の決定。

(d）当社年次予算及び決算の策定。

(e）当社利益分配案及び損失回復計画の策定。

(f）当社債務及び資金調達方針、当社登録資本の増減提案及び当社債券又はその他の有価証券の発行及び公募の提案

の策定。

(g）当社の大型買収及び売却案、当社株式の買戻し、合併、分割若しくは清算又は会社形態の変更の計画の策定。

(h）対外投資、資産の取得及び処分、資産の質入れ、対外保証、受託金融管理商品及び関連当事者間取引及び外部へ

の寄付等の事項の決定。

(i）社内経営構造の決定。

(j）当社社長の選任又は解任の決定、社長の助言に基づく当社の副社長及び財務担当副社長及びその他上級役員の選

任又は解任、当社取締役会秘書役の選任又は解任の決定並びにその報酬及び上記の者に対する賞罰の決定。

(k）当社定款改正案の策定。

(l) 当社の基本管理組織の構築。

(m) 当社の情報開示の管理。

(n) 当社の会計監査を行う監査法人の選任又は交代についての株主総会への提案。

(o) 当社社長の業務報告の聴取及び当該業務の精査。

(p) その他会社法及び当社定款に則り株主総会で決議すると定めた以外の重要事項及び運営事項に関する決定並びに

その他重要契約締結。

(q）総会において、また当社定款に基づき株主から付与されたその他権限の行使。

　当社取締役による決議は取締役の単純多数の賛成票により承認される。

　適用ある中国会社法第147条は、当社取締役に信認義務又は忠実義務を課している。

　法令、管理規則及び当社株式が上場されている証券取引所の上場規則により課される義務に加えて、当社の各取締役

は、それぞれに委任された権限を行使するにあたり株主に対する義務を有する。具体的な要件は以下の通りである。

当社取締役は、法律、行政規則及び当社定款を遵守し、当社に対して以下の忠実義務を果たさなければならない：

(a) 取締役は、賄賂その他の不正な収入を得て職権を濫用してはならず、又は当社のいかなる財産も横領してはなら

ない。

(b) 取締役は、当社の資金を不正に流用してはならない。

(c) 取締役は、当社の資産又は資金を、自己名義又は他のいかなる個人名義の口座にも預金してはならない。

(d) 取締役は、当社定款に違反して、株主総会又は取締役会の承認を得ることなく、他者に当社の資金を貸し付けて

はならず、又は当社の資産をもって他者に保証を提供してはならない。

(e) 取締役は、当社定款に違反して、又は株主総会の承認を得ずに、当社と契約若しくは取引を締結してはならな

い。

(f) いかなる取締役も、株主総会の承認を得ずに、その地位を利用して、自己若しくは他者のために当社に属するべ

き事業機会を求めてはならず、又は自己若しくは他者のために同種の事業を営んではならない。

(g) 取締役は、当社との取引について、自己の利益のために手数料を受領してはならない。

(h) 取締役は、許可なく当社の秘密を開示してはならない。

(i) 取締役は、関連当事者関係を利用して当社の利益を損なってはならない。

(j）取締役は、法律、行政規則、部門規則及び当社定款に定めるその他の忠実義務を負うものとする。

 

取締役は、法律、行政規則並びに当社定款及びその附則を遵守し、当社に対して以下の義務を負わなければならない：

(a) 当社の商業運営が中国の法律、行政規則及び中国の経済政策の諸要件を遵守し、商業運営が営業許可の定める範

囲内であることを確実にするため、当社から付与された権利を慎重、厳粛かつ入念に行使すること。

(b) 全株主を平等に扱うこと。

(c) 当社の経営及び管理を適時に調査すること。

(d) 書面による当社の定期報告書を承認し、当社が開示する情報が真実、正確かつ完全であることを確認すること。

(e) 監査役会に真実かつ正確な情報及び資料を提供し、監査役会若しくは監査役の機能及び権限の行使を妨げないこ

と。

(f) その他、法律、行政規則、部門規則、関連する規制文書並びに当社定款及びその附則に規定された義務。

 

　関連する法令に従い、株主総会における株主は普通決議において取締役をその任期前に解任することができる。
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監査役会

　当社定款に従い、１名の外部監査役(以下当社において役職をもたない監査役を意味する)を含む５名の監査役で構成

される。当社監督役会は下記を含む（ただしこれに限定されない）各種事項に責任がある。

・取締役が作成し、株主総会に提出される予定の財務諸表その他財務情報を確認する、及び

・当社取締役、社長、副社長、財務副社長及びその他の上級役員がその権限を乱用し、当社の株主、当社及び当社の

従業員の合法的な権利を侵害することのないよう監督する。

　監査役会の権限は、一般に当社業務に関する調査及び株主、CSRC及びその他関連政府機関への報告並びに臨時株主総

会の招集に限定される。

　当社監査役会の構成員のうち２人は当社の従業員が指名した従業員代表である。残りの構成員は株主総会において任

命される。監査役会の構成員のうち１人が監査役会会長になる。監査役は取締役、社長、副社長、財務担当副社長又は

その他上席役員であってはならない。監査役会の各構成員及び監査役会会長の任期は３年であり、どちらの任期も再選

又は再任できる。任務を遂行するにあたり監査役会により要求される専門家を雇用するために発生した合理的費用は、

当社が支払う。

　監査役会は株主総会において説明義務がある。

 

清算の権利

　清算の場合、Ｈ株式はＡ株式と同順位であり、当社の残余資産からの債務支払は、適用法規に記載される順序で行わ

れる。かかる基準が存在しない場合、当社又は中国人民法院が指名した清算委員会が公正かつ合理的と考える方法に従

い行う。債務支払後、当社は残余資産を株式の種類及び割合に応じて株主に分配する。清算期間中は、新たな事業活動

は禁じられている。

 

株主の義務

　株主は株式引受け時において引受人により同意した条項に従うほかは、株式資本に追加の拠出を為す義務はない。

 

存続期間

　当社は存続期限なく株式会社として設立されているが、中国の法律又は当社定款に定める理由により清算する可能性

もある。

 

資本の増加及び先取特権

　当社定款は、Ａ株又はＨ株式を発行する前に株主総会の特別決議又は独立した種類株主総会でのＡ株式及びＨ株式の

所有者による特別決議による承認を得る旨を定める。Ａ株式及びＨ株式のそのときの発行数のそれぞれ20％以内を、株

主総会の特別決議で承認されたとおり、12ヶ月以内に別々又は同時に当社が発行する場合に限り、かかる承認を得る必

要がない。

　新株式の発行は関連する中国政府機関の承認を必要とする。

 

減資及び当社による株式買入れ並びに株式買入れの一般権限

　当社は株主総会における株主の特別決議による承認並びに別途種類株主会議Ａ株式保有者及びＨ株式保有者による特

別決議による承認、また一定の場合は関係中国政府機関の承認を取得した場合のみ、登録株式資本を減資できる。Ｈ株

式の買い入れは、香港買収・合併及び株式買戻し規則並びに香港証券取引所上場規則に従う。

 

大株主又は支配株主に対する制限

　当社定款は、支配株主はその関係を利用して当社の利益を損なう行為を行ってはならない旨を定める。当該規定に違

反し、支配株主が当社に損害を与えた場合、支配株主は当該損害を賠償する責任を負う。支配株主は、当社及び当社の

一般株主に対して受託者義務を負う。支配株主は、法律を厳守し、出資者としての権利を行使しなければならない。支

配株主は、利益分配、資産再編、外部投資、資本割当、貸付担保の提供等を通じて、当社及び当社一般株主の正当な権

利及び利益を侵害してはならず、又は支配者としての地位を利用して、当社及び当社の一般株主の利益を損なう行為を

行ってはならない。

　当社定款の目的において「支配株主」とは、その出資比率が有限責任会社の総株式資本の50％以上を占める株主、そ

の株式保有割合が株式有限責任会社の総株式資本の50％以上を占める株主、又はその出資比率若しくは株式保有割合は

50％未満であるが、その出資比率若しくは株式保有割合に応じた議決権を有し、株主総会又は株主の合議体の決議に重

大な影響を与えることができる株主をいう。

　中国電信集団有限公司が当社の唯一の支配株主である。

 

EDINET提出書類

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(E05927)

有価証券報告書

 15/281



議事録、会計書類及び年次報告書

　当社株主は株主総会議事録の写しを当社営業時間内に無料で閲覧できる。株主は議事録の写しを当社に請求すること

もできる。情報又は資料の閲覧に要する費用は、株主の負担とする。

　当社の会計年度は12月31日に終了する暦年である。香港証券取引所上場規則は、Ｈ株式の所有者に対し、監査済み財

務諸表を含む年次報告書を、監査報告書の写しとともに、株主総会の開催日の21日前までに、またいかなる場合にも関

連する会計年度終了後４ヶ月以内に送付すること、また、会計年度が６ヶ月以下である場合を除き、中間報告書を、各

会計年度の最初の６ヶ月間の終了後３ヶ月以内に送付することを定めている。

　当社定款に従い、各会計年度において、当社は、法律、行政規則及び証券監督当局の要件に従い、各会計年度終了後

４ヶ月以内に年次報告書を提出及び開示し、法律、行政規則及び証券監督当局の要件に従い、各会計年度の最初の６ヶ

月間の終了後２ヶ月以内に中間報告書を提出及び開示し、当社の株式が上場されている場所の証券監督規則で定められ

る期間内に四半期報告書を提出及び開示する。法律及び行政規則の遵守を条件とし、当社は、海外上場外国投資株式の

株主に対して、上記の報告書を公表することもできる。　

　香港証券取引所上場規則はまた、各会計年度の業績の仮発表を、会計年度終了後３ヶ月以内に作成することを定めて

おり、会計年度が６ヶ月以下である場合を除き、各会計年度の最初の６ヶ月間につきかかる６ヶ月間の終了後２ヶ月以

内に作成するように定めている。上記仮発表は可及的速やかに公表されなければならないが、いかなる場合にも、取締

役会により又は取締役会を代表して行われた承認の翌営業日の前場又はプレオープニング・セッションの開始時間のい

ずれか早い方の時間の30分前までになされなければならない。

　香港証券取引所上場規則に則り、当社は毎年株主総会において監査人を任命せねばならず、その任期を当該総会終了

時から翌年の株主総会までとする。

 

開示

　香港証券取引所上場規則及び香港証券先物条例の下では、当社は以下の特定の内部情報を知るところとなった場合、

開示するよう定められている。

・当社、当社の株主又は役員、当社の上場証券又はその金融派生商品に関する情報、及び

・当社の上場証券取引に慣れている又は取引をする可能性のある者に広く知られていないが、もしかかる者に広く知

られていた場合、上場証券の価格に重大な影響を与える可能性がある情報。

当社はまた、かかる情報を一斉に公告するよう求められる。香港証券取引所が、当社証券の正しくない市場が存在す

る可能性があると判断した場合、当社は（香港証券取引所と協議の上）可及的速やかに当社証券の正しくない市場を回

避するために必要な情報を公告する必要がある。

当社はまた、香港証券取引所上場規定に則り、株主に対して特定の資産取得又は処分、又はその他の取引（支配株主

との取引も含むがこれに制限されない）について事前に株主の承認を得、またその詳細を株主に公開する必要がある。

 

２【外国為替管理制度】

 

　中国の法定通貨は人民元である。人民元は外国為替管理を受けており、資本財を自由に外貨に換えることができな

い。一方で、流動項目の大半はもはや中国国家外国為替管理局（以下「国家外国為替管理局」という。）の承認の対象

ではない。国家外国為替管理局は、中国人民銀行の支配下で、外国為替管理規則の施行を含む外国為替に関連する一切

の事項を管理する機能を付与されている。

　外国為替管理制度の主要な規則及び施行令には、（ⅰ）1996年１月29日に国務院により公布され1996年４月１日から

施行され、1997年１月14日及び2008年８月１日に国務院により改訂された中国外国為替管理条例並びに（ⅱ）中国の国

内企業、個人、経済組織及び社会組織による外国為替の決済、売却及び支払いに関する規制を詳細に規定する1996年６

月20日に中国人民銀行により公布され1996年７月１日から施行された外国為替の決済、売却、支払管理暫定規定が含ま

れる。

　中国人民銀行は、毎営業日に、他の主要外貨に対する人民元の為替相場を公表している。かかる相場は、前日の銀行

間外国為替市場における人民元と主要外貨との売買相場を参照して設定される。

　一般に、中国国内の組織及び個人はすべて、経常的な外国為替収益を維持するか、又は適格金融機関に売却すること

ができる。適格金融機関により獲得又は適格金融機関に対し売却される資本項目に係る外国為替収支については、法令

により承認を要しないとされている場合を除き、外国為替管理当局の承認を受けなければならない。

　現在の中国外国為替管理制度のもとでは、貿易業務及び職員報酬の支払いなど経常活動のために外貨を必要とする企

業は、関係書類の作成を条件として、外貨を指定銀行から購入することが可能である。

　さらに、外資系企業による外国人投資家に対する利益分配など配当金の支払いのために企業が外貨を必要とする場合

は、かかる配当金に課される租税の正当な支払いを条件として、指定銀行に有する外貨銀行口座における資金から必要
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金額を引き出すことが可能である。また、外貨資金額が不足する場合は、企業は指定銀行から外貨を追加購入すること

が可能である。

2015年２月13日に交付、2015年６月１日に発効された「直接投資外貨管理政策のさらなる簡素化及び改善に関する

通達」に基づき、外貨建ローンの借入れ、外国為替保証、中国国外での投資又はその他の外貨購入を伴う資本勘定取引

を行う企業は、2015年６月１日以降、外国為替関連の登録を設立地に置かれる銀行で行うものとする。

　指定銀行は、実際に外国為替取引を行う際、中国人民銀行により設定された為替相場の上下一定の範囲内であれば、

適用する為替相場を決定することが可能である。

　非居住者や外国籍の所有者が、配当を送金する権利、及び普通株式を保有ないしはその議決権を保有する権利に対し

て、香港法、当社の定款あるいはその他の会社規定においてはいかなる為替制約も設けていない。

 

３【課税上の取扱い】

 

　Ｈ株式の所有者の所得及びキャピタル・ゲインに対する課税は、中国及び、Ｈ株式の所有者が居住し又は課税される

法域の法律並びに慣習に従う。以下に掲げる関連課税規定の概要は、現行の法律及び慣習に基づくもので、今後変更さ

れる可能性があり、法律上又は税務上のアドバイスを構成するものではない。以下の議論は、Ｈ株式への投資に関連す

るすべての税効果を扱うものではない。特に、米連邦法以外の法律など、州、地方その他の法に基づく税効果は検討し

ていない。したがって、Ｈ株式に投資した場合の税効果に関しては、ご自分の税務アドバイザーに相談いただきたい。

以下は、本書の日付に有効な法律及び関連の解釈を根拠としており、すべて変更される可能性がある。

 

(1）中国における課税上の取扱い

　以下は、投資家が資本資産として保有するＨ株式の保有及び譲渡に関わる中国の課税規定の概要である。本概要は

Ｈ株式保有の重要な税効果をすべて検討することを目的とせず、特定の投資家の、特定の状況を勘案したものではな

い。本概要は本書の日付において有効な中国の税法及び日中二重課税免除に関する条約に基づくものであるが、いず

れも変更（又は解釈上変更）される可能性があり、変更が遡及的効果を伴う場合もある。

　本議論は中国税制の所得税、資本税、印紙税及び遺産税以外の側面を検討したものではない。投資を検討中の方

は、Ｈ株式の所有及び譲渡に対する中国、香港及びその他の税効果に関して税務アドバイザーに相談することを勧め

る。

 

配当金に対する課税

個人投資家

「中華人民共和国個人所得税法」及びその実施条例によると、中国企業から支払われる配当には通常20.0％均一で源

泉課税がかかる。中国居住者ではない外国人は、中国企業からの配当受け取りは、適用課税法又は協定により減税され

ない限り、通常20.0％の源泉課税対象となる。例えば、中国税務総局の規則、及び関連法規制により、香港及びマカオ

は10％の源泉課税対象となる（通達：Guo Shui Han[2011]第348号）。また、上海・香港株式市場の相互開放に関する

中国課税政策に関する通達（通達：Cai Shui[2014]第81号）及び深圳・香港株式市場の相互開放に関する中国課税政策

に関する通達（通達：Cai Shui[2016]第127号）によると、当社は、香港株売買の取引を通じて当社のＨ株に投資して

いる中国本土の個人投資家から受領した配当に関して税率20％で源泉徴収するものとする。当社のＨ株に対して香港株

売買の取引を通じて投資している中国本土の証券投資信託からの配当に対する課税は、個別の投資家に適用する規則に

照らして確定される。当社は香港株売買の取引を通じる中国本土の企業投資家からの配当にかかる所得税の源泉徴収義

務はなく、かかる企業は自ら収入を報告し、税金を納めるものとする。

 

法人

　2008年１月１日付で発行し2019年４月23日付で改正された法人所得税法及び施行規則により、中国企業が「非在住」

（中国以外の管轄法のもとで設立され、中国に事業所又は住所を置かず、又は中国から受取った配当が、その中国にお

ける事業所又は住居と関係を持たない）の外国企業に支払う配当は、10％の税金が課せられる。ただし、課税に関する

適用条約により減税される。中国企業が中国在住の法人(中国以外の管轄法のもとで設立されたが「事実上の運営機

関」が中国におかれている法人を含む)に支払う配当は、中国の企業によって支払われる配当については中国の源泉徴

収税は課せられない。

 

租税条約

　中国内に居住せず、中国との間に二重課税に関する条約を締結する国に居住する投資家は、中国に居住しない当社の

投資家に対する配当金の支払に課せられる源泉税の軽減を受ける権利を有する。中国は現在、以下の国を含む複数国と
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二重課税に関する条約を締結している：オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、日本、マレーシア、オランダ、

シンガポール、英国及び米国。

　所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための中華人民共和国と日本国との間の条約（租税条

約）は1984年６月26日以降効力を生じている。この租税条約の第10条に基づけば、中華人民共和国政府は、中華人民共

和国の居住者である法人のＨ株式を保有する適格な日本の所有者に対して当該法人が支払う配当金につき、当該配当の

額に対して10％を限度とする税率により所得税を課すことができる。この規定は配当に充てられる利得についての当該

法人に対する課税に影響を及ぼすものではない。「適格な日本の所有者」とは、(1）租税条約の適用上、日本国の居住

者に該当する者で、(2）中華人民共和国内に、Ｈ株式が帰属し、又はそこを通じて配当の受益者が事業を行っている、

若しくは行ってきた、恒久的施設又は固定的施設を有しておらず、(3）Ｈ株式に関連して得られる所得又は利益につき

租税条約の恩典を享受する上でその他の点で不適格ではない、日本の所有者をいう。

 

キャピタル・ゲインに対する課税

個人投資家

Ｈ株式の個人所有者に関しては、「中華人民共和国個人所得税法及びその実施条例」に、持分株式売却によって実現

した利得に20％の所得税を課すと定め、財政部に徴税のしくみに関する詳細な税務規則を策定する権限を与えた。しか

し、かかる税制規則が発効され、持分株式売却によって実現した利得に対する所得税が徴税された例はない。個人が得

た上場会社株式売却による利得は、1998年３月30日付の税務総局の通知により暫定的に個人所得税を免除されている。

この暫定免税措置が取消され又は失効した場合、Ｈ株式の個人所有者は、関連の二重課税に関する条約によって税が軽

減又は免除されるときを除き、20％のキャピタル・ゲインに対する税を課せられることになる。Ｈ株式の売却による

キャピタル・ゲインに対する税が適用されることとなった場合、中米条約の下で中国が売却又は譲渡からの利得に課税

できるのは、Ｈ株式の「適格米国人保有者」で当社の持分を25％以上保有する場合に限られるとの主張ができるが、こ

の見解は確定的ではなく、中国当局が別の見解を示す可能性もある。

 

法人

2008年１月１日付で発行し、2019年４月23日付で改正された法人所得税法及び施行規則の下では、「非在住企業」で

ある外国企業は、関連の二重課税に関する条約によって税が軽減されるときを除き、海外で上場されている中国企業の

株式の売却により実現したキャピタル・ゲインに対して10％の税金が課せられる。中国在住の法人（中国以外の管轄法

のもとで設立されたが「事実上の運営機関」が中国におかれている法人を含む)が実現したキャピタル・ゲインには中

国法人所得税が課せられる。

 

追加として考慮すべき中国税

中国の印紙税

　暫定規定の下で中国の公開企業の株式譲渡に課せられる中国の印紙税は、「中華人民共和国印紙税法」により、中国

人以外の投資家が中国国外でＨ株式を取得及び譲渡する場合には適用されない。同法は2022年７月１日に施行されたも

ので、中国の印紙税が中国国内において作成又は受領され、中国国内で法的効力を有し、中国法の保護を受ける文書に

のみ課せられる旨を定めている。

 

遺産税

　中国の法律では、Ｈ株式を保有する中国国籍を持たない者に対して、いかなる遺産税の納税義務も生じない。

 

(2）香港における課税上の取扱い

配当金に対する課税

　香港内国歳入省の現行の慣習の下では、香港において当社が支払う配当金に関し支払うべき租税はない。

 

売却益

　香港証券取引所におけるＨ株式の売却によるキャピタル・ゲインは香港では課税されない。ただし、その他の状況

（店頭取引又は取引所外取引を含む。）におけるＨ株売却によるキャピタル・ゲインで、香港で取引、専門的職業又は

事業を営むMNEグループ（香港内国歳入法（Cap. 112）（以下「IRO」という。）において定義される。）のメンバーに

より香港において発生し受領された（又は香港で受領されたとみなされる）ものについて、当該売買が香港外で行われ

た場合、当該メンバーが香港で特定の経済活動（IROにおいて定義される。）を行っていない場合、香港所得税が課さ

れる場合がある。特定の条件を満たした場合、利益に対して課される外国税の免除及び軽減が適用されることがある。

　香港において取引、専門的職業又は事業を営み、香港においてかかる取引、専門的職業又は事業により利益を得てい

る者が株式の売却により得た取引利益には、香港所得税（収益税）が課せられる。香港証券取引所で行われたＨ株式売
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却による取引利益は、香港において生じたものとみなされる。香港で証券のトレーディング又はディーリング業務に携

わる者が行ったＨ株式の売却に基づく取引利益に関しては、香港所得税（収益税）の納税義務が発生する。

　かかる税率は、法人に対しては16.5％、非法人事業に対しては15.0％である。法人又は非法人事業の課税対象となる

所得のうち200万香港ドルについては、適用ある税率の半分の軽減税率が適用される。ただし、法人又は非法人事業の

関連企業が軽減税率を適用している場合又は企業が既に半分の税率の優遇税制を選択している場合は、この限りではな

い。

　また香港では、2024年度内国歳入法（多国籍企業グループに対する最低課税）改正法案（Inland Revenue

(Amendment) (Minimum Tax for Multinational Enterprise Groups) Bill 2024）を導入し、国内の最低上乗せ税を導

入している。2025年１月１日以降に開始するすべての会計年度において、香港に所在するMNEグループの構成事業体の

所得も上乗せ税の対象となる可能性がある。

 

印紙税

　香港印紙税は、香港において維持される株主名簿分冊に登録されたＨ株式購入のたびに購入者に、及び同様のＨ株式

売却のたびに売却者に、課せられる。香港の印紙税は、譲渡されるＨ株式の対価又は（対価より高額の場合）価額の

0.1％の従価税率が、有効な購入又は売却のそれぞれに課税される。すなわち、Ｈ株式の通常の売却及び購入取引には

合計0.2％が課税された。さらに、いかなる場合でも、株式の譲渡証書毎に定額租税５香港ドルを支払わなければなら

ない。

 

遺産税

　現在香港において遺産税は課されない。

 

(3）日本における課税上の取扱い

　適用ある租税条約、所得税法、法人税法、相続税法及びその他の日本の現行の関連法令に従い、またこれら法令上

の制限を受けるが、日本の個人又は日本法人の所得（及び、個人に関しては相続財産）が上記「(2）香港における課

税上の取扱い」記載の香港の租税の対象となる場合、かかる香港の租税は、当該個人又は法人が日本において支払う

こととなる租税の計算上税額控除の対象となる場合がある。

　「第８　本邦における提出会社の株式事務等の概要－２．(５）本邦における配当等に関する課税」も参照のこと。

 

４【法律意見】

 

(1）当社の中国における法律顧問であるハイウェン＆パートナーズより、大要下記の趣旨の法律意見書が関東財務局長

宛てに提出されている。

 

本書「第一部　第１－本国における法制等の概要」における記述は、かかる記述が中国法の概要を構成するものと意

図する範囲において、要約されるべき事項を公正に反映しており、すべての重要な点において真正かつ正確である。

 

(2）当社の香港における法律顧問であるサリバンアンドクロムウェル（香港）エルエルピーより、大要下記の趣旨の法

律意見書（「香港法律意見書」）が関東財務局長宛てに提出されている。

 

本書に記載されている記述及び「香港法律意見書の別紙１」において抜粋されている記載は、香港の法律的事項又は

香港証券取引所規則の条項の概要を記述する限りにおいて、虚偽又は不正確ではない。

 

(3）当社の香港における法律顧問であるベーカー＆マッケンジー法律事務所より、大要下記の趣旨の法律意見書が関東

財務局長宛てに提出されている。

 

本書日付現在、「第一部－第１－３．課税上の取扱い」の標題下に本書に記載されている記述は、香港の法律的事項

の概要を記述する限りにおいて、虚偽又は不正確ではない。

 

 

EDINET提出書類

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(E05927)

有価証券報告書

 19/281



第２【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】

 

連結経営指標等
(1)

 （単位：１株当たり金額（単位：人民元）を除き百万人民元）

 （下段の括弧内の数値は１株当たり金額（単位：円）を除き億円）
(2)

 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

営業収益
393,561

(77,571)

439,553

(86,636)

481,448

(94,893)

513,551

(101,221)

529,417

(104,348)

営業利益
28,640

(5,645)

30,948

(6,100)

33,427

(6,588)

37,128

(7,318)

39,803

(7,845)

当社株主に帰属する当期純利益
20,850

(4,110)

25,949

(5,115)

27,593

(5,439)

30,446

(6,001)

33,012

(6,507)

当社株主に帰属する資本
363,456

(71,637)

428,678

(84,492)

432,089

(85,165)

442,926

(87,301)

452,390

(89,166)

総資産額
715,096

(140,945)

762,239

(150,237)

807,698

(159,197)

835,814

(164,739)

866,625

(170,812)

１株当たり純資産額
(3)

4.49

(88.50)

5.08

(100.13)

4.72

(93.03)

4.84

(95.40)

4.94

(97.37)

１株当たり当期純利益
(4)

0.26

(5.12)

0.31

(6.11)

0.30

(5.91)

0.33

(6.50)

0.36

(7.10)

自己資本利益率
(5) 5.74% 6.05% 6.39% 6.87% 7.30%

営業活動によるキャッシュ純額
132,260

(26,068)

137,533

(27,108)

136,432

(26,891)

137,508

(27,103)

145,049

(28,589)

投資活動により使用された

キャッシュ純額
(6)

(87,077)

((17,163))

(80,288)

((15,825))

(96,796)

((19,078))

(95,492)

((18,821))

(103,432)

((20,386))

財務活動により使用された
キャッシュ純額

(42,107)

((8,299))

(7,518)

((1,482))

(40,906)

((8,063))

(33,477)

((6,598))

(40,545)

((7,991))

現金及び現金同等物の残高
23,684

(4,668)

73,284

(14,444)

72,465

(14,283)

81,046

(15,974)

82,207

(16,203)

注：(1) 上記の表は、当社の経営指標の抜粋を示している。2023年及び2024年の12月31日現在の財政状況並びに2023年及び2024年の

各12月31日終了年度の包括利益及びキャッシュ・フローの各指標は、本書に添付される当社の監査済連結財務諸表から引用

しており、それらの連結財務諸表と併せて理解される必要がある。2020年、2021年及び2022年の12月31日現在の財政状況並

びに2020年、2021年及び2022年の各12月31日終了年度の包括利益及びキャッシュ・フローの各指標は、本書に添付されてい

ない当社の連結財務諸表から引用している。当社の監査済連結財務諸表は、国際会計基準審議会が発行する国際財務報告基

準（IFRS）に準拠して作成されている。

上記の経営指標の抜粋は、2021年度のイーサーフィン・ペイ有限公司（現在は「チャイナ・テレコム・ベストペイ・テクノ

ロジー有限公司」として知られる。）以下「ベストペイ・テクノロジー」という。）及びチャイナ・テレコム・リーシング

の売却並びにチャイナ・テレコム・クラウド・テクノロジー有限公司及びイーサーフィン・デジタルライフ・テクノロジー

有限公司の設立、2022年度の中電信智能網絡科技有限公司の設立及び邊縁（上海）科技有限公司の買収、2023年度のチャイ

ナ・テレコム・人工知能テクノロジー（北京）有限公司及びその他の会社の設立、並びに2024年度のチャイナ・テレコム・

カルチャー＆パブリシティ・テクノロジー（北京）有限公司及びその他の会社の設立を反映している。

(2) 日本円は、１人民元＝19.71円（国家外国為替管理局が発表した2025年４月25日の基準為替レートを基に計算した換算レー

ト）で換算されている。

(3) １株当たり純資産額は、当社株主に帰属する資本並びに当該各年度における発行済株式数の加重平均（2020年12月31日終了

年度は80,932,368,321株、2021年12月31日終了年度は84,442,405,521株並びに2022年、2023年及び2024年12月31日終了年度

は91,507,138,699株）に基づいて算出されている。

(4) １株当たり当期純利益は、当社株主に帰属する当期純利益並びに当該各年度における発行済株式数の加重平均（2020年12月

31日終了年度は80,932,368,321株、2021年12月31日終了年度は84,442,405,521株並びに2022年、2023年及び2024年12月31日

終了年度は91,507,138,699株）に基づいて算出されている。

(5) 自己資本利益率は、当社株主に帰属する当期純利益を期末の当社株主に帰属する資本で除して算出している。
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(6) 設備投資は投資活動に用いられた正味現金キャッシュの一部であり、投資活動に用いられた正味現金への追加分ではない。

 

２【沿革】

 

2002年 中国会社法に基づき、2002年９月10日に有限責任の株式会社として「チャイナ・テレコ

ム・コーポレーション・リミテッド」の名称で設立された。

 

Ｈ株式の新規株式公開の完了に伴い、当社のＨ株式は香港証券取引所における取引のた

め上場され、当社のＨ株式を表章する米国預託株式（以下「ADS」という。）はニュー

ヨーク証券取引所における取引のため上場された。

 

2014年 中国聯合網絡通信股份有限公司（以下「中国聯通」という。）及び中国移動通信有限公

司（以下「中国移動」という。）とともに、中国通信設施服務股份有限公司（現在は

「チャイナ・タワー有限公司」で知られる。以下「タワー・カンパニー」という。)を共

同で設立した。

 

2017年 成都天翼空間科技有限公司（以下「天翼空間」という。）の100％の持分を売却した。

 

資本投資活動及びコンサルティング・サービスの提供を行う完全子会社である天翼資本

控股有限公司（以下「天翼資本」という。）を設立した。

 

2018年 チャイナ・テレコム・グローバル有限公司（以下「チャイナ・テレコム・グローバル」

という。）と共同で、電気通信機器の調達、ファイナンス・リース及び関連する資金調

達業務に携わるチャイナ・テレコム・リーシングを設立した。

 

2019年 中国電信集団有限公司及び中国通信服務有限公司（以下「CCS」という。中国電信集団有

限公司の子会社である。）と共同で、中国電信財務を設立した。

 

スマート・ファミリー・エコスフィアに焦点を当てたイーサーフィンHD、スマート・

ホーム、ホーム・ゲートウェイ及びスマート・ホーム・ネットワーキング・サービスに

関与する完全子会社であるスマート・ホーム有限公司を設立した。

 

IoTエコスフィアに焦点を当てたIoT及び自動車向けインターネット・サービスに関与す

る完全子会社であるIoT有限公司を設立した。

 

2021年 中国電信集団有限公司に対しイーサーフィン・ペイ有限公司（現在は「チャイナ・テレ

コム・ベストペイ・テクノロジー有限公司」として知られる。）を、また中国電信集団

有限公司及びその子会社であるGuang Hua Properties Limitedに対しチャイナ・テレコ

ム・リーシングを売却した。

 

Ａ株式の募集を完了し、2021年８月20日に当社のＡ株式は上海証券取引所に上場され、

取引が開始された。

 

2021年５月18日を発効日として、ニューヨーク証券取引所における当社のADSの上場が廃

止され、2021年12月８日（米国東部時間）付で当社のADSプログラムは終了した。

 

2022年 2022年２月25日に米国証券取引委員会にForm 15Fを提出し、ADSの登録を抹消し、1934年

米国証券取引法（改正済）に基づく報告義務を終了した。当該登録抹消及び報告義務の

終了は、Form 15Fの提出から90日後に有効となった。
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３【事業の内容】

 

当社の事業セグメントは、総合電気通信事業のみである。

当社の主な事業は、モバイル通信、有線通信、衛星通信、インターネットアクセス、クラウド・コンピューティング及び

コンピューティング・パワー、ビッグデータ、AI、量子、ICT統合などを含むデジタル情報サービスである。当社のＡ株

式及びＨ株式は、それぞれ上海証券取引所及び香港証券取引所のメインボードに上場している。

2024年度、当社はAIに代表される科学技術革新及び産業変革の新たな局面から生じる機会をしっかりと捉えた。

2C/2H/2B/2G顧客からのインテリジェンス、セキュリティ及びグリーンに対する新たな消費要求に応えるため、当社は引

き続き高品質の製品及びサービスの供給を強化し、戦略的新興事業が主導する基盤事業及び産業デジタル化事業の２つの

エンジンを着実に発展させ、当社の業績の継続的な改善を推進した。

 

個人ユーザー向けには、モバイルネットワークの5G-Aへのアップグレードを継続的に進め、主要なシナリオにおける5G

ネットワークのカバレッジを強化し、より優れたモバイル通信体験を実現するために新しい5G通信などのアプリケーショ

ンを継続的に充実させた。当社は5Gアプリケーションへのアップグレードを継続的に推進し、コミュニケーション・アシ

スタント、動画付きカラー着信音及びクラウド・ドライブなどのアプリケーションのAIアップグレードを加速させ、量子

暗号化メッセージ及び通話並びに携帯電話から衛生への直接通信などの戦略的新興事業の規模を拡大した。当社はまた、

端末のアップグレードも引き続き推進し、業界初の自社開発のXingchen汎用大型モデルを内蔵したカスタマイズAIスマー

トフォンを発売し、APPを必要としない便利なアプリケーションを実現し、パーソナライズされた多様な情報サービスに

対するユーザーの高まる需要に絶えず応えている。

 

家庭ユーザー向けには、家庭用ブロードバンドのギガビット化及びFTTR化を継続的に推進し、より高速で快適かつ安全な

オールファイバー・ネットワーク・サービスを構築した。当社は、スマートファミリー・アプリケーションのアップグ

レードを継続的に進めた。「ビューティフル・ホーム」ブランドの下、当社は「One All-fiber Network, One

Intelligent Cloud and One Beautiful Home」におけるさまざまなシナリオに対応するスマートファミリー・アプリケー

ションを継続的に開発し、AIカメラ、AIクラウド・コンピューター及びAIホームモニターなどのスマート端末を発売し、

安全、健康、エンターテインメント、低炭素及びインテリジェンスなど顧客の個別ニーズに対応した。当社は一貫してプ

ラットフォームのアップグレードを進め、家庭-地域-政府の接続シナリオを絶えず充実させ、ストリート・クラウド／タ

ウンシップ・クラウド、コミュニティ・リビング・サークル及びデジタル・ヘルスケアなどの新興製品及びシナリオに基

づくソリューションの創造を加速し、CHBGシナリオの統合を強化し、差別化された開発能力で絶えず優位性を維持してい

る。

 

政府及び企業顧客向けには、当社は引き続きコンピューティング・パワーの配備を進め、一般コンピューティング、イン

テリジェント・コンピューティング及びスーパーコンピューティングを統合した統合コンピューティング・パワーレイア

ウトである「Xirang」スケジューリング・プラットフォームを構築し、便利なインテリジェント・コンピューティング・

アプリケーション、コンピューティング及びネットワークの統合スケジューリング並びに異種コンピューティング・パ

ワーの加速を実現した。当社は10以上の業界標準の制定に参加し、北京、深圳、蘇州及び天津を含む18都市にサービスを

提供し、地域コンピューティング・パワー・ネットワークを構築した。当社は、IDCのリソースレイアウトを継続的に最

適化し、クラウド、AI、セキュリティ及びその他の要素を統合したAIDC多要素製品サービス能力を提供した。当社は業界

をリードする大型モデル・シナリオ・アプリケーションを一貫して開発し、政務、緊急対応、産業、教育及び文化振興な

どの分野において50超のセグメント化された業界大型モデル・シナリオ・アプリケーションを発表した。当社は、デジタ

ル・プラットフォームのアップグレード及び反復を継続的に加速し、差別化された競争優位性を持つ高品質の業界プラッ

トフォームを形成した。独自の業界プラットフォームは、総額15.8十億人民元相当の15,000件超のプロジェクト及び契約

を促進した。当社は、３種類にわたる10の大規模産業の5Gカスタマイズネットワーク向けの5G+AI統合シナリオ・ソ

リューションを絶えずアップグレードしており、製造業、鉱業、電力、化学工業、港湾及び低高度地域など多数の分野に

わたり累計45,000件の産業応用プロジェクトを開発している。

 

海外ユーザー向けには、当社は国際ビジネスの質の高い発展を促進し、クラウドネットワーク・リソースのグローバルレ

イアウトの形成並びに国際及び国内ビジネスプロセスの統合を加速させた。国際事業の重要な成長の柱となっている東南

アジア、中東及びアフリカなどの地域とともに、当社は主要な海外市場で積極的に拡大した。クラウド、量子、衛星、自

動車のインターネット化（インターネット・オブ・ビークル）及び映像情報を通信するIoVT （インターネット・オブ・

ビデオ・シングス）などの戦略的新興事業は海外で躍進を遂げた。これらすべての貢献により、同年の国際事業の収益は

前年比で15.4％増の16.9十億人民元となった。
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当社の事業分析の詳細は、下記「報告期間中の主要な事業」を参照。

 

2024年１月１日から2024年12月31日までの期間（以下「報告期間」という。）における中核的競争力に関する分析

 

2024年度、当社は人工知能の発展方向を緊密に把握し、新たな開発理念を全面的、正確かつ総合的に実行し、サイバーパ

ワー及びデジタルチャイナの構築を強固に実現し、ネットワーク及び情報セキュリティを守り、クラウド化及びデジタル

変革戦略を継続的かつ深く実行し、サービス志向、技術志向、かつ安全な企業への転換をさらに加速し、各方面の改革及

び開放を深化させ、質の高い発展を全面的に推進し、新たな品質の生産力の発展を加速した。

 

科学技術革新によるデジタル情報インフラ構築の継続的な推進。当社は、科学技術革新を企業戦略の中核要素及び質の高

い発展の柱と位置づけ、先進的な科学技術企業の構築を加速した。当社は、ネットワーク、クラウド及びクラウドとネッ

トワークの統合、人工知能並びに量子／セキュリティという４つの基本技術の方向性に重点を置き、中核技術を継続的に

強化し、クラウドサーバー・オペレーティングシステム及びデータベースなどのクラウド・コンピューティングの基盤と

なるソフトウェアにおいて重要な躍進を遂げ、当社のナンバー１技術である「Xirang」統合インテリジェント・コン

ピューティング・サービス・プラットフォームを確立し、分散型推論、ハイブリッド学習及び推論並びに100キロメート

ルロスレス伝送などの主要技術で画期的な成果を上げた。当社は、中国初のフルサイズ、フルモダリティ、完全国産の１

兆パラメータ基礎大型モデルシステムを構築し、長文テキストからの制御可能な動画生成、全二重対話及びマルチモーダ

ルなディープフェイク検出などの課題を解決した。当社は、QKD及びPQCを統合した世界初の分散暗号システムを開発し

た。当社は、１台あたりの量子ビット数が最多となる超伝導量子コンピューター「Tianyan-504」を全国で発売した。当

社は、単一波長1.2Tbit/秒及び100Tbit/秒を超える容量を持つ中空コア光ケーブル伝送システムの世界初のデモンスト

レーション及び検証を既存のネットワーク上で実施し、衛星と地上の統合、センシングと通信の統合及びワイヤレスAIな

どの主要な6G技術分野で複数の業界初の実地試験を完了した。科学技術への影響力が高まる中、当社は複数の国家レベル

のイノベーション・プラットフォームを手がけ、「第５世代モバイル通信システム」及び「次世代インターネット・ソー

ス・アドレス」の２つのプロジェクトは国家科学技術進歩賞の第１位を受賞した。IoVTは「2024年国有中央企業十大スー

パープロジェクト」に選ばれ、「2024年世界インターネット会議科学技術先駆賞」を受賞した。「Tianyan」量子コン

ピューティング・クラウド・プラットフォームは、「2024年国有中央企業国家十大メガプロジェクト」に選ばれた。当社

が取得した新発明特許の件数は前年比で115.9％増加し、世界の事業者の中で第２位となった。当社は、ITU-T、3GPP及び

IETFなどの国際標準化組織において重要な地位を占めた。当社は、ネットワークを基礎とし、クラウドを中核とする原則

を堅持し、人工知能開発の方向性を捉え、新たなデジタル情報インフラの強化及びアップグレードを促進し、AIの発展に

力を与えた。当社は、AIのためのクラウド・ネットワークインフラの配備を適切に進め、北京-天津-河北及び長江デルタ

に１万GPUの全液冷プールを２基設立し、広東、江蘇、浙江、モンゴル及び貴州に1,000GPUのコンピューティング・パ

ワープールを配備することで、インテリジェント・コンピューティング・パワー・リソースは35EFLOPSに達した。当社

は、データセンターのAIDCへの全面的なアップグレードを推進し、さまざまなインテリジェント・コンピューティング展

開のニーズを満たした。当社は、高スループット、低レイテンシーのインテリジェント・コンピューティング及び相互接

続ネットワークを構築し、G.654E新光ファイバーを大規模に配備し、400Gbpsの全光伝送ネットワークを構築した。８つ

の主要ハブ間の平均レイテンシーは７％短縮され、新しいメトロポリタンネットワークは200超のエッジ・コンピュー

ティング・パワー・プールをカバーし、ミリ秒レベルのコンピューティング・アクセスを実現した。ギガビット・ファイ

バーネットワークの10G PONポート数は929万に達し、市町村の住宅カバー率は95％を超え、50G PONネットワークも試験

的に導入された。当社は、AI技術を活用してネットワーク価値を高め、無線ネットワーク、コアネットワーク及びメトロ

ポリタン・エリア・ネットワークにインテリジェント・ネットワーク要素を試験配備し、業務品質のリアルタイム認識及

びアプリケーションレベルの分析能力を構築し、ユーザーとアプリケーションのインテリジェントな識別及び精密な制御

を実現した。IoVT事業では、高品質のビデオデータセットを作成し、あらゆるシナリオにおけるAIサービスを強化し、セ

キュリティ・スマートアイ及びキッチン・モニタリングなど、100以上の「AI + IoVT」シナリオ・アプリケーションを作

成した。当社は、AIのエンパワーメントによるクラウドネットワーク運用能力の強化を推進し、自社開発のネットワーク

大規模モデルを生産プロセスに組み込んだ。主要な新興製品の自動起動率は99％にまで大幅に向上し、ネットワーク故障

の処理効率は30％改善した。当社は、ネットワーク故障の作業指示件数及び処理時間の削減を達成し、クラウド・ネット

ワーク・オペレーションの総合的な自己知能レベルはL3.6に達した。当社は、基礎的なネットワーク接続能力を継続的に

強化し、中国聯通との共同構築及び共同共有を深化させた。5G中高周波基地局の総数は137万5,000局に達し、「１つの4G

ネットワーク」を着実に前進させた。5Gネットワークは全国の町村以上のエリアで連続カバレッジを達成した一方で、主

要なエリア及び主要なシーンの詳細なカバレッジ率は90％に上昇した。モバイルネットワークのカバレッジ及び体感速度

は着実に向上した。当社は、引き続き5G-Aの戦略的配備を強化し、121都市において約70,000のキャリア・アグリゲー

ション局を大規模に展開し、200超の都市でRedCapのカバレッジを配備した。当社は、空中・地上統合情報ネットワーク

の機能を統合し、高・中・低軌道連携による衛星移動通信システムの構築を積極的に推進し、携帯電話での衛星への直接
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接続ユーザー数は2.4百万人を突破した。イーサーフィン人工知能IoT（AIoT）プラットフォームは、１億台レベルの超大

型端末の安全で信頼できるアクセス並びに10億台レベルのIoTネットワーク接続のオンライン感知及び制御をサポート

し、端末ユーザー数は630百万人に達した。当社は、国際ネットワーク能力の構築を強化し、昆明及び海口にフルサービ

スの国際通信ゲートウェイステーションの設立を開始し、海底ケーブルの帯域幅を5T増加させ、「一帯一路」を目指した

戦略的なトランジットチャンネルを積極的に開拓した。

 

規模応用の躍進を加速し、革新的な成果の実際の生産性への転換を促進する。当社は７大戦略的新興事業の配置を完全に

完了し、数千の産業の知的転換を積極的に後押しした。当社は、AI、量子及び衛星の機能で製品及びサービスを絶えず強

化し、業界初の音声及び意味論をカバーする自社開発のXingchen汎用大型モデルを内蔵したカスタマイズAIスマートフォ

ンを発売した。当社は、AIカメラ、AIクラウド・コンピューター及びAIホームモニターなどのスマート端末を発表し、5G

新通信、通信アシスタント、動画付きカラー着信音、クラウド・ドライブ及びその他のアプリケーションのAIアップグ

レードを推進し、量子暗号化メッセージ及び通話並びに携帯電話での衛星への直接通信などの戦略的新興事業の規模開発

を加速した。政府及び企業の顧客に対しては、「コンピューティング・パワー＋プラットフォーム＋データ＋モデル＋ア

プリケーション」という新しい統合サービスモデルの構築に尽力した。当社は、産業デジタル・プラットフォーム機能の

アップグレードを加速し、主要分野向けの一連の包括的な産業ソリューションを発表し、100を超えるデジタル・プラッ

トフォームを通じてあらゆる産業の顧客に力を与えた。当社は、5G NICES Pro+統合製品ポートフォリオのアップグレー

ドを進め、電力、化学及び鉱業などの分野において10の「5G+AI」産業統合シナリオ・ソリューション及び45,000の産業

応用プロジェクトを開発した。チャイナ・テレコム・クラウドは、インテリジェント・クラウドの発展における新段階に

完全に進んでいる。「Xirang」統合インテリジェント・コンピューティング・サービス・プラットフォームは、異種ユビ

キタス・コンピューティング・パワー、ロバスト・コンピューティング・ネットワーク・スケジューリング、効率的な学

習及び推論エンジン、ワンストップ・インテリジェント・コンピューティング・サービス、高品質のデータセット、安全

で高速なモデルサービス並びに豊富な産業インテリジェント・アプリケーションなどの機能を提供した。当社は、さまざ

まな主流のインテリジェント・コンピューティングチップ及びDeepSeek-R1/V3シリーズの大型モデルとの深い適応及び最

適化を完了し、かかるモデルはDeepSeekモデル推論サービスのフルスタック・ローカライゼーションを実現した国内初の

オペレーターレベルのクラウド・プラットフォームとなり、それらをクラウド・ホスト、クラウド・コンピューター、ク

ラウド電話、MaaSサービス、コンピューティング・パワー・スケジューリング・プラットフォーム及びエッジ・セキュリ

ティ・アクセラレーション・プラットフォームなどの製品群に展開した。当社は、効率的な学習及び柔軟な展開をサポー

トし、DeepSeekのような主流モデルの推論性能を倍増させた。当社は、インテリジェント・コンピューティングのさらな

る拡大のため、さまざまな関係者からリソースを集めた。50のコンピューティング・パワー・パートナーと協力すること

で、自社所有の接続されたインテリジェント・コンピューティング・パワーの合計は62 EFLOPSに達し、それにより中央

国有企業、AIサービス・プロバイダー並びに教育及び研究機関を含む分野の顧客に対し、豊富で多様、柔軟、便利でコス

ト効率の高いコンピューティング・パワー・サービスを提供した。当社は業界において4.9百万人超の顧客にサービスを

提供し、中国のコンピューティング・パワー相互接続スケジューリング市場で第１位にランクされ、中国のインテリジェ

ント・コンピューティング・クラウド・サービス市場のリーダーとして認められている。当社は「AI+」を全面的に導入

し、人工知能の「1+1+1+M+N」全体のレイアウトを完成した。当社は、Xingchenマルチモーダル一般大型モデル基盤を開

発した。かかる基盤は、意味論、音声及び視覚知覚をカバーする包括的な一連の機能を提供する、複数のサイズによる

オープンソースである。当社は、中国語、英語及び50の方言の自由な混合をサポートする業界初の大型モデル並びにすべ

ての物事に対する制御展開の知識ベース・ビューの大型モデルを発表した。当社は、インテリジェント・システム及び産

業用ソリューションなどのAIネイティブなアプリケーション並びに10超の標準化されたAI製品を開発した。当社は50超の

産業用大型モデルを立ち上げ、10,000超の産業顧客にサービスを提供した。当社は、草の根ガバナンス、スマート政府顧

客サービス及び観光ガイドなどの分野で産業用大型モデルの導入と推進を加速し、顧客の効率向上及びコスト削減を効果

的に支援し、経済及び社会のインテリジェント化を引き続き後押しし、自社のAIにより、大型モデル・アプリケーション

の市場シェアで中国で第６位にランクインした。当社は、顧客サービス、ネットワーク運営及び事務などの企業管理及び

運営のさまざまなプロセスにおいて、13の社内大型モデルの導入及び応用を徹底的に推進し、コスト削減並びにと品質及

び効率の向上を推進した。当社は、Xinghaiビッグデータ・ブランドを確立し、データ要素サービスプロバイダーの中で

年間１位となった。当社のデータ要素プラットフォームは海南省から全国で７省29都市までに拡大したと同時に、３つの

国家レベルのデータ注釈基地の建設を請け負った。その間、当社のデータ・インテリジェンス・コア・プラットフォーム

は150を超える顧客にサービスを提供し、９兆トークン超からなる大規模なモデル学習データセットを開発した。当社

は、業界の将来の発展のために、新たな機運及び新モデル「Quantum+」にひらめきを与えた。能力強化の面で、当社は、

QKD、PQC及び古典暗号を統合した新しい暗号システムに依存し、「Quantum+」製品の能力を絶えず強化した。

「Tianyan」量子コンピューティング・クラウド・プラットフォームは、コンピューティング・パワーの規模及び種類の

両面でアップグレードを達成し、中国最大の量子コンピューティング・クラスターを形成した。産業発展への貢献という
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面では、当社は、政務、金融、エネルギー及び交通などの分野をカバーする量子セキュリティ・ソリューションを構築

し、さまざまな産業応用の面において量子技術の統合及び革新を実証した。

 

包括的な改革及び開放をさらに深化させ、産業の繁栄と発展を促進する。当社は、国有企業改革の深化及び強化を全面的

に推進した。当社は、主要分野の改革をさらに深化させ、新しく質の高い生産力に合わせて生産関係の確立を加速させ

た。当社は、さまざまな資源要素の革新的配分レベルを向上させ、SASACによる国有中央企業の主要改革課題の評価にお

いて３年連続でＡ級に評価された。当社は、RDO研究開発組織体系を絶えず最適化し、クラウド・コンピューティング、

人工知能、量子の専門研究所を設立し、シンガポールに初の海外研究機関を設立した。当社は、クラウドネットワーク・

オペレーティング・システム研究開発センターを設立し、各企業に科学技術革新評価奨励を実施し、科学技術成果の転換

のための奨励メカニズムを深化させた。当社はまた、一連の革新支援方針も充実させた。当社は専門会社と業界BGの改革

を絶えず深化させ、衛星子会社及び文化広告産業会社を設立し、衛星通信などの分野での先発優位性を統合及び拡大し

た。当社は、クラウドコア・プラットフォームを中心とした主要プロセスの最適化を全面的に推進し、省及び地域企業の

ソリューション、二次開発、納品及び運用の人材チーム育成を強化した。当社は、地方企業及び専業企業並びに専業企業

間の調整メカニズムを改善し、独自の製品及び能力の導入及び推進を加速した。当社は人材育成の制度及びメカニズムの

改革を深化させ、人材で企業を強化する戦略を堅持し、「エベレスト」、「崑崙山」及び「五山」プログラムを推進し、

トップクラスの人材とトップクラスの科学技術人材の育成及び採用を強化した。責任、権利及び利益のバランスを重視

し、インセンティブ及び制約の使い分けに重点を置き、当社は、市場志向の運営メカニズムの改革を深化させた。当社

は、企業の統治及び発展のために、すべての階級の管理職者の能力を強化し、在職制度及び契約管理の改善及び拡大を推

進し、評価及びインセンティブ・メカニズムを最適化し、さまざまな事業部門の活力及びモチベーションを結集した。当

社は、開放及び協力の努力を引続き強化し、互恵及びウィンウィンのエコロジカル・パターンを構築することに注力し

た。当社は、技術及びクラウド・ネットワークなど企業のコア能力に関する綿密な協力関係を強化及び開放し、国立研究

所及び一流大学と強固な産学研究協力体制を構築し、科学技術人材の共同育成を強化した。当社は、クラウド・ネット

ワーク能力のオープン・プラットフォームを立ち上げ、クラウド・ネットワーク接続、コンピューティング・ネットワー

ク・スケジューリング、クラウド・ネットワーク・オペレーションにおける100を超える機能を開放し、パートナーと協

力してクラウド・ネットワーク能力の製品化及び普及を加速した。当社は、アプリケーション、チャンネル及びサービス

の開放と協力を強化することで顧客市場に注力し、個人市場向けのマルチ・フォーマット・チャンネル・エコシステムを

構築し、全てのカテゴリーの端末及び特色ある特典における協力を強化し、政府及び企業市場向けの高品質なアプリケー

ション・エコシステム及びフルスタック・サービス・エコシステムを構築した。当社は、より豊かな国家クラウド・エコ

システムを構築し、「AI＋」エコシステム連携を絶え間なく強化した。当社は、国際協力及び革新プラットフォームの構

築を深化させ、世界ブロードバンド協会（WBBA）のメンバー数は160に達し、５つの大陸をまたぎ47カ国をカバーしてい

る。

 

報告期間中の主要な事業

 

当社は、顧客志向主義を堅持し、2C/2H/2B/2G顧客の新たなインテリジェントで安全かつグリーンな消費者ニーズを深く

理解し、高品質な製品及びサービスの供給を継続的に強化し、基盤事業の着実な成長を達成し、産業デジタル化事業の健

全な成長を実現し、質の高い発展に向けて着実に新たな一歩を踏み出した。2024度年の営業収益は前年比3.1％増の529.4

十億人民元であり、そのうちサービス収益は482.0十億人民元で、前年比3.7％増となった。

 

5Gアプリケーション及び端末のアップグレードを加速し、顧客体験を継続的に最適化し、モバイル通信サービス収益の健

全な成長を推進する。当社は、ネットワークのアップグレードを継続的に進め、モバイルネットワークの5G-Aへの移行を

加速し、主要なシナリオにおける5Gネットワークのカバレッジを拡大し、新しい5G通信などのアプリケーションを継続的

に充実させ、「より速い速度、より広い接続性、より広いカバレッジ、より正確な知覚、より低いレイテンシー及びより

高い効率性」を特徴とする新しいモバイル通信体験を創出し、5Gネットワークユーザーの継続的な普及率の向上を促進し

た。5Gアプリケーションのアップグレードを継続的に進め、当社は、AI技術を通じて5Gアプリケーション及び顧客の認知

を再構築し、コミュニケーション・アシスタント、動画付きカラー着信音及びクラウド・ドライブなどのアプリケーショ

ンのAIアップグレードを一貫して推進し、量子暗号化メッセージと通話、携帯電話での衛星への直接接続並びにその他の

戦略的新興事業の規模拡大を加速した。端末のアップグレードを継続的に進め、当社は、業界で初めて、独自のXingchen

音声言語汎用モデルを内蔵したカスタムAI携帯電話を発売し、APPを必要としない便利なアプリケーションを実現し、

パーソナライズされた多様な情報サービスに対するユーザーの高まる需要に絶えず応えている。2024年度、当社のモバイ

ル通信サービス収益は前年比3.5％増の202.5十億人民元に達した。このうち、モバイル付加価値及びアプリケーションか

らの収益は29.9十億人民元に達し、前年比16.1％増となった。モバイル加入者の純増数は16.75百万人で、それによりモ

バイル加入者総数は425百万人となり、モバイルARPUは45.6人民元に達した。
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ギガビット及びスマートファミリー・アプリケーションの更新及びアップグレードを加速し、CHBGシナリオの統合を継続

的に強化し、有線及びスマートファミリー収益の着実な成長を推進する。ネットワークのアップグレードを継続的に推進

し、当社は、家庭用ブロードバンドのギガビット化及びFTTR化を加速し、より高速で快適かつ安全なオールファイバー・

ネットワーク・サービスをユーザーに提供するとともに、スマート・ホーム接続の基盤を強化した。「Beautiful Home」

ブランドの下、スマートファミリー・アプリケーションのアップグレードを継続的に進め、「ワン・オールファイバー・

ネットワーク、ワン・インテリジェント・クラウド及びワン・ビューティフル・ホーム」の開発を継続し、AI＋イーサー

フィンHD、AI＋イーサーフィン・ファミリー・ヘルス及びその他のスマートファミリー・アプリケーションを絶えず充実

させ、AIカメラ、AIクラウド・コンピューター、AIホームモニター及びその他のスマート端末を発売し、安全、健康、娯

楽、低炭素及びインテリジェンスといった顧客の個別ニーズに対応した。プラットフォームのアップグレードを継続的に

進め、当社は、家庭、コミュニティ及び政府間の接続シナリオを常に充実させ、ストリート・クラウド／タウンシップ・

クラウド、コミュニティ・リビング・サークル及びデジタル・ヘルスケアなどの新興製品及びシナリオベースのソリュー

ションの開発を加速し、農村及びコミュニティ管理、コミュニティ・サービス並びにホームアプリケーションにおける

CHBGシナリオの統合を強化し、差別化された開発能力で優位性を維持した。2024年度、当社の有線及びスマート・ファミ

リーのサービス収益は125.7十億人民元に達し、前年比2.1％増加した。このうち、スマート・ファミリー・サービスの収

益は22.1十億人民元に達し、前年比16.8％増となった。ブロードバンド加入者数は7.28百万人の純増で197百万人に達

し、ブロードバンド・ブレンドARPUは47.6人民元に達した。

 

科学技術革新及び産業革新の深い融合を加速し、質の高い発展のための新たな原動力及び新たな優位性を絶えず創造し、

戦略的新興事業及び産業デジタル化収益の健全な発展を促進する。チャイナ・テレコム・クラウドのインテリジェンス統

合アップグレードを継続的に推進する。

 

当社は、業界をリードする「Xirang」統合インテリジェント・コンピューティング・サービス・プラットフォームを継続

的にアップグレードし、強力なコンピューティング・ネットワーク・スケジューリング、効率的な異種混在コンピュー

ティング及びワンストップの学習及び推論サービス機能を提供し、各方面のリソースを集約してインテリジェント・コン

ピューティング・レイアウトを深化させた。当社は、合計62EFLOPSの自社所有のアクセスされたインテリジェント・コン

ピューティング・パワーにより50のコンピューティング・パワー・パートナーと接続し、中央国有企業、AIインフラ・プ

ロバイダー及び教育研究機関などの分野の顧客に、豊富で多様、柔軟、便利かつコスト効果の高いコンピューティング・

パワー・サービスを提供している。当社は、生産シナリオへの大型産業モデルの深い統合を継続的に推進し、「コン

ピューティング・パワー＋プラットフォーム＋データ＋モデル＋アプリケーション」の統合サービスを顧客に提供した。

草の根ガバナンス大型モデルにおける文書の作成効率は６倍になり、不一致調整の効率は倍増した。工業品質検査大型モ

デルの検出シナリオでは、精度が99.4％を超えた。観光ガイド大型モデルでは、意図認識及びデジタルヒューマン説明

Q&Aサービスの精度がともに95％を超えた。教育分野では、精密教育大型モデルにより教師の採点作業が70％軽減され、

生徒による作文の高評価率が60％上昇した。「Quantum+」インテリジェント・アップグレードを継続的に推進。量子鍵配

送と統合された分散暗号システムアーキテクチャに基づき、当社は、量子セキュリティ・インフラ構築の技術基盤を提供

する「Quantum+」製品能力システムを構築した。当社は、量子セキュア通信製品の能力及び規模は国内トップレベルにあ

り、政務、金融、エネルギー及び運輸など国家経済の重要な部門に量子セキュリティ及び機密保持サービスを提供してい

る。5G産業アプリケーションのインテリジェントなアップグレードを継続的に進める。当社は革新的にNICES Pro+製品シ

ステムを立ち上げ、製造、鉱業、電力、化学、港湾、低高度分野及び数千の業界をターゲットに、３つのカテゴリー及び

10の主要産業向けの5G+AI統合シナリオ・ソリューションをアップグレードし、累計45,000の産業アプリケーション・プ

ロジェクトを開発した。5G決定論的ネットワークは、階層化及び分類化されたシナリオ・ソリューションを完成させ、業

界をリードしている。産業デジタルプラットフォーム向けの主要な市場規模における大幅な拡大を継続的に推進。当社は

デジタル経済分野に深く関与し、新たな産業化の進展を加速し、eクラウド・コレクション、eクラウド・コントロール及

び大型産業モデルなどの独自の新産業製品アプリケーションは19の省に配備され、10,000を超える企業にサービスが提供

された。独自のインテリジェント・コックピット大型モデルのマルチモーダルシーン認識精度は95％を超え、業界トップ

レベルに達した。中小企業向け標準ICTソリューションである「イーサーフィン・スマート・エンタープライズ」は、

イーサーフィン・スマート・エンタープライズの顧客向けに統一エントリーで開始され、新しいインターネットベースの

プロセスを構築し、累計で837,000の中小企業にサービスを提供した。当社はデジタル社会分野に深く関与し、国家健康

ビッグデータ・プラットフォームは130超の省及び地域プラットフォームの構築に関与し、累計契約額は2.6十億人民元を

超えた。県レベルの医療コミュニティ情報プラットフォームは200以上の県で実施され、教育キャンパス安全プラット

フォームは8,437校を対象とし、職業教育総合管理サービス・プラットフォームは287を超える職業教育顧客まで拡大し、

スマート農業及び関連製品は589の地区及び県を対象とした。当社はデジタル政府分野に深く関与し、31の省、250超の市

並びに1,000超の地区及び県の政府デジタル化転換及び構築に参加した。「イーサーフィン・ガバナンス」都市インテリ
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ジェント・ハブ・プラットフォームを通じて、統一規格及びオープン・インターフェースを備えたスマートシティの新た

な基盤が構築され、「単一のウェブサイトからのサービスへのアクセス、単一のウェブサイトによる管理、単一のウェブ

サイトによる共同作業」などの政府アプリケーションが提供された。公共需要に対する統合サービス・プラットフォーム

は公共サービス・チャンネルを統合し、公共需要のインテリジェントな分析並びに正確な処理及び追跡を可能にした。当

社はすでに220超の都市における各種政府サービス・ホットラインにインテリジェントな運営基盤を提供している。2024

年度、当社の産業デジタル化事業は健全な発展を遂げ、収益は前年比5.5％増の146.6十億人民元に達し、産業デジタル化

事業の収益比率は前年同期比0.5パーセンテージ・ポイント増の30.4％となった。国際事業の質の高い発展を継続的に推

進。当社は、国際事業の質の高い発展を加速し、クラウド及びネットワーク・リソースのグローバル展開を加速し、海外

及び国内の事業プロセスの統合を推進した。東南アジア、中東及びアフリカなどの地域が国際事業の重要な成長の柱とな

り、当社は、主要な海外市場で積極的に事業を拡大した。クラウド、量子、衛星、インターネット・オブ・ビークル及び

インターネット・オブ・ビデオ・シングスなどの戦略的新興事業が海外で躍進した。これらすべてが貢献し、同年度にお

ける国際事業の収益は前年比15.4％増の16.9十億人民元となった。

 

重要な関連当事者間取引

 

(1)関連当事者間取引

2024年３月11日、当社の完全子会社である中電信量子信息科技集團有限公司（以下「中電信量子集団」という。）は、

自己資金で科大国盾量子技術股分有限公司(以下「国盾量子」という。)の非上場株式を引き受けることを企図し、国盾量

子との間に株式引受契約を締結した。国盾量子の募集申請及び審査書類にしたがい、中電信量子集団に対する発行株式数

は24,112,311株から22,486,631株に、及び募集総額は約1.903十億人民元から約1.775十億人民元に調整された。2024年11

月15日、取締役会は、国盾量子の募集において中電信量子集団が引き受ける調整後の新株数に関する決議を検討し、承認

した。調整後の引受株式数に基づき、引受の完了後、中電信量子集団は、国盾量子の発行済株式の約21.86％を保有し、

国盾量子の取締役会を支配する権限を持つことになる。適用ある会計原則にしたがい、国盾量子は当社の間接的な非完全

子会社となり、国盾量子の財務結果は当グループの連結財務諸表に連結されることになる。

 

中国電信集団有限公司は当社の支配株主であり、当社の発行済株式資本の約63.90％を保有している。中国電信集団有

限公司及び国盾量子は、中国電信量子技術有限公司の持分をそれぞれ54％及び36％を保有している。したがって、香港上

場規則第14A章に基づき、国盾量子は中国電信集団有限公司の関連会社であり、よって当社の関連当事者に該当する。か

かる株式引受契約で企図される取引は、当社の関連当事者間取引に該当する。

 

かかる引受の最高適用比率は0.1％超５％未満であるため、当社は、報告及び公表要件のみ対象であり、香港上場規

則第14A章に基づく独立株主の承認要件は免除される。

 

(2)継続的関連当事者間取引

 

下表は、2024年12月31日終了年度における当グループの継続的関連当事者間取引を示したものである。

取引

取引額

（百万人民元）

継続的関連当事者

間取引の年間限度

額

（百万人民元）

(1)
当グループ並びに中国電信集団有限公司

(1)
及び／又はその関連会社（当グループ

を除く。）の間で締結された継続的関連当事者間取引

  

 エンジニアリング枠組契約   

 　中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社によるエンジニアリング・サービ

スの提供

21,045 23,500

 付属電気通信サービス枠組契約   

 　中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社による付属電気通信サービスの提

供

23,144 29,000

 コミュニティ・サービス枠組契約   

 　中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社によるコミュニティ・サービスの

提供

4,491 5,800

 業務集約化サービス契約   
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 　中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社による業務集約化サービスの提供 596 2,200

 　当グループによる業務集約化サービスの提供 3,916 5,200

 不動産及び土地使用権リース枠組契約   

 　当グループがリースする不動産に係る使用権資産（リース期間が12か月を超える

もの）及びリース債務の利息の合計額

552 1,000

 　当グループがリースする不動産に係るその他の支払い（リース期間が12か月以内

のリースに係る賃料を含む）の合計額

763 1,150

 　中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社がリースする不動産に対する支払

額

69 120

 ITサービス枠組契約   

 　中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社によるITサービスの提供 8,279 10,000

 　当グループによるITサービスの提供 3,066 7,700

 資材調達サービス枠組契約   

 　中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社による資材調達サービスの提供 4,826 6,100

 　当グループによる資材調達サービスの提供 4,039 12,500

 インターネット・アプリケーション・チャンネル・サービス枠組契約   

 　当グループによるインターネット・アプリケーション・チャンネル・サービスの

提供

41 1,300

 リース・ファイナンス枠組契約   

 　中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社によるリース・ファイナンス・

サービスの提供

7,633 12,000

 電気通信資源リース契約   

 　中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社による電気通信資源リース・サー

ビスの提供

567 780

(2)

 

中国電信財務並びに当グループ、親会社グループ
(2)

、CCSグループ
(3)

、新国脈グ

ループ
(4)

及び辰安科技グループ
(5)

の間でそれぞれ締結された継続的関連当事者間

取引

  

当グループが中国電信財務に預ける預金の日次最高残高（経過利息を含む） 42,316 60,000

中国電信財務が親会社グループに提供する貸付及び手形割引の日次最高残高（経過

利息を含む）

8,041 14,000

中国電信財務がCCSグループに提供する貸付及び手形割引の日次最高残高（経過利

息を含む）

- 1,000

中国電信財務が新国脈グループに提供する貸付及び手形割引の日次最高残高（経過

利息を含む）

- 1,500

中国電信財務が辰安科技グループに提供する貸付及び手形割引の日次最高残高（経

過利息を含む）

80 700

(3) 当グループ並びにイーサーフィン・ペイ及びその子会社との間で締結された継続的

関連当事者間取引

  

決済及びデジタル金融関連サービス 974 1,550

(1) 中国電信集団有限公司と、当社の支配株主であり2024年12月31日現在当社の発行済株式の約63.90％を保有する。

(2) 親会社グループとは、中国電信集団有限公司、その関連会社及び当グループと共同で保有する事業体（当グループ、CCSグルー

プ、新国脈グループ及び辰安科技グループを除く。）をいう。

(3) CCSグループとは、中国通信服務股份有限公司及びその子会社をいう。

(4) 新国脈グループとは、新国脈数字文化股份有限公司（「新国脈」）及びその子会社をいう。

(5) 辰安科技グループとは、北京辰安科技股份有限公司（「辰安科技」）及びその子会社をいう。

 

当グループ並びに中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社（当グループを除く。）の間で締結された継続的関連

当事者間取引
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2021年10月22日、当社及び中国電信集団有限公司は、2022年１月１日から2024年12月31日までの期間のエンジニアリ

ング枠組契約、付属電気通信サービス枠組契約、相互接続決済契約、コミュニティ・サービス枠組契約、業務集約化

サービス契約、不動産及び土地使用権リース枠組契約、ITサービス枠組契約、資材調達サービス枠組契約、インター

ネット・アプリケーション・チャンネル・サービス枠組契約、リース・ファイナンス枠組契約、電気通信資源リース契

約、商標ライセンス契約及び知的財産権ライセンス枠組契約（以下「本契約」という。）を締結した。中国電信集団有

限公司は、当社の支配株主である。従って、上場規則第14A章に従い、中国電信集団有限公司は当社の関連当事者であ

り、各本契約の目的である取引は当社の継続的関連当事者間取引を構成する。

2022年、2023年及び2024年12月31日を末日とする各年度のエンジニアリング枠組契約及び付属電気通信サービス枠組

契約の目的である取引に関する年間上限（調整前）の一定の適用比率（利益率を除く。）が５％を超えたため、当該継

続的関連当事者間取引は、上場規則第14A章に基づく報告、公表、年次レビュー及び独立株主の承認要件の対象とな

る。当社の独立株主は、2021年11月30日に開催された臨時株主総会において、エンジニアリング枠組契約及び付属電気

通信サービス枠組契約並びにそれらに適用される年間上限を検討し、承認した。

2022年、2023年及び2024年12月31日を末日とする各年度におけるコミュニティ・サービス枠組契約、業務集約化サー

ビス契約、不動産及び土地使用権リース枠組契約、ITサービス枠組契約、資材調達サービス枠組契約、インターネッ

ト・アプリケーション・チャンネル・サービス枠組契約、リース・ファイナンス枠組契約及び電気通信資源リース契約

に基づき企図された取引に関する年間上限の一定の適用比率（利益率を除く。）はそれぞれ0.1％超５％未満であるた

め、当該継続的関連当事者間取引は、報告、公表及び年次レビュー要件のみ対象であり、上場規則第14A章に基づく独

立株主の承認要件は免除される。

2022年、2023年及び2024年12月31日を末日とする各年度における相互接続決済契約、商標ライセンス契約及び知的財

産権ライセンス枠組契約に基づき企図された取引に関する年間上限の適用比率（利益率を除く。）はそれぞれ0.1％未

満であるため、当該継続的関連当事者間取引は上場規則第14A章に基づく報告、公表、年次レビュー及び独立株主の承

認要件は免除される。

2023年10月20日、取締役会は、とりわけ、2023年12月31日及び2024年12月31日に終了した２年間におけるエンジニア

リング枠組契約、ITサービス枠組契約、資材調達サービス枠組契約並びに不動産及び土地使用権リース枠組契約に基づ

き企図される継続的関連当事者間取引に関する年間上限の改定を承認することを決議した（以下「改定後年間上限」と

いう。）。当該契約のその他の条件はすべて変更なく有効である。これらの契約に基づき企図される取引に適用される

改定後年間上限の適用比率（利益比率を除く。）は0.1％超５％未満であるため、改定後年間上限は報告、公表及び年

次レビュー要件のみ対象であり、上場規則第14A章に基づく独立株主の承認要件は免除される。改定後年間上限は以下

の通りである。

 

 改訂前年間上限 改定後年間上限

 (単位：百万人民元) （単位：百万人民元）

継続的関連当事者間取引の種類 2023年12月31日

終了年度

2024年12月31日

終了年度

2023年12月31日

終了年度

2024年12月31日

終了年度

エンジニアリング枠組契約 19,000 19,000 21,800 23,500

ITサービス枠組契約に基づき受領し

たITサービスに関して当グループが

支払うべき金額

6,200 7,500 8,500 10,000

ITサービス枠組契約に基づき当グ

ループが提供するITサービスに関し

て、中国電信集団有限公司及び／又

はその関連会社が支払うべき金額

2,800 3,900 6,000 7,700

資材調達サービス枠組契約に基づき

中国電信集団有限公司及び／又はそ

の関連会社が提供する資材調達サー

ビスに対して当グループが支払うべ

き金額

5,250 5,500 5,800 6,100

不動産及び土地使用権リース枠組契

約に基づき当グループがリースする

物件に係る使用権資産（リース期間

が12か月を超えるもの）及びリース

債務の利息の合計額

550 600 800 1,000
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不動産及び土地使用権リース枠組契

約に基づき当グループがリースする

物件に係るその他の支払額（リース

期間が12か月以内のリースに係る賃

料を含む）の総額

800 860 1,000 1,150

 

本契約の詳細は以下のとおり：

 

エンジニアリング枠組契約

2021年10月22日、当社及び中国電信集団有限公司は、2022年１月１日から2024年12月31日までの期間を有するエンジ

ニアリング枠組契約を締結した。契約の満了に先立ち、両当事者は、契約満了後の両当事者の生産及び事業の正常な運

営を確保するために、新たなエンジニアリング枠組契約又は補足契約の締結について交渉する権利を有する。

エンジニアリング枠組契約に従い、中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社は、当グループに対してエンジニ

アリング設計、エンジニアリング建設及び／又はエンジニアリング監理業務を提供する。かかるエンジニアリング・

サービスの料金は、市場価格を参考として決定されるものとする。市場価格とは、同一又は類似した種類の製品又は

サービスが、独立した第三者により通常業務を通じて正常な取引条件で提供される場合の価格をいう。エンジニアリン

グ枠組契約に基づくいかなる取引の取引価格が市場価格に相当するかを決定する際、可能な範囲で、当社の経営陣は、

対応する期間内に独立した第三者により通常業務を通じて締結され実行されている類似した比較可能な２以上の取引の

価格を参考として考慮する。

適用ある法律にしたがい、エンジニアリング・プロジェクトの設計若しくは監督業務の料金が1,000,000人民元を超

える場合、又はエンジニアリング建設プロジェクトの料金が4,000,000人民元を超える場合は、かかる料金は入札価格

によるものとし、かかる金額は、「中国入札法」及び「中国入札法施行に関する規制」又は関連する入札手続きにおい

て最終的に確認された金額に基づき決定される必要がある。契約期間中に、中国法及び規則により公布されるエンジニ

アリング建設プロジェクトの入札範囲及び規模に関する規則又は規制に修正がある状況において、両当事者は、かかる

修正規則及び修正規制を適用することで合意した。

エンジニアリング枠組契約に基づき提供される同一のサービスにおいて、独立した第三者が当グループに提供する条

件が、中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社が提供する条件よりも優れていない場合、当グループは、中国電

信集団有限公司及び／又はその関連会社が提供するサービスを優先的に利用することができる。中国電信集団有限公司

及び／又はその関連会社は、中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社が第三者に提供する条件よりも不利なサー

ビスを当グループに提供しないことを当グループに約束する。中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社は、契約

に基づいて当グループに提供されるサービスに影響がない場合に限り、関連サービスを第三者に提供する権利を有す

る。ただし、中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社が契約に基づいて当グループの要求を満たすことができな

い場合、又は独立した第三者が提供する条件が中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社が提供する条件よりも有

利な場合、当グループは独立した第三者から当該サービスを受ける権利を有する。

 

付属電気通信サービス枠組契約

2021年10月22日、当社及び中国電信集団有限公司は、2022年１月１日から2024年12月31日までの期間を有する付属電

気通信サービス枠組契約を締結した。契約の満了前に、両当事者は、契約満了後の両当事者の生産及び事業の正常な運

営を確保するために、新たな付属電気通信サービス枠組契約又は補足契約の締結を交渉する権利を有する。ただし、当

グループがより高いコストで第三者から同種のサービスを受けなければならない場合、中国電信集団有限公司及び／又

はその関連会社は、当グループに対する当該サービスの提供を終了することはできない。

付属電気通信サービス枠組契約に基づき、中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社は、電話機及び住宅用電話

回線の設置、住宅用電話回線、顧客サービス、電気通信端末機器、エアコン及び電話ボックスの修理、消防設備のメン

テナンス、SIMカードの製造及び委託販売並びに当グループに代わる電話料金の徴収などの付属電気通信サービスを、

当グループに提供する。付属電気通信サービス枠組契約に基づくサービスに対して支払われる料金は、以下の基準で計

算される：

 

(1) 市場価格：独立した第三者が通常の事業過程及び通常の商業条件で、同一又は類似の種類の製品若しくはサービ

スを提供する際の価格を意味する。付属電気通信サービス枠組契約に基づく取引の取引価格が市場価格を示すか

否かを判断する場合、当社の経営陣は、実務上可能な範囲で、対応する期間において独立した第三者との間で締

結された又は独立した第三者によって行われた少なくとも２つの類似した同等の取引の価格を参考として考慮す

るものとする。
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(2) 市場価格が無い場合又は市場価格を決定することが不可能な場合は、サービス提供に伴う合理的な費用に関連す

る税金及び合理的な利幅を乗せた金額に基づき当事者間で合意されるものとする。この目的における「合理的な

利幅」は、当グループの内部方針にしたがい、当事者間の交渉により公正に決定されるものとする。付属電気通

信サービス枠組契約に基づく取引の「合理的な利幅」を決定する場合、当社の経営陣は、実務上可能な範囲で、

対応する期間において独立した第三者との間で締結された少なくとも２つの類似した同等の取引の利幅若しくは

関連業界の利幅を参考として考慮するものとする。

 

付属電気通信サービス枠組契約に基づき提供される同一のサービスにおいて、独立した第三者が当グループに提供す

る条件が、中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社が提供する条件よりも優れていない場合、当グループは、中

国電信集団有限公司及び／又はその関連会社が提供するサービスを優先的に利用することができる。中国電信集団有限

公司及び／又はその関連会社は、中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社が第三者に提供する条件よりも不利な

サービスを当グループに提供しないことを当グループに約束する。中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社は、

契約に基づいて当グループに提供されるサービスに影響がない場合に限り、関連サービスを第三者に提供する権利を有

する。ただし、中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社が契約に基づいて当グループの要求を満たすことができ

ない場合、又は独立した第三者が提供する条件が中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社が提供する条件よりも

有利な場合、当グループは独立した第三者から当該サービスを受ける権利を有する。

 

相互接続決済契約

2021年10月22日、当社及び中国電信集団有限公司は、2022年１月１日から2024年12月31日までの期間を有する相互接

続決済契約を締結した。契約の満了前に、両当事者は、契約満了後の両当事者の生産及び事業の正常な運営を確保する

ために、新たな相互接続決済契約又は補足契約の締結を交渉する権利を有する。

相互接続決済契約に従い、両当事者はさまざまな種類の電気通信ネットワーク間の相互接続を実現することに合意し

た。相互接続決済の請求は、中国工業情報化部により交付された「公衆回線による相互接続決済手段及び中継手数料の

共同負担に関する通知」（Xin Bu Dian [2003] No. 454）に基づき計算される。中国工業情報化部は、その時々に、関

連する規制規則及び市場状況を考慮し、相互接続決済に関する規制規則を改正又は新たに公布する。かかる規制規則

は、中国工業情報化部の公式ウェブサイト（www.miit.gov.cn.）において発表される。中国工業情報化部が相互接続決

済料金に関して既存の規則若しくは規制を変更し又は新規の規則若しくは規制を発した場合、かかる変更後又は新規の

規則又は規制は両当事者に知れてから適用するものとする。接続地域は、天津市、河北省、黒竜江省、吉林省、遼寧

省、山西省、河南省、山東省、内モンゴル自治区及び西蔵自治区を含む。

 

コミュニティ・サービス枠組契約

2021年10月22日、当社及び中国電信集団有限公司は、2022年１月１日から2024年12月31日までの期間を有するコミュ

ニティ・サービス枠組契約を締結した。契約の満了前に、両当事者は、契約満了後の両当事者の生産及び事業の正常な

運営を確保するために、新たなコミュニティ・サービス枠組契約又は補足契約の締結を交渉する権利を有する。ただ

し、当グループがより高いコストで第三者から同種のサービスを受けなければならない場合、中国電信集団有限公司及

び／又はその関連会社は、当グループに対する当該サービスの提供を終了することはできない。

 

コミュニティ・サービス枠組契約に基づき、中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社は、文化、教育、不動産

管理、車両サービス、医療、ホテル及び会議サービス、コミュニティ及び衛生サービス等のコミュニティ・サービス

を、当グループに提供する。コミュニティ・サービス枠組契約に基づくサービスは、以下の料金で提供される：

 

(1) 契約に基づく価格及び／又は料金の基準は、市場価格（独立した第三者が通常の事業過程及び通常の商業条件

で、同一又は類似の種類の製品若しくはサービスを提供する際の価格を意味する。）を参照するものとする。コミュニ

ティ・サービス枠組契約に基づく取引の取引価格が市場価格を示すか否かを判断する場合、当社の経営陣は、実務上可

能な範囲で、対応する期間において独立した第三者との間で締結された又は独立した第三者によって行われた少なくと

も２つの類似した同等の取引の価格を参考として考慮するものとする。

 

(2) 市場価格が無い場合又は市場価格を決定することが不可能な場合は、サービス提供に伴う合理的な費用に関連す

る税金及び合理的な利幅を乗せた金額に基づき当事者間で合意されるものとする。この目的における「合理的な利幅」

は、当グループの内部方針にしたがい、当事者間の交渉により公正に決定されるものとする。コミュニティ・サービス

枠組契約に基づく取引の「合理的な利幅」を決定する場合、当社の経営陣は、実務上可能な範囲で、対応する期間にお

いて独立した第三者との間で締結された少なくとも２つの類似した同等の取引の利幅若しくは関連業界の利幅を参考と

して考慮するものとする。
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コミュニティ・サービス枠組契約に基づく同一のサービスにおいて、独立した第三者が当グループに提供する条件

が、中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社が提供する条件よりも優れていない場合、当グループは、中国電信

集団有限公司及び／又はその関連会社が提供するサービスを優先的に利用することができる。中国電信集団有限公司及

び／又はその関連会社は、中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社が第三者に提供する条件よりも不利なサービ

スを当グループに提供しないことを当グループに約束する。中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社は、契約に

基づいて当グループに提供されるサービスに影響がない場合に限り、関連サービスを第三者に提供する権利を有する。

ただし、中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社が契約に基づいて当グループの要求を満たすことができない場

合、又は独立した第三者が提供する条件が中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社が提供する条件よりも有利な

場合、当グループは独立した第三者から当該サービスを受ける権利を有する。

 

業務集約化サービス契約

2021年10月22日、当社及び中国電信集団有限公司は、2022年１月１日から2024年12月31日までの期間を有する業務集

約化サービス契約を締結した。契約の満了に先立ち、両当事者は、契約満了後の両当事者の生産及び事業の正常な運営

を確保するために、新たな業務集約化サービス契約又は補足契約の締結について交渉する権利を有する。

業務集約化サービス契約に基づき、集約化サービスには、当グループが中国電信集団有限公司及び／又はその関連会

社に対して提供する重要な法人顧客に関するサービス、ネットワーク管理及びビジネスサポートサービスなどの管理及

び運営サービス並びに両当事者による国際施設の共同利用が含まれている。

業務集約化サービス契約に基づき、当グループ並びに中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社が重要な法人顧

客に関するサービス、ネットワーク管理及びビジネスサポートサービスなどの管理及び運営サービスを提供する際に発

生した総費用は、各当事者が稼得した収入額に従って按分した上で両者が負担する。両当事者が第三者の提供する国際

施設を使用し、当該第三者のサービスを受ける場合の復旧・保守費用並びに両当事者が中国電信集団有限公司及び／又

はその関連会社の国際施設を利用する場合の利用費等の関連費用は、国際地域、香港、マカオ及び台湾を着信地及び発

信地とする発信音声通話量のうち各当事者分を、同対象地域を着信地及び発信地とする両当事者の発信音声通話総量で

除した比率に従って按分して配分する。両当事者が、第三者が提供する国際施設を利用し、復旧・保守費用を負担する

場合、当該費用は各年の実質使用料により決定する。中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社が提供する国際施

設の共同利用に関する使用料は、市場価格に基づき、当事者間が協議して決定するものとする。市場価格とは、同一又

は類似した種類の製品又はサービスが、独立した第三者により通常業務を通じて正常な取引条件で提供される場合の価

格をいう。業務集約化サービス契約に基づくいかなる取引の取引価格が市場価格に相当するかを決定する際、可能な範

囲で、当社の経営陣は、対応する期間内に独立した第三者により通常業務を通じて締結され実行されている類似した比

較可能な２以上の取引の価格を考慮する。

 

不動産及び土地使用権リース枠組契約

2021年10月22日、当社及び中国電信集団有限公司は、2022年１月１日から2024年12月31日までの期間を有する不動産

及び土地使用権リース枠組契約を締結した。契約の満了に先立ち、両当事者は、契約満了後の両当事者の生産及び事業

の正常な運営を確保するために、新たな不動産及び土地使用権リース枠組契約又は補足契約の締結について交渉する権

利を有する。

不動産及び土地使用権リース枠組契約に従い、当グループ並びに中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社は、

法令に基づく事業活動を行うために他方当事者から不動産及び／又は土地使用権（以下「リース物件」という。）を

リース使用することができる。不動産及び土地使用権リース枠組契約に基づくリース物件のリース料金は、相対的な市

場価格に従って両当事者により合意されるものとする。市場価格とは、同一又は類似した種類のリース物件又は隣接し

たリース物件が独立した第三者により通常業務を通じて正常な取引条件でリースされる際の料金をいう。不動産及び土

地使用権リース枠組契約に基づくいかなるリース物件のリース料金が市場価格に相当するかを決定する際、可能な範囲

で、当社の経営陣は、対応する期間内に独立した第三者により通常業務を通じて締結され実行されている類似した比較

可能な２以上の取引を参考として考慮する。

 

ITサービス枠組契約

2021年10月22日、当社及び中国電信集団有限公司は、2022年１月１日から2024年12月31日までの期間を有するITサー

ビス枠組契約を締結した。契約の満了に先立ち、両当事者は、契約満了後の両当事者の生産及び事業の正常な運営を確

保するために、新たなITサービス枠組契約又は補足契約の締結について交渉する権利を有する。

ITサービス枠組契約に従い、中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社並びに当グループは、他方当事者にオ

フィス・オートメーション、ソフトウェア検査、ネットワーク・アップグレード、新事業の研究開発及びサポートシス

テムの開発及びアップグレードなどのITサービスを提供することができる。当グループ並びに中国電信集団有限公司及
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び／又はその関連会社はそれぞれ、ITサービス枠組契約に基づき、サービスを他方当事者に提供する資格を有する。か

かるサービスの料金は、市場価格を参考として決定される。市場価格とは、同一又は類似した種類の製品又はサービス

が、独立した第三者により通常業務を通じて正常な取引条件で提供される場合の価格をいう。ITサービス枠組契約に基

づくいかなる取引の取引価格が市場価格に相当するかを決定する際、可能な範囲で、当社の経営陣は、対応する期間内

に独立した第三者により通常業務を通じて締結され実行されている類似した比較可能な２以上の取引の価格を参考とし

て考慮する。

関連する中国の法律又は規制により、当該契約に基づき提供される特定のサービスの価格及び／又は標準料金が入札

手続きで成立した料金により決定されなければならないと明確化されている場合、かかるサービスに支払われる金額は

「中国入札法」及び「中国入札法施行に関する規制」又は関連する入札手続きに基づき決定される必要がある。

ITサービス枠組契約に基づく同一のサービスにおいて、独立した第三者が当グループに提供する条件が、中国電信集

団有限公司及び／又はその関連会社が提供する条件よりも優れていない場合、当グループは、中国電信集団有限公司及

び／又はその関連会社が提供するサービスを優先的に利用することができる。中国電信集団有限公司及び／又はその関

連会社は、中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社が第三者に提供する条件よりも不利なサービスを当グループ

に提供しないことを当グループに約束する。中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社は、契約に基づいて当グ

ループに提供されるサービスに影響がない場合に限り、関連サービスを第三者に提供する権利を有する。中国電信集団

有限公司及び／又はその関連会社が契約に基づいて当グループの要求を満たすことができない場合、又は独立した第三

者が提供する条件が中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社が提供する条件よりも有利な場合、当グループは独

立した第三者から当該サービスを受ける権利を有する。上記の入札プロセスが適用される場合、当グループが中国電信

集団有限公司及び／又はその関連会社による当該サービスの提供を優先することなく、独立した第三者が落札できる。

ただし、中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社からの提供条件が他の入札者の提供条件と同等以上である場

合、当グループは中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社に落札させることができる。

 

資材調達サービス枠組契約

2021年10月22日、当社及び中国電信集団有限公司は、2022年１月１日から2024年12月31日までの期間を有する資材調

達サービス枠組契約を締結した。契約の満了に先立ち、両当事者は、契約満了後の両当事者の生産及び事業の正常な運

営を確保するために、新たな資材調達サービス枠組契約又は補足契約の締結について交渉する権利を有する。

資材調達サービス枠組契約に基づき、中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社並びに当グループは、輸入電気

通信資材、国内電気通信資材及び国内非電気通信資材の調達サービス、専有電気通信機器の販売、第三者機器の再販、

入札管理、技術仕様の検証、保管及び輸送並びに設置サービスなどの資材調達サービスを相互に提供する。

調達サービスが代理店ベースで提供される場合、手数料は、以下の条件で算出され、支払われるものとする：

 

（１）輸入電気通信資材の調達については、契約金額の１％以下、又は

（２）国内電気通信資材及び国内非電気通信資材の調達については、契約金額の３％以下。

資材調達サービス枠組契約に基づく調達サービスが代理店ベース以外で提供される場合：

(1) 市場価格（すなわち、同一又は類似した種類の製品又はサービスが、独立した第三者により通常業務を通じて

正常な取引条件で提供される場合の価格）。資材調達サービス枠組契約に基づくいかなる取引の取引価格が市

場価格に相当するかを決定する際、可能な範囲で、当社の経営陣は、対応する期間内に独立した第三者により

通常業務を通じて締結され実行されている類似した比較可能な２以上の取引の価格を参考として考慮する。

 

(2) 市場価格が無い場合又は市場価格を決定することが不可能な場合は、サービス提供に伴う合理的な費用に関連

する税金及び合理的な利幅を乗せた金額に基づき合意される。かかる「合理的な利幅」は、当グループの社内

方針に基づき交渉を経て両当事者により公平に決定される。資材調達サービス枠組契約に基づくいかなる取引

に関連する「合理的な利幅」を決定する際、可能な範囲で、当社の経営陣は、対応する期間内に独立した第三

者により通常業務を通じて締結され実行されている類似した比較可能な２以上の取引の利幅を参考として考慮

する。

 

資材調達サービス枠組契約に基づく同一のサービスにおいて、独立した第三者が当グループに提供するサービスの条

件が、中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社が提供するサービスの条件と少なくとも同等に有利な場合、当グ

ループは、中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社が提供するサービスを優先的に利用することができる。中国

電信集団有限公司及び／又はその関連会社は、中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社が第三者に提供する条件

よりも不利なサービスを当グループに提供しないことを当グループに約束する。中国電信集団有限公司及び／又はその

関連会社は、契約に基づいて当グループに提供されるサービスに影響がない場合に限り、関連サービスを第三者に提供

する権利を有する。中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社が契約に基づいて当グループの要求を満たすことが
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できない場合、又は独立した第三者が提供する条件が中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社が提供する条件よ

りも有利な場合、当グループは独立した第三者から当該サービスを受ける権利を有する。

 

インターネット・アプリケーション・チャンネル・サービス枠組契約

2021年10月22日、当社及び中国電信集団有限公司は、2022年１月１日から2024年12月31日までの期間を有するイン

ターネット・アプリケーション・チャンネル・サービス枠組契約を締結した。契約の満了に先立ち、両当事者は、契約

満了後の両当事者の生産及び事業の正常な運営を確保するために、新たなインターネット・アプリケーション・チャン

ネル・サービス枠組契約又は補足契約の締結について交渉する権利を有する。

インターネット・アプリケーション・チャンネル・サービス枠組契約に基づき、当グループはインターネット・アプ

リケーション・チャンネル・サービスを中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社に提供する。当該チャンネル・

サービスに主に含まれるのは、電気通信チャンネル及びアプリケーション・サポート・プラットフォームの提供、請求

及び徴収サービス、販売促進の調整及びカスタマー・サービス開発等である。

インターネット・アプリケーション・チャンネル・サービス枠組契約に基づくサービスに対して支払われる料金は、

以下の基準で計算される：

 

(1) 契約に基づく価格及び／又は料金の基準は、市場価格（独立した第三者が通常の事業過程及び通常の商業条件

で、同一又は類似の種類の製品若しくはサービスを提供する際の価格を意味する。）を参照するものとする。インター

ネット・アプリケーション・チャンネル・サービス枠組契約に基づく取引の取引価格が市場価格を示すか否かを判断す

る場合、当社の経営陣は、実務上可能な範囲で、対応する期間において独立した第三者との間で締結された又は独立し

た第三者によって行われた少なくとも２つの類似した同等の取引の価格を参考として考慮するものとする。

 

(2) 市場価格が存在しないか、又は市場価格を決定することができない場合、価格は、サービスを提供するために発

生した合理的なコスト並びに関連する税金の金額及び合理的な利幅に基づいて、当事者間で合意されるものとする。こ

の目的における「合理的な利幅」は、当グループの内部方針にしたがい、当事者間の交渉により公正に決定されるもの

とする。インターネット・アプリケーション・チャンネル・サービス枠組契約に基づく取引の「合理的な利幅」を決定

する場合、当社の経営陣は、実務上可能な範囲で、対応する期間において独立した第三者との間で締結された少なくと

も２つの類似した同等の取引の利幅若しくは関連業界の利幅を参考として考慮するものとする。

 

インターネット・アプリケーション・チャンネル・サービス枠組契約に基づく同一のサービスにおいて、独立した第

三者が中国電信集団有限公司に提供するサービスの条件が、当グループが提供する条件よりも優れていない場合、中国

電信集団有限公司及び／又はその関連会社は、当グループが提供するサービスを優先的に利用することができる。当グ

ループは、当グループが第三者に提供する条件よりも不利なサービスを中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社

に提供しないことを中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社に約束する。当グループは、契約に基づいて中国電

信集団有限公司及び／又はその関連会社に提供されるサービスに影響がない場合に限り、関連サービスを第三者に提供

する権利を有する。ただし、当グループが契約に基づいて中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社の要求を満た

すことができない場合、又は独立した第三者が提供する条件が、当グループが提供する条件よりも有利な場合、中国電

信集団有限公司は独立した第三者から当該サービスを受ける権利を有する。

 

リース・ファイナンス枠組契約

2021年10月22日、当社及び中国電信集団有限公司は、2022年１月１日から2024年12月31日までの期間を有するリー

ス・ファイナンス枠組契約を締結した。契約の満了に先立ち、両当事者は、契約満了後の両当事者の生産及び事業の正

常な運営を確保するために、新たなリース・ファイナンス枠組契約又は補足契約の締結について交渉する権利を有す

る。

リース・ファイナンス枠組契約に基づき、中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社は、当グループに対し、

セール・アンド・リースバック、ダイレクト・リース等を含むリース・ファイナンス・サービス及び関連するリース・

ファイナンス・コンサルティング・サービスを提供する。

リース・ファイナンス枠組契約に基づくリース・ファイナンス・サービスの価格方針は以下のとおりである：

中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社が請求する手数料は、中国人民銀行又は中国銀行保険監督管理委員会

（「CBIRC」）（該当する場合）が公布した関連基準に準拠し、当グループと提携している主要なリース・ファイナン

ス会社が通常の商業条件かそれ以上で当グループに提供する同種のサービスに対して請求する手数料の基準を参照する

ものとする。当該手数料は、当グループと提携しているその他の主要なリース・ファイナンス会社の手数料と同等以下

であるものとする。

EDINET提出書類

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(E05927)

有価証券報告書

 34/281



リース・ファイナンス枠組契約に基づく同一のサービスにおいて、中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社が

当グループに提供するサービスの条件が、独立した第三者が提供するサービスの条件と少なくとも同等に有利な場合、

当グループは、中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社が提供するサービスを優先的に利用することができる。

中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社は、中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社が第三者に提供する

条件よりも不利なサービスを当グループに提供しないことを当グループに約束する。中国電信集団有限公司及び／又は

その関連会社は、契約に基づいて当グループに提供されるサービスに影響がない場合に限り、関連サービスを第三者に

提供する権利を有する。ただし、中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社が契約に基づいて当グループの要求を

満たすことができない場合、又は独立した第三者が提供する条件が中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社が提

供する条件よりも有利な場合、当グループは独立した第三者から当該サービスを受ける権利を有する。

 

電気通信資源リース契約

2021年10月22日、当社及び中国電信集団有限公司は、2022年１月１日から2024年12月31日までの期間を有する電気通

信資源リース契約を締結した。契約の満了に先立ち、両当事者は、契約満了後の両当事者の生産及び事業の正常な運営

を確保するために、新たな電気通信資源リース契約又は補足契約の締結について交渉する権利を有する。

電気通信資源リース契約に基づき、当グループは、中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社から伝送ネット

ワーク電気通信資源、無線ネットワーク電気通信資源、有線アクセスネットワーク電気通信資源等の電気通信資源を

リースしている。

中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社から電気通信資源をリースする際の賃借料は、年間減価償却費に基づ

き、両当事者が合意した市場価格を参考に決定される。料金基準又は合理的な利幅を決定する際、当社の経営陣は、実

務上可能な範囲で、対応する期間において独立した第三者との間で締結された少なくとも２つの類似した同等の取引の

利幅若しくは関連業界の利幅を参考として考慮するものとする。当グループは、両当事者によって確認された関連する

手順及び基準に従って、リースされた電気通信資源の保守を実施する。当該保守の料金は、当グループが負担するもの

とする。

 

商標ライセンス契約

2021年10月22日、当社及び中国電信集団有限公司は、2022年１月１日から2024年12月31日までの期間を有する商標ラ

イセンス契約を締結した。契約の満了に先立ち、両当事者は、契約満了後の両当事者の生産及び事業の正常な運営を確

保するために、新たな商標ライセンス契約又は補足契約の締結について交渉する権利を有する。

商標ライセンス契約に基づき、中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社は、中国電信集団有限公司及び／又は

その関連会社が中国国家市場監督管理局国家知識産権局に登録し、商標登録証が発行されている商標並びに中国電信集

団有限公司及び／又はその関連会社が中国国家市場監督管理局国家知識産権局に登録申請中で商標登録証を取得してい

ない商標について、当グループに使用許諾を与える。契約期間中、中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社は、

商標ライセンス付与のためのロイヤルティを当グループに請求することはない。

 

知的財産権ライセンス枠組契約

2021年10月22日、当社及び中国電信集団有限公司は、2022年１月１日から2024年12月31日までの期間を有する知的財

産権ライセンス枠組契約を締結した。契約の満了に先立ち、両当事者は、契約満了後の両当事者の生産及び事業の正常

な運営を確保するために、新たな知的財産権ライセンス枠組契約又は補足契約の締結について交渉する権利を有する。

知的財産権ライセンス枠組契約に基づき、当グループ又は中国電信集団有限公司及び／若しくはその関連会社は、そ

れぞれ相手方に対し、知的財産（商標を除く。）の使用ライセンスを与える権利を有する。当該ライセンスのロイヤル

ティ料は、市場価格（通常の商業条件で決定される価格を意味し、以下のメカニズムにより決定される：独立した第三

者が通常の業務過程及び通常の商業条件で同一の又は類似の種類の知的財産権ライセンスを提供する際のロイヤルティ

料）に基づいて両当事者が決定するものとする。知的財産権ライセンス枠組契約に基づく取引の取引価格が市場価格を

表すか否かを判断する際に、当社の経営陣は、実務上可能な範囲で、対応する期間内に独立した第三者との間で締結さ

れた又は独立した第三者によって行われた、通常の業務過程における少なくとも２つの類似した若しくは同等の取引の

価格を参考として考慮するものとする。契約の履行に際して、当該契約に基づく価格基準及び手数料基準に基づく市場

価格が存在しないか、又は市場価格を決定することができない場合、サービス提供に伴う合理的な費用に関連する税金

及び合理的な利幅を乗せた金額に基づいて、当事者間で合意されるものとする。この目的における「合理的な利幅」

は、当グループの内部方針にしたがい、当事者間の交渉により公正に決定されるものとする。契約に基づく取引の「合

理的な利幅」を決定する場合、当社の経営陣は、実務上可能な範囲で、対応する期間において独立した第三者との間で

締結された少なくとも２つの類似した同等の取引の利幅若しくは関連業界の利幅を参考として考慮するものとする。
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中国電信財務並びに当グループ、親会社グループ、CCSグループ、新国脈グループ及び辰安科技グループそれぞれとの

間に締結された継続的関連当事者間取引

　2021年10月22日、中国電信財務は、当社、中国電信集団有限公司（その関連会社及び当グループとの間で共有されて

いる事業体（当グループ、CCSグループ、新国脈グループ及び辰安科技グループを除く。）とあわせて以下「親会社グ

ループ」という。）、CCS（その子会社とあわせて、以下「CCSグループ」という。）、新国脈（その子会社とあわせ

て、以下「新国脈グループ」という。）並びに辰安科技（その子会社とあわせて、以下「辰安科技グループ」とい

う。）それぞれとの間で、金融サービス枠組契約を締結した。中国電信集団有限公司は当社の支配株主であり、CCS、

新国脈及び辰安科技は中国電信集団有限公司の子会社であるため、上場規則第14A章に基づき、中国電信集団有限公

司、CCS、新国脈及び辰安科技並びに／又はそれらの関連会社は当社の関係当事者である。当社は中国電信財務の発行

済株式の70％を保有していることから、中国電信財務は当社の子会社である。一方で、中国電信集団有限公司及びCCS

はそれぞれ中国電信財務の発行済株式の15％を保有している。中国電信財務は、上場規則第14A章に基づき、当社の関

係当事子会社であり、また、当社の関係当事者である中国電信集団有限公司、CCS、新国脈及び辰安科技の関連会社で

もある。したがって、それぞれの金融サービス枠組契約に基づく取引は、上場規則第14A章に基づく当社の継続的関係

当事者間取引を構成する。

 

当社及び中国電信財務との間で締結されたチャイナ・テレコム金融サービス枠組契約

2021年10月22日、当社及び中国電信財務は、金融サービス枠組契約（以下「チャイナ・テレコム金融サービス枠組契

約」という。）を締結した。当該契約に基づき、中国電信財務は、当グループに対し、預金サービス、貸付及び手形割

引サービス並びにその他の金融サービスを含む金融サービスを提供することに合意した。

2022年、2023年及び2024年12月31日に終了する各年度においてチャイナ・テレコム金融サービス枠組契約に基づき中

国電信財務が当グループに提供する預金サービスの年間上限の適用比率はそれぞれ５％超25％未満であるため、当該継

続的関連当事者間取引は、上場規則第14A章に基づく報告、公表及び年次レビュー並びに独立株主の承認要件の対象で

ある。当社の独立株主は、2021年11月30日に開催された臨時株主総会において、チャイナ・テレコム金融サービス枠組

契約に基づく預金サービス及び適用される年間上限を検討し、承認した。

チャイナ・テレコム金融サービス枠組契約に基づき中国電信財務が当グループに提供する貸付及び手形割引サービス

は、通常の又はそれ以上の取引条件で実施され、関連する貸付及び手形割引サービスは当グループの資産により保証さ

れないため、当該貸付及び手形割引サービスは、上場規則第14A.90条に基づく報告、公表、年次レビュー及び独立した

株主の承認要件のすべてを免除される。

2022年、2023年及び2024年12月31日に終了する各年度においてチャイナ・テレコム金融サービス枠組契約に基づき中

国電信財務が当グループに提供するその他金融サービスの料金の年間上限の適用比率はそれぞれ0.1％未満であるた

め、当該その他金融サービスは、上場規則第14A.90条に基づく報告、公表、年次レビュー及び独立株主の承認要件のす

べてを免除される。

 

価格方針：

 

(ⅰ) 預金サービス

中国電信財務が当グループに提示する預金金利は、中国人民銀行の関係要件を遵守し、中国人民銀行が随時設定する

預金基準金利（もしあれば）及び当グループの主要な協同商業銀行が提示する同一期間における同種の預金サービスの

預金金利を参照し、通常の商業条件以上で行われるものとする。提示される預金金利は、当グループの主要な協同商業

銀行が提示する金利と同等又はそれ以上とする。同じ条件のもと、中国電信財務が当グループに提示する預金サービス

の金利及び条件は、中国電信財務が他のメンバー組織に対して提示する同一期間における同種の預金サービスの金利及

び条件と同一とする。

 

(ⅱ) 貸付及び手形割引サービス

中国電信財務が当グループに提示する貸付金利及び手形割引金利は、中国人民銀行の関係要件を遵守し、中国人民銀

行が随時設定する貸付基準金利（もしあれば）及び当グループの主要な協同商業銀行が提示する同一期間における同種

の貸付サービス及び手形割引サービスの金利を参照し、通常の商業条件以上で行われるものとする。提示された貸付金

利及び手形割引金利は、当グループの主要な協同商業銀行が提示する金利と同等又はそれ以下とする。同じ条件のも

と、中国電信財務が当グループに提示する貸付及び手形割引サービスの金利及び条件は、中国電信財務が他のメンバー

組織に対して提示する同一期間における同種の貸付及び手形割引サービスの金利及び条件と同一とする。

上記の中国電信財務による当グループに対する貸付及び手形割引サービスは、当グループが資産の担保を差入れる、

又は貸付及び手形割引サービスの保証としてその他の取決めを行うことを要求するものではない。
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(ⅲ) その他の金融サービス

チャイナ・テレコム金融サービス枠組契約に基づき、中国電信財務は、金融及び財務アドバイス、支払能力確認、保

証、手形の受入れ、内部資金移動及び決済、関連する決済の設計並びに清算決済の提案など、その他の金融本件業務

（預金、貸付及び手形割引サービスを除く。）を当グループに提供する。中国電信財務が当グループに提示する上記の

その他の金融サービスに関する料金は、中国人民銀行又はCBIRC（適用ある場合。）を含む規制部門が公布する料金基

準を遵守し、当グループの主要な協同商業銀行が提示する同種のその他の金融サービスの手数料基準を参照し、通常の

商業条件以上で行われるものとする。手数料基準は、当グループの主要な協同商業銀行が課すものと同等又はそれ以下

とする。同じ条件のもと、中国電信財務が当グループに課す手数料基準は、中国電信財務が他のメンバー組織に対して

課す同種のその他の金融サービスの手数料基準件と同一とする。

当社及び中国電信財務が締結したチャイナ・テレコム金融サービス枠組契約に基づくそれぞれの具体的な取引につい

ては、同じ条件のもと、当グループは原則として、中国電信財務が提供するサービスを選択する。当グループが、当グ

ループにとって適切かつ有益であると考える場合、当グループは、当グループの１又は複数の主要な協同商業銀行を金

融サービス提供者として関与させる裁量を有する。

チャイナ・テレコム金融サービス枠組契約は2022年１月１日に発効し、2024年12月31日に失効した。関係法令及び関

連ある規制要件の遵守を条件として、両当事者は、更新契約について交渉し、合意する予定である。
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中国電信財務及び中国電信集団有限公司との間で締結された中国電信集団有限公司金融サービス枠組契約

2021年10月22日、中国電信財務及び中国電信集団有限公司は金融サービス枠組契約（以下「中国電信集団有限公司金

融サービス枠組契約」という。）を締結した。当該契約に基づき、中国電信財務は、親会社グループに対し、預金サー

ビス、貸付及び手形割引サービス並びにその他の金融サービスを含む金融サービスを提供することに合意した。中国電

信集団有限公司金融サービス枠組契約に基づき中国電信財務が親会社グループに提供する預金サービスは通常の又はそ

れ以上の取引条件で実施され、関連する預金サービスは当グループの資産により保証されないため、当該預金サービス

は、上場規則第14A.90条に基づく報告、公表、年次レビュー及び独立株主の承認要件のすべてを免除される。

2022年、2023年及び2024年12月31日に終了する各年度において中国電信集団有限公司金融サービス枠組契約に基づき

中国電信財務が親会社グループに提供する貸付及び手形割引サービスの年間上限の適用比率はそれぞれ0.1％超５％未

満であるため、当該貸付及び手形割引サービスは、上場規則第14A章に基づく報告、公表及び年次レビュー要件のみ対

象であり、独立株主の承認要件を免除される。

2022年、2023年及び2024年12月31日に終了する各年度において中国電信集団有限公司金融サービス枠組契約に基づき

中国電信財務が親会社グループに提供するその他金融サービスの料金の年間上限の適用比率はそれぞれ0.1％未満であ

るため、当該その他金融サービスは、上場規則第14A章に基づくすべての報告、公表、年次レビュー及び独立株主の承

認要件を免除される。

 

価格方針：

 

(ⅰ) 預金サービス

中国電信財務が親会社グループに提示する預金金利は、中国人民銀行の関係要件を遵守し、中国人民銀行が随時設定

する預金基準金利（もしあれば）及び親会社グループの主要な協同商業銀行が提示する同一期間における同種の預金

サービスの預金金利を参照し、通常の商業条件以上で行われるものとする。提示される預金金利は、親会社グループの

主要な協同商業銀行が提示する金利と同等又はそれ以上とする。同じ条件のもと、中国電信財務が親会社グループに提

示する預金サービスの金利及び条件は、中国電信財務が他のメンバー組織に対して提示する同一期間における同種の預

金サービスの金利及び条件と同一とする。

 

(ⅱ) 貸付及び手形割引サービス

中国電信財務が親会社グループに提示する貸付金利及び手形割引金利は、中国人民銀行の関係要件を遵守し、中国人

民銀行が随時設定する貸付基準金利（もしあれば）及び親会社グループの主要な協同商業銀行が提示する同一期間にお

ける同種の貸付サービス及び手形割引サービスの金利を参照し、通常の商業条件以上で行われるものとする。提示され

た貸付金利及び手形割引金利は、親会社グループの主要な協同商業銀行が提示する金利と同等又はそれ以下とする。同

じ条件のもと、中国電信財務が親会社グループに提示する貸付及び手形割引サービスの金利及び条件は、中国電信財務

が他のメンバー組織に対して提示する同一期間における同種の貸付及び手形割引サービスの金利及び条件と同一とす

る。

上記の中国電信財務による親会社グループに対する貸付及び手形割引サービスは、親会社グループが資産の担保を差

入れる、又は貸付及び手形割引サービスの保証としてその他の取決めを行うことを要求するものではない。

 

(ⅲ) その他の金融サービス

中国電信集団有限公司金融サービス枠組契約に基づき、中国電信財務は、金融及び財務アドバイス、支払能力確認、

手形の受入れ、内部資金移動及び決済、関連する決済の設計並びに清算決済の提案など、その他の金融本件業務（預

金、貸付及び手形割引サービスを除く。）を親会社グループに提供する。

中国電信財務が親会社グループに提示する上記のその他の金融サービスに関する料金は、中国人民銀行又はCBIRC

（適用ある場合。）を含む規制部門が公布する料金基準を遵守し、親会社グループの主要な協同商業銀行が提示する同

種のその他の金融サービスの手数料基準を参照し、通常の商業条件以上で行われるものとする。手数料基準は、親会社

グループの主要な協同商業銀行が課すものと同等又はそれ以下とする。同じ条件のもと、中国電信財務が親会社グルー

プに課す手数料基準は、中国電信財務が他のメンバー組織に対して課す同種のその他の金融サービスの手数料基準件と

同一とする。

中国電信集団有限公司及び中国電信財務が締結した中国電信集団有限公司金融サービス枠組契約に基づくそれぞれの

具体的な取引については、同じ条件のもと、親グループは原則として、中国電信財務が提供するサービスを選択する。

親会社グループが、親会社グループにとって適切かつ有益であると考える場合、親会社グループは、親会社グループの

１又は複数の主要な協同商業銀行を金融サービス提供者として関与させる裁量を有する。
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中国電信集団有限公司金融サービス枠組契約は2022年１月１日に発効し、2024年12月31日に失効した。関係法令及び

関連ある規制要件の遵守を条件として、両当事者は、更新契約について交渉し、合意する予定である。

 

中国電信財務及びCCSの間で締結されたCCS金融サービス枠組契約

2021年10月22日、中国電信財務及びCCSは、金融サービス枠組契約（以下「CCS金融サービス枠組契約」）を締結し

た。当該契約に基づき、中国電信財務は、CCSグループに対し、預金サービス、貸付及び手形割引サービス並びにその

他の金融サービスを含む金融サービスを提供することに合意した。CCS金融サービス枠組契約に基づき中国電信財務が

CCSグループに提供する預金サービスは通常の又はそれ以上の取引条件で実施され、関連する預金サービスは当グルー

プの資産により保証されないため、当該預金サービスは、上場規則第14A.90条に基づく報告、公表、年次レビュー及び

独立株主の承認要件のすべてを免除される。

2022年、2023年及び2024年12月31日に終了する各年度においてCCS金融サービス枠組契約に基づき中国電信財務がCCS

グループに提供する貸付及び手形割引サービスの年間上限の適用比率はそれぞれ0.1％超５％未満であるため、当該貸

付及び手形割引サービスは、上場規則第14A章に基づく報告、公表及び年次レビュー要件のみ対象であり、独立株主の

承認要件を免除される。

2022年、2023年及び2024年12月31日に終了する各年度においてCCS金融サービス枠組契約に基づき中国電信財務がCCS

グループに提供するその他金融サービスの料金の年間上限の適用比率はそれぞれ0.1％未満であるため、当該その他金

融サービスは、上場規則第14A章に基づくすべての報告、公表、年次レビュー及び独立株主の承認要件を免除される。

 

価格方針：

 

(ⅰ) 預金サービス

中国電信財務がCCSグループに提示する預金金利は、中国人民銀行の関係要件を遵守し、中国人民銀行が随時設定す

る預金基準金利（もしあれば）及びCCSグループの主要な協同商業銀行が提示する同一期間における同種の預金サービ

スの預金金利を参照し、通常の商業条件以上で行われるものとする。提示される預金金利は、CCSグループの主要な協

同商業銀行が提示する金利と同等又はそれ以上とする。同じ条件のもと、中国電信財務がCCSグループに提示する預金

サービスの金利及び条件は、中国電信財務が他のメンバー組織に対して提示する同一期間における同種の預金サービス

の金利及び条件と同一とする。

 

(ⅱ) 貸付及び手形割引サービス

中国電信財務がCCSグループに提示する貸付金利及び手形割引金利は、中国人民銀行の関係要件を遵守し、中国人民

銀行が随時設定する貸付基準金利（もしあれば）及びCCSグループの主要な協同商業銀行が提示する同一期間における

同種の貸付サービス及び手形割引サービスの金利を参照し、通常の商業条件以上で行われるものとする。提示された貸

付金利及び手形割引金利は、CCSグループの主要な協同商業銀行が提示する金利と同等又はそれ以下とする。同じ条件

のもと、中国電信財務がCCSグループに提示する貸付及び手形割引サービスの金利及び条件は、中国電信財務が他のメ

ンバー組織に対して提示する同一期間における同種の貸付及び手形割引サービスの金利及び条件と同一とする。

上記の中国電信財務によるCCSグループに対する貸付及び手形割引サービスは、CCSグループが資産の担保を差入れ

る、又は貸付及び手形割引サービスの保証としてその他の取決めを行うことを要求するものではない。

 

(ⅲ) その他の金融サービス

CCS金融サービス枠組契約に基づき、中国電信財務は、金融及び財務アドバイス、支払能力確認、手形の受入れ、内

部資金移動及び決済、関連する決済の設計並びに清算決済の提案など、その他の金融サービス（預金貸付又は手形割引

サービスを除く。）をCCSグループに提供する。

中国電信財務がCCSグループに提示する上記のその他の金融サービスに関する料金は、中国人民銀行又はCBIRC（適用

ある場合。）を含む規制部門が公布する料金基準を遵守し、CCSグループの主要な協同商業銀行が提示する同種のその

他の金融サービスの手数料基準を参照し、通常の商業条件以上で行われるものとする。手数料基準は、CCSグループの

主要な協同商業銀行が課すものと同等又はそれ以下とする。同じ条件のもと、中国電信財務がCCSグループに課す手数

料基準は、中国電信財務が他のメンバー組織に対して課す同種のその他の金融サービスの手数料基準件と同一とする。

CCS及び中国電信財務が締結したCCS金融サービス枠組契約に基づくそれぞれの具体的な取引については、CCS金融

サービス枠組契約の条件に準拠していることを条件に、中国電信財務がCCSグループに金融サービスを提供する金融機

関のひとつに指定される。CCS金融サービス枠組契約に基づく各取引に関し、中国電信財務との間で具体的な契約を締

結するまでは、CCSグループは、中国電信財務が提示する金利及び条件又は手数料並びにその他関連取引条件を、CCSグ

ループの主要な協同商業銀行が提示する同一の期間における同種の金融サービスに対する金利及び条件並びに提供され

る同種の金融サービスに対して課される手数料及びその他関連取引条件と比較する。中国電信財務が提示する金利及び
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条件若しくは手数料又はその他の関連取引条件が、CCSグループの主要な協同商業銀行が提示する金利及び条件若しく

は手数料又はその他の関連取引条件（例えば、取引承認条件、手続き又は期限など）と同等又はそれ以上である場合に

のみ、CCSグループは、中国電信財務と取引を締結する裁量権を有する。CCSグループが適切と考える場合、CCSグルー

プは、金融サービスを提供するために、中国電信財務以外の金融機関を追加する又はその他の金融機関と契約すること

ができる。

CCS金融サービス枠組契約は2022年１月１日に発効し、2024年12月31日に失効した。関係法令及び関連ある規制要件

の遵守を条件として、両当事者は、更新契約について交渉し、合意する予定である。

 

中国電信財務及び新国脈との間で締結された新国脈金融サービス枠組契約

2021年10月22日、中国電信財務及び新国脈は、金融サービス枠組契約（以下「新国脈金融サービス枠組契約」とい

う。）を締結した。当該契約に基づき、中国電信財務は、新国脈グループに対し、預金サービス、貸付及び手形割引

サービス並びにその他の金融サービスを含む金融サービスを提供することに合意した。

新国脈金融サービス枠組契約に基づき中国電信財務が新国脈グループに提供する預金サービスは、通常の又はそれ以

上の取引条件で実施され、関連する預金サービスは当グループの資産により保証されないため、当該預金サービスは、

上場規則第14A.90条に基づく報告、公表、年次レビュー及び独立した株主の承認要件のすべてを免除される。

2022年、2023年、2024年12月31日に終了する各年度において新国脈金融サービス枠組契約に基づき中国電信財務が新

国脈グループに提供する貸付及び手形割引サービスの年間上限の適用比率は、それぞれ0.1％超５％未満であるため、

当該貸付及び手形割引サービスは、上場規則第14A章に基づく報告、公表及び年次レビューの要件にのみ該当し、独立

株主の承認要件からは免除される。

2022年、2023年及び2024年12月31日に終了する各年度において新国脈金融サービス枠組契約に基づき中国電信財務が

新国脈グループに提供するその他金融サービスの料金の年間上限の適用比率はそれぞれ0.1％未満であるため、当該そ

の他金融サービスは、上場規則第14A.90条に基づく報告、公表、年次レビュー及び独立株主の承認要件のすべてを免除

される。

 

価格方針：

 

(ⅰ) 預金サービス

中国電信財務が新国脈グループに提示する預金金利は、中国人民銀行の関係要件を遵守し、中国人民銀行が随時設定

する預金基準金利（もしあれば）及び新国脈グループの主要な協同商業銀行が提示する同一期間における同種の預金

サービスの預金金利を参照し、通常の商業条件以上で行われるものとする。提示される預金金利は、新国脈グループの

主要な協同商業銀行が提示する金利と同等又はそれ以上とする。同じ条件のもと、中国電信財務が新国脈グループに提

示する預金サービスの金利及び条件は、中国電信財務が他のメンバー組織に対して提示する同一期間における同種の預

金サービスの金利及び条件と同一とする。

 

(ⅱ) 貸付及び手形割引サービス

中国電信財務が新国脈グループに提示する貸付金利及び手形割引金利は、中国人民銀行の関係要件を遵守し、中国人

民銀行が随時設定する貸付基準金利（もしあれば）及び新国脈グループの主要な協同商業銀行が提示する同一期間にお

ける同種の貸付サービス及び手形割引サービスの金利を参照し、通常の商業条件以上で行われるものとする。提示され

た貸付金利及び手形割引金利は、新国脈グループの主要な協同商業銀行が提示する金利と同等又はそれ以下とする。同

じ条件のもと、中国電信財務が新国脈グループに提示する貸付及び手形割引サービスの金利及び条件は、中国電信財務

が他のメンバー組織に対して提示する同一期間における同種の貸付及び手形割引サービスの金利及び条件と同一とす

る。

上記の中国電信財務による新国脈グループに対する貸付及び手形割引サービスは、新国脈グループが資産の担保を差

入れる、又は貸付及び手形割引サービスの保証としてその他の取決めを行うことを要求するものではない。

 

(ⅲ) その他の金融サービス

新国脈金融サービス枠組契約に基づき、中国電信財務は、金融及び財務アドバイス、支払能力確認、手形の受入れ、

内部資金移動及び決済、関連する決済の設計並びに清算決済の提案など、その他の金融サービス（預金、貸付又は手形

割引サービスを除く。）を新国脈グループに提供する。中国電信財務が新国脈グループに提示する上記のその他の金融

サービスに関する料金は、中国人民銀行又はCBIRC（適用ある場合。）を含む規制部門が公布する料金基準を遵守し、

新国脈グループの主要な協同商業銀行が提示する同種のその他の金融サービスの手数料基準を参照し、通常の商業条件

以上で行われるものとする。手数料基準は、新国脈グループの主要な協同商業銀行が課すものと同等又はそれ以下とす
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る。同じ条件のもと、中国電信財務が新国脈グループに課す手数料基準は、中国電信財務が他のメンバー組織に対して

課す同種のその他の金融サービスの手数料基準件と同一とする。

新国脈は、金融サービスを提供する他の金融機関を選択する裁量を有する。新国脈及び中国電信財務が締結した新国

脈金融サービス枠組契約に基づくそれぞれの具体的な取引については、同じ条件のもと、新国脈グループは原則とし

て、中国電信財務が提供する金融サービスを優先して選択する。新国脈グループが、新国脈グループにとって適切かつ

有益であると考える状況において、新国脈グループは、新国脈グループの主要な協同商業銀行である１又は複数の金融

機関から金融サービスを受けることができる。

新国脈金融サービス枠組契約は2022年１月１日に発効し、2024年12月31日に失効した。関係法令及び関連ある規制要

件の遵守を条件として、両当事者は、更新契約について交渉し、合意する予定である。

 

辰安科技及び中国電信財務との間で締結された辰安科技金融サービス枠組契約

2021年10月22日、中国電信財務及び辰安科技は、金融サービス枠組契約（以下「辰安科技金融サービス枠組契約」と

いう。）を締結した。当該契約に基づき、中国電信財務は、辰安科技グループに対し、預金サービス、貸付及び手形割

引サービス並びにその他の金融サービスを含む金融サービスを提供することに合意した。

辰安科技金融サービス枠組契約に基づき中国電信財務が辰安科技グループに提供する預金サービスは、通常の又はそ

れ以上の取引条件で実施され、関連する預金サービスは当グループの資産により保証されないため、当該預金サービス

は、上場規則第14A.90条に基づく報告、公表、年次レビュー及び独立した株主の承認要件のすべてを免除される。

2022年、2023年、2024年12月31日にに終了する各年度において辰安科技金融サービス枠組契約に基づき中国電信財務

が辰安科技グループに提供する貸付及び手形割引サービスの年間上限の適用比率は、それぞれ0.1％超５％未満である

ため、当該貸付及び形割引サービスは、上場規則14A章に基づく報告、公表及び年次レビューの要件にのみ該当し、独

立株主の承認要件からは免除される。

2022年、2023年及び2024年12月31日に終了する各年度において辰安科技金融サービス枠組契約に基づき中国電信財務

が辰安科技グループに提供するその他金融サービスの料金の年間上限の適用比率はそれぞれ0.1％未満であるため、当

該その他金融サービスは、上場規則第14A.90条に基づく報告、公表、年次レビュー及び独立株主の承認要件のすべてを

免除される。

 

価格方針：

 

(ⅰ) 預金サービス

中国電信財務が辰安科技グループに提示する預金金利は、中国人民銀行の関係要件を遵守し、中国人民銀行が随時設

定する預金基準金利（もしあれば）及び辰安科技グループの主要な協同商業銀行が提示する同一期間における同種の預

金サービスの預金金利を参照し、通常の商業条件以上で行われるものとする。提示される預金金利は、辰安科技グルー

プの主要な協同商業銀行が提示する金利と同等又はそれ以上とする。契約期間中、辰安科技グループが中国電信財務に

預ける預金（経過利息を含む。）の１日の最大残高は、辰安科技の株主総会で検討された最大上限（経過利息を含

む。）を超えないものとする。辰安科技グループが中国電信財務に預ける預金が、決済その他の理由で上限を超える場

合、辰安科技グループは、３営業日以内に中国電信財務に法的に有効な書面による通知を発行することにより、上限を

超える預金の指定銀行口座への資金の送金を確認する。中国電信財務は、辰安科技グループの当該書面による通知にお

ける確認にしたがい、３営業日以内に送金を完了するものとする。

 

(ⅱ) 貸付及び手形割引サービス

中国電信財務が辰安科技グループに提示する貸付金利及び手形割引金利は、中国人民銀行の関係要件を遵守し、中国

人民銀行が随時設定する貸付基準金利（もしあれば）及び辰安科技グループの主要な協同商業銀行が提示する同一期間

における同種の貸付サービス及び手形割引サービスの金利を参照し、通常の商業条件以上で行われるものとする。契約

期間中、中国電信財務が辰安科技に提供する貸付及び手形割引の１日の最大残高（経過利息を含む。）は、辰安科技の

株主総会で検討された最大上限を超えないものとする。中国電信財務が辰安科技グループに提示する貸付及び手形割引

サービスの条件は、通常の商業条件と同等かそれ以上であるものとする。

 

(ⅲ) その他の金融サービス

辰安科技金融サービス枠組契約に基づき、中国電信財務は、金融及び財務アドバイス、支払能力確認、手形の受入

れ、内部資金移動及び決済、関連する決済の設計並びに清算決済の提案など、その他の金融本件業務（預金、貸付及び

手形割引サービスを除く。）を辰安科技グループに提供する。

中国電信財務が辰安科技グループに提示する上記のその他の金融サービスに関する料金は、中国人民銀行又はCBIRC

（適用ある場合。）を含む規制部門が公布する料金基準を遵守し、辰安科技グループの主要な協同商業銀行が提示する
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同種のその他の金融サービスの手数料基準を参照し、通常の商業条件以上で行われるものとする。手数料基準は、辰安

科技グループの主要な協同商業銀行が課すものと同等又はそれ以下とする。

辰安科技は、他の金融機関が提供する金融サービスを選択する裁量を有する。辰安科技及び中国電信財務が締結した

辰安科技金融サービス枠組契約に基づくそれぞれの具体的な取引については、同じ条件のもと、辰安科技グループは原

則として、中国電信財務が提供する金融サービスを優先して選択する。辰安科技グループが、辰安科技グループにとっ

て適切かつ有益であると考える状況において、辰安科技グループは、辰安科技グループの主要な協同商業銀行である１

又は複数の金融機関に金融サービスを提供するよう依頼することができる。

辰安科技金融サービス枠組契約は2022年１月１日に発効し、2024年12月31日に失効した。関係法令及び関連ある規制

要件の遵守を条件として、両当事者は、更新契約について交渉し、合意する予定である。

 

当グループ並びにベストペイ・テクノロジー及びその子会社の間の継続的関連当事者間取引

決済及びデジタル金融関連サービス枠組契約

2021年10月22日、当社及びベストペイ・テクノロジーは、2022年１月１日から2024年12月31日までの期間を有する決

済及びデジタル金融関連サービス枠組契約を締結した。契約の満了に先立ち、両当事者は、契約満了後の両当事者の生

産及び事業の正常な運営を確保するために、新たな決済及びデジタル金融関連サービス枠組契約又は補足契約の締結に

ついて交渉する権利を有する。ただし、当グループが第三者から同種のサービスをより高いコストで取得しなければな

らない場合、ベストペイ・テクノロジー及びその子会社は、当グループに対する当該サービスの提供を終了することは

できない。

決済及びデジタル金融関連サービス枠組契約に基づき、ベストペイ・テクノロジー及びその子会社は、当グループに

対して決済及びデジタル金融関連サービスを提供する。かかるサービスには、再チャージ決済サービスの提供並びに

11888カードなどの再チャージ可能な支払カードの発行、運営及び決済サービス、インターネット決済サービス及び携

帯電話決済サービス、銀行カード決済サービス及びバーコード決済サービス、プリペイドカードの発行及び取扱サービ

ス、請求書支払及びその他統合された支払可能なサービス、当グループの加入者の決済システムの構築及び保守業務、

関連する規制当局により許可された又は当局に提出された事業内容の範囲内でのその他の関連する決済及びデジタル金

融サービス並びに上記サービスの履行における基本的な機能及びシステムの構築、運用、拡張及び保守業務の提供が含

まれる。

決済及びデジタル金融関連サービス枠組契約に基づき提供される同一のサービスにおいて、独立した第三者が当グ

ループに提供する条件が、ベストペイ・テクノロジー及びその子会社が提供する条件よりも優れていない場合、ベスト

ペイ・テクノロジー及びその子会社は、当グループに対し、同一の条件で当該サービスを優先的に提供することができ

る。ベストペイ・テクノロジー及びその子会社は、ベストペイ・テクノロジー及びその子会社が第三者に提供する条件

よりも不利なサービスを当グループに提供しないことを当グループに約束する。ベストペイ・テクノロジー及びその子

会社は、契約に基づいて当グループに提供されるサービスに影響がない場合に限り、関連サービスを第三者に提供する

権利を有する。ベストペイ・テクノロジー及びその子会社が契約に基づいて当グループの要求を満たすことができない

場合、又は独立した第三者がベストペイ・テクノロジー及びその子会社が提供する条件よりも有利な条件を提供する場

合、当グループは独立した第三者から当該サービスを受けることができる。

上場規則第14A章に基づき、中国電信集団有限公司は当社の支配株主であり、決済及びデジタル金融関連サービス枠

組契約の締結日現在、ベストペイ・テクノロジーの発行済株式資本の約64.53％を保有していることから、中国電信集

団有限公司及びベストペイ・テクノロジーは当社の関連当事者であり、決済及びデジタル金融関連サービス枠組契約の

目的となる取引は当社の継続的関連当事者間取引を構成している。

決済及びデジタル金融関連サービス枠組契約の対象となる取引について、2022年、2023年及び2024年12月31日を末日

とするそれぞれの年度の年間上限の適用比率（利益率を除く。）はそれぞれ0.1％超５％未満であると予想されるた

め、決済及びデジタル金融関連サービスの継続的関連当事者間取引は、上場規則第14A章に基づく報告、公表及び年次

レビュー要件のみ対象であり、独立株主の承認要件は免除される。

決済及びデジタル金融関連サービス枠組契約に基づくサービス料金は、次のとおり計算するものとする。

 

(1)　市場価格（すなわち、同一又は類似した種類の製品又はサービスが、独立した第三者により通常業務を通じて

正常な取引条件で提供される場合の価格）。決済及びデジタル金融関連サービス枠組契約に基づくいかなる取引の取引

価格が市場価格に相当するかを決定する際、可能な範囲で、当社の経営陣は、対応する期間内に独立した第三者により

通常業務を通じて締結され実行されている類似した比較可能な２以上の取引の価格を参考として考慮する。

 

(2)　市場価格が無い場合又は市場価格を決定することが不可能な場合は、サービス提供に伴う合理的な費用に関連

する税金及び合理的な利幅を乗せた額に基づき当事者間で合意する価格。かかる「合理的な利幅」は、当グループの社

内方針に基づき交渉を経て両当事者により公平に決定される。決済及びデジタル金融関連サービス枠組契約に基づくい
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かなる取引に関連する「合理的な利幅」を決定する際、可能な範囲で、当社の経営陣は、対応する期間内に独立した第

三者により通常業務を通じて締結され実行されている類似した比較可能な２以上の取引の利幅を参考として考慮する。

 

(3)　政府が規定する価格がある場合には、価格及び／又は価格基準は、政府が規定する価格に基づいて決定される

ものとし、政府が指導する価格がある場合には、価格及び／又は価格基準は、政府が指導する価格に基づいて決定され

るものとする。政府が規定する価格とは、中国の物価法に基づき、価格決定権限及び範囲内において価格決定に責任を

有する政府部門又はその他の関連部門が規定する価格を意味する。政府が指導する価格とは、中国の物価法に基づき、

価格決定権限及び範囲内において基準価格及び変動幅を規定する、価格決定に責任を有する政府部門又はその他の関連

部門の指導のもと、事業者が決定する価格をいう。

 

継続的関連当事者間取引に関する取決め

2024年７月12日、当社及び中国電信集団有限公司は、2025年１月１日から2027年12月31日までの期間を有する新エン

ジニアリング枠組契約、新付属電気通信サービス枠組契約、新相互接続決済契約、新コミュニティ・サービス枠組契

約、新業務集約化サービス契約、新不動産及び土地使用権リース枠組契約、新ITサービス枠組契約、新資材調達サービ

ス枠組契約、新インターネット・アプリケーション・チャンネル・サービス枠組契約、新リース・ファイナンス枠組契

約、新電気通信資源リース契約、新商標ライセンス契約及び新知的財産権ライセンス枠組契約を締結した。

2024年７月12日、当社及びベストペイ・テクノロジーは、2025年１月１日から2027年12月31日までの期間を有する新

決済及びデジタル金融関連サービス枠組契約を締結した。

2024年７月12日、当社とベストペイ・テクノロジーは、2025年1月1日から2027年12月31日までの期間を有する新決済

及びデジタル金融関連サービス枠組契約を締結した。

2024年７月12日、当社及び中国電信財務、中国電信財務及び中国電信集団有限公司、中国電信財務及びCCS、中国電

信財務及び新国脈、中国電信財務及び辰安科技との間でそれぞれ金融サービス枠組契約が締結された。これらすべての

金融サービス枠組契約は、それぞれ2025年１月１日から2027年12月31日までの期間を有する。

2024年８月21日に開催された当社の臨時株主総会において、2025年１月１日から2027年12月31日までの上記各契約に

基づく関連当事者間取引に適用される年間上限額を含む、当社の継続的関連当事者間取引に関する決議が検討され、承

認された。

 

継続的関連当事者間取引の見直し

当社は、2024年度に当社が行った関連当事者間取引に関し、上場規則第14A章に基づく開示要件を遵守していること

を確認する。

当社の外部監査人は、保証業務に関する香港基準3000「過去の財務情報の監査又はレビュー以外の保証業務」及び香

港公認会計士協会が発行した実施基準注記740「香港上場規則に基づく継続的関連当事者間取引に関する監査人のレ

ター」に従い、2024年12月31日を末日とする年度の当グループの継続的関連当事者間取引について報告することを委託

された。

 

監査人による確認

当グループの監査人は、2024年12月31日を末日とする年度の当グループの継続的関連当事者間取引をレビューし、当

該継続的関連当事者間取引が以下であると信じさせるように注意を喚起するものはなかったことを取締役会に確認し

た。

 

(1)　取締役会の承認を受けていない。

(2)　（当グループによる商品又はサービスの提供を伴う取引に関して）すべての重要な点において当グループの価

格方針に基づく締結がなされていない。

(3)　すべての重要な点において、当該取引を管理する契約の条件に従って締結がなされていない。

(4)　当社が設定した年間上限を超過している。

 

独立非執行取締役による確認

当社の独立非執行取締役は、2024年12月31日に終了する年度において当グループが当事者であったすべての継続的関

連当事者間取引について、以下を確認した。

 

(1)　当該取引及びそれらを管理する契約は、当グループにより通常の業務過程において締結された。
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(2)　当該取引は、(i)通常の商取引条件以上で、又は(ii)それが通常の商取引条件であるか否かを判断するのに十分

な比較取引が存在しない場合、当該取引が、独立した第三者に提供される条件又は（該当する場合）独立した

第三者から提供される条件よりも会社にとって不利でない条件で締結された。

(3)　当該取引に適用される関連する契約に基づき、当社の株主全体の利益のために公正かつ合理的な条件で締結さ

れた。

 

さらに、独立非執行取締役は、2024年12月31日を末日とする年度において当グループ及びその関連当事者間で締結さ

れた継続的関連当事者間取引が、それぞれの年間上限を超過していないことを確認した。

 

４【関係会社の状況】

(1) 親会社

    （2024年12月31日現在） 

名称 所在地 資本金（人民元） 業種 株式の所有割合

中国電信集団有
限公司

中国100033北京市西
城区金融大街31号

214,048,420,000
電気通信
サービス

63.90％

 

(2）子会社

当社の子会社に関する詳細は以下の通りである。

    （2024年12月31日現在）

名称 設立地

発行済払込済株式資
本／登録資本

（単位記載のないもの
は百万人民元）

所有割合 業種

チャイナ・テレコム・デジタル・イ
ンテリジェンス・テクノロジー有限
公司

中国 3,000 100％
システム・インテグレー
ション及びコンサルティン

グ・サービスの提供

チャイナ・テレコム・グローバル
有限公司

香港特別行
政区

168百万香港ドル 100％ 電気通信サービスの提供

チャイナ・テレコム・ベスト・トー
ン情報サービス有限公司

中国 350 100％
「ベスト・トーン」情報

サービスの提供

天翼電信終端有限公司 中国 500 100％ 電気通信端末機器の販売

iMUSIC カルチャー&テクノロジー有
限公司

中国 250 100％
音楽制作及び関連情報サー

ビスの提供

天翼資本控股有限公司 中国 5,000 100％
資本投資及びコンサルティ
ング・サービスの提供

中国電信集団財務有限公司 中国 5,000 70％
資本及び金融管理サービス

の提供

チャイナ・テレコム・クラウド・テ
クノロジー有限公司

中国 4,764 89％
クラウド製品及びサービス

の提供

イーサーフィン・デジタル・ライ
フ・テクノロジー有限公司

中国 900 100％
デジタルライフに関連する
総合ソリューションの提供

臨港算力（上海）科技有限公司 中国 2,350 100％
コンピューティング・パ
ワー・サービスの提供

上海信息產業（集団）有限公司 中国 297 100％
通信工学設計及びシステム
端末開発サービスの提供

天翼物聯科技有限公司 中国 1,000 100％ IoTサービスの提供

中電信智能網絡科技有限公司 中国 900 100％
オペレーション及びサポー
ト技術サービスの提供

天翼安全科技有限公司 中国 500 100％
ネットワーク情報セキュリ
ティ・サービスの提供

チャイナ・テレコム・デジタルシ
ティ・テクノロジー有限公司

中国 3,500 100％
情報システム統合及び技

術サービスの提供

チャイナ・テレコム・人工知能テク
ノロジー（北京）有限公司

中国 3,000 100％ AI技術サービスの提供

天翼視聯科技有限公司 中国 1,000 100％
視覚ネットワーク・サー

ビスの提供
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チャイナ・テレコム・量子情報技術
グループ有限公司

中国 3,000 100％
量子コミュニケーション

及び量子コンピューティン
グ技術サービスの提供

（注）当社が70％の持分を保有する中国電信財務及び当社が89％を保有するチャイナ・テレコム・クラウド・テクノロ
ジー有限公司を除いては、上記の子会社はすべて当社の直接的又は間接的完全子会社である。当グループの子会社はいか
なる重要な非支配持分も有していない

 

５【従業員の状況】

2024年12月31日現在の当社従業員数は277,674人であった。下表は職域別の当社従業員数を示している。

 

従業員総数 277,674

専門分野の構成  

専門分野別 専門家数

経営、財務及び総務 48,937

販売及びマーケティング 105,931

業務及びメンテナンス 79,551

科学技術研究及び製品開発 43,255

合計 277,674

教育水準  

教育水準別 人数

博士号以上 629

修士号 36,531

学士号 167,312

専門学校 55,963

高校以下 17,239

合計 277,674

 

報告期間終了時点での女性従業員の割合は31.18％、女性管理職の割合は22.25％及び新入社員における女性の割合は

29.98％であった。当社は、採用活動において、民族、人種、ジェンダー、年齢、地域、婚姻の有無又は身体的条件な

どによる差別を行うことなく、すべての応募者に均等な機会を提供し、同一労働同一賃金の原則を遵守し、従業員の昇

進を図っている。

 

給与方針

当社は、生産要因が市場で評価され、貢献度に応じて報酬が支払われる仕組みを強化し続けることで、効率性を強化

し、公平性を推進している。当社は、卓越した貢献をした科学技術人材及び草の根的な最前線の従業員に対する報酬資

源の傾斜配分に注力することを推進し、当社の改革及び成長からの利益を従業員が共有できることに重点を置いてい

る。当社は、関連ある法規制にしたがい、上場企業における株式報奨及び国有技術企業における株式及び配当報奨など

の中長期的報奨メカニズムを推進し、中核的才能の熱意、イニシアチブ及び創造性をさらに刺激している。

 

研修プログラム

当社は、従業員全員による学習を実施し、AI学習に重点を置いた。当グループのオンライン及びオフラインのトレー

ニングは、年間を通して1.60百万人超を対象とした。当社は階層的な技術人材トレーニングを実施し、具体的には産業

デジタル化、研究開発及びクラウド・ネットワークの３つのエンジニアチームの育成に注力した。当社は各専門分野の

技能認定試験を実施し、50職種及び470,000人を対象に、熟練した人材が優秀なエンジニアになれるよう転換をさらに

促進した。
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第３【事業の状況】
 

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

 

2024年１月１日から2024年12月31日までの期間（以下「報告期間」という。）における業界概要

 

1.　業界概要

 

2024年、電気通信業界は「第14次５か年計画」の課題の徹底的な実施を全面的に推進し、取引量及び収益の両方におい

て着実な成長を達成した。業界の発展は科学技術革新をより際立たせ、新情報インフラの最適化及びアップグレードを加

速させ、統合応用の深化及び堅実化を実現し、経済及び社会の発展にプラスの結果をもたらした。

 

(1)電気通信産業は継続して品質と効率の向上を促進

 

電気通信事業の取引量及び収益が安定して増加。2024年、前年に適用された価格に基づいて計算された電気通信事業

の総取引量は前年比で10％増加し、サービス産業の安定した成長を効率的に牽引した。2024年の電気通信事業の収益は

1.74兆人民元で、前年比3.2％増加した。新興事業の牽引効果は引き続き顕著。主にクラウド・コンピューティング、

ビッグデータ、IoT及びデータセンターなどの新興事業からの収益の割合は４分の１まで上昇し、前年同期比10.6％増

となり、通信収益の成長に78％寄与した。業界は新世代の情報技術の統合及び革新を積極的に推進し、新たなデジタル

消費シナリオを構築し、スマートファミリーのサービス収益は前年同期比11.3％増加した。科学技術革新能力は引き続

き向上。デジタル化及びインテリジェント化の新たな段階に直面し、業界は研究開発モデル及び組織システムの再編を

積極的に推進し、2024年の研究開発費は前年比5.1％増加した。技術革新の主要分野における飛躍的進歩が継続的に達

成され、5G標準必須特許の世界シェアは40％を超えた。中空コア光ファイバー及び高速光電子変調器の開発には新たな

進展が見られ、10ギガビット・ファイバー・ネットワークのパイロット・プログラムが開始された。低高度インテリ

ジェント・ネットワークの構築及び応用、海洋センシング及び通信の統合、衛星間通信並びに衛星・地上通信が加速さ

れた。独自のAI大型モデルは複数の能力アップグレードを達成し、顧客サービス、行政、文化及び観光、産業並びにス

マートシティなどの分野における応用の拡大プロセスが加速された。

 

(2) 情報通信インフラの量及び質の二重強化

 

高速伝送ネットワーク構築の加速。2024年、全国の光ファイバーケーブルの全長は72.88百万キロメートルに達し、そ

のうち、ローカルネットワークのトランク・ファイバー・ケーブルの前年比の伸び率は19.9％及びアクセスネットワー

ク・ファイバー・ケーブルの前年比の伸び率は9.9％であった。バックボーン・ネットワークの構築は新たな段階に入

り、400Gバックボーン・ネットワークが正式に大規模配備に入った。高速伝送路はまず、全国８大ハブノード並びに周辺

主要都市及び主要省を囲むハブを接続するために構築され、伝送帯域幅、ネットワーク容量及び超低レイテンシーが大幅

に強化された。「デュアルギガビット」ネットワークのカバレッジは引き続き改善された。「第14次５か年計画」におい

て示された5G及びギガビット・ファイバー・ネットワークの構築目標は予定より早く完了し、すべての県でギガビット接

続を、すべての郷で5G接続を、並びに90％超の行政村で5G接続を達成した。2024年末時点で、中国の5G基地局数は4.251

百万局に達し、人口10,000人当たりの5G基地局数は平均30.2局となっている。5Gネットワークの進化のアップグレードに

伴い、5G-Aネットワークの配備も着実に進んだ。ギガビット・ネットワーク構築の成果は目覚ましく、ギガビット・ネッ

トワーク・サービスを提供できる10G PONポート数は28.20百万に達し、前年比で5.183ポートの純増となり、207のギガ

ビット都市が設立された。コンピューティング・パワーのインフラ構築が大幅に加速した。業界は国家統合コンピュー

ティングパワー・ネットワーク構築目標を積極的に実施し、コンピューティングパワー・ネットワーク配置の強化を加速

した。2024年末現在、３大基盤通信企業が公衆に提供するデータセンターのキャビネット数は830,000台に達し、東部地

区がその71.1％を占め、前年比で1.3パーセンテージ・ポイント増加した。業界はインテリジェント・コンピューティン

グ・センターの構築及び１万GPUのクラスター・プロジェクトの実施を加速し、インテリジェント・コンピューティング

の規模は50EFlops（FP16）を超え、前年比で２倍の成長を達成した。

 

(3) より身近になった電気通信サービス

 

携帯電話ユーザーの普及率及び5Gユーザーの規模は、引き続き世界をリードしている。2024年末時点で、中国の携帯電

話加入者数は1.79十億人に達した。携帯電話の普及率は100人当たり127.1台に達し、世界平均（100人当たり107.6台）を
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19.5ポイント上回った。そのうち、5G携帯電話ユーザーは1.014十億人に達し、携帯電話ユーザーの56.7％を占め、これ

は世界平均の2.3倍であった。携帯電話ユーザーは急速に5Gに移行し、5G携帯電話ユーザーは昨年200百万人超、今年は

192百万人の純増となった。ギガビットユーザーの比率は30％を超え、１世帯当たりの平均帯域幅は増加し続けた。2024

年末時点で、有線ブロードバンド接続ユーザー数は670百万人に達し、そのうち世帯ブロードバンド接続ユーザー数は573

百万人であった。世帯ブロードバンド普及率は100世帯当たり115.9ユニットに達し、昨年末に比べ5.7ポイント上昇し

た。このうち、ギガビットユーザーは207百万人に達し、有線ブロードバンド接続ユーザーの30.9％を占め、昨年末に比

べ5.2パーセンテージ・ポイント増加した。高解像度の映像及びライブストリーミングの需要を満たし、スマートホーム

向けの革新的なアプリケーションを育成するため、企業は有線ブロードバンド「ラスト10メートル」の質の高い供給を加

速させ、FTTR（Fiber-to-the-Room）ユーザーの規模は35百万人を超えた。2024年、有線ブロードバンドユーザーの総ア

クセス帯域幅は307,000Tbpsに達し、前年比で17.9％増加した。１世帯当たりの平均契約帯域幅は511.8Mbpsに達し、昨年

末に比べ55.3Mbps増加した。データ通信量は過去最高を記録した。ネットワークの進化及びアップグレード、「シグナ

ル・エンハンスメント」のカバレッジの広さ、ビデオサービスの革新、AIアプリケーションの実装などの恩恵を受け、モ

バイル及び有線インターネット接続通信量はいずれも比較的急速な成長傾向を維持した。2024年、モバイルインターネッ

ト接続通信量は前年比で11.6％増加し、そのうち5Gモバイルデータ・トラフィックが60％近くを占め、前年比の成長率は

40％を超えた。2024年の１ユーザー当たりの月間モバイルインターネット接続通信量（利用データフロー、DOUとも呼ば

れる。）は、18.18GB/月に達し、12月単月のDOUは１ユーザー当たり19.7GBに達し、いずれも過去最高を記録した。有線

インターネット・ブロードバンド・ユーザーの通信量は前年比14.9％増であり、伸び率は昨年より4.3パーセンテージ・

ポイント改善した。

 

(4) 産業デジタル化の深化を可能に

 

モバイルIoT端末の応用は急速に拡大した。2024年末時点で、中国のモバイルIoT（セルラー）端末ユーザー数は2.656

十億人に達し、前年比13.9％増となり、今年度の純増数は324百万人であり、モバイル端末接続総数の59.7％を占めた。

公共サービス、インターネット・オブ・ビークル、スマート小売及びスマートホームの各分野におけるモバイルIoT（セ

ルラー）端末の応用規模は、それぞれ997百万人、477百万人、372百万人及び320百万人に達し、公共サービス及びスマー

トホームの分野では前年比20％超の伸びを記録した。端末の急速な強化及び特定分野での積極的な応用に牽引され、2024

年のモバイルIoT端末接続トラフィックは前年比で倍増した。産業統合における応用は深さ及び内容において進歩した。

5G及びギガビット・ファイバー・ネットワークは、産業デジタル化変革を広範囲に後押しし、主要分野における応用の普

及を絶えず深めている。5G業界の仮想プライベート・ネットワーク累積数は、前年の急増を受け、今年度は23,000のネッ

トワークが追加され、55,000を超えた。5Gの応用は国家経済の80の主要カテゴリーに統合され、応用件数は合計で

138,000件に達した。ギガビット・ファイバー・ネットワークの応用件数は40,000件近くに達した。産業用インターネッ

トは41の主要産業分野を完全にカバーし、主要産業は統合の速度を加速させた。「5G＋産業用インターネット」プロジェ

クトの数は17,000件を超え、10大産業にまたがる20の典型的なシナリオを育成し、南京、武漢及び青島など10の初期試験

都市において「5G＋産業用インターネット」統合アプリケーションに関連する構築が開始された。

注：上記のデータは、MIITが発行した「2024年の通信業界に関する統計公式報告及びその解釈：通信業界の質の高い発展が新たなレ

ベルに到達」から抜粋されている。

 

２.　新たな法律、行政上の規制、部局の規則及び産業政策が業界に与える大きな影響

 

報告期間中に、多数の行政上の規制、部局の規則及び部局の規範文書が公布及び実施され、産業の開発及び法令遵守の

実施に新たな要件が加わった。

2024年１月22日、国務院は「事業者集中の事前申告基準に関する国務院の規定」（以下「事業者集中の申告に関する規

定」という。）を公布し、かかる規定は公布日に施行された。事業者集中の申告に関する規定は、事業者集中の申告基準

を引き上げ、申告基準の実施状況を評価するメカニズムを確立し、市場参入の基準をさらに緩和し、事業者集中の制度的

取引コストを削減し、企業の負担を効果的に軽減し、独占禁止法に関する規制及び執行の効果を高めた。

2024年３月15日、国務院は「中華人民共和国消費者権益保護法実施条例」（以下「消費者権益保護法実施条例」とい

う。）を公布し、同条例は2024年７月１日に施行された。消費者権益保護法実施条例は、主に「中華人民共和国消費者権

益保護法」に規定された義務を精緻化したもので、消費者の身の安全及び財産の安全、不良品の処理、虚偽広告の禁止、

明確な価格設定、標準条項の採用、品質保証責任の履行並びに消費者の個人情報の保護などが含まれる。同条例はまた、

オンライン消費分野における「ビッグデータ差別」及び「自動更新」などの問題並びにプリペイド消費に関する侵害問題

についても具体的な規定を設け、消費者の合法的な権益の保護を強化した。

2024年６月６日、国務院は「公正競争審査条例」（以下「審査条例」という。）を公布し、同条例は2024年８月１日に

施行された。審査条例は、公正競争審査の範囲において初めて起草段階の法律及び地方条例を含め、含めてはならない19
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の政策措置とともに、市場参入及び撤退、商品及び要素の自由な流れ、生産及び営業コストへの影響並びに生産及び運営

行動への影響の４つの側面をさらに最適化し、例外の適用条件を厳格に制限した。加えて、審査条例は、政策措置の公正

競争審査を実施するための審査メカニズム並びに監督及び保証メカニズムを明確化し、公正競争審査に関連する抜き打ち

調査、報告の取り扱い及び監督のメカニズムを確立及び改善することを要求することを提案した。

2024年９月24日、国務院は「ネットワークデータ安全管理条例」を公布し、同条例は2025年１月１日に施行された。

ネットワークデータ安全管理条例は、ネットワークデータ処理者の個人情報の収集、処理及び保護に関する義務、重要な

データの特定及び報告義務並びに個人情報及び重要データを海外に提供するための条件及びデータの国外への持ち出しに

関するセキュリティ評価の要件について詳しく説明している。さらに、同条例は、ネットワークデータ安全保護における

ネットワーク・プラットフォーム・サービス提供者の義務を明確にし、パーソナライズされた推奨サービス及びネット

ワーク身元認証のための公共サービスの設定要件に関連する規定を明確にした。これは、ネットワークデータ処理活動を

規制し、ネットワークデータの安全を確保し、ネットワークデータの合法的、合理的かつ効果的な利用を促進することに

資するものである。

2024年３月22日、中国サイバースペース管理局は「国境を越えたデータの流れの促進と規制に関する規定」（以下「国

境を越えたデータに関する規定」）を公布し、かかる規定は公布日に施行された。国境を越えたデータに関する規定は、

重要データの国外移転に係るセキュリティ評価の申告基準を規定し、データの国外移転に係るセキュリティ評価に関する

届出、個人情報の国外移転に係る標準契約の制定及び個人データ保護に関する証明書の取得が必要となるデータの国外移

転活動の条件を調整するとともに、上記の義務の免除条件を明確化した。さらに、国境を越えたデータに関する規定で

は、試験的な自由貿易区に対するネガティブリスト制度の確立及びデータの国外移転の安全性評価結果の有効期間を延長

する措置が提案された。国家データセキュリティの確保を前提に、国境を越えたデータの流れの条件を適切に緩和し、

データの国外移転に関するセキュリティ評価の範囲を適度に狭め、国境を越えたデータの流れを促進した。

2024年11月26日、公安部は、国家発展改革委員会、工業情報化部及び中国人民銀行と共同で、「電気通信オンライン詐

欺並びに関連する違法犯罪行為に対する共同処罰弁法」（以下、「共同処罰弁法」）を公布し、かかる弁法は2024年12月

１日に発効した。共同処罰弁法は、処罰対象の特定範囲及び基準を明確化し、電気通信ネットワーク処罰の措置及び手続

きを標準化及び詳細化し、電気通信事業者に処罰対象に対する電気通信ネットワーク処罰措置を厳格に実施するよう求め

た。

 

当社は、関連する新たに発行された及び改正された法律、行政上の規制、部局の規則及び産業政策に誠実に従い、ま

た、今後の関連法、行政上の規制、部局の規則及び産業政策を積極的に調査研究することで、関連する事業運営の法令遵

守を確保し、当社が法令を遵守して運営することを確保する。

 

 

２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

 

本項における将来に関する事項の記載は、いずれも本書提出日現在において判断したものである。

　ガバナンスシステム

当社取締役会は、持続可能な発展、サービス戦略、完全な統合と調和的な共創の原則に則り、効果的なESGリスク管理

及び内部統制体制を確実に確立維持するため、当社のESG関連事項の評価、優先付け及び管理を含むESG管理方針及び戦略

を策定する責任を有する。取締役会は会計監査委員会を設置しているが、同委員会はESG事項の監督を行う取締役会を補

佐する責任を有する。当社は上級役員が管理するESG作業部会を設置しており、また、当社の企業戦略部門は、本社にお

ける関連部門を調整し、ESG関連業務に地方支社、専門会社及び本社直轄のユニットを参加させる責任を負う。作業部会

は、ESG戦略の実施に関する権限を取締役会から与えられている。

作業部会は、ESG報告書を作成し、ESGの業績管理、情報開示及び関連基本業務を推進する責任を担う。また、重要な

ESG事項、指標システムの見直しや指標の追跡及び管理といった分野について、定期的に会計監査委員会に報告し、提案

を行う。取締役会及び会計監査委員会は、定期的にESG関連業務報告を受け、当社のパフォーマンスのレビュー、当社の

ESG報告書及びその他関連資料のレビューといった手段を通じ、経営陣及び作業部会に対し、最適化のための意見を提供

し、当社の責任遂行パフォーマンスの継続的向上を確保している。

　「ダブルカーボン（双炭）」戦略の実践

当社は、「完全、正確かつ全面的な新発展理念の実施とカーボンピークアウト・カーボンニュートラルの実施に関する

意見」、「2030年までのカーボンピークアウト行動計画」、「エネルギー消費のダブルコントロールからカーボンエミッ

ションのダブルコントロールへの段階的なシフトの推進に関する意見」、「中国共産党中央委員会及び国務院の美しい国

づくりの全面的推進に関する意見」、「経済・社会の発展における全面的なグリーン転換の加速に関する意見」並びに関
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係省庁及び委員会によるその他の目標を積極的に実施し、「1248」グリーン成長戦略パターンを継続的に改善し、グリー

ン及び低炭素のコンセプトを企業の生産と運営の全プロセスに統合している。

　ガバナンス体制

当社は、意思決定レベル、管理レベル及び実践レベルの３つのレベルのガバナンス体制を確立している。

 

ガバナンスレベル 責任部署 構成及び主な業務

意思決定レベル

「カーボンピークアウト・カーボン

ニュートラル」リーダーシップグループ

当社のグリーン及び低炭素戦略の実施を推

進し、グリーン成長戦略の取り組みを主導

し、「カーボンピークアウト・カーボン

ニュートラル」の管理における重要事項の

検討及び決定を行う。

管理レベル

「カーボンピークアウト・カーボン

ニュートラル」リーダーシップ・グルー

プ・オフィス

「カーボンピークアウト・カーボンニュー

トラル」の取り組みについて、上層部及び

リーダーシップグループの取り決めを実施

及び推進し、業務上の重要事項を検討し、

具体的な業務の実施を監督し、定期的に業

務の進捗状況を評価し、リーダーシップグ

ループに報告する。

実践レベル

グリーン成長戦略の担当部門及び各下部

ユニットの関連事業部門

気候関連リスクと機会をリアルタイムで追

跡し、実務経験に基づき、管理レベル及び

意思決定レベルに提案を行う。

 

当社はグリーン成長戦略及び気候変動関連のトピックを重要視しており、取締役会レベルでグリーン成長戦略及び変革

並びに気候変動対応のための能力開発を継続的に強化している。2024年には11回の研修が実施され、６名の取締役が参加

した。

 

当社はグリーン成長戦略評価及びインセンティブメカニズムを確立し、主要なグリーン成長戦略の業績指標を会長の業

績評価に組み込み、報酬と連動させている。当社は2024年に「チャイナ・テレコム2024年グリーン成長戦略業務評価規則

の発行に関する通知」を制定し、グリーン成長戦略の主要業務を地方支社及び専門会社の責任者の業績評価制度に組み入

れた。

当社はグリーン成長戦略の取組みのための組織構造を改善し続けている。クラウドネットワーク開発部門／国際部門の

下にグリーン成長戦略部門が設置され、グリーン成長戦略タスクフォースというもともとの運営方式を維持し、水平的な

部門間の調整及び垂直的な「トップダウン」タスク実施メカニズムを通じて、全体的なグリーン成長戦略の取組みを深化

させている。

実績及び目標

2024年度において、当社は、省エネと炭素削減において好成績を収めた。共同構築及び共同使用、設備室の省エネ改

修、AIによる省エネなど多角的な対策により、温室効果ガスの排出量を当年度は15百万トン超削減し、電気通信サービス

総量のユニット当たり総エネルギー消費量は前年比で12.5％減少、また、電気通信サービス総量のユニット当たり温室効

果ガス排出量は前年比で19.2％減少した。第14次５か年計画期間において、当社は、共同構築及び共同使用並びに様々な

省エネ対策を通じて、温室効果ガスの排出量を45百万トン超削減しており、第14次５か年計画期間に設定された排出量削

減目標を前倒しで達成できた。当社は2025年度において、包括的エネルギー消費原単位及び温室効果ガス排出原単位を引

き続き削減していくことを約束する。

気候変動リスク管理

当社は、気候変動に積極的に対応し、気候関連のリスク管理を当社の全体的なリスク管理に含めることにより、リスク

の特定、リスク評価、主要リスクの分析、リスク対応、並びにリスク監視、追跡及び開示に対するクローズドループ管理

が可能となっている。

 

当社の気候関連リスク及び機会管理プロセス
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リスク特定 当社の「カーボンピークアウト・カーボンニュートラル」リーダーシップグループは、国際基

準とのベンチマーク及び毎年実施される社内インタビューを通じて、当社に関連する短期、中

期及び長期の気候リスク及び機会を特定している。

リスク評価 「カーボンピークアウト・カーボンニュートラル」リーダーシップグループは、毎年、特定さ

れた気候関連のリスク及び機会について議論し、分析するための特別会議を開催している。一

方では、リスク又は機会の発生確率及び発生頻度を検討し、当社としての対応策に基づき、発

生確率を「可能性が高い」、「可能性が非常に高い」及び「事実上確実である」の３つのレベ

ルに分類する。他方、リスク及び機会がもたらす財務上の影響、事業への影響及び評判への影

響については、定性的及び定量的な評価を行い、その程度を「高」、「中」及び「低」の３段

階に区分している。

主要リスク分析 当社は、気候変動に関連するリスク及び機会を、「発生確率」及び「影響の程度」の観点から

ランク付けし、以下のマトリクスに基づき、主要な気候変動に関連するリスク／機会（例：高

リスク／機会）を決定する。カーボンピークアウト・カーボンニュートラル・リーダーシップ

グループ・オフィスは、取締役会レベルでの意思決定のために、主要な気候関連リスク又は機

会をカーボンピークアウト・カーボンニュートラル・リーダーシップグループ・オフィスの

リーダーシップグループに報告する。

 

影響の程度

発生確率
高 中 低

事実上確実 高リスク／機会 中～高リスク／機会 中リスク／機会

可能性が非常に高い 中～高リスク／機会 中リスク／機会 中～低リスク／機会

可能性が高い 中リスク／機会 中～低リスク／機会 低リスク／機会

 

 

リスク対応 当社は、特定された主要な気候関連リスクについて、可能性のある対応策について費用・便益

分析を行い、合理的な対応策を検討及び決定する。また、特定された気候関連の重要な機会に

ついては、社内分析を実施し、対策の方法及びスケジュールを決定するための議論を行う。

リスク監視、追跡及

び開示

当社は、気候関連リスク及び機会の変化の定期的なレビューに基づき、リスク管理の成果を追

跡している。アニュアル・サステナビリティ・レポート（ESGレポート）では、主な気候関連

リスク及び機会について、定性的及び定量的な財務上の影響、リスク管理プロセス及び管理実

績などを開示している。

 

当社が直面する主要な気候関連リスクとその対応策　

リスクの種類及

びレベル

政策及び規制上のリスク

（高リスク）

技術リスク

（高リスク）

急性リスク

（高リスク）

リスクの内容 国家政策により、「東数西算

（東部から西部への計算資源

の移動）」の全国ハブノード

における新データセンター

は、グリーン電力の割合が

80％を超えること、また、グ

リーン・データセンターで政

府調達に使用される再生可能

エネルギーの割合が最低30％

（2025年度）となることが求

められる。当社は将来、再生

可能エネルギーの使用に関す

る強制的義務に直面する可能

性があり、その場合、追加の

営業コストが発生する可能性

がある。

短期的には、科学技術革新、

特に最先端のグリーン技術及

び低炭素技術の研究には多く

の時間及びコストの投入が必

要であるため、当社はイノ

ベーションへの資源投資を増

加させる。これは、当社のイ

ノベーション能力に対しより

高い要求を提案するものであ

る。当社は、グリーン及び低

炭素技術の現在の応用及び開

発を十分に分析し、新技術の

研究開発及び応用を推進しな

ければならない。

洪水や台風等の異常気象によ

り、当社のインフラや固定資

産が損害を受け、ネットワー

クの寸断、通信の途絶が起こ

り、資産損害による損失、通

信の途絶による修繕費及び通

信再開のための営業コスト等

の追加の営業コストが発生す

る可能性がある。将来、異常

気象の深刻度及び頻度が増え

ていくと、当社の設備投資も

さらに増加する可能性があ

る。
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主な財務上の影

響

営業コストの増加 営業コストの増加 設備投資の増加

定量化された財務上の影響：

2024年、海南、湖北及び湖南

は台風及び激しい対流気象の

影響を受け、大凍結及び洪水

に見舞われ、当社は1.1十億

人民元の資産損失を被った。

バリューチェー

ン

直接的オペレーション 直接的オペレーション 直接的オペレーション

期間 中期 短期 中期

発生確率 事実上確実 事実上確実 事実上確実

影響の程度 高 高 高

対応策 当社は、再生可能エネルギー

へのアクセスの実現可能性と

コストを評価するため、再生

可能エネルギー調査を実施し

ている。2022年、当社はエネ

ルギー転換をカーボンピーク

アウト・カーボンニュートラ

ル行動計画の実施における重

要なポイントとして明確に位

置づけ、グリーン電力獲得に

向けた業務アイデア及び全体

計画を決定し、各省支社がそ

れぞれの条件及び資力に基づ

いてグリーン電力獲得に向け

た「省政策」を策定するよう

奨励した。一方で、当社はグ

リーン電力市場に基づく取引

に幅広く参加し、再生可能エ

ネルギーの利用比率を積極的

に高めている。

当社は独立した研究開発、変

換並びに省エネ及び低炭素技

術の推進を強化し、大規模な

応用を推進している。当社

は、カーボンニュートラル産

業革新及び知的財産権連盟の

共同創立メンバーとして、気

候変動に対応するための主要

な技術革新及びグリーン技術

開発を積極的に推進し、低炭

素開発経験を共有するために

国際協力に積極的に参加し、

持続可能な開発能力を強化す

るためにESG概念を実践し、

標準設定及び業界活動に参加

し、業界のグリーン及び低炭

素転換を共同で推進してい

る。

当社は、異常気象に対する警

告並びにリスク回避及び管理

を強化し、緊急計画を継続的

に最適化して、災害によるコ

スト及び損失を最小化する。

 

当社は、異常気象の頻度及び

規模に基づき、設備投資に与

える影響を定期的に評価し、

これに基づき災害後の復興の

ための特別資金を設定してい

る。

 

当社が直面する主要な気候関連機会とその対応策　

機会の種類及び

レベル

資源効率化の機会

（高機会）

製品及びサービスの機会

（高機会）

機会の内容 エネルギー効率を向上させるために低炭素技

術を使用したり、オフィスやデータセンター

をより効率的な建物に建て替えたりすること

で、エネルギー効率を向上させ、エネルギー

消費量を削減し、営業コストを削減する。

グリーンで低炭素な情報通信産業チェーンは

長期的なトレンドであり、革新的なデジタル

技術及び低炭素ソリューションは、クラウド

ネットワークのコストを削減するだけでな

く、新しいタイプの情報サービス及び製品を

生み出すことができる。気候変動に対する社

会的意識の高まりとともに、グリーン消費に

対する顧客の要求も高まっている。
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主な財務上の影

響

営業コストの減少

定量化された財務上の影響： 基地局の共同

構築及び共同使用、老朽化施設の一掃、施設

建物のグリーン化、AI技術の全面的推進及び

その他の省エネ対策により、27.48十億キロ

ワットの節電が見込まれる。１キロワット当

たりの平均電力コストを0.63人民元として計

算すると、17.31十億人民元の営業コストが

節約される。

製品及びサービスの需要の増加が収益増につ

ながる。

定量化された財務上の影響：2024年、当社は

安徽省及び青海省の自動車及びインターネッ

ト支社並びにその他の環境に敏感な支社にゼ

ロカーボン・データセンター・ソリューショ

ンを提供し、データセンターの再生可能エネ

ルギー利用率は95％を超え、400百万人民元

超の収益がもたらされた。

バリューチェー

ン

直接的オペレーション 直接的オペレーション、バリューチェーン下

流

期間 長期 長期

発生確率 事実上確実 事実上確実

影響の程度 高 高

対応策 当社は、新技術の革新及び管理の改善を通じ

て、エネルギー効率を高め、エネルギー消費

量を削減している。現在、データセンターで

は、全国で3,200超の設備室にAI省エネ技術

が導入され、設備室内の単一機器の温度監視

並びにその他のインテリジェント化及びアッ

プグレードなどの省エネ対策が実施されてい

る。さらに、当社は、設備建物のグリーン

アップグレードを積極的に実施し「アップグ

レードへの自己投資、契約ベースのエネル

ギー管理、老朽化施設のアップグレード及び

グループ内移転」などの手段を通じ、設備室

リストに基づくアップグレード・プロジェク

トを推進している。

デジタルソリューションに対する顧客の需要

が高まる中、当社はデジタルソリューション

を提供することで、社会全体の低炭素化を後

押ししている。当社は、デジタル情報技術の

革新的な応用を積極的に強化し、クラウドコ

ンピューティング、IoT及びその他の技術を

利用して、省エネ及び炭素削減、汚染の防止

及び制御、生態系の保護並びにその他の新し

いタイプのソリューションを顧客に提供して

いる。

 

従業員の居場所の共創

当社は、法律に則り従業員の権利を守り、従業員の総合的なケアシステムを構築し、制度的な保護措置を継続的に改善

し、従業員の職業能力開発経路を提供することで、従業員の居場所を共に創っている。

 

従業員の権利と利益の保護

当社は、人材の多様性と機会の均等を十分に考慮し、労働、知識、才能及び創造を尊重し、全従業員の福利厚生と幸福

度を継続的に高めていく。

 

雇用の機会均等

当社は、当社は法律に従って従業員の労働権を守り、合法的で標準化された雇用慣行を確保するために労務管理を強化

している。当社は、平等、自由意志及び相互合意の原則に則り、「中華人民共和国労働法」、「中華人民共和国労働契約

法」及び「中華人民共和国労働組合法」を含む法規制に基づき、従業員と書面による労働契約を締結している。労働契約

は解雇条件を明確に定め、法的要件に従って締結され、従業員の基本的権利を保護している。さらに当社は、労働管理に

関する国家規制を実行し、労働条件及び保護を改善し、従業員の権利及び利益の保護を強化している。当社は、労働紛争

を適切に解決するため、嘆願及び苦情処理に関する合同会議並びに重要な嘆願及び苦情案件の監督などのメカニズムを確

立している。当社は、さまざまな職種の雇用形態を明確にし、派遣職種の職務要件を継続的に改善し、労働派遣会社との

協定を標準化し、それらの派遣会社が派遣労働者と労働契約を締結し、給与の支払いや社会保険料の納付を期日通りに行

うことを確保している。

当社は、「中華人民共和国雇用促進法」を完全に遵守し、社会全体から人材を募集しており、そのため、複数のチャン

ネルと多様な採用方法を通じ、多岐にわたる優秀な人材を採用できるよう、公正性と開放性を十分に尊重し、当社ウェブ

サイト、第三者採用ウェブサイト及び他のチャンネルに求人情報を掲載している。当社は、民族、人種、ジェンダー、年

齢、地域、婚姻又は出産の有無及び体調による差別をすることなく、求人への応募者全てに均等な機会を提供し、障がい

者に対しては各人の特徴に応じた職を提供している。当社は、同一労働同一賃金を遵守し、従業員に対し、昇進と円滑な
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キャリア開発パスを提供している。従業員の個人情報の取り扱いと使用においては、法令を遵守し、従業員のプライバ

シーと関連情報のセキュリティを確実に保護している。

当社は、「児童労働者使用禁止規定」の該当要件を厳格に履行しており、法律に従い児童労働の禁止と強制労働の防止

を図り、児童労働を防ぐための採用管理措置に則り、候補者の年齢要件を定めている。当年度中、児童労働又は強制労働

の事例は検知されなかった。児童労働又は強制労働が確認された場合、法令に基づき対処し、対応する是正措置が取られ

る。

 

給与及び手当

当社は、従業員の給与の適時かつ完全な支払い及び社会保険料の法定拠出を保証する。当社は、有給休暇制度を設け、

労働時間、休憩時間及び休暇を明確に定義し、従業員の法的な権利及び利益を保護している。当社は、市場志向のアプ

ローチで総合給与管理メカニズムを絶えず最適化及び向上させており、正確な分類を適用し、様々な部門に差別化された

配分を適用している。当社はまた、内部利益分配メカニズムの改善を進め、研究開発要員、事業部門、第一線の従業員並

びに要求の厳しい職務又は危険な職務に就く者に対しても報酬を配分している。

 

労働衛生

当社は、従業員の労働衛生管理を優先している。「中華人民共和国職業病予防及び管理に関する法律」並びに労働安全

衛生に関するその他の規制に則り、女性従業員の特別保護など、労働衛生及び労働者保護に関する内部体制を整備し充実

を図っている。当社はまた、従業員の労働安全及び心身の健康を守るため、「従業員支援プログラム（EAP)」を実施して

いる。

 

 

３【事業等のリスク】

 

本項における将来に関する事項の記載は、いずれも本書提出日現在において判断したものである。

 

潜在的リスク

経済環境及び政策環境への適応上のリスク

現在、外部環境の変化がもたらす悪影響はますます深まっており、中国の経済活動は依然として多くの困難及び課題に

直面しているが、それを支える条件及び長期的な改善の基礎的な傾向は変わっていない。当社の社内クラウド化とデジ

タル・トランスフォーメーション並びに構造調整をさらに深化させ、発展モードの転換を促し、効果的な質の向上と合

理的な量の成長を促進する基盤をさらに固める必要がある。当社は、サービス志向、技術志向及び安全志向の企業とな

るため、市場、技術及び事業の発展動向に積極的に適応し、科学技術革新を強化し、改革開放を深化させ、質の高い発

展のための内発的動機づけを強化することに重点を置き、絶えず新たな発展局面と優位性を形成し、企業変革を加速さ

せていく。

 

科学技術革新に関連するリスク

科学技術革新と産業転換の新たな局面は深く発展し、新たなシーン、新たな事業形態及びモデルが数多く生まれてい

る。大規模モデルは爆発的な成長動向を示している。人工知能、コンピューティング・パワー・サービス及びクラウド

サービスは発展動向の主軸を担う存在となり、データ要素の価値は急速に高まった。当社の科学技術革新と独自の研究

開発及び製品管理能力は絶えず強化しなければならない。当社は、引き続き主要な中核技術における飛躍的な進歩を目

指し尽力し、独創的かつ先進的な科学技術の飛躍的な進歩を強化し、戦略的新興事業及び未来産業に係る高度の科学技

術革新プラットフォームの展開を一層推進し、研究開発の効率を高め、革新的な達成の変換と応用を強化し、優秀な人

材による企業強化のプロジェクトを実施し、人材センター及び革新の基地を築く。

 

ネットワーク及びデータのセキュリティ上のリスク

ネットワーク及びデータのセキュリティ問題は複雑で多岐にわたるものとなってきている。サイバー攻撃発生の閾値は

大幅に下がった一方、攻撃の規模は大幅に拡大した。新たな技術と新たなシーンがもたらすセキュリティ上のリスクは

増大しており、ハイブリッドのマルチクラウド環境の持つダイナミックな性質がセキュリティの監視をより困難にして

いる。法令に準じたデータ活用及びデータ漏洩の防止は新たな課題に直面している。当社のネットワーク及びデータの

セキュリティシステムを一層改善し、ネットワーク及びデータのセキュリティを維持する能力を絶えず強化する必要が

ある。当社はネットワーク及びデータのセキュリティシステムの構築を一層強化し、ネットワークのセキュリティ保護

能力を高め、危険な場面でのリスク回避を強化し、中核ネットワーク技術の独立した自己制御能力を向上させる。当社
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はデータのセキュリティとユーザーの個人情報の保護をさらに徹底させ、不正防止ガバナンスのための組織と能力の構

築を強化し、データ及び個人情報のセキュリティを効果的に保護していく。

 

戦略的新興事業と未来産業より生じるリスク

戦略的新興事業及び未来産業の発展には多くの不確定要素がある。デジタルサービス市場における競争はさらに多様化

し、大規模モデルやインテリジェント・コンピューティングクラウドといった事業分野の競争は熾烈である。当社の新

興事業における研究開発と応用能力は一層の改善が必要とされる。当社は顧客のニーズに対する洞察をさらに深め、エ

コロジカルな連携を強化し、研究開発への投資を拡大し、シーンに基づくソリューションの構築を強化し、差別化され

標準化された商品及びサービスの販売促進を強化し、戦略的新興事業及び未来産業による新興事業の急速な発展を推進

する。

 

国際事業運営上のリスク

現在、複雑に絡み合った世界の変化、当社の事業及び投資の拠点となる各国／各地域における政策環境の変化等、様々

な要因が、国際事業の拡大にさらなる不確実性をもたらした。海外製品サービス、政府及び企業による製品開発と運営

能力、並びに販売経路拡大において、当社には依然不十分な点がある。当社は、国際状況における変化を注意深く追跡

し、関連する各国／各地域の政策と規則の変更に注意を払い、また、当社の正当な権利や利益を守るため、法の支配や

規則を積極的に活用していく。当社は、リスク対処能力を強化するため、海外のコンプライアンス管理及びリスク回避

体制の構築を強化し、リスク評価と国際事業運営の定期的な追跡・監視を行っていく。

 

４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　2024年度において、当社は、科学技術革新及び産業トランスフォーメーションの新たな局面によりもたらされた戦略的

機会を捉え、新たな発展の原則を完全、正確、かつ包括的に実施する一方、「クラウド化及びデジタル・トランスフォー

メーション」戦略も引続き徹底的に実施した。当社は、サービス志向、技術志向及び安全な企業としての構築を加速さ

せ、中核機能及び中核競争力をさらに強化し、業績の継続的な成長を維持し、企業の質の高い発展において、新たな成果

をあげた。2024年度の営業収益は、529,417百万人民元で、前年比で3.1％増であった。サービス収益
1
は、482,033百万人

民元で、前年度比で3.7％増であった。営業費用は、489,614百万人民元で、前年比で2.8％増であった。当社の収益率は

引続き改善している。当社株主に帰属する当期純利益は、33,012百万人民元で、前年比で8.4％増であった。１株当たり

の基本的当期純利益は、0.36人民元であった。支払利息・税金・減価償却・償却費控除前利益（以下「EBITDA」とい

う。）
2
は、140,847百万人民元で、前年比で2.9％増であり、EBITDAマージン

3
は、29.2％であった。

 

1　　サービス収益は、営業収益から、携帯端末の売上高、有線装置の売上高、及びその他非サービス収益を差し引いて算出する。

2　　EBITDAは、営業収益から営業費用を減じた後に、減価償却費及び償却費を加えて算出される。EBITDAは、業績、負債による資金

調達能力及び流動性を反映する基準として、全世界の電気通信産業に広範に適用されているが、IFRS会計基準の下では業績及び

負債の評価基準とはみなされていない。EBITDAは、営業活動によるキャッシュ純額を示してもいない。さらに、当社のEBITDA

は、他社が提示する同様の指標とは比較できないと可能性がある。

3　　EBITDAマージンは、EBITDAをサービス収益で除して算出される。

 

営業収益

　2024年度において、当社は、顧客志向の原則を堅持し、デジタル技術が牽引する新たな消費トレンドを積極的に捉え

た。AIなどの戦略的新興要素を通じて製品及びサービスの革新及びアップグレードを深く強化することにより、当社は高

品質の製品及びサービスの供給を絶えず強化した。基幹事業の価値は着実に増加し、産業デジタル化事業は健全な成長を

達成し、収益構造は継続的に最適化された。2024年度において、営業収益は、529,417百万人民元で、前年比で3.1％増で

あった。サービス収益は、482,033百万人民元で、前年比で3.7％増であった。

　下表において、2024年度及び2023年度の営業収益の内訳及び各科目の増減率を示す。

 

12月31日終了年度

 

（単位： 増減率を除き百万人民元） 2024年 2023年 増減率

サービス収益 482,033 464,965 3.7%
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内訳：

モバイル・コミュニケーション

サービス収益

202,524 195,660 3.5%

有線及びスマートファミリー

サービス収益
125,680 123,063 2.1%

産業デジタル化

サービス収益
146,588 138,890 5.5%

その他のサービス収益 7,241 7,352 -1.5%

商品及びその他の販売による収益 47,384 48,586 -2.5%

営業収益合計 529,417 513,551 3.1%
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モバイル・コミュニケーションのサービス収益

　2024年度において、当社は引き続き5Gネットワークのアップグレードを進め、主要なシナリオにおける5Gネットワーク

のカバレッジを拡大し、5Gアプリケーションのインテリジェントなアップグレードを持続的に推進し、その結果、モバイ

ル加入者の規模と価値はさらに向上した。2024年度、モバイル・コミュニケーションのサービス収益は202,524百万人民

元で、前年比3.5％増であり、営業収益の38.3％を占めた。

 

有線及びスマートファミリーのサービス収益

　2024年度において、当社は、家庭用ブロードバンドのギガビット及びFTTRへのアップグレードを推進し、AIのエンパ

ワーメントを通じて家庭用ネットワーク品質を継続的に最適化し、スマートファミリー・アプリケーションのインテリ

ジェント・アップグレードを持続的に推進した。スマートファミリーサービスからの価値貢献は引き続き拡大した。2024

年度、当社の有線及びスマートファミリーサービスの収益は125,680百万人民元で、前年比2.1％増であり、営業収益の

23.7％を占めた。

 

産業デジタル化のサービス収益

　2024年度、当社は、ネットワークベースで、デジタル化され、インテリジェントな経済及び社会の変革と発展によりも

たらされる機会を積極的に捉え、科学技術革新及び産業革新の深い融合を加速させ、「コンピューティング・パワー＋プ

ラットフォーム＋データ＋モデル＋アプリケーション」という新たな統合サービスモデルの構築を加速させ、産業デジタ

ル化事業の力強い成長を牽引した。2024年度において、当社の産業デジタル化事業の収益は146,588百万人民元で前年比

5.5％増であり、これは営業収益の27.7％を占めた。

 

その他のサービス収益

　2024年度において、その他のサービスによる収益は、7,241百万人民元を計上し、前年比で1.5％減であった。

 

商品及びその他の販売による収益

　2024年度において、商品及びその他の販売による収益は、主に携帯端末の販売量の減少により、47,384百万人民元を計

上し、前年比で2.5％減であった。

 

営業費用

　当社は引続き、戦略的新興事業の規模拡大を加速し、科学技術革新、5G及び産業デジタル化などの主要分野への投資を

拡大した。同時に、コスト削減及び効率化の向上においてAIエンパワーメントを深化させ、当社の質の高い発展及び長期

的な価値創造を支えるため、資源の活用効率を継続的に高めた。2024年度の営業費用は、489,614百万人民元で、前年比

で2.8％増であった。営業費用は、営業収益の92.5％を占めた。

　下表において、2024年度及び2023年度の営業費用の内訳及び各科目の増減率を示す。

 

12月31日終了年度
 

（単位： 増減率を除き百万人民元） 2024年 2023年 増減率

減価償却費及び償却費 101,044 99,702 1.3%

ネットワーク運営・サポート費用 165,598 160,411 3.2%

販売費及び一般管理費 66,663 66,804 -0.2%

人件費 98,279 92,805 5.9%

その他の営業費用 58,030 56,701 2.3%

営業費用合計 489,614 476,423 2.8%
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減価償却費及び償却費

　2024年度において、当社は、慎重な投資戦略を積極的に維持し、投資効率を継続的に向上させ、カテゴリー別に的確な

対策を実施するとともに、5Gの共同構築及び共同使用、並びに4Gネットワークの共同使用をさらに強化した。減価償却費

及び償却費は、営業収益の19.1％を占める101,044百万人民元を計上し、前年比で1.3％増であった。

 

ネットワーク運営・サポート費用

　2024年度において、当社は戦略的新興事業の拡大を加速するため、そのネットワーク品質と能力をさらに高めた。当社

は能力構築のための投資を適切に増加させた。一方、AIエンパワーメントを活用し、正確なコスト管理を徹底し、コスト

構造を最適化し、資源の活用効率をさらに改善した。ネットワーク運営・サポート費用は、営業収益の31.3％を占める

165,598百万人民元を計上し、前年比で3.2％増であった。

 

販売費及び一般管理費

　2024年度において、当社は価値を伴う規模の拡大を加速するため、必要なマーケティング資源を投入し維持した。同時

に、AI及びビッグデータ技術を活用し、マーケティングのデジタル化を推進し、マーケティングの効率性を高めた。2024

年度における販売費及び一般管理費は、営業収益の12.6％を占める66,663百万人民元を計上し、前年比0.2％減であっ

た。うち、販売費は50,161百万人民元であり、前年比2.0％減であった。

 

人件費

　当社は、デジタル経済の発展によりもたらされる好機を確実に捉え、科学技術分野や革新的人材の誘致を強化し、質の

高い研究開発チームを構築し、好業績のチーム、主要な事業部門及び最前線にいる従業員のインセンティブを高めた。人

件費への投資は、当社を科学技術企業として構築するという当社の方針に沿ったものである。2024年度、人件費は98,279

百万人民元であり、前年比5.9％増で、営業収益の18.6％を占めた。

 

その他の営業費用

　2024年度のその他の営業費用は、営業収益の11.0％を占める58,030百万人民元を計上し、前年比で2.3％増であった。

この増加は、主に当社が開拓した国際的事業のさらなる加速によるもので、それにより相互接続決済手数料が増加した。

 

正味財務費用

　2024年度の正味財務費用は、228百万人民元を計上し、前年比で104百万人民元の減少となった。この減少は、主に、当

社のリース債務にかかる支払利息が減少したことに起因する。

 

収益性のレベル

法人所得税

　当社の法人所得税に係る法定税率は、25.0％である。2024年度の法人所得税費用は、9,197百万人民元であり、実効税

率は21.8％で、前年から0.6パーセンテージ・ポイント減少した。実効税率が法定税率を下回った理由は、関連会社の

チャイナ・タワー有限公司（「チャイナ・タワー」）への投資による所得が、投資の実施期間に課税の対象ではなかった

こと、研究開発費の追加の税額控除などの優遇措置の適用、及び中国西部に所在する子会社と支社の一部に低税率が適用

されたことにあった。

 

当社株主に帰属する当期純利益
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　当社は、活況のデジタル経済によりもたらされる戦略上の好機を確実に捉え、科学技術革新を通じて産業革新をリード

することを堅持し、新たな質の高い生産力の開発を加速し、戦略的新興事業の規模拡大を推進した。当社の資源の活用率

と経営効率は改善を続け、またその収益力はさらに増した。2024年度の当社株主に帰属する当期純利益は、33,012百万人

民元で、前年比で8.4％増であった。

 

設備投資及びキャッシュ・フロー

設備投資

　2024年度において、当社は積極的に慎重な投資戦略を維持し、継続的に投資効率を高め、新たなデジタル情報インフラ

の強化及びアップグレードを加速させた。当社はクラウド・インテリジェント統合コンピューティング・パワー・インフ

ラのレイアウトを継続的に最適化し、質の高い発展のための重要な基盤を固めた。同時に、当社は5Gの共同構築及び共同

使用、並びに4Gネットワークの共同使用をさらに進めた。2024年度の設備投資は93,513百万人民元で、前年比で5.4％減

であった。

 

キャッシュ・フロー

　2024年度の現金及び現金同等物の純増加額は1,072百万人民元であった。

　下表において、2024年度及び2023年度のキャッシュ・フローの状況を示す。

 

12月31日終了年度

 

（単位： 百万人民元） 2024年 2023年 増減率

営業活動による現金純額 145,049 137,508 5.5％

投資活動に使用された現金純額 (103,432) (95,492) 8.3％

財務活動に使用された現金純額 (40,545) (33,477) 21.1％

現金及び現金同等物の純増加額 1,072 8,539 (87.4％)

 

　2024年度において、営業活動による正味キャッシュ・インフローは、145,049百万人民元で、前年比で5.5％増であり、

全体的な営業キャッシュフローは安定していた。

　2024年度において、投資活動による正味キャッシュ・アウトフローは、103,432百万人民元で、前年比で8.3％増であっ

た。この増加は、主に当社が預金構造を最適化し、大口の譲渡性預金及び定期預金が増加したためである。

　2024年度において、財務活動による正味キャッシュ・アウトフローは、40,545百万人民元で、前年比で21.1％増であっ

た。この増加は、主に関連金融会社により吸収された預金が前年より減少したためである。

 

運転資本

　当社は、一貫して、不変かつ堅実な財務原則及び厳格な資金管理方針を遵守した。2024年度末において、運転資本（流

動資産合計から流動負債合計を減じて算出する。）の不足は137,252百万人民元であった。2023年度末と比較すると、不

足は1,679百万人民元増加した。2024年12月31日現在、未使用の与信枠は196,413百万人民元（2023年度：205,452百万人

民元）であった。営業活動による正味キャッシュ・インフローが安定しておりかつ信用記録が健全であることを前提と

し、当社は、運用ニーズを満たすのに十分な運転資本を有している。2024年度末において、現金及び現金同等物は82,207

百万人民元を計上し、そのうち、人民元建ての現金及び現金同等物は92.6％（2023年度： 93.6％）を占めた。

 

資産及び負債
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　2024年度において、当社は、引続き健全な財政状況を堅持した。2024年度末の資産合計は、2023年度末の835,814百万

人民元から3.7％増の866,625百万人民元であった。負債合計は、2023年度末の388,647百万人民元から5.5％増の410,073

百万人民元であった。2024年度末の資産負債比率は、47.3％であった。

 

債務

　下表において、2024年度末及び2023年度末の債務の分析を示す。
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12月31日現在

 

（単位： 百万人民元） 2024年 2023年

短期債務 2,835 2,867

長期債務（１年以内の満期分） 1,238 1,133

長期債務 7,459 5,142

債務合計 11,532 9,142

 

　2024年度末において、債務合計
4
は、2023年度末から2,390百万人民元増加して、11,532百万人民元であった。この増加

は、主に、技術系子会社に対する優遇金利融資の増加によるものであった。債務合計のうち、人民元建て、米ドル建て、

及びユーロ建ての借入金は、それぞれ、98.1％（2023年度： 97.3％）、1.3％（2023年度： 1.8％）、及び0.6％（2023

年度： 0.9％）を占めた。債務の66.0％（2023年度：93.2％）が、固定金利の借入金であり、一方、それ以外の債務は、

変動金利の借入金に相当した。

　4　　債務合計とは、リース負債を除く有利子負債をいう。

　2024年12月31日現在、当社も又は当社のいずれの子会社も、債務の担保としていかなる資産も供さなかった（2023年

度： なし）。

　当社の事業の過程において受領した収益及び支払った費用の大部分は、人民元建てであったので、外国為替変動上の重

大なリスクの影響を受けることはなかった。

 

契約上の債務

　下表において、2024年12月31日現在の契約上の債務を示す。

 

（単位： 百万人民元） 合計 １年以内 １年から２年 ２年から５年 5年よりも長期

短期債務 2,869 2,869 - - -

長期債務 9,602 1,402 1,568 5,343 1,289

リース負債 52,476 15,614 14,451 19,092 3,319

資本契約 20,226 20,226 - - -

契約上の債務合計 85,173 40,111 16,019 24,435 4,608

 

注： 短期債務、長期債務及びリース負債の金額には、支払利息（認識されているか否かを問わない。）を含み、上記の金額に割引は適

用されていない。

 

 

５【経営上の重要な契約等】

 

2024年３月11日、当社の完全子会社である中電信量子集団は、自己資金で国盾量子の非上場株式を引き受けることを企

図し、国盾量子との間に株式引受契約を締結した。国盾量子の募集申請及び審査書類にしたがい、中電信量子集団に対す

る発行株式数は24,112,311株から22,486,631株に、及び募集総額は約1.903十億人民元から約1.775十億人民元に調整され

た。2024年11月15日、取締役会は、国盾量子の募集において中電信量子集団が引き受ける調整後の新株数に関する決議を

検討し、承認した。調整後の引受株式数に基づき、引受の完了後、中電信量子集団は、国盾量子の発行済株式の約

21.86％を保有し、国盾量子の取締役会を支配する権限を持つことになる。適用ある会計原則にしたがい、国盾量子は当

社の間接的な非完全子会社となり、国盾量子の財務結果は当グループの連結財務諸表に連結されることになる。

 

上記を除き、2024年12月31日を末日とする年度中、当社において子会社、関連会社又は合弁会社の重要な買収及び処分

はなかった。
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保証

 

単位:人民元

当社が提供した対外保証（子会社に対し提供した保証を除く。）

報告期間中に発生した保証（子会社に提供したものを除

く。）の総額

0

報告期間末における保証残高の合計額（A）（子会社に提

供したものを除く。）

0

当社及び子会社がその子会社に対し提供した保証

報告期間中に発生した子会社に対する保証の総額 170,636,901.35

報告期間末現在の子会社に対する保証残高の合計（B） 169,064,736.18

当社の保証総額（子会社に対し提供した保証を含む。）

保証総額(A + B) 169,064,736.18

当社の純資産に対する保証総額の割合（%） 0.037

内訳：  

株主、最終支配者及びその関係当事者に対する保証額

（C）

0

保証対象者に直接的又は間接的に提供された債務保証の

うち、ギアリングレシオが70％を超えるもの（D）

0

保証総額が純資産の50％を超えるもの（E） 0

上記３保証(C + D + E)の総額 0

未払保証に対する連帯の可能性 なし

備考 当社が提供する対外保証は、いずれも当社の

子会社である中国電信財務及びチャイナ・テ

レコム・グローバルから当社の完全子会社に

対して提供された非金融保証であった。上記

の対外保証額に外貨が含まれる場合、2024年

12月31日に中国人民銀行が発表した人民元の

為替レートの仲値で換算される。

 

 

６【研究開発活動】

 

「第２ 企業の概況－３．事業の内容」を参照。

「第６ 経理の状況－１．財務書類－(5)「連結財務諸表注記－３．重要性のある会計方針の情報－(r)研究開発費」を

参照。

 

EDINET提出書類

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(E05927)

有価証券報告書

 61/281



第４【設備の状況】
 

１【設備投資等の概要】

 

「第３　事業の状況－４．経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析－設備投資及び

キャッシュ・フロー」を参照。

 

２【主要な設備の状況】

 

業務執行事務所

当社の主たる業務執行事務所は北京に所在する。

 

「第２　企業の概況－３．事業の内容－継続的関連当事者間取引－業務集約化サービス契約」を参照。

 

不動産

「第２　企業の概況－３．事業の内容－継続的関連当事者間取引－不動産及び土地使用権リース枠組契約」を参照。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

 

「第３　事業の状況－４．経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析－設備投資及び

キャッシュ・フロー」を参照。

 

「第６ 経理の状況－１．財務書類－(5) 連結財務諸表注記－４．有形固定資産（純額）及び５．建設仮勘定」を参

照。
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第５【提出会社の状況】
 

１【株式等の状況】

 

（１）【株式の総数等】

 

①　【株式の総数】

   2024年12月31日現在

 授権株数 発行済株式総数 未発行株式数

Ａ株式 N/A 77,629,728,699株 N/A

Ｈ株式 N/A 13,877,410,000株 N/A

 

②　【発行済株式】

   2024年12月31日現在

記名・無記名の別及び額面・無
額面の別

種　類 発行数
上場証券取引所又は登録証券業
協会名

記名式額面株式
（額面１人民元）

Ａ株式 77,629,728,699株 上海証券取引所

記名式額面株式
（額面１人民元）

Ｈ株式 13,877,410,000株 香港証券取引所

計 － 91,507,138,699株 －

 

 

（２）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 

　　　該当なし

 

（３）【発行済株式総数、資本金の推移】

    2024年12月31日現在

年月日 発行済株式総数増減数 発行済株式総数残高
資本金増減額
（人民元）

資本金残高
(人民元)

2002年９月10日 68,317,270,803
(1) 68,317,270,803 68,317,270,803 68,317,270,803

2002年11月15日 6,868,767,600
(2) 75,186,038,403 6,868,767,600 75,186,038,403

2002年12月18日 428,148,100
(3) 75,614,186,503 428,148,100 75,614,186,503

2004年５月19日 5,318,181,818
(4) 80,932,368,321 5,318,181,818 80,932,368,321

2021年８月20日 10,574,770,378
(5) 91,507,138,699 10,574,770,378 91,507,138,699

注(1）会社設立に伴う発起人への発行

(2）当社Ｈ株式のグローバル・オファリングによる

(3）さらに当社Ｈ株式を発行

(4）さらに当社Ｈ株式を発行

(5) 当社Ａ株式の新規株式公開による
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（４）【所有者別状況】

2024年12月31日現在

単位：株

上位10名の株主

 

株主名 報告期間におけ

る変化

報告期間末におけ

る保有株式数

割合

(%)

ロックアップ制限

を有する株式数

質権、標記又は

凍結の状況

株主の性

質

状況 数

中国電信集団有

限公司

- 58,476,519,174 63.90 57,377,053,317 なし - 国有法人

香港中央結算

（代理人）有限

公司

735,839 13,846,717,317 15.13 - なし - 外国法人

広東省広晟控股

集団有限公司

-420,000,000 4,794,082,653 5.24 - なし - 国有法人

浙江省財務開発

有限責任公司

- 2,137,473,626 2.34 - なし - 国有法人

中国人壽保険股

份有限公司－伝

統的－普通保険

商品－005L－

CT001上海

213,436,229 980,050,957 1.07 - なし - 未詳

江蘇省国信集団

有限公司

- 957,031,543 1.05 - なし - 国有法人

福建省投資開発

集團有限責任公

司

- 920,294,182 1.01 - なし - 国有法人

国豊興華（北

京）私募基金管

理有限

公司－鴻鵠志遠

（上海）私募投

資

基金有限公司

761,742,240 761,742,240 0.83 - なし - その他

国網英大国際控

股集団有限公司

- 441,501,000 0.48 - なし - 国有法人

広東省広晟控股

集団有限公司 -

2024年転換可能

社債プロ投資家

向け私募（第１

期）質権特別勘

定

420,000,000 420,000,000 0.46 - 質権 420,000,000 未詳

 

 

（５）【大株主の状況】

 

上記「(4)所有者別状況」を参照。

 

 

２【配当政策】

 

当社の利益配分方針の基本原則は、次のとおりである:

 

(1)当社は、投資家への合理的な投資収益を重視し、全株主の利益、当社の長期的利益、当社の持続的発展を総合的

に勘案した利益配分を行う。

 

(2)当社は、当社の利益配分が累積分配可能利益を超えないこと及び当社が継続的利益を考慮し、規制要件を満た

し、通常に運営し、長期的に発展することを前提として、現金配当の分配を優先する。

 

取締役会は、配当分配計画の策定に対する責任を有し、関連する法律、規則及び当社定款に従い、分配手続きの前

に、関連する承認手続きを行う。将来において当社は、収益性の強化に努め、同時に、引続き好ましい配当利益を株主

に対して提供していく。
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現金配当政策の策定、実施又は調整

当社定款に基づき、当社の利益分配が累積分配可能利益を超えないこと並びに当社が継続的な収益性、規制要件の遵

守、通常の運営能力及び長期的な発展を考慮に入れていることを前提として、当社は、配当の現金配分を優先する。当

社に重要な投資計画又は多額の現金支出などの事象がなく、当社のリスク管理指標が規制要件を満たすことができ、現

金配当の分配後連続３年間以内に当社の通常の営業資本要件を満たすことができる場合、現金により分配された当社の

累積利益は当該３年間に実現した分配可能利益の年間平均の30％を下回らないものとする。

当社の定時株主総会において以前に取得した承認に従い、2024年から３年以内に、現金で分配する利益を、当該年度

の当社株主に帰属する純利益の75％以上となるように徐々に増加させ、株主価値の向上を目指している。当社のキャッ

シュフロー水準、株主へのキャッシュリターン等を十分に考慮した上で、取締役会は、配当分配の実施に関する基準日

現在の当社の発行済株式総数に基づき、１株当たり0.0927人民元（税引前）の最終配当を提案した。分配される現金配

当は、2024年12月31日現在の当社の発行済株式総数である91,507,138,699株に基づいて計算した、総額約8,483百万人

民元である。配当分配は、当期に実現した純利益に由来する。すでに分配された１株当たり0.1671人民元（税引前）の

2024年度中間配当と合わせ、2024年度の年間配当は１株当たり0.2598人民元（税引前）、総額約23,774百万人民元とな

り、これは2024年度の当社の株主帰属利益の72％に相当する。配当実施の基準日前に当社の発行済株式総数に変更が生

じた場合は、配当総額は変更されず、１株当たり配当額がそれに応じて調整される。

利益分配計画は、2024年度の定時株主総会において承認を受けた。

 

３【コーポレート・ガバナンスの状況等】

 

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

 

当社は、高い水準のコーポレート・ガバナンスの維持に努めるとともに、優れた良識ある効率的なコーポレート・ガ

バナンスの原則を堅持し、コーポレート・ガバナンスの方法論を継続的に改善し、運営を規制し、内部統制のメカニズ

ムを改善し、健全なコーポレート・ガバナンス及び開示方法を実施し、当社の運営が当社及び株主全体の長期的利益に

合致することを確保している。2024年度において、当社の株主総会、取締役会及び監査役会は、健全かつ効率的に運営

された。当社は、運営の安定性と健全性を確保しつつ、経営の効率化を図るとともに、高品質な開発を新たな水準にま

で高め、内部統制システムと総合的なリスク管理を継続的に最適化し、当社の安定的な運営を効果的に確保してきた。

当社のコーポレート・ガバナンスの基準は継続的に改善し、株主にとって最善の長期的利益を効果的に保護した。

当社は、コーポレート・ガバナンスの基本的なシステムを引き続き精緻化し、会社法、証券法及びCSRC、上海証券取

引所及び証券取引所のコーポレート・ガバナンスに関する要求事項を厳格に順守し、標準化された運営を保証するため

に、コーポレート・ガバナンス体制及び運営メカニズムを継続的に最適化している。2024年度には、CSRC及び上海証券

取引所のコーポレート・ガバナンス及び標準化された運営に関する最新の規制要件にしたがい、また、当社の実情を踏

まえ、当社は、定款及び株主総会の手続規則を含む８つの規則の改訂を完了し、独立取締役の業務遂行における独立性

を確保するために臨時独立取締役会の作業規則を策定し、当社の重要な情報を完全、正確かつタイムリーに資本市場に

提供した。当社の情報開示業務は、証券取引所から2023-2024年度についてA等級評価を受けた。同時に、当社は、明確

な組織構造と経営責任、有効な承認及び説明責任体制、明確な目的、方針及び手順、包括的なリスク評価及び管理、健

全な財務会計システム、継続的な業務実績の分析及び監督等を主体とするリスク管理と内部統制システムの構築と改善

を重視しており、これらは当社の全体的な運営を確保する上で重要な役割を果たしている。

コーポレート・ガバナンスの体制として、株主総会の下に取締役会及び監査役会が、取締役会の下に会計監査委員

会、報酬委員会及び指名委員会が設置され、２層体制が採用されている。取締役会は、当社定款により、当社の運営に

関する主要な決定を行い、また上級役員の日常的管理及び運営を監督する権限を付与されている。監査役会は、取締役

会及び上級役員の職務執行の監督に対して主に責任を負う。取締役会及び監査役会はそれぞれ、独立して株主総会に対

する説明責任を負う。2024年度において、当社は、株主総会２回、取締役会13回及び監査役会９回を開催した。関連す

る会議の招集、開催、投票及び開示手続きは、法規制及び当社定款の要件に準拠していた。

2024年12月31日終了年度において、当社の会長及び最高経営責任者の役割は、同一の個人により遂行された。当社の

見解では、当社の取締役会及び独立非執行取締役による監督を通じて、当社の内部チェック及びバランスメカニズムを

効果的にコントロールすることにより、同一の個人が会長及び最高経営責任者の役割を果たすことで当社の意思決定及

び執行の効率性を高め、当社が事業機会を効果的に捉えることができるようになる。世界中の多くの主要な国際企業も

同様の取り決めを行っている。上記を除き、当社は、2024年度において上場規則の別紙C1（「コーポレート・ガバナン

ス規範」）に記載されているコーポレート・ガバナンス規範に基づく全ての規定に準拠していた。

当社は、常に情報開示を重視し、当社の株式が上場する場所における関連する規制要件を厳守し、チャイナ・テレコ

ム・コーポレーション・リミテッド情報開示管理規程を厳格に実施し、社内における重要な情報の収集、整理、集約及

び報告、社外開示文書の作成、関係部門の責任及び行動規範の明確化、情報開示の真実性、正確性、完全性及び適時性
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の確保等の手続きを標準化している。当社はまた、サービス中のアクセス回線数、モバイル及び有線ブロードバンドの

契約者数などのデータを毎月積極的に開示し、資本市場とのコミュニケーションを強化し、情報開示の透明性を高めて

いる。一方で、当社は内部情報の取扱いを重視し、チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド内部者の登録

及び管理システムを通じて内部情報の管理を標準化し、情報開示の公正性及び公平性の確保、投資家及び関係当事者の

正当な権利及び利益の保護に努めている。

当社は、株主及び投資家に必要な情報、データ及びサービスを適時に提供することを目的として、インベスター・リ

レーションズ部門を設置した。また、株主、投資家及びその他の資本市場参加者とのコミュニケーションも積極的に

行っている。当社の上級役員及び独立非執行取締役は、毎年、年次業績及び中間業績を発表している。上級役員は、決

算説明会、投資家向け説明会及び投資家向けロードショーなど、さまざまな活動を通じて、重要な情報を資本市場及び

メディアに提供し、投資家の関心事である重要な質問に答えている。これにより、当社の事業及び業界全体の発展に対

する理解が深まった。2024年度、当社は、年次及び中間決算発表説明会を効果的に実施し、第３四半期の決算発表説明

会をオンライン手段により実施した。当社は、当社のデジタル変革の成果を示すための年次決算発表会において実際の

人間と共に共同ホストを務めた超リアルなAIデジタルヒューマン「Shu Shu」を導入するなど、革新的なコミュニケー

ション手段を積極的に導入した。当社の経営陣は海外ロードショーにチームを率いて参加し、現地の投資機関と深く交

流した。国内外のアナリストや投資家を組織し、インテリジェント・コンピューティング、AI大規模モデル及び戦略的

新興事業をテーマにしたリバース・ロードショーを上海や広州などで実施し、資本市場に当社の投資価値を十分にア

ピールした。日常業務において、当社は、機関投資家とのコミュニケーションを促進するため、世界の主要な国際投資

銀行及び国内の証券会社が、オンサイトやオンラインで開催している数多くの投資家向けカンファレンスに参加した。

同時に、当社は投資家とのコミュニケーションを図り、株主及び投資家に対する貢献を図るために、専用のIR相談窓口

を設置している。

2024年度、当社は継続的なコーポレート・ガバナンスへの取り組みが資本市場において広く認知され、多くの表彰を

受けた。Institutional Investor誌が実施した「2024年オールアジア・エグゼクティブ・チーム投票」において、14年

連続で「アジアで最も名誉ある会社」に選出された。2024年China Securitiesの「Golden Bauhiniaアワード」の選定

において「中華人民共和国建国75周年記念最高貢献企業賞」及び「最善投資価値上場企業」の２つの賞を受賞した。ま

た、China Securities Journal誌主催のゴールデンブル・アワード投票において、「ゴールデンブル最高投資価値賞」

及び「香港株式ゴールデンブル賞」を受賞した。さらに、当社は、Securities Times誌より「中国メインボード上場企

業価値トップ100」及び中国公開会社協会より「2024年上場会社取締役会ベストプラクティス」を受賞した。

 

取締役会の特別委員会

会計監査委員会

2024年12月31日現在及び本書提出日現在、会計監査委員会は、吳嘉寧氏（委員長）、楊志威氏、陳東琪氏及び呂薇氏

の４名の独立非執行取締役で構成されている。会計監査委員会は取締役会に対し責任を持つ。会計監査委員会の手続規

則は、会計監査委員会の地位、体制及び適格性、業務手続、責務及び責任、資金及び報酬等を明確に定義している。会

計監査委員会の主な任務は、当社の財務諸表の真正性及び完全性、当社の内部統制及びリスク管理システムの有効性及

び完全性並びに当社の内部監査部門の業務の監督を含む。同委員会はまた、外部独立監査人の適格性、選考及び指名、

独立性及び役務の監督及び検討に責任を持つ。会計監査委員会は、資源の適正、会計を行う人員の資格及び実績、当社

の財務報告機能並びに人員の研修プログラム及び関連予算の適正を含む有効なリスク管理及び内部統制制度を確立維持

するために経営陣がその義務を遂行することを確保する。会計監査委員会はまた、当社の会計、内部統制及び会計監査

に関する匿名のものを含む苦情について受理及び処理するための内部通報制度を設ける権限を有している。

2024年度において、準拠法並びに当社が上場する場所の規則及び会計監査委員会の手続規則の要件に基づき、会計監

査委員会は、取締役会からの明確な権限の範囲内で全面的に責任を負い、年２回外部監査人との連絡を独立して行っ

た。会計監査委員会は、企業経営の継続的な改善及び成熟を推進するため、当社の実情に応じた実務的及び専門的な改

善提言を多数提案した。会計監査委員会は、取締役会に対する重要な支援を提供し、独立株主の利益を保護する上で重

要な役割を果たした。

 

報酬委員会

2024年12月31日現在及び本書提出日現在、報酬委員会は、楊志威氏（委員長）、吳嘉寧氏及び呂薇氏の３名の独立非

執行取締役で構成されている。報酬委員会は取締役会に対して責任を持つ。報酬委員会の手続規則は、報酬委員会の地

位、体制及び適格性、業務手続、責務及び責任、資金及び報酬等を明確に定義している。報酬委員会は、取締役会が当

社の取締役及び上級役員の報酬に関する全般的な方針及び体制を策定し、標準化され透明性のある関連手続きを確立す

ることを支援する。報酬委員会の主な責務は、当社の取締役及び上級役員の報酬方針及び構成全般に関する取締役会へ

の提言、報酬制度策定における正式かつ透明な手順の構築についての取締役会に対する勧告、並びに、取締役会による
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責任の委譲による、現物給付、年金受領権及び（失職、免職、指名の取消に対する補償を含む）補償支払を含む、各執

行取締役及び上級役員の報酬パッケージの決定を含む。その責任は、コーポレート・ガバナンス規範の要件に準拠して

いる。

 

指名委員会

2024年12月31日現在及び本書提出日現在、指名委員会は、陳東琪氏（委員長）、吳嘉寧氏及び楊志威氏の３名の独立

非執行取締役で構成されている。指名委員会は取締役会に対して責任を持つ。指名委員会の手続規則は、指名委員会の

地位、体制及び適格性、業務手続、責務及び責任、資金及び報酬等を明確に定義しており、指名委員会の構成員が会社

と重要な関係を持たず、「独立性」に関する規制要件を遵守することを具体的に求めている。指名委員会は、取締役の

任命及び後継者計画に関し標準化され良識的な、かつ透明性のある手続きを策定し、取締役会の構成をさらに最適化す

るために、取締役会を支援する。指名委員会の主な責務は、取締役会の構造、人数、構成及び多様性の定期的な検討、

取締役及び上級役員として適切な資格を有する候補者の特定及び取締役会への助言、取締役会多様性方針の有効性を確

保するための適切な見直し、独立非執行取締役の独立性の評価、並びに取締役の指名又は再任及び取締役の後継者育成

についての取締役会に対する勧告を含む。

 

報告期間におけるリスク管理及び内部統制システムの確立並びに実施状況

取締役会は、リスク管理及び内部統制システムの確立及び充実を重視している。取締役会は、当社が戦略目標を達成

するために意図して取るリスクの性質及び程度を評価及び決定し、当社が適切かつ効果的なリスク管理及び内部統制シ

ステムを確立及び維持することを保証する責任を負い、取締役会は、自らがリスク管理及び内部統制システムに対して

責任を負い、それらの有効性を見直す責任を負うことを認識している。かかるシステムは、事業目標を達成できないリ

スクを排除するのではなく管理するように設計されており、重大な虚偽記載又は損失に対して合理的な保証を提供する

ものであるが、絶対的な保証を提供するものではない。取締役会は、リスク管理及び内部統制システムの設計、実施及

び監視において経営陣を監督する。取締役会は、当社が長期的な開発目標を達成できるよう、業務の効率性と有効性を

高め、コーポレート・ガバナンス、リスク評価、リスク管理及び内部統制を最適化する一方で、関連する統制措置の実

施を監督するために効果的なアプローチを取っている。

当社のリスク管理及び内部統制システムは、明確な組織構造及び管理業務、効果的な権限委譲及び説明責任体制、明

確な目標、方針及び手続、総合的なリスク評価及び管理、健全な財務会計システム並びに当社の業務全般に重要な役割

を果たす業務実績等の継続的な分析及び監督に基づいて構築されている。当社は、上級役員及び従業員の倫理的価値と

能力を確保するために、行動規範を策定している。当社では、不正防止を重視し、取締役及び上級役員をはじめとする

従業員が規則に違反した場合の匿名での通報を促す内部通報制度を設けている。

当社の内部統制管理システムには、主に内部統制マニュアル、実施要領、権限一覧及び関連する体制及び施策が含ま

れている。当社は、内部統制環境の変化や事業展開の必要性に応じて、内部統制システムを継続的に見直し、改善して

いる。当社の内部統制管理システムに基づき、また当社の経営ニーズを踏まえ、各子会社は、内部統制マニュアルの整

備及び充実を図り、完全、総合的かつ効果的な内部統制システムを構築している。

当社は、日常業務の中におけるリスク管理を重要な課題と位置付けている。当社は、当社の株式が上場されている資

本市場における規制要件に従い、リスク管理理論に基づき、リスクの特定、リスクの評価、主要なリスクの分析、リス

ク対応及びリスク管理の追跡及び監視を行うクローズドループ管理を実施している。当社は、リスクの管理及び統制を

確保するため、リスク処理の統制及び管理を継続的に強化し、発生する可能性のある重要なリスクに重点を置き、リス

ク管理及び統制の状況を定期的にフォロー、監視及び報告している。当社では、これまでの取り組みを踏まえ、組織的

かつ効果的なリスク管理体制を構築し、リスクの総合的な監視及び予防の仕組みを徐々に完成させてきた。

2024年度において、当社は、証券取引所が公布したコーポレート・ガバナンス規範D2の要件に基づき、重大なリスク

の発生防止に重点を置き、重大なリスクによるマイナス影響の低減に努めた。当社は、全年を通じて、いかなる重大な

リスク事象にも直面しなかった。

当社は、経済及び政策環境の整備、科学技術のイノベーション、ネットワーク及びデータセキュリティ、戦略的新興

事業及び未来産業並びに国際事業運営など、2025年度において当社が直面する重大なリスクを特定、評価及び分析し、

重要なリスク項目を決定し、詳細な対応計画を策定した。当社は、リスク管理を厳格かつ適切に行うことにより、上記

のリスクによる当社への影響を限定し、かつ、想定される範囲内に収めることを確保する。

当社は、中国並びに当社が上場する場所及び当社の事業活動が所在する場所の法律及び規則の遵守をきわめて重要と

捉え、すべての法律及び規則を厳格に遵守し、当社の正当な事業経営を保護し、当社の正当な権利及び利益を維持し、

当社の長期的かつ健全な発展目標の達成を支援するために、当社の規則及び規定にかかる法令を適時かつ積極的に組み

込んでいる。

当社は、2003年度から、内部統制に関するマニュアル、実施規則及び関連規則を策定し、かかる制度の効果的な実施

を確保するため、内部統制管理及び内部統制の説明責任管理に関する方針を策定している。当社では、社内外の事業環
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境の変化及び長年にわたる事業展開の要件を踏まえ、マニュアル及び実施規則を継続的に見直し、改善してきた。内部

統制に関する方針を継続的に改善する一方で、当社は、データ及び情報の完全性、適時性及び信頼性を維持するため

に、内部統制の効率性及び有効性を改善し、情報システムの安全性を向上させたIT内部統制機能の強化を図っている。

同時に、当社はネットワーク情報の安全性の管理及び監視を重視している。当社は、ネットワーク情報の安全性並びに

関連する技能及び知識に対する意識の向上を促進するため、関連する規則及び指針を継続的に最適化し、責任ある主体

をさらに明確化し、ネットワークの安全性及び情報の安全性の点検を定期的に行っている。

当社は、内部統制システムの構築を重要視している。2024年度、当社は引き続き内部統制組織体制の確立を強化し、

主要な分野と重要な構成要素における内部統制の構築を絶えず強化し、内部統制の厳格な制約を強化した。外部規制環

境、内部規制要件及び事業発展ニーズの観点から、内部統制マニュアル及び権限リストの年次改訂を行った。当社は、

内部統制要件を生産及び業務運営に統合し、完全で、包括的かつ効果的な内部統制システムを構築している。

内部監査部門の機能は、当社の業務執行から独立しており、外部監査人の機能を補完するものであり、当社の内部管

理の監視において重要な役割を果たしている。内部監査部門は、当社の内部統制の評価に対する責任を負い、リスク管

理及び内部統制システムが合意されたプロセス及び基準に従って経営陣により維持され、運用されていることを会計監

査委員会及び取締役会に合理的に保証する。内部監査部門は、四半期毎に内部監査結果を定期的に会計監査委員会に報

告するとともに、会計監査委員会を通じて内部監査結果を取締役会に報告している。

 

リスク管理及び内部統制システムの年次評価

当社は、オペレーショナル・リスクに対応しつつ、当社の株式が上場する場所の規制要件を満たすために、リスク管

理及び内部統制システムを継続的に改善し、内部統制を強化している。

当社の内部統制評価システムは、中国内部監査学会が発行した内部監査特定基準2201号を指針として、内部統制責任

者による自己評価及び内部監査部門による独立的評価により構成されている。当社は、内部統制の不備の内容を評価

し、内部統制システムの有効性について結論を出し、評価中に発見された不備を是正するため、下記の４つの主要な評

価ステップを採用している。①評価すべき分野の分析及び特定、②内部統制の設計の有効性の評価、③内部統制の運用

上の有効性の評価、④内部統制の不備の影響の分析。当社は、「内部統制評価のための措置」、「内部統制の自己評価

のためのマニュアル」、「内部統制の独立評価のためのマニュアル」及びその他のシステムを策定することにより、評

価手続の標準化を図っている。2024年度、当社の内部監査部門は、全社的な内部統制の評価を開始及び調整し、その結

果を会計監査委員会及び取締役会に報告した。監査及び評価で指摘された問題点を踏まえ、当社は是正責任を１つずつ

実施し、リスクを効果的に管理及び防止し、当社の健全な発展を保証した。

2024年度、内部統制の自己評価については、引き続き全部門の100％を対象としている。内部統制の自己評価作業

は、引続きリスク防止及び管理を指針とし、あらゆるレベルの経営陣の自己評価の責任を圧縮した。アセスメントを活

用し、リスク予防及び管理の不備や形だけの自己評価の見直しを強化し、独立したリスク予防及び管理の意識向上を各

ユニットに促した。内部及び外部の規制要件の遵守に基づいて、当社は、自己評価計画の策定における各ユニットの自

主性を高め、各ユニット内の主要分野に焦点を絞って自己評価を実施し、円滑でない業務プロセスや冗長な統制などの

問題に対処し、自己点検、自己修正及び自己回復の能力を強化した。当社は、各部門が繰り返し発生する問題や重要な

課題に的を絞るよう指導し、リスク・レベルを効果的に低減するためにリスク・ガバナンスを体系的に推進した。当社

は参加ユニット間の業務経験交流を継続的に推進し、情報共有を強化し、業務スキルを改善した。当社内におけるリス

ク防止のための効果的なツールとして、内部統制自己評価は従業員のリスク意識を高め、経営効率を改善し、内部統制

策定及び運営における有効性を確保するにあたり重要な役割を果たしてきた。

2024年度、当社は、７つの下部組織に対する内部統制独立評価を実施した。当該年度中、内部統制の独立評価は、外

部規制要件及び資本市場管理基準を遵守しつつ、国の主要な政策決定、企業発展戦略及び主要業務を中心に、秩序正し

く実施された。第一に、当社は、ガバナンスリスクを徹底的に調査するため、調査重視の監査アプローチを採用した。

経営の抜け穴を洗い出し、問題の原因を詳細に分析することでリスクの発生を未然に防ぎ、内部統制の有効性と質を向

上させた。第二に、当社は、リモート監査を十分に活用することにより、監査前分析を強化した。デジタル化ツールを

通じて、一部のオンサイトでの監査業務が前倒しで実施できるようになり、主要な問題分野の早期の識別が可能とな

り、監査の効率及び正確性が向上した。第三に、当社は独立評価プロジェクトに関する品質管理基準を精緻化し詳細化

した。過去の経験をもとに、当社は各プロジェクトの段階の目的、成果物及び許容基準をさらに明確化し、監査の質を

効果的に向上させた。第四に、当社は問題の是正を重視し、是正の有効性を高めた。当社は、「アカウント・キャンセ

ル」アプローチに基づく是正計画の策定を指導し、是正の進捗状況を定期的に監視し、関連するシステム又はプロセス

の改善と最適化を促し、クローズドループの是正管理と是正措置の効果的な実施を確保した。監査監督を通じて実施さ

れる内部統制の独立評価は、より企業改革及び発展の大局に役立ち、当社の質の高い発展を促進した。様々な手段によ

り監督の質を向上させ、当社の改革及び発展を保護し、質の高い発展を促進した。

当社はまた、外部監査人による財務報告に係る内部統制の監査と密接に連携するため、リスク管理及び内部統制評価

チームをはじめとする関係部署を設置している。外部監査人による内部統制監査は、重要な財務諸表項目に係る重要な
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プロセス及び統制ポイントのほか、当社及びそのすべての子会社を対象としている。外部監査人は、監査結果につい

て、経営陣と定期的に連絡を取り合っている。

当社は、内部統制の不備を是正することを常に重視し、各種手段による是正の責任を統合することで、内部統制の欠

陥が実質的に是正されることを確保している。当社は、ビジネスの実態に即して、欠陥につながる内部統制の具体的な

不具合箇所を特定し、方針、プロセス及びシステムなどの多面的な観点から是正要件を絞り込み、是正のための厳格な

許容基準を設定し、根本原因のガバナンスを推進し、質の高い是正結果を確保する。当社が本年度中に特定した内部統

制の不備は基本的に是正され、外部監査人による年度末認証を受けている。

取締役会は、当社のリスク管理及び内部統制システムを継続的に監視し、会計監査委員会を通じて財務統制、業務統

制及びコンプライアンス統制などの重要な分野並びにリスク管理機能について、2024年12月期における当社及びその子

会社のリスク管理及び内部統制システムの見直しを実施した。内部監査部門及びその他の関連する部門からの報告を受

け、経営陣から当社のリスク管理及び内部統制システム（環境、社会及びガバナンスリスク管理並びに内部統制システ

ムを含む。）の有効性について取締役会への確認を受けた上で、取締役会は、これらのシステムが堅実に確立され、有

効かつ十分であると考えている。また、年次レビューでは、当社の会計、内部統制及び財務報告機能並びに環境、社会

及びガバナンス機能及び報告に関連する資源の妥当性、従業員の資質及び経験の充足性、スタッフの研修プログラム及

び関連予算の妥当性が確認される。

 

（２）【役員の状況】

 

取締役、監査役及び上級役員

 

取締役及び上級役員

当社の取締役は、当社定款に基づき、株主総会で株主によって選出される必要がある。選出された取締役の任期は一

般的に３年間であり、再選により継続することもできる。

2025年６月20日現在、８名の男性取締役（うち４名は上級役員）、１名の男性上級役員、１名の女性取締役（うち０

名は上級役員）及び１名の女性上級役員がおり、女性の割合は18％であった。

2023年５月23日に開催された当社の2022年度年次株主総会において、第７期取締役会（非執行取締役を含む。）の任

期は終了し、第８期取締役会の構成員が選任された。

第８期取締役会（非執行取締役を含む。）の任期は、2023年5月23日から開始し、2026年度に開催される第９期取締

役会が選任される2025年度年次株主総会の日までの３年間である。

以下の表は当社の取締役及び執行役員に関する一定の情報である。各取締役及び上級役員の業務上の住所は、中国

100033北京市西城区金融大街31号である。

 

役名及び職名 氏名 略　歴

執行取締役、会長
兼最高執行役員

柯　瑞文
（カ・ルイウェン）

61歳。当社の執行取締役、取締役会会長兼最高執行役員であり、2012

年５月に当社の取締役に就任した。同氏は経営管理学博士号を有する

上級技師である。柯氏は江西省郵電管理局の副局長、江西省電信公司

の副社長、当社及び中国電信集団有限公司の市場部部長、江西省電信

公司の社長、当社及び中国電信集団有限公司の人事部主任、当社の執

行副社長、社長兼最高業務役員、中国電信集団有限公司の副社長兼社

長及びチャイナ・タワー有限公司の監査役会会長を歴任した。同氏は

また、中国電信集団有限公司の会長である。同氏は、長年にわたる電

気通信産業及び経営の経験を有する。
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執行取締役、社長
兼最高業務役員

劉　桂清
（リウ・ギキン）

58歳。執行取締役、社長兼最高業務役員である劉氏は、2019年８月に

当社取締役に就任した。同氏は理工学部の博士号を有する教授相当の

上級技師である。同氏は中国聯合通信有限公司湖南支部の部長代理及

び部長、江蘇州支部の部長、並びに中国電信集団有限公司の副社長兼

ゼネラルカウンセル、当社の執行副社長、香港証券取引所メインボー

ドに上場するチャイナ・コミュニケーションズ・サービシズ有限公司

の会長兼執行取締役、中国伝媒大学の副主任及びGSMAアソシエーショ

ンのグローバル・システム主任を務めた。現在、中国電信集団有限公

司の取締役兼社長及び香港証券取引所メインボードに上場するチャイ

ナ・タワー有限公司の非執行取締役を務めている。同氏は長年にわた

る経営及び電気通信産業の経験を有している。

執行取締役兼
執行副社長

唐　珂
（タン・ケ）

50歳。執行取締役兼執行副社長である唐氏は、2022年３月に当社取締

役に就任した。同氏は経済学の修士号を有する上級会計士である。同

氏は以前、中国電信集団有限公司及び当社の両方において財務部長を

務め、中国電信安徽支店及び広東支店のゼネラルマネージャー及び中

関村デジタル経済産業連合会の副会長を務めた。唐氏は現在、中国電

信集団有限公司の副社長、中国インターネット協会の副会長、中国イ

ンターネット視聴番組サービス協会の副会長、海峡両岸関係協会の会

長及びUHD世界協会の常任理事を務めている。同氏は、金融、経営及び

通信業界において豊富な経験を有している。

執行取締役、執行
副社長、最高財務
役員兼取締役会秘
書役

李　英輝
（リ・インフィ）

54歳。李氏は、当社の執行取締役、執行副社長、最高財務役員兼取締

役会秘書役である。同氏は、2023年１月に当社の取締役に就任した。

中国公認会計士協会及び香港公認会計士協会のメンバーである上級会

計士であり、会計学の修士号を有している。同氏は以前、中国華能集

団有限公司（旧「中国華能集団公司」）の財務部副部長、上海証券取

引所メインボード及び香港証券取引所メインボードにそれぞれ上場さ

れている華能国際電力有限公司の財務予算部長並びに中国華能集団有

限公司の金融資産管理部長を務めていた。同氏は現在中国電信集団有

限公司の主任会計士及び中国上場会社協会の構成員会の副会長を務め

ている。李氏は、金融、経営及び基礎産業において豊富な経験を有し

ている。

執行副社長
劉　穎
（リウ・イン）

51歳。劉氏は当社の執行副社長である。2025年３月に当社の管理職と

なった。劉氏は、工学学士を取得した上級通信エンジニアである。同

氏は、以前に当社の黒竜江支店の副ゼネラルマネージャー、当社の吉

林支店のゼネラルマネージャー、中国電信集団有限公司の政府・企業

顧客事業部のゼネラルマネージャー、並びに当社安徽支店のゼネラル

マネージャーを務めた。現在、中国電信集団有限公司の副社長、中国

電信国際有限公司の取締役兼会長、中国互聯網投資基金（リミテッ

ド・パートナーシップ）の評議会委員を務める。同氏は経営及び通信

業界における豊富な経験を有する。

執行副社長
黄　智勇
（ファン・ジヨン）

53歳。当社の施行副社長である。黄氏は2025年５月より当社の管理職

を務めている。工学修士を取得した上級エンジニアである。同氏は以

前、中国電信集団有限公司及び当社の顧客サービス部の副ゼネラルマ

ネージャー及びゼネラルマネージャー、当社貴州支店のゼネラルマ

ネージャー、中国電信集団有限公司の取締役会秘書室ディレクター並

びに当社の江蘇支店のゼネラルマネージャーを務めた。現在は、中国

電信集団有限公司の副社長兼最高コンプライアンス責任者を務めてい

る。同氏は、経営及び通信業界における豊富な経験を有する。
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非執行取締役
呂　永鐘
（リュ・ヨンジョン）

57歳。当社の非執行取締役である。2025年５月より当社の取締役会の

メンバーである。同氏は、エグゼクティブ経営学修士号を有する。同

氏は、広東省交通集団有限公司の副社長、広東省航運集団有限公司の

社長及び広東塩業集団有限公司の会長を務めた。現在、同氏は広東省

広晟控股集団有の会長を務めている。

独立非執行取締役
吳　嘉寧
（ウン・カリン・ジョ
ニー）

64歳。吳氏は、当社の独立非執行取締役である。同氏2023年１月に当

社の取締役に就任した。吳氏は現在、香港の公認会計士、マカオの監

査人及び会計士、香港公認会計士協会（FCPA）のフェロー、勅許公認

会計士協会（FCCA）のフェロー、英国及びウェールズの勅許会計士協

会（FCA）のフェローである。同氏は香港中文大学で1984年に学士号を

取得し、1999年に経営学修士号をそれぞれ取得した。同氏は1984年に

KPMG（香港）に入社し、1996年にパートナーに就任した。また、KPMG

中国において、2000年６月から2015年９月まではマネージングパート

ナーを務め、2015年10月から2016年３月までは副会長を務めた。吳氏

は現在、香港証券取引所及び上海証券取引所に上場している中国冶金

科工股分有限公司の独立非執行取締役を務めている。以前は、香港証

券取引所及び上海証券取引所に上場している中国石油化工股分有限公

司の独立非執行取締役、香港証券取引所及び深セン証券取引所に上場

している万科企業股分有限公司の独立非執行取締役並びにナスダック

に上場しているファングド・ネットワーク・グループの独立取締役を

務めていた。

独立非執行取締役
楊　志威
（ユン・チワイ・ジェ
イソン）

70歳。当社の独立非執行取締役であり、2018年10月に当社取締役に就

任した。楊氏は、現在ファング・ホールディングス（1937）リミテッ

ド及びその香港上場会社のグループ最高コンプライアンス責任者兼リ

スク管理責任者並びに香港証券取引所のメインボード及び上海証券取

引所に上場している中国民生銀行股份有限公司の独立非執行取締役で

ある。同氏は法務、コンプライアンス及び規制事案を取り扱う幅広い

経験を有しており、以前は香港の証券先物委員会、会社法、商法及び

証券法を取り扱う法律事務所及び企業に勤めていた。同氏は香港証券

取引所及び上海証券取引所のメインボードに上場している交通銀行股

分有限公司の独立非執行取締役、香港証券取引所のメインボードに上

場する中国光大控股有限公司の取締役及びゼネラルカウンセルを務

め、胡関李羅弁護士事務所のパートナーを務めた。同氏は、2001年か

ら2011年まで香港証券取引所のメインボードに上場する中国銀行(香

港)有限公司の取締役会秘書役を務め、同時に2005年から2008年の間は

香港証券取引所のメインボード及び上海証券取引所に上場する中国銀

行の取締役会秘書役を務めた。同氏はまた、2011年４月から2015年２

月まで中国銀行(香港)有限公司の副総裁（個人銀行業務）を務めた。

楊氏は香港大学の社会科学の学士号を取得している。また同氏は英国

法律学院を卒業し、法律学の学士号を取得し、カナダのウエスタンオ

ンタリオ大学の経営管理学修士号を取得している。

独立非執行取締役
陳　東琪
（チェン・ドンキ）

68歳。陳氏は、当社の独立非執行取締役である。同氏は2023年１月に

当社の取締役に就任した。同氏はエコノミストであり、1997年には中

国社会科学院の優れた貢献をした若手から中堅の専門家とされ、1998

年からは中国経済50人フォーラムのメンバーでもある。同氏は、国家

計画委員会経済研究所所長、国家発展改革委員会マクロ経済研究所の

副所長及び常務副所長、中国社会科学院大学院の副院長及び博士課程

指導教授、並びに孫逸芳経済科学財団の執行委員を務めた。現在、国

家発展改革委員会マクロ経済研究所の学術委員会メンバー及び四川省

政府専門家委員会メンバーを務めている。同氏は、主にマクロ経済学

理論と政策の研究に取り組んでいる。
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独立非執行取締役
呂　薇
（リュ・ワイ）

68歳。呂氏は、当社の独立非執行取締役である。同氏は、2023年５月

に当社の取締役に就任した。同氏は、国務院発展研究センターのイノ

ベーション開発研究部の研究員及び国務院の特別政府手当を受ける専

門家であり、博士号を有している。同氏は、1984年に国務院発展研究

センターに入所し、政策研究及びコンサルティング業務に従事してき

た。主な研究分野は、イノベーションシステム及び政策、ハイテク産

業政策、科学技術システム改革、知的財産権政策などである。同氏

は、国家中長期科学技術計画綱要、知的財産戦略綱要、製造力戦略及

びイノベーション駆動型発展戦略実施綱要などの研究及び策定に参画

してきた。同氏は、国務院発展研究センター技術経済研究部及びイノ

ベーション発展研究部部長、第11、12、13回全国人民代表大会の常務

委員会委員及び財政経済委員会委員を歴任した。

当社の取締役及び執行役員には家族関係はない。

 

監査役

　2024年12月31日現在、当社の監査役会は、従業員代表監査役２名を含む５名の監査役で構成されていた。監査役会の

主な任務は、法令に基づき、当社の財務並びに取締役、経営者及びその他の上級役員の権限の濫用を防ぐためその業務

履行を監督することである。監査役会は、社内の常設監査機関であり、すべての株主に対して説明責任を負い、報告を

行う。2024年度には、監査役会は９回開催された。第８期監査役会の任期は、2023年５月23日から開始し、2026年に開

催され第９期監査役会が選任される予定の2025年度年次株主総会の日までの３年間である。

 

以下の表は当社監査役に関する一定の情報である。

役名及び職名 氏　名 略　歴

監査役
（株主代表）兼
監査役会会長

黄　旭丹
（ファン・シュダン）

56歳。黄氏は、当社の株主代表監査役であり、監査役会の会長である。

2024年８月に当社監査役会に加わった。同氏は、経営学修士号を有する

上級エコノミストである。中国聯合網絡通信股份有限公司の財務部副マ

ネージングディレクター、中国電信集団有限公司の財務部副マネージン

グディレクター、中国電信集団財務有限公司のマネージングディレク

ターを務めた。現在、中国電信集団有限公司及び当社の監査部門のマ

ネージングディレクター、香港証券取引所のメインボードに上場してい

る中国通信服務股份有限公司の監査役会の会長並びにチャイナ・テレコ

ム・クラウド・テクノロジー有限公司の監査役会会長を務めている。同

氏は、電気通信業界における財務管理及び監査について豊富な経験を有

している。

監査役
（従業員代表）

羅　来峰
（ルオ・ライフェン）

52歳。当社の従業員代表監査役であり、2024年８月に当社の監査役に就

任した。羅氏は、上級会計士であり、会計学修士号及び商学修士号を有

する。イーサーフィン・ペイ有限公司（現在のチャイナ・テレコム・ベ

ストペイ・テクノロジー有限公司）の副ゼネラルマネージャー、最高財

務役員及びゼネラルマネージャー並びにチャイナ・テレコム・クラウ

ド・テクノロジー有限公司の取締役を務めた。現在、中国電信集団有限

公司及び当社の企業戦略部及び人事部のマネージングディレクター、中

国電信集団有限公司の従業員代表取締役、イーサーフィン・ペイ有限公

司（現在のチャイナ・テレコム・ベストペイ・テクノロジー有限公司）

の会長並びにグローバル・コンピューティング・コンソーシアムの戦略

的諮問委員会メンバーを務めている。同氏は、電気通信業界における運

営管理及び財務管理について豊富な経験を有している。
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監査役
（従業員代表）

關　麗莘
（グァン・リシン）

53歳。当社の従業員代表監査役である。同氏は、2023年５月に当社の監

査役会の一員となった。同氏は、中国語及び中国文学の学士号を持つシ

ニアエコノミストである。同氏は、チャイナ・テレコム・クラウド・テ

クノロジー有限公司の労働組合の副ゼネラルマネージャー、ゼネラルカ

ウンセル及び会長並びに上海理想情報産業(集団)有限公司の取締役を務

めた。同氏は現在、中国電信集団有限公司の労働組合の副会長を務めて

いる。同氏は、電気通信業界の経営管理における豊富な経験を有する。

監査役
（株主代表）

羅　振東
（ロ・ゼンドン）

47歳。当社の株主代表監査役である。同氏は、2023年５月に当社の監査

役会の一員となった。同氏は、中国公認会計士協会のメンバーであり、

経営学修士号を有する。同氏は長年にわたり中国電信集団有限公司及び

当社において様々な内部統制及び会計監査に関わる役職を務めた。同氏

は現在、中国電信集団有限公司及び当社の監査部総合局局長並びに中国

電信集団財務有限公司の監査役会会長を務めている。同氏は、監査と内

部統制の分野で豊富な経験を有している。

監査役
（株主代表）

汪　一兵
（ワン・イビン）

59歳。汪氏は、当社の株主代表監査役である。同氏は2022年３月に当社

の監査役会に加わった。同氏は上級会計士であり、経済学の学士号を有

している。同氏は、浙江省興財房地產発展公司の副ゼネラルマネー

ジャー、浙江省金融控股有限公司の財務管理部門及び投資管理部門のゼ

ネラルマネージャー、香港証券取引所及び上海証券取引所に上場してい

る浙商銀行股份有限公司の取締役並びにすべてが上海証券取引所に上場

している財通證券股份有限公司、永安期貨股份有限公司、物產中大集団

股份有限公司及び浙江中国小商品城集団股份有限公司の取締役を務め

た。同氏は現在、当社株主のひとつである浙江省財務開発有限責任公司

の副ゼネラルマネージャー及び浙江省金融控股有限公司の監査役を務め

ている。汪氏は、国有企業の経営管理において豊富な経験を有してい

る。

 

下記を除き、2024年12月31日現在、当社のいずれの取締役及び監査役も、証券先物条例（以下「SFO」という。）第

352条に基づき維持することが義務付けられている登録簿に記録されている又は上場規則の別紙C3に定められる上場発

行者の取締役による証券取引に関するモデル・コードに従い当社及び香港証券取引所に別途通知されている当社又はそ

の関連会社（SFO第15部に定義される。）の株式、潜在株式又は社債の権益又はショート・ポジションを有していな

かった。

 

氏名 役職 株式の種類 株式数 地位

各種類の発行

済株式総数に

対し保有され

る株式の割合

（約）

発行済株式総

数に対し保有

される株式の

割合（約）

陳　勝光 非執行取締

役

Ａ株式 1,000

(ロングポジ

ション)

受益者 0.00％ 0.00％

1,000

(ロングポジ

ション)

配偶者の持

分

0.00％ 0.00％

 

2024年度中、当社は、取締役若しくは監査役又はそれらの配偶者若しくはそれぞれの未成年の子（実子若しくは養

子）又はそれらを代理して、当社又はその関連会社の株式又は社債を引受ける権利を付与しておらず、またこれらの者

はいずれも当該株式又は社債を引受ける権利を行使したことはなかった。

 

報　酬
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取締役、監査役及び上級役員の報酬に関

する意思決定手続き

取締役及び上級役員の報酬に関する意思決定手続き：

報酬委員会が、取締役及び上級役員に対する報酬方針及び構成全般並

びに報酬方針を策定するための正式かつ透明性のある手続きの確立に

関する提言を取締役会に対して行う。取締役会は、上級役員の報酬計

画を決定し、取締役会の報酬計画は株主総会で承認される。

監査役の報酬の決定手続き：

当社の監査役は、監査役としての報酬を受領しない。

取締役、監査役及び上級役員の報酬を決

定するための基礎

 

報酬は、SASACの管理要件に基づき、当社の上級役員の報酬制度並び

に取締役、監査役、上級役員の職務、責任、経験及び一般的な市場状

況などの要因に基づいて決定される。

 

当社の取締役及び監査役の報酬は以下の通りである。

 

 取締役・

監査役報酬

給与・手当て・

現物給付 裁量的賞与
（8）

退職制度

拠出金 株式報酬 合計

 （単位：千人民元）

2024年度       

       

執行取締役       

柯　端文 - 245 368 145 - 758

梁　寶俊
(1)  

102
174 52 - 328

邵　廣祿
(2) -

100
100 69 - 269

劉　桂清 - 221 331 137 - 689

唐　珂 - 221 331 136 - 688

夏　氷
(3) - 18 18 13 - 49

李　英輝 - 218 327 136 - 681

李　峻
(4) -

218
327 136 - 681

 

非執行取締役       

　陳　勝光 - - - - - -

       

独立非執行取締役
(5)

      

呉　嘉寧 509 - - - - 509

楊　志威 324 - - - - 324

陳　東琪 - - - - - -

呂　薇 - - - - - -

       

監査役       

黄　旭丹
(6) - 114 348 54 234 750

羅　来峰
(6) - 111 396 54 - 561

韓　芳
(7) - 323 129 86 - 538

張　建斌
(7) - 154 443 85 - 682

關　麗莘 - 208 760 127 273 1,368

羅　振東 - 159 593 108 152 1,012

汪　一兵 - - - - - -

合計 833 2,412 4,645 1,338 659 9,887

 

(1)　梁寶俊氏は2024年８月21日に当社の執行取締役に指名され、2025年２月10日に当社の執行取締役を辞任した。

(2)　邵廣祿氏は2024年５月23日に当社の執行取締役を辞任した。
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(3)　夏氷氏は2024年１月19日に当社の執行取締役を辞任した。

(4)　李峻氏は2025年１月22日に当社の執行取締役を辞任した。

(5)　独立非執行取締役の報酬は、当社の取締役としての役務に対する報酬である。

(6)　黄旭丹氏及び羅来峰氏は、2024年８月21日に当社の監査役に指名された。

(7)　韓芳氏及び張建斌氏は2024年８月21日に当社の監査役を辞任した。

(8)　執行取締役及び監査役の裁量的賞与は、当グループの業績に基づき決定された。

(9)　2024年度中、当社は、柯端文氏に対する360千人民元、劉桂清氏に対する327千人民元、唐珂氏に対する327千人民元、李英輝氏に

対する317千人民元、李峻氏に対する317千人民元を含む2023年度の賞与も決済した。

(10)　全ての取締役及び監査役の報酬は各人の本年度における実質在任期間に基づき算出された。本年度中、当社に加わる際の金銭的

誘引や役職の喪失に対する報酬を受けた取締役又は監査役はおらず、又はいかなる報酬を放棄した又は放棄することに合意した取

締役又は監査役もいなかった。

 

（３）【監査の状況】

 

会計監査委員会

 

上記「（１）コーポレート・ガバナンスの概要－会計監査委員会」を参照。

 

会計監査

 

・　業務を執行した公認会計士の指名及び当社にかかる継続監査年数

　　　KPMG　１年間（2024年より）

　　　担当者：フランキー C. Y. ライ

 

・　監査業務に係る補助者の構成

　　　公認会計士：　　101名

　　　その他：　　　　344名

 

 

①　外国監査公認会計士等に対する報酬の内容

 

2024年及び2023年12月31日に終了した年度において当社に提供された監査及び非監査業務に対する外部監査人の報酬

の内訳は、以下のとおりである。

 

(百万人民元(百万円))

役務内容 報酬（付加価値税を除く）

 2024年 2023年

監査業務 46*

(907)

56

(1,104)

非監査業務 (主に税務及びその他助言サービス) 3

(59)

4

(79)

合計 49

(966)

60

(1,183)

*　2024年度の中間レビュー及び年次監査の報酬が含まれている。

 

②　その他重要な報酬の内容

　該当なし

 

③　外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
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2024年12月31日終了年度において外部監査人から当社に提供された主な非監査業務は、税務及びその他助言サービ

スであった。

 

④　監査報酬の決定方針

　当社は、年次株主総会を招集し、当社の外部監査人の指名につき検討及び承認し、取締役会に外部監査人の報酬を

決定する権限を付与する。かかる権限付与に基づき、当社は監査役会及び取締役会を招集し、外部監査人の監査及び

非監査業務に対する報酬について検討及び決定する。

 

（４）【役員の報酬等】

 

　該当なし

 

（５）【株式の保有状況】

 

　該当なし
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第６【経理の状況】
 

 

ａ. 本書記載のチャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド（以下「当社」）及び子会社（以下、総称して「当

グループ」という。）の邦文の財務書類（以下「邦文の財務書類」という。）は、IFRS会計基準に準拠して作成された

添付の原文の財務書類（以下「原文の財務書類」という。）の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。原文の

財務書類は、香港証券取引所に対して2025年４月28日付で提出された年次報告書に掲載されたものと同じである。当グ

ループの財務書類の日本における開示については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年

大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）第328条第１項の規定が適用されている。

　邦文の財務書類には、財務諸表等規則に基づき、原文の財務書類中の人民元表示の金額のうち主要なものについて円

換算額が併記されている。日本円への換算には、１人民元＝19.71円の為替レートが使用されている。この為替レート

は、中国の外国為替管理当局が発表した2025年４月25日現在の「人民元基準為替レート」である。

　なお、財務諸表等規則に基づき、IFRS会計基準と日本の会計処理の原則及び手続並びに表示方法との主要な相違につ

いては、第６の「４ IFRS会計基準と日本の会計原則の相違」に記載されている。

　円換算額及び第６の「２ 主な資産・負債及び収支の内容」から「４ IFRS会計基準と日本の会計原則の相違」までの

事項は原文の財務書類には記載されておらず、当該事項における原文の財務書類への参照事項を除き、下記ｂの監査証

明に相当すると認められる証明の対象になっていない。

 

ｂ. 原文の財務書類は、外国監査法人等（「公認会計士法」（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定されてい

る外国監査法人等をいう）であるKPMG（香港における公認会計士事務所）による監査を受け、「金融商品取引法」（昭

和23年法律第25号）第193条の２第１項第１号に規定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けている。

その監査報告書の原文及び訳文は、本書に掲載されている。
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１【財務書類】

 

(1) 連結財政状態計算書   

 

注記 2024年12月31日  2023年12月31日

百万

人民元

億円  百万

人民元  

億円

資産     

          

非流動資産     

有形固定資産（純額） 4  427,079  84,177  409,943  80,800

建設仮勘定 5  58,801  11,590  72,238  14,238

使用権資産 6  69,068  13,613  76,908  15,159

のれん 7  29,925  5,898  29,923  5,898

無形資産 8  25,513  5,029  22,702  4,475

関連会社又は共同支配企業に

対する投資 10  

44,177  8,707  43,158  8,506

純損益を通じて公正価値で測

定する金融資産   363  72  397  78

その他の包括利益を通じて公

正価値で測定する資本性金

融商品 11  1,015  200  1,426  281

繰延税金資産 12  673  133  1,347  265

その他の資産 13  21,886  4,314  9,909  1,953

         

非流動資産合計   678,500  133,732  667,951  131,653

         

流動資産          

棚卸資産 15  3,267  644  3,417  673

未収法人所得税   111  22  140  28

売掛金（純額） 16  42,867  8,449  32,210  6,349

契約資産 17  4,731  932  4,665  919

前払金及びその他の流動資産 18  35,140  6,926  35,580  7,013

短期銀行預金及び拘束預金   19,802  3,903  10,805  2,130

現金及び現金同等物 19  82,207  16,203  81,046  15,974

          

流動資産合計   188,125  37,079  167,863  33,086

          

資産合計   866,625  170,812  835,814  164,739
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 注記  2024年12月31日  2023年12月31日

   

百万

人民元  

億円  百万

人民元  

億円

負債及び資本          

          

流動負債          

短期債務 20  2,835  559  2,867  565

１年以内返済予定の長期

債務 20  

1,238  244  1,133  223

買掛金 21  160,550  31,644  145,872  28,751

未払費用及びその他の未

払金 22  

78,790  15,530  74,260  14,637

契約負債 23  65,185  12,848  65,417  12,894

未払法人所得税   2,410  475  488  96

１年以内返済予定のリー

ス負債 24  

14,369  2,832  13,399  2,641

          

流動負債合計   325,377  64,132  303,436  59,807

          

流動負債純額   (137,252)  (27,052)  (135,573)  (26,721)

          

流動負債控除後資

産合計   

541,248  106,680  532,378  104,932

          

非流動負債          

長期債務 20  7,459  1,470  5,142  1,013

リース負債 24  34,842  6,867  42,650  8,406

繰延税金負債 12  34,107  6,722  31,025  6,115

その他の非流動負債   8,288  1,634  6,394  1,260

          

非流動負債合計   84,696  16,694  85,211  16,795

          

負債合計   410,073  80,825  388,647  76,602
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 注記  2024年12月31日  2023年12月31日

   

百万

人民元  

億円  百万

人民元  

億円

          

資本          

株式資本 25  91,507  18,036  91,507  18,036

剰余金 26  360,883  71,130  351,419  69,265

          

当社株主に帰属する資本

合計   

452,390  89,166  442,926  87,301

非支配持分   4,162  820  4,241  836

          

資本合計   456,552  89,986  447,167  88,137

          

負債及び資本合計   866,625  170,812  835,814  164,739

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取締役会により2025年３月25日に発行を承認され、取締役会を代表して次の者によって署名された。

 

 

 

 

 

 

柯　瑞文（カ・ルイウェン）  李　英輝（リ・インホイ）

業務執行取締役  業務執行取締役

会長兼最高経営責任者  執行副社長、最高財務責任者兼取締役会秘書役

 

 

 

 

165ページから247ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、本連結財務諸表を構成する不可分の一部である。
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(2) 連結包括利益計算書

 

 

   12月31日に終了した事業年度

注記 2024年  2023年

百万

人民元

億円  百万

人民元

 億円

          

営業収益 27 529,417  104,348  513,551  101,221

       

営業費用        

減価償却費及び償却費 (101,044)  (19,916)  (99,702)  (19,651)

ネットワーク運営・サ

ポート費用 28

(165,598)  (32,639)  (160,411)  (31,617)

販売費及び一般管理費 29 (66,663)  (13,139)  (66,804)  (13,167)

人件費 30  (98,279)  (19,371)  (92,805)  (18,292)

その他の営業費用 31  (58,030)  (11,438)  (56,701)  (11,176)

          

営業費用合計 (489,614)  (96,503)  (476,423)  (93,903)

          

営業利益 39,803  7,845  37,128  7,318

正味財務費用 32 (228)  (45)  (332)  (65)

投資利益及びその他 72  14  292  58

関連会社又は共同支配企

業に対する持分利益 2,525  498  2,116  417

       

税引前利益 42,172  8,312  39,204  7,727

法人所得税 33  (9,197)  (1,813)  (8,776)  (1,730)

       

当期利益 32,975  6,499  30,428  5,997
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  12月31日に終了した事業年度

 

 

2024年  2023年

 

百万

人民元  

億円  百万

人民元  

億円

        

当期その他の包括利益        

後に純損益に振り替えられない項

目:   

  

 

  

その他の包括利益を通じて公正価

値で測定する資本性金融商品に

対する投資の公正価値の変動 (452)  (89)  511  101

その他の包括利益を通じて公正価

値で測定する資本性金融商品に

対する投資の公正価値の変動に

係る繰延税金 115  23  (135)  (27)

        

 (337)  (66)  376  74

後に純損益に振り替えられる可能性

のある項目:    

 

 

 

 

中国本土外子会社の財務諸表の為

替換算差額

130  26  63  12

関連会社又は共同支配企業のその

他の包括利益に対する持分 -  -  2  0

        

 130  26  65  13

        

当期その他の包括利益（税引後） (207)  (41)  441  87

        

当期包括利益合計額 32,768  6,459  30,869  6,084
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   12月31日に終了した事業年度

注記 2024年  2023年

百万

人民元

億円  百万

人民元  

億円

          

以下に帰属する利益       

当社株主 33,012  6,507  30,446  6,001

非支配持分 (37)  (7)  (18)  (4)

          

当期利益 32,975  6,499  30,428  5,997

          

以下に帰属する包括利益合計        

当社株主 32,805  6,466  30,887  6,088

非支配持分 (37)  (7)  (18)  (4)

          

当期包括利益合計額 32,768  6,459  30,869  6,084

          

１株当たり当期純利益 (人民

元/日本円) 38  0.36  7.10  0.33  6.50

          

希薄化後１株当たり利益 (人

民元/日本円) 38 0.36  7.10  0.33  6.50

          

発行済み株式数 (百万株) 25 91,507    91,507   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
165ページから247ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、本連結財務諸表を構成する不可分の一部である。

 

 

 

次へ
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  当社株主に帰属

  

株式資本

 

資本準備

金

 

株式払込

剰余金

 

利益準備

金

 

一般リ

スク

準備金

その他

積立金

為替換

算

準備金

繰越利益

剰余金

 

合計

非支配持

分 資本合計

              

注

記    

 

 百万人民

元  

百万人民

元  

百万人民

元  

百万人民

元  

百万人

民元  

百万人

民元  

百万人

民元  百万人民元  百万人民元  

百万人民

元  百万人民元

      

2023年１月１日

現在残高

 

91,507  19,710  47,687  84,901  183  126  (458) 188,433  432,089  4,338  436,427

                       

当期利益   -  -  -  -  -  -  -  30,446  30,446  (18) 30,428

当期その他

の包括利益  

 

-  -  -  -  -  378  63  -  441  -  441

                        

当期包括利

益合計額   

 

-  -  -  -  -  378  63  30,446  30,887  (18) 30,869

                        

非支配持分

への分配   

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  (78) (78)

関連会社又

は共同支

配企業の

準備金等

のその他

の変動に

対する持

分   

 

-  12  -  -  -  -  -  (3) 9  (1) 8

配当 37  -  -  -  -  -  -  -  (20,059) (20,059) -  (20,059)

法定利益準

備金への繰

入  26

 

-  -  -  2,860  -  -  -  (2,860) -  -  -

一般リスク

準備金への

繰入  26

 

-  -  -  -  204  -  -  (204) -  -  -

                        

2023年12月

31日現在残

高  

 

91,507  19,722  47,687  87,761  387  504  (395) 195,753  442,926  4,241  447,167

                       

当期利益    -  -  -  -  -  -  -  33,012  33,012  (37) 32,975

当期その他

の包括利益   

 

-  -  -  -  -  (337) 130  -  (207) 

-  (207)

                         

当期包括利

益合計額   

 

-  -  -  -  -  (337) 130  33,012  32,805  

(37) 32,768

                         

非支配持分

からの出資   

 

                  

48  48

非支配持分

への分配   

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  

(90) (90)

関連会社又

は共同支

配企業の

準備金等

のその他

の変動に

対する持

分   

 

-  186  -  -  -  -  -  -  186  -  186

配当  37  -  -  -  -  -  -  -  (23,527) (23,527) -  (23,527)

法定利益準

備金への繰

入  26

 

-  -  -  3,163  -  -  -  (3,163) -  

-  

-

一般リスク

準備金への

繰入  26

 

-  -  -  -  274  -  -  (274) -  

-  

-

                         

2024年12月31日

現在残高

 

91,507  19,908  47,687  90,924  661  167  (265) 201,801  452,390  4,162  456,552

(3) 連結株主持分変動計算書
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  当社株主に帰属

  

株式資本

 

資本準備

金

 

株式払込

剰余金

 

利益準備

金

 

一般リ

スク

準備金

その他

積立金

為替換

算

準備金

繰越利益

剰余金

 

合計

非支配

持分 資本合計

              

注

記    

  億円  億円  億円  億円  億円  億円  億円  億円  億円  億円  億円

      

2023年１月１日

現在残高   

 

18,036  3,885  9,399  16,734  36  25  (90) 37,140  85,165  855  86,020

                         

当期利益   -  -  -  -  -  -  -  6,001  6,001   (4) 5,997

当期その他の包

括利益   

 

-  -  -  -  -  75  12  -  87  -  87

                         

当期包括利益合

計額   

 

-  -  -  -  -  75  12  6,001  6,088  (4) 6,084

                         

非支配持分への

分配   

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  (15) (15)

関連会社又は共

同支配企業の

準備金等のそ

の他の変動に

対する持分   

 

-  2  -  -  -  -  -  (1) 2  (0) 2

配当  37  -  -  -  -  -  -  -  (3,954) (3,954) -  (3,954)

法定利益準備金

への繰入  26

 

-  -  -  564  -  -  -  (564) -  -  -

一般リスク準備

金への繰入 26

 

-  -  -  -  40  -  -  (40) -  -  -

                       

2023年12月31日

現在残高  

 

18,036  3,887  9,399  17,298  76  99  (78) 38,583  87,301  836  88,137

                       

当期利益   -  -  -  -  -  -  -  6,507  6,507  (7) 6,499

当期その他の包

括利益  

 

-  -  -  -  -  (66) 26  -  (41) -  (41)

                        

当期包括利益合

計額   

 

-  -  -  -  -  (66) 26  6,507  6,466  (7) 6,459

                        

非支配持分から

の出資   

 

                  9  9

非支配持分への

分配   

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  (18) (18)

関連会社又は共

同支配企業の

準備金等のそ

の他の変動に

対する持分   

 

-  37  -  -  -  -  -  -  37  -  37

配当 37  -  -  -  -  -  -  -  (4,637) (4,637) -  (4,637)

法定利益準備金

への繰入  26

 

-  -  -  623  -  -  -  (623) -  -  -

一般リスク準備

金への繰入  26

 

-  -  -  -  54  -  -  (54) -  -  -

                        

2024年12月31日

現在残高  

 

18,036  3,924  9,399  17,921  130  33  (52) 39,775  89,166  820  89,986

 

 
165ページから247ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、本連結財務諸表を構成する不可分の一部である。
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(4) 連結キャッシュ･フロー計算書

 

 

   12月31日に終了した事業年度

 注記  2024年  2023年

百万

人民元

億円

 

百万

人民元  

億円

          

営業活動によるキャッシュ純額 (a) 145,049  28,589  137,508  27,103

       

投資活動により使用されたキャッシュ・フロー        

資本的支出   (89,928) (17,725) (89,866) (17,713)

投資の増加額   (1,919) (378) (109) (21)

使用権資産に関する支払   (343) (68) (307) (61)

有形固定資産の処分による収入   1,346  265  1,223  241

使用権資産の処分による収入   65  13  89  18

投資の処分による収入   52  10  124  24

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資

本性金融商品に関する支払   (40) (8) (30) (6)

銀行預金の増加額   (41,655) (8,210) (13,349) (2,631)

銀行預金の満期到来額   22,972  4,528  6,742  1,329

財務公司から中国電信集団有限公司への短期貸

付金 (b)  (4,075) (803) (8,100) (1,597)

中国電信集団有限公司による財務公司短期貸付

金返済 (b)  10,093  1,989  8,091  1,595

          

投資活動により使用されたキャッシュ純額   (103,432) (20,386) (95,492) (18,821)

          

財務活動により使用されたキャッシュ・フロー          

リース負債の元本部分の支払   (15,428) (3,041) (14,647) (2,887)

銀行及びその他の借入金による収入 6,613  1,303  5,988  1,180

銀行及びその他の借入金の返済   (8,647) (1,704) (11,239) (2,215)

配当の支払   (23,527) (4,637) (20,059) (3,954)

非支配持分への分配   (90) (18) (79) (16)

非支配持分からの出資   48  9  -  -

チャイナ・テレコム・グループによる財務公司へ

の預入（純額） (b)  951  187  6,680  1,317

財務公司による法定預金準備金の預入の増加 (b)  (465) (92) (121) (24)

          

財務活動により使用されたキャッシュ純額   (40,545) (7,991) (33,477) (6,598)

          

現金及び現金同等物の増加純額   1,072  211  8,539  1,683

現金及び現金同等物の１月１日現在残高   81,046  15,974  72,465  14,283

為替レートの変動による影響額   89  18  42  8

          

現金及び現金同等物の12月31日現在残高   82,207  16,203  81,046  15,974
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(a) 税引前利益から営業活動によるキャッシュ純額への調整

 

 

 12月31日に終了した事業年度

 2024年  2023年

百万

人民元

億円  百万

人民元

 億円

        

        

税引前利益 42,172  8,312  39,204  7,727

       

調整項目:        

減価償却費及び償却費 101,044  19,916  99,702  19,651

金融資産及び契約資産に係る減損損失(戻入控除

後） 3,861  761  3,419  674

棚卸資産評価損(戻入控除後） 4  1  7  1

投資利益及びその他 (114) (22)  (295)  (58)

関連会社又は共同支配企業に対する持分利益 (2,525) (498)  (2,116)  (417)

受取利息 (2,242) (442)  (2,368)  (467)

純支払利息 2,391  471  2,545  502

為替差損益及びその他（純額） 79  16  155  31

長期性資産の除却及び処分に係る損失及びその他

（純額） 1,869  368  4,046  797

        

 146,539  28,883  144,299  28,441
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(a) 税引前利益から営業活動によるキャッシュ純額への調整（続き）

 
 
 12月31日に終了した事業年度

 2024年  2023年

百万

人民元

億円  百万

人民元  

億円

        

 146,539  28,883  144,299  28,441

        

売掛金の増加 (15,027) (2,962) (11,067)  (2,181)

契約資産の増加 (168) (33) (1,813)  (357)

棚卸資産の減少 146  29  90  18

前払金及びその他の流動資産の(増加)/減少 (5,980) (1,179) 130  26

拘束預金の減少/（増加） 244  48  (182)  (36)

その他の資産の減少/（増加） 994  196  (683)  (135)

買掛金の増加 18,194  3,586  10,176  2,006

未払費用及びその他の未払金の増加 2,290  451  1,657  327

契約負債の減少 (245) (48) (2,432)  (479)

        

営業により調達されたキャッシュ 146,987  28,971  140,175  27,628

利息の受取による収入 1,661  327  2,225  439

利息の支払額 (2,358) (465) (2,646)  (522)

投資利益の受取額 2,138  421  1,530  302

法人所得税の支払額 (3,379) (666) (3,776)  (744)

        

営業活動によるキャッシュ純額 145,049  28,589  137,508  27,103

 

(b) 「財務公司」とは、中国電信集団財務有限公司のことであり、2019年１月８日に設立した当社の子会社である。同社

は、当社の親会社かつ最終持株会社である中国電信集団有限公司のメンバー・ユニットに資金及び財務管理サービ

スを提供している。それらの取引は、一般的な商業条件のもとで、又はそれよりも好条件で、行われている。

 

中国電信集団有限公司とその子会社（当グループを除く）とを併せて「中国電信グループ」としている。

 

 

(c) 重要な非現金取引

 

2024年及び2023年12月31日終了年度において、当グループには使用権資産及びリース負債の追加及び修正、並びに

割賦購入による設備を除き、その他の現金収支を伴わない重要な投資及び財務活動はない。詳細は注記42を参照の

こと。

 

 

 

165ページから247ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、本連結財務諸表を構成する不可分の一部である。
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(5) 連結財務諸表注記

 

2024年12月31日終了事業年度

 

1.　主要事業及び組織

 

　チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド（以下、「当社」）は、2002年９月10日に中華人民共和国

（以下、「中国」）で設立された。当社及びその子会社（以下、総称して 「グループ」 という。）は、総合的か

つ大規模な総合インテリジェント情報サービス・プロバイダーであり、個人、家庭、政府及び企業顧客向けに総合

インテリジェント情報サービスを提供している。

 

2.　作成の基礎及び会計方針の変更

 

2.1作成の基礎

 

　本連結財務諸表は、国際会計基準審議会（IASB）が公表したIFRS会計基準に準拠して作成されている。

IFRS会計基準は以下の権威ある文献で構成されている。

 

・　IFRS会計基準

・　IAS基準

・　IFRS解釈指針委員会又はその前身である旧解釈指針委員会が作成した解釈指針

 

　連結財務諸表の作成において情報は、主要な利用者の意思決定に影響を与えると合理的に予想し得る場合

には、重要性があるとみなされる。また、本連結財務諸表は、香港会社条例の開示要件及び香港証券取引所

上場規則（以下、「上場規則」）における該当する開示規定を遵守している。

 

　2024年12月31日現在、当グループの流動負債合計は、流動資産合計を137,252百万人民元（2023年12月31

日：135,573百万人民元）上回っている。当社の経営陣は、当グループの利用可能な資金源として、１)当グ

ループの営業活動から発生する継続的なキャッシュ・インフロー、２)未使用の与信枠196,413百万人民元

（2023年12月31日：205,452百万人民元）、３)当グループの良好な信用実績に鑑み、当グループが中国本土

の国内銀行及びその他の金融機関から調達可能なその他の資金源、以上３つの資金源を検討した。当該検討

に基づき、取締役会は、当グループの運転資本に係るコミットメント、予想される資本的支出及び借入債務

に対応するための十分な資金を当グループは有していると考えている。結果として、当グループの2024年12

月31日終了年度の連結財務諸表は、継続企業の前提に基づき作成されている。

 

　当連結財務諸表は、取得原価基準で作成されており、公正価値で測定する一定の金融商品に関しては再評

価による修正が行われている（注記３(g)）。

 

　IFRS会計基準に準拠した連結財務諸表を作成する際、経営者は判断、見積り及び仮定を行う必要があり、

これは会計方針の適用、決算日の資産及び負債の報告金額並びに偶発資産及び負債の開示、報告期間の収益

及び費用の報告金額に影響を及ぼす。見積り及び仮定は、過去の経験及び一定の状況に応じて経営者が合理

的であると考えるその他の様々な要因に基づいており、その結果は、他の情報源から直ちに明らかにならな

い資産及び負債の帳簿価額について判断を行う際の基礎となる。実際の結果はこれらの見積りとは異なる場

合がある。

 
　見積り及び仮定は、継続的に見直される。会計上の見積りの修正は、修正が行われた期間のみに影響を及

ぼす場合はその修正が行われた期間に認識され、当期間及び将来の期間の両方に影響を及ぼす場合はその修

正が行われた期間及び将来の期間に認識される。

 

　連結財務諸表に重要な影響を及ぼすIFRS会計基準の適用に際して経営者が行った判断及び見積りの不確実

性の主な要因については、注記47に記述されている。

 

2.2 IFRS会計基準の修正条項の適用

 

　当年度において、当グループは、IASBが公表し当年度に強制発効した以下のIFRS会計基準の修正を初めて

適用している。

 

・　IAS第１号「財務諸表の表示」の修正－負債の流動又は非流動への分類（2020年修正）、及びIAS第１号

「財務諸表の表示」の修正－特約条項付の非流動負債（2022年修正）

・　IFRS第16号「リース」の修正－セール・アンド・リースバックにおけるリース負債
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・　IAS第７号「キャッシュ・フロー計算書」及びIFRS第７号「金融商品：開示」の修正－サプライヤー・

ファイナンス契約

 

　上記IFRS会計基準の修正の適用による当グループの当期連結財務諸表に対する重要な影響はない。

 

2.3 2024年12月31日終了年度に公表済だが未発効の新基準及び修正基準により発生し得る影響

 

　IASBは、当連結財務諸表の公表日までに、以下の新基準及び修正基準を公表している。これらの新基準及

び修正基準は、2024年12月31日終了年度では未発効であり、当グループで早期適用もしていない。

 

  

以下の日以後に開始 す

る会計年度に発効
   

IAS第21号「外国為替レート変動の影響」の修正－交換可能性の

欠如  

2025年１月１日

   

IFRS第９号「金融商品」及びIFRS第７号「金融商品：開示」の修

正－金融商品の分類及び測定  

2026年１月１日

   

IFRS会計基準の年次改善－第11集  2026年１月１日

   

IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」  2027年１月１日

   

IFRS第19号「公的説明責任のない子会社：開示」  2027年１月１日

 

　当グループは、IASBが公表済みだが2024年12月31日終了年度では未発効の新基準及び修正基準の適用によ

る影響について評価している最中である。現在、当グループは、これらの新基準及び修正基準の適用が財政

状態及び経営成績に重要な影響を与える可能性は低いと考えている。

 

3.　重要性のある会計方針の情報

 

(a)　連結及び持分法会計の原則

 

　連結財務諸表は、当社及びその子会社並びに当グループの関連会社又は共同支配企業に対する持分より構

成されている。

 

　子会社とは、当社が支配する企業である。次の条件、すなわち(a)投資先に対するパワーを有しているこ

と、(b)投資先への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャー又は権利を有していること、及

び(c)投資者のリターンの額に影響を及ぼすように投資先に対するパワーを用いる能力を有していること、を

満たしている場合、当社は企業の支配を有している。

 

　当社が企業に対するパワーを有しているかどうかを評価する際には、実質的な権利（当社及びその他の当

事者が保有する）のみが考慮される。

 

　子会社の経営成績は支配開始日から支配終了日までが連結財務諸表に含まれており、非支配持分に帰属す

る当期純利益は連結包括利益計算書上において、当期純損益を非支配持分と当社株主に配分のうえ、区分表

示している。非支配持分とは、子会社に対する持分のうち、当社に直接又は間接に帰属しないものである。

当グループは、個々の企業結合（共通支配下の企業結合を除く）ごとに、非支配持分を子会社の識別可能純

資産の公正価値に対する取得日の比例的な取り分で測定している。報告期間末日現在の非支配持分は、連結

財政状態計算書の資本の部及び連結株主持分変動計算書上、当社株主の持分と区分表示している。支配の喪

失とならない当グループの子会社に対する持分の変動は資本取引として会計処理する。この場合、連結上の

資本に対する支配持分と非支配持分の額を調整することで、関連する持分の変動を反映させる。ただし、の

れんの調整は行わず、利得も損失も認識しない。また、当グループが子会社に対する支配を喪失した場合に

は、子会社に対する持分全体の処分として会計処理し、これによる利得又は損失は純損益に認識する。旧子

会社に対する残りの持分がある場合には支配喪失日の公正価値で認識し、当該金額は金融資産の当初認識時

の公正価値、又は適宜関連会社もしくは共同支配企業に対する投資の当初認識時の取得原価としている。

 

　関連会社とは、当グループがその経営に対して重要な影響力を行使しているが支配していない子会社以外

の企業をいう。重要な影響力とは、投資先の財務及び営業の方針決定に参加するパワーであるが、当該方針

に対する支配又は共同支配ではないものをいう。

 

　関連会社に対する投資は、連結財務諸表上持分法により会計処理しており、当初取得原価で計上し、投資

先の識別可能純資産の取得日現在の公正価値に対する当グループの持分が投資の取得原価（再評価後（該当
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ある場合））を超過する額につき調整する。その後、取得後の当該関連会社の純資産の変動のうち当グルー

プの持分、及び当該投資に関連する減損損失に関して投資額の調整を行う。当グループが関連会社に対する

重要な影響力を喪失した場合には、投資先に対する持分全体の処分として会計処理し、これによる利得又は

損失は純損益に認識する。投資先に対する残りの持分がある場合は、重要な影響力を喪失した日の公正価値

で認識し、当該金額は金融資産の当初認識時の公正価値としている。

 

　重要な連結会社間の残高及び取引、並びに連結会社間取引から生じる未実現利益はすべて、連結上相殺消

去している。関連会社との取引から生じる未実現利益は、当該企業に対する当グループの持分の範囲で消去

する。未実現損失も未実現利益と同様に消去するが、減損の証拠がない場合に限られる。

 

(b)　有形固定資産

 

　有形固定資産（投資不動産を含む）は、当初取得原価で計上し、その後減価償却累計額及び減損損失累計

額控除後の金額で計上する（注記３(f)）。資産の取得原価は購入価格、当該資産を意図した使用に適合した

状況及び場所に設置するための直接コスト、及び建設期間中の借入資金に係るコストから構成される。当該

資産を事業の用に供した後に発生した支出（当該項目の部分的な取替費用を含む）は、有形固定資産項目の

将来の経済的便益を増加させ、かつそのコストが信頼性をもって測定できる場合にのみ、資産計上する。そ

の他の支出はすべて、発生時に費用計上する。

 

　有形固定資産の除却又は処分から生じる利得又は損失は、当該資産の処分による収入純額と帳簿価額の差

額として算定し、除却又は処分した日の収益又は費用として純損益に認識する。

 

　減価償却は、各資産の取得原価について、見積残存価額を考慮した上で、以下の見積耐用年数にわたり定

額法で実施している。

 

  主な減価償却期間  残存価額率

建物及び建物附属設備  ８～30年  ３％

通信ネットワーク設備及び機器  ５～10年  ０％～３％

什器、備品、車両及びその他の機器  ３～10年  ０％～３％

 

　有形固定資産項目の一部が異なる耐用年数である場合、当該項目の取得原価を合理的な基準に基づいて配

分し、各部分を個別に減価償却している。資産の耐用年数及び残存価額は毎年見直しを行い、変更があれば

会計上の見積りの変更として処理される。

 

(c)　建設仮勘定

 

　建設仮勘定は、建設中及び未設置の建物、通信ネットワーク設備及び機器、並びにその他の機器や無形資

産であり、減損損失控除後の取得原価で計上する（注記３(f)）。資産項目の取得原価には、建設期間におけ

る、直接建設費、資産化された利息費用、及び利息費用の調整として認められる範囲での関連借入金に係る

為替換算差額が含まれている。当該資産が意図された使用に実質的に供せるようになった時、これらの費用

の資産化は終了し、建設仮勘定は有形固定資産や無形資産に振り替える。

 

　建設仮勘定の減価償却は行わない。

 

(d)　のれん

 

　のれんは、移動通信事業の買収（注記7に定義）において取得した純資産の公正価値に対する当グループの

持分を投資原価が超過する額をいう。

 

　のれんは取得原価から減損損失累計額を控除した金額で計上する。のれんは資金生成単位に配分し、毎年

減損テストの対象となる（注記３(f)）。当年度に資金生成単位を処分した場合には、当該単位に帰属するの

れんを処分利得又は損失の算定に含める。

 

 

(e)　無形資産

 

　当グループの無形資産は、主にソフトウェアである。

 

　有形固定資産の不可欠の一部でないソフトウェアは、取得原価から事後の償却累計額及び減損損失累計額

を控除した金額で計上している（注記３(f)）。ソフトウェアは見積耐用年数にわたり、主に定額法で償却し

ている。
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無形資産の耐用年数は２年から５年である。

 

(f)　のれん及び長期性資産の減損

 

　当グループの有形固定資産、使用権資産、耐用年数を確定できる無形資産及び建設仮勘定等を含む長期性

資産の帳簿価額は定期的に見直し、減損の兆候の有無を判断している。これらの資産は、計上している帳簿

価額の回収可能性に疑義を示す事象又は状況の変化が生じた場合に減損テストを実施する。のれんに関して

は、毎年期末日に減損テストを実施している。あるいは減損の兆候を示す事象又は状況の変化が認められる

場合には、それよりも頻繁に減損テストを行う。

 
　当グループは、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」に基づき契約コストとして資産計上した資産

につき減損損失を認識する前に、当該契約に関連するその他の資産について減損損失があればすべて該当す

る基準に従い評価、認識している。その後に、契約コストとして資産計上した資産に減損損失があれば、当

該資産の帳簿価額が、関連する財又はサービスと交換に当グループが受け取ると見込んでいる対価の残りの

金額から当該財又はサービスの提供に直接関連しまだ費用として認識していないコストを差し引いた金額を

超過する範囲で認識する。契約コストとして資産計上した資産は、当該資産が属する資金生成単位の減損評

価を行う際に、当該資金生成単位の帳簿価額に含めている。

 

　資産又は資金生成単位の回収可能価額とは、処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い金額

である。有形固定資産及び無形資産の回収可能価額は、個別に見積る。資産が他の資産のキャッシュ・フ

ローから概ね独立したキャッシュ・フローを生成しない場合には、独立したキャッシュ・フローを生成する

最小の資産グループ（すなわち、資金生成単位）で回収可能価額を算定する。使用価値の算定に際しては、

当該資産より生成される将来予想キャッシュ・フローは、税引前の割引率（貨幣の時間価値と、当該資産に

固有のリスクのうち、それについて将来キャッシュ・フローの見積りを調整していない現在における市場評

価を反映した利率）により現在価値に割り引いている。企業結合により生じたのれんは、減損テストの際

に、企業結合のシナジーから便益を得ると見込まれる資金生成単位に配分している。

 

　資産又は資金生成単位の帳簿価額が見積回収可能価額を上回る場合には、減損損失を認識する。減損損失

は費用として純損益に認識する。資金生成単位について認識した減損損失は、当該資金生成単位に配分した

のれんがある場合には最初にのれんの帳簿価額を減額し、次に当該資金生成単位（単位グループ）内のその

他の資産の帳簿価額を比例按分で減額するように配分する。

 

　当グループは、各報告期間の末日に、過年度に資産に認識した減損損失がもはや存在しない可能性を示す

兆候の有無を検討している。減損損失の戻入れは、回収可能価額の算定に用いた見積りに有利な変化があっ

た場合に行う。評価減をもたらした状況及び事象が消滅した場合の資産の回収可能価額のその後の増額は、

収益として純損益に認識する。当該戻入れは、評価減がなかったとした場合の減価償却費及び償却費認識後

の金額までとする。のれんに関する減損損失の戻入れは行わない。表示年度において、減損損失の戻入れの

純損益への認識は行ってない。
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(g)　金融商品

 

　金融資産及び金融負債は、当グループが金融商品の契約条項の当事者となった時点で認識する。金融資産

の通常の方法による売買はすべて、取引日基準で認識及び認識の中止を行っている。通常の方法による売買

とは、市場における規則又は慣行により設定されている期間内での資産の引渡しが要求される金融資産の購

入又は売却のことである。

 

　金融資産及び金融負債は、公正価値で当初測定する。ただし、顧客との契約から生じる売掛金は、IFRS第

15号に従い当初測定している。金融資産及び金融負債（純損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び金

融負債（以下、「FVTPL」という。）を除く）の取得又は発行に直接起因する取引コストは、当初認識時に金

融資産又は金融負債の公正価値に適宜加算又は減算する。FVTPLで測定する金融資産及び金融負債の取得に直

接起因する取引コストは、純損益に直ちに認識している。

 

金融資産

 

金融資産の分類及び事後測定

 

(ⅰ)　償却原価で事後測定する金融資産

 

次の条件を満たす金融資産は、償却原価で事後測定する。

 

・　当該金融資産が、契約上のキャッシュ・フローを回収することを目的とする事業モデルの中で保

有されている。

・　契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが所定の

日に生じる。

 

　償却原価で事後測定する金融資産の受取利息は、実効金利法により認識する。「実効金利」とは、

金融資産の予想存続期間を通じて見積った将来の現金の受取を、金融資産の正味帳簿価額まで正確に

割り引く率である。受取利息は、その後に信用減損となった金融資産（下記参照）を除き、金融資産

の総額での帳簿価額に実効金利を適用して計算する。その後に信用減損となった金融資産について

は、受取利息は、翌報告期間から、当該金融資産の償却原価に実効金利を適用して認識する。信用減

損金融商品の信用リスクが改善し、当該金融資産が信用減損金融資産ではなくなった場合の受取利息

は、当該資産が信用減損ではなくなったと判断した翌報告期間の期首から、総額での帳簿価額に実効

金利を適用して認識する。

 

(ⅱ)　その他の包括利益を通じて公正価値で測定するものとして指定した資本性金融商品（以下、

「FVTOCI」という。）

 

　当グループは、金融資産の当初認識時に、資本性投資について、売買目的保有でもIFRS第３号「企

業結合」が適用される企業結合における取得企業が認識した条件付対価でもない場合には、公正価値

の事後の変動をその他の包括利益に表示し、かつ、その他の剰余金に累積する、という取消不能の選

択を行う場合がある。これらの資本性金融商品は、減損評価の対象とはならない。当該資本性投資の

処分時に、利得又は損失累計額を純損益には振り替えず、利益剰余金に振り替える。

 

　この資本性金融商品に対する投資の配当金は、明らかに投資原価の一部回収である場合を除き、配

当を受領する当グループの権利が確定した時点で純損益に認識する。配当金は、純損益の「投資利益

及びその他」の科目に計上している。

 

(ⅲ)　FVTPLで測定する金融資産

 

　金融資産のうち、償却原価で測定、FVTOCIで測定、又はFVTOCIで測定するものとして指定の基準を

満たさないものは、FVTPLで測定する。

 

　FVTPLで測定する金融資産は各報告期間の末日の公正価値で測定し、公正価値利得又は損失は純損

益に認識する。純損益に認識した当該利得又は損失純額は、当該金融資産につき稼得した配当又は利

息も含め、「投資利益及びその他」の科目に損益計上している。
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IFRS第９号に基づく金融資産及び減損評価の対象となるその他の科目の減損

 

　当グループは、IFRS第９号の減損の対象となる金融資産（売掛金、前払金及びその他の流動資産に計上し

ている金融資産、短期銀行預金、制限付きの現金、現金及び現金同等物を含む）及びその他の科目（契約資

産）に対して、予想信用損失（ECL）モデルによる減損評価を実施している。ECLの金額は各報告日に見直

し、当初認識以降の信用リスクの変動を反映させている。

 

　全期間のECLとは、関連する金融商品の予想期間にわたり発生する可能性のあるすべての債務不履行事象か

ら生じるECLをいう。一方、12ヶ月のECLとは、全期間のECLのうち、報告日後12ヶ月以内に生じ得る債務不履

行事象からの発生が見込まれるECLをいう。この評価は、当グループの過去の信用損失の実績を基に、債務者

固有の要因、一般的経済状況、並びに報告日における直近の状況及び将来の状況の見通しの双方に関する評

価を調整して行う。

 

　当グループは、売掛金及び契約資産については、常に全期間のECLを認識している（割賦販売による長期売

掛金を除く）。これらの資産のECLは、重要な残高を有する債務者又は信用減損している債務者については個

別に評価しており、あるいは、共通の信用リスク特性（提供するサービスの性質及び顧客の種類など）に基

づいた適切なグルーピング（電話及びインターネットサービス加入者に対する売掛金、企業顧客に対する売

掛金等）を行った上で引当マトリクスを使用して集合的に評価している。

 

　他のすべての金融商品に関して、当グループは、12ヶ月のECLに等しい額で損失評価引当金を測定してい

る。ただし、当初認識以降に信用リスクの著しい増大があった場合には、全期間のECLを認識する。全期間の

ECLの認識の必要性の評価は、当初認識以降の債務不履行の発生可能性又はリスクの著しい増大に基づき行

う。

 

(ⅰ)　信用リスクの著しい増大

 

　当初認識以降、信用リスクが著しく増大したかどうかの評価において、当グループは、報告日の金

融商品に係る債務不履行発生のリスクを、当初認識日の金融商品に係る債務不履行発生のリスクと比

較する。この評価にあたり、過去の実績及び過大なコストや労力を掛けずに利用可能な将来予測情報

等、合理的で裏付け可能な定性的・定量的両方の情報を考慮する。

 

　信用リスクが著しく増大したかどうかを評価する際、以下の情報を特に考慮する。

 

・　契約上の期日に元本又は利息の支払が行われないこと

・　金融商品の外部又は内部の信用格付け（入手可能な場合）の実際の又は予想される著しい低下

・　債務者の営業成績の実際の又は予想される著しい悪化

・　技術環境、市場環境、経済環境又は法的環境の既存の又は予想される変化のうち、当グループに

対する債務を履行する債務者の能力に重要な悪影響を及ぼすもの

 

　当グループでは、報告日において金融商品の信用リスクが低いと判断される場合、当初認識から金

融商品の信用リスクは著しく増加していないものとして仮定する。金融商品の債務不履行リスクが低

く、借手が近い将来に契約上のキャッシュ・フローの義務を履行するための強い能力を有していて、

長期的な経済状況及び事業状況の不利な変化により借手が契約上のキャッシュ・フローの義務を履行

する能力を低下させる可能性があるが、必ずしも低下させるとは限らない場合、信用リスクが低い金

融商品に該当すると判断される。

 

(ⅱ)　債務不履行の定義

 

　内部の信用リスク管理上、当グループは、内部で作成した情報又は外部ソースから入手した情報

が、債務者が債権者（当グループを含む）に対して全額（当グループが保有する担保を考慮しない）

を支払う可能性が低いことを示唆している場合に、債務不履行事象が発生したとみなしている。
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(ⅲ)　信用減損金融資産

 

　金融資産は、当該金融資産の見積将来キャッシュ・フローに不利な影響を与える１つ又は複数の債

務不履行事象が発生している場合には、信用減損している。金融資産が信用減損している証拠には、

次の事象に関する観察可能なデータが含まれる。

 

・　発行者又は債務者の重大な財政的困難

・　契約違反（債務不履行又は期日経過事象など）

・　債務者に対する融資者が、債務者の財政上の困難に関連した経済上又は契約上の理由により、そ

うでなければ当該融資者が考慮しないであろう譲歩を債務者に与えたこと

・　債務者が破産又は他の財務上の再編を行う可能性が高くなったこと

・　当該金融資産についての活発な市場が財政上の困難により消滅したこと

 

(ⅳ)　直接償却の方針

 

　当グループは、相手方が財政上著しく困難な状況にあることを示唆する情報があり、かつ、回収の

現実的な見込みがない場合、例えば、相手方が清算手続中であるか又は破産手続を開始している場合

に、金融資産を直接償却する。直接償却した金融資産は、必要に応じて法的助言を考慮し、当グルー

プの回収手続の下で強制執行の対象となる場合がある。直接償却は、認識の中止となる事象である。

直接償却後の回収額は、純損益に認識する。

 

(ⅴ)　ECLの測定及び認識

 

　ECLの測定は、デフォルト率、デフォルト時損失率（すなわち、債務不履行が発生した場合の損失

の大きさ）及びデフォルト時エクスポージャーの関数により行っている。デフォルト率及びデフォル

ト時損失率の評価は、過去のデータ及び将来予測情報を基に実施している。当グループは、売掛金の

ECLの見積りには実務上の便法を適用し、過去の信用損失の実績を考慮した（将来予測情報が過大な

コストや労力をかけずに利用可能な場合は調整後の）引当マトリクスを使用している。

 

　通常、ECLは、契約に従って当グループに支払われるべきすべての契約上のキャッシュ・フロー

と、当グループが受け取ると見込んでいるキャッシュ・フローとの差額を、当初認識時に算定した実

効金利で割り引いた額である。

 

　売掛金及び契約資産の全期間のECLは、期日経過の情報及び将来予測的なマクロ経済情報等の関連

性のある信用情報を織り込み、集合的に検討している。

 

　当グループは、集合的評価のグルーピングにあたり以下の特性を考慮している。

 

・　期日経過の状況

・　債務者の特性、規模及び業種

・　外部の信用格付け（入手可能な場合）

 

　経営者は、各グループの構成要素が引き続き類似の信用リスク特性を有するものとなるよう、グ

ルーピングを定期的に見直している。

　

当グループは、減損利得又は減損損失を、償却原価で測定するすべての金融商品について帳簿価額

の修正により純損益に認識している。ただし、売掛金及びその他の債権については、対応する修正を

損失評価引当金を通じて認識している。

 

金融資産の認識の中止

 

　当グループは、資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、又は金融資産を譲

渡し当該資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを他の企業に移転した場合にのみ、金融資産

の認識を中止する。

 

　償却原価で測定する金融資産の認識の中止時には、当該資産の帳簿価額と、受け取った及び受け取る予定

の対価の合計との差額が、純損益に認識される。

 

　当グループが当初認識時にFVTOCIで測定することを選択した資本性金融商品に対する投資の認識の中止時

には、以前にその他の剰余金に累積していた利得又は損失の累計額を純損益には振り替えず、利益剰余金に

振り替える。
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金融負債及び資本

 

債務又は資本の分類

 

　負債性及び資本性金融商品は、契約上の取決めの実質と金融負債及び資本性金融商品の定義に従い、金融

負債又は資本のいずれかに分類する。

 

資本性金融商品

 

　資本性金融商品とは、企業のすべての負債を控除後の資産に対する残余持分を証する契約である。当社発

行の資本性金融商品は、直接発行コスト控除後の収入額で認識している。

 

金融負債

 

　すべての金融負債は、実効金利法による償却原価で事後測定している。

 

　短期債務や長期債務等の金融負債、買掛金、並びに未払費用及びその他の未払金に計上している金融負債

は、実効金利法による償却原価で事後測定している。

 

金融資産と金融負債の相殺

 

　当グループは、認識している金額を相殺する法的に強制可能な権利を現在有しており、かつ、純額で決済

するか又は資産の実現と負債の決済を同時に実行する意図を有している場合にのみ、金融資産と金融負債と

を相殺し、純額を連結財政状態計算書に表示している。

 

(h)　顧客との契約から生じる収益

 

　当グループは、履行義務を充足した時点で（又は充足するにつれて）収益を認識している。すなわち、特

定の履行義務の基礎となる財又はサービスに対する「支配」が顧客に移転した時点で、収益を認識してい

る。

 

　履行義務とは、別個の財もしくはサービス、又はほぼ同一の一連の別個の財もしくはサービスである。

 

　次の要件のいずれかに該当する場合、支配は一定の期間にわたり移転するため、関連履行義務の完全な充

足に向けての進捗度を参照して、一定の期間にわたり収益を認識する。

 

・　顧客が、当グループの履行によって提供される便益を、当グループが履行するにつれて同時に受け取って

消費する。

・　当グループの履行が、資産を創出又は増価させ、当グループが履行するにつれて顧客がそれを支配する。

・　当グループの履行が、当グループが他に転用できる資産を創出せず、当グループが現在までに完了した履

行に対する支払を受ける強制可能な権利を有している。

 

　従って、電気通信サービスに関する顧客との契約から生じる収益は、通常、顧客にサービスを提供する期

間にわたり認識している。

 

　それ以外の場合、収益は、顧客が別個の財又はサービスに対する支配を獲得した時に一時点で認識してい

る。このため、機器の販売による収益は、機器を顧客に引き渡し、機器に対する支配が顧客に移転した時に

一時点で認識している。

 

　契約に重要な金融要素が含まれている場合、当グループは、約束した財又はサービスが顧客に移転した時

に（又は移転するにつれて）顧客が現金で支払ったであろう価格を反映した金額で取引価格を認識する。約

束した対価の金額と現金での販売価格との差額は、契約期間にわたって実効金利法で償却する。
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　契約資産とは、当グループが顧客に移転した財又はサービスと交換に受け取る対価に対する当グループの

権利であって、当該権利が当グループの将来の履行を条件としているものである。契約資産は、権利が無条

件となった時に、売掛金に振り替える。契約資産の減損はIFRS第９号に従って評価する。一方、債権とは、

対価に対する当グループの無条件の権利、すなわち、対価の支払の期限が到来する前に時の経過のみが要求

されるものである。

 

　契約負債とは、顧客に財又はサービスを移転する当グループの義務のうち、当グループが顧客から対価を

受け取っている（又は対価の金額の期限が到来している）ものである。当グループが履行義務の充足前に前

受金を受領する場合、関連契約に関して認識する営業収益が当該前受金の額を超過するまで契約負債を認識

する。

 

　当グループは、顧客の消費額やロイヤルティに応じた加入者ポイント還元プログラムを提供している。当

該ポイント還元プログラムにおいて、当グループは、加入者ポイント及び関連商品・サービスの独立販売価

格に応じて、取引価格の一部を加入者ポイントに配分している。当該ポイント還元プログラムの各ポイント

の独立販売価格は、その公正価値に基づいている。加入者ポイント還元に係る取引価格の配分部分は、ポイ

ント還元の付与時に契約債務として計上され、ポイントの償還に係る財又はサービスが引き渡された時又は

ポイントが失効した時に収益として認識される。

 

　同一の契約に関連した契約資産と契約負債は、純額で会計処理及び表示を行っている。

 

複数の履行義務のある契約（取引価格の配分を含む）

 

　複数の履行義務を含む契約の場合、当グループは取引価格を、相対的な独立販売価格に基づいて各履行義

務に配分している。

 

　各履行義務の基礎となる別個の財又はサービスの独立販売価格は、契約開始時に算定する。独立販売価格

とは、当グループが約束した財又はサービスを独立に顧客に販売するであろう価格である。独立販売価格が

直接的に観察可能でない場合には、当グループは、適切な技法を使用し、最終的に履行義務に配分される取

引価格が、当グループの約束した財又はサービスを顧客に移転するのと交換に権利を得ると見込んでいる対

価の金額を反映する金額となるよう当該価格を見積る。

 

一定期間にわたる収益認識：履行義務の完全な充足に向けての進捗度の測定

 

　履行義務の完全な充足に向けての進捗度は、通常、アウトプット法に基づいて測定する。アウトプット法

では、収益の認識を、現在までに顧客に移転した財又はサービスの価値の直接的な測定と、契約で約束した

残りの財又はサービスとの比率に基づいて行う。

 

本人か代理人か

 

　他の当事者が顧客への財又はサービスの提供に関与している場合には、当グループは、自らの約束の性質

が、特定された財又はサービスを自ら提供する履行義務（すなわち、当グループが本人）であるのか、それ

らの財又はサービスが当該他の当事者によって提供されるように手配する履行義務（すなわち、当グループ

が代理人）であるかを判断する。

 

　当グループが、特定された財又はサービスを当該財又はサービスが顧客に移転される前に支配している場

合には、当グループは本人である。

 

　当グループの履行義務が、他の当事者による特定された財又はサービスの提供を手配することである場合

には、当グループは代理人である。この場合、当グループは、他の当事者が提供する特定された財又はサー

ビスを当該財又はサービスが顧客に移転される前に支配していない。当グループが代理人である場合、当グ

ループは、特定された財又はサービスが当該他の当事者によって提供されるように手配することと交換に権

利を得ると当グループが見込んでいる報酬又は手数料の金額で収益の認識を行う。

 

顧客に支払われる対価

 

　顧客に支払われる対価には、当グループが顧客に対して支払うか又は支払うと見込んでいる現金金額が含

まれ、当グループに対する債務金額に充当できるクレジット又は他の項目も含まれる。当グループは、この

顧客に支払われる対価を、取引価格（収益）の減額として会計処理している。ただし、顧客への支払が、顧

客が当グループに移転する別個の財又はサービスとの交換によるもので、顧客から受け取った財又はサービ

スの公正価値が合理的に見積り可能である場合を除く。したがって、顧客に支払うべき対価を取引価格の減

額として会計処理する場合、当グループは、次のいずれかの事象が発生した時点で（又は発生するにつれ

て）収益の減額を認識する。(i) 当グループが関連する財又はサービスの顧客への移転について収益を認識
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する。(ii) 当社グループが当該対価を支払う、又は支払いを約束する（当該支払いが将来の事象を条件とし

ている場合も含む）。

 

　顧客との契約に関連して当グループが負担し第三者である代理店に支払われる一定の補助金（最終的には

最終顧客が享受）、及び当グループが負担し顧客に直接支払われるその他の補助金は、顧客に支払われる対

価に該当し、営業収益の減額として会計処理している。

 
契約獲得の増分コスト

 

　契約獲得の増分コストとは、顧客との契約を獲得するために当グループに発生したコストで、当該契約を

獲得しなければ発生しなかったであろうものである。

 

　

 

　当グループは、実務上の便法を適用し、契約獲得の増分コストの償却期間が１年以内である場合には、そ

の全額を発生時に費用計上している。

 

契約を履行するためのコスト

 

　契約を履行するためのコストが当グループに発生した場合、当グループはまず、当該コストが他の関連基

準に照らして資産として認識するための条件を満たしているか判断する。他の基準の条件を満たさない場

合、当グループは、次の要件のすべてに該当する場合、当該コストに関する資産を認識する。

 

・　当該コストが、契約又は当グループが具体的に特定できる予想される契約に直接関連している。

・　当該コストが、将来において履行義務の充足（又は継続的な充足）に使用される当グループの資源を創出

するか又は増価する。

・　当該コストの回収が見込まれている。

 

　このように認識した資産は、その後、当該資産が関連する財又はサービスの顧客への移転と整合的で規則

的な基準で償却し、償却費を純損益に認識する。この資産は減損検討の対象となる。

 

(i)　リース

 

リースの定義

 

　契約が特定された資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合、当該契約はリース

であるか、又はリースを含んでいる。

 

　当グループは契約日又は条件変更日に、IFRS第16号の定義に基づき、契約がリースであるか、又はリース

を含んだものであるかの判定を行っている。契約条件がその後変更されない限り、再判定は行わない。

 

当グループが借手の場合

 

　実務上の便法として、特性の類似したリースをポートフォリオごとに会計処理している。これは、ポート

フォリオごとに会計処理することによる連結財務諸表に与える影響が、当該ポートフォリオ内の個々のリー

スごとに会計処理した場合と重要な相違がないと当グループが合理的に見込む場合である。
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契約対価の構成部分への配分

 

　当グループは、リース構成部分と１つ又は複数の追加的なリース構成部分、又は非リース構成部分とを含

んだ契約について、契約における対価を、リース構成部分の独立価格と非リース構成部分の独立価格の総額

との比率に基づいて各リース構成部分に配分している。

 

短期リース及び少額資産のリース

 

　当グループは、リース期間が開始日から12ヶ月以内かつ購入オプションを含まないリースに、短期リース

の認識の免除を適用している。また、少額資産のリースにも認識の免除を適用している。短期リース及び少

額資産のリースに係るリース料は、リース期間にわたり定額法により費用に認識している。

 

使用権資産

 

　使用権資産の取得原価には、以下が含まれている。

 

・　リース負債の当初測定額

・　リース開始日以前に支払ったリース料から、受け取ったリース・インセンティブを控除した金額

・　借手に発生した当初直接コスト

・　リースの契約条件で要求されている原資産の解体及び除去、原資産の敷地の原状回復又は原資産の原状回

復の際に借手に生じるコストの見積り

 

　使用権資産の測定は、取得原価(減価償却累計額及び減損損失累計額控除後)にリース負債の再測定を調整

した金額で行っている。

 

　使用権資産のうち、当グループがリースの原資産の所有権をリース期間の終了時に取得することが合理的

に確実な場合には、使用権資産の減価償却を開始日から耐用年数の終了時まで行っている。それ以外の場

合、使用権資産の減価償却は、開始日から見積耐用年数とリース期間のいずれか早い方まで行っている。

 

　使用権資産は、連結財政状態計算書上、区分表示している。

 
リース負債

 

　当グループは、リース開始日にリース負債を、同日現在支払っていないリース料の現在価値で認識・測定

している。リース料の現在価値の計算にあたり、リースの計算利子率が容易に算定できない場合には、リー

ス開始日における追加借入利子率を使用している。

 

　リース料には、以下が含まれている。

 

・　固定リース料（実質上の固定リース料を含む）から受け取るリース・インセンティブを差し引いた金額

・　変動リース料のうち、指数又はレートに応じて決まる金額

・　購入オプションを当グループが行使することが合理的に確実である場合の、当該オプションの行使価格

・　リースの解約に対するペナルティの支払額(リース期間が当グループによるリース解約オプションの行使

を反映している場合)

　

　変動リース料のうち、指数又はレートに応じて決まる金額の当初測定には、開始日現在の指数又はレート

を用いる。指数又はレートに応じて決まるものではない変動リース料は、リース負債及び使用権資産の測定

には算入せず、当該リース料が発生する契機となった事象又は状況が生じた期間の費用として認識してい

る。

 

　開始日後、リース負債について金利の上昇及びリース料の支払に伴う調整を行う。

 

　当グループは、以下の場合に、リース負債の再測定(及び関連使用権資産に対する同様の調整)を行ってい

る。

 

・　リース期間の変化、又は購入オプションの行使に関する判定に変化があった場合。この場合、関連リース

負債は、改訂後のリース料を評価日現在の改訂後の割引率で割り引くことにより再測定する。

・　市場賃料の調査後に市場賃料率の変動に伴いリース料が変更された場合。この場合、関連リース負債は、

改訂後のリース料を当初の割引率で割り引くことにより再測定する。

 

リースの条件変更

 

EDINET提出書類

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(E05927)

有価証券報告書

 99/281



　当グループが実務上の便法を適用した賃料減免を除き、当グループは、下記のいずれをも満たす場合に

は、リースの条件変更を独立したリースとして会計処理している。

 

・　その条件変更が、１つ又は複数の原資産を使用する権利を追加することにより、リースの範囲を増大させ

ており、かつ、

・　当該リースの対価が、範囲の増大分に対する独立価格及びその特定の契約の状況を反映するための当該独

立価格の適切な修正に見合った金額だけ増加している。

 

　リースの条件変更のうち独立したリースとして会計処理を行わない場合には、リースの条件変更の発効日

に、リース負債を、条件変更後のリース期間に基づき、改訂後のリース料を改訂後の割引率で割り引くこと

により再測定している。

 

　当グループは、このリース負債の再測定を、関連する使用権資産に対して対応する修正を行うことにより

会計処理している。条件変更後の契約にリース構成部分と１つ又は複数の追加的なリース構成部分又は非

リース構成部分が含まれている場合には、条件変更後の契約における対価を、リース構成部分の独立価格と

非リース構成部分の独立価格の総額との比率に基づいて各リース構成部分に配分している。

 

当グループが貸手の場合

 

リースの分類及び測定

 

　当グループが貸手であるリースは、ファイナンス・リース又はオペレーティング・リースに分類する。

リースの条件が原資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんどすべてを借手に移転するものである場合、

当該契約はファイナンス・リースに分類する。その他のリースはすべて、オペレーティング・リースに分類

する。

 

　ファイナンス・リースによる借手からの入金予定額は、リース開始日に、正味リース投資未回収額に等し

い金額で債権として認識する。正味リース投資未回収額の測定には、各リースの計算利子率を使用する。当

初直接コスト（製造業者又は販売業者である貸手に生じたものを除く）は、正味リース投資未回収額の当初

測定に含める。受取利息は、当該リースに関する当グループの正味リース投資未回収残高に対する一定の期

間リターン率を反映するよう会計期間に配分する。

 

　オペレーティング・リースによるリース収益は、関連するリース期間にわたり定額法により認識してい

る。当初直接コスト（オペレーティング・リースに関する交渉及び手配の際に生じたもの）はリース資産の

帳簿価額に加算し、リース期間にわたり定額法により費用に認識している。オペレーティング・リースの変

動リース料のうち指数又はレートに応じて決まる金額は、リース料総額に含め、リース期間にわたり定額法

により認識している。指数又はレートに応じて決まるものではない変動リース料は、発生時に収益に認識し

ている。
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契約対価の構成部分への配分

 

　契約にリース構成部分と非リース構成部分が含まれている場合、当グループは、契約における対価をリー

ス構成部分と非リース構成部分に配分する際にIFRS第15号を適用している。非リース構成部分は、独立販売

価格の比率に基づき、リース構成部分から分離している。

 

保証金

 

　受領した保証金の会計処理は、IFRS第９号に従い、公正価値で当初測定を行っている。当初認識時の公正

価値の修正は、借手からの追加のリース料とみなしている。

 

サブリース

 

　当グループが中間の貸手である場合、ヘッドリースとサブリースの２つは別個の契約として会計処理を

行っている。サブリースは、原資産ではなくヘッドリースから生じる使用権資産を参照して分類している。

 

リースの条件変更

 

　リースの当初の契約条件の一部でなかったリースの対価の変更（賃料の免除又は減額によるリース・イン

センティブを含む）は、リースの条件変更として会計処理している。

 

　当グループは、オペレーティング・リースの条件変更を当該条件変更の発効日から新たなリースとして会

計処理を行っている。当初のリースに係る前払リース料又は未払リース料は、新たなリースに係るリース料

の一部としている。

 

(j)　法人所得税

 

　当年度の法人所得税は、当期税金及び繰延税金資産・負債の変動から構成されている。法人所得税は純損

益に認識する。ただし、その他の包括利益又は直接資本に認識される項目に関連する場合には、関連する税

額はその他の包括利益又は直接資本にそれぞれ認識する。当期税金は、当年度の課税所得に対する予定納付

額であり、報告期間の末日に施行又は実質的に施行されている税率により算定し、これに過年度の未払法人

所得税の修正分を含めた額となっている。繰延税金は、財務報告上の資産及び負債の帳簿価額と資産及び負

債の税務基準額のすべての一時差異について認識されている。繰延税金は、繰延税金資産の実現又は繰延税

金負債の決済が行われる年度に適用が見込まれる施行又は実質的に施行されている税率により計算してい

る。税率変更による繰延税金への影響は、純損益に費用又は収益計上する。ただし、これまでその他の包括

利益に計上していた繰延税金資産及び負債の帳簿価額に対する税率変更による影響額は除く。この場合、税

率変更による影響額もその他の包括利益に認識する。

 

　繰延税金資産は、その資産を利用できる将来の課税所得が生ずる可能性が高い範囲内で認識し、関連する

税務上の便益を実現させる可能性が高くなくなった範囲で減額している。

 

　繰延税金負債は、通常すべての将来加算一時差異について認識している。当グループが一時差異の解消を

コントロールできる場合や一時差異が予測可能な将来に解消しない可能性が高い場合を除き、子会社、関連

会社及び共同支配企業に対する投資に関する将来加算一時差異に関して繰延税金負債を認識している。

 

(k)　関連当事者

 

(a)　個人又は当該個人の近親者は、当該個人が次のいずれかに該当する場合には、当グループと関連があ

る。

 

(ⅰ)　 当グループに対する支配又は共同支配を有している。

 

(ⅱ)　当グループに対する重要な影響力を有している。

 

(ⅲ)　当グループ又は当グループの親会社の経営幹部の一員である。
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(b)　企業は、次のいずれかの条件に該当する場合には、当グループと関連がある。

 

(ⅰ)　当該企業と当グループが同一のグループの一員である(これは、親会社、子会社及び兄弟会社は

互いに関連があることを意味している）。

 

(ⅱ)　企業が当グループの関連会社又は共同支配企業である(又は、当グループが一員となっているグ

ループの一員の関連会社又は共同支配企業である）。又は、当グループが企業の関連会社又は

共同支配企業である(又は、企業が一員となっているグループの一員の関連会社又は共同支配企

業である）。

 

(ⅲ)　企業及び当グループが同一の第三者の共同支配企業である。

 

(ⅳ) 　企業が第三者の共同支配企業であり、当グループが当該第三者の関連会社である。又は、当グ

ループが第三者の共同支配企業であり、企業が当該第三者の関連会社である。

 

(ⅴ)　当該企業が(a)に示した個人に支配又は共同支配されている。

 

(ⅵ)　(a)(ⅰ)に示した個人が当該企業に対する重要な影響力を有しているか、又は当該企業(もしく

は当該企業の親会社)の経営幹部の一員である。

 

　個人の近親者とは、企業との取引において当該個人に影響を与えるか又は影響されると予想される親族の

一員をいう。

 

(l)　セグメント報告

 

　事業セグメントとは、収益を稼得し費用が発生する源泉となる事業活動を行っている企業の構成単位であ

り、資源の配分や当該セグメントの業績の評価を実施するために最高経営意思決定者により定期的に検討さ

れる内部財務報告を基礎として識別される。最高経営意思決定者は当社の執行取締役であることが確認され

ている。表示期間において、経営者は、当グループは総合電気通信事業のみを行っているため１つの事業セ

グメントしか有しないと判断している。中国本土外に所在する当グループの資産及び中国本土外での事業活

動から生じた営業収益は、それぞれ当グループの資産及び営業収益の10％未満である。当該金額に重要性は

ないため、地域別情報は表示していない。単独で当グループの営業収益の10％以上を占める外部顧客はな

い。

 

(m)　外貨換算

 

　添付の連結財務諸表は人民元により表示されている。当社及び中国本土にある子会社の機能通貨は人民元

である。当グループの在外営業活動体の機能通貨は、その在外営業活動体が営業活動を行う主たる経済環境

の通貨である。当年度の機能通貨以外の通貨での取引は、取引日現在の適切な為替レートで機能通貨に換算

している。外貨建貨幣性資産及び負債は、報告期間の末日における適切な為替レートを用いて機能通貨に換

算している。これによる為替換算差額は、建設仮勘定に資産計上したもの（注記３(c)）を除き、収益又は費

用として純損益に認識している。表示期間においては、資産に計上した為替換算差額はなかった。

 

　当グループの連結財務諸表の作成にあたり、当グループの在外営業活動体の経営成績は取引日の為替レー

トに近似した為替レートで人民元に換算している。当グループの在外営業活動体の資産及び負債は、報告期

間の末日現在の為替レートで人民元に換算している。これによる為替換算差額はその他の包括利益に認識

し、資本の部の為替換算準備金に別個に累積する。

 

(n)　共同支配事業に対する持分

 

　共同支配事業とは、取決めに対する共同支配を有する当事者が当該取決めに関する資産に対する権利及び

負債に対する義務を有している共同支配の取決めである。共同支配とは、取決めに対する契約上合意された

支配の共有であり、関連性のある活動に関する意思決定に、支配を共有している当事者の全員一致の合意を

必要とする場合にのみ存在する。

 

　当グループは、共同支配事業に対する持分に係る資産、負債、収益及び費用の会計処理を、特定の資産、

負債、収益及び費用に適用されるIFRS会計基準に従って行っている。
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　当グループの企業自らが共同支配事業者である共同支配事業と取引（資産の売却又は拠出等）を行う場

合、当グループは、共同支配事業の他の当事者との取引を行っているとみなされ、連結財務諸表上当該取引

から生じる利得及び損失を当該共同支配事業に対する他の当事者の持分の範囲でのみ認識している。

 

　当グループの企業自らが共同支配事業者である共同支配事業との取引（資産の購入等）を行う場合、当グ

ループは、当該資産を第三者に再販売するまで利得及び損失に対する持分を認識していない。

 

(o)　棚卸資産

 

　棚卸資産は電気通信ネットワークの維持に使用される原材料及び貯蔵品並びに販売用商品から構成されて

いる。棚卸資産は、個別法又は加重平均原価法による取得原価（陳腐化引当金控除後）で評価している。

 

　棚卸資産は、原価と正味実現可能価額のうちいずれか低い方で計上されている。正味実現可能価額とは、

通常の事業の過程における見積販売価格から、完成までに要する原価の見積額、販売に要するコストの見積

額及び関連する税金費用を控除した額である。

 

(p)　現金及び現金同等物

 

　現金及び現金同等物は、銀行預金、手許現金、及び当初の満期が購入から３ヶ月以内の定期預金により構

成されている。現金同等物は取得原価で計上している。取得原価は公正価値に近似している。

 

(q)　正味財務費用

 

　正味財務費用は、銀行預金の受取利息、借入金の利息費用、リース負債に係る金利、及び為替換算差損益

から構成されている。銀行預金の受取利息は、実効金利法により発生時に認識している。

 

　借入金に関して発生した利息費用は、実効金利法により計算し、発生時に費用計上している。ただし、意

図した使用に供するまで相当な期間を要する資産の建設に直接起因するものとして資産化した場合を除く。

 

(r)　研究開発費

 

　研究開発支出は、無形資産の認識規準を満たさない場合、発生時に費用計上している。2024年12月31日終

了年度の研究開発費（関連する人件費及び減価償却費を除く）は、4,661百万人民元（2023年:4,203百万人民

元）である。2024年12月31日終了年度の研究開発に関連する人件費及び減価償却費は、それぞれ9,703百万人

民元（2023年:8,713百万人民元）及び163百万人民元（2023年: 136百万人民元）である。

 

(s)　従業員給付

 

　中国政府が管理している確定拠出退職制度及び、独立の外部機関が管理している確定拠出退職制度への当

グループの拠出額は、発生時に純損益に認識している。詳細は注記45に記載している。

 

付与した株式増価受益権に係る報酬費用は、株式増価受益権の公正価値を基に、適用される権利確定期間

にわたり純損益に計上している。発生した報酬費用に係る負債は各報告期間の末日の公正価値で再測定し、

当該負債の公正価値の変動による影響額は純損益に費用又は収益計上している。当グループの株式増価受益

権制度の詳細については注記46に記載している。
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(t)　政府補助金

 

　政府補助金は、以下について合理的な保証が得られる場合にのみ認識する。

 

・　当グループが補助金の付帯条件をすべて遵守すること

・　補助金が受領されること

 

　発生した費用を補償する政府補助金は、費用が発生する期間と同一の期間に連結包括利益計算書に認識す

る。

 

　資産に関連する政府補助金は、未払費用及びその他の未払金、並びにその他の非流動負債に認識し、関連

資産の見積耐用年数にわたり定額法で連結包括利益計算書に収益計上する。

 

(u)　引当金及び偶発負債

 

　引当金は、当グループが過去の事象の結果として法的又は推定的な現在の債務を有しており、当該債務を

決済するために経済的便益の流出が必要となる可能性が高く、かつ当該債務の金額を信頼性をもって見積る

ことができる場合に、連結財政状態計算書において認識する。引当金として認識される金額は、連結会計年

度末日における現在の債務を決済するために必要な支出の最善の見積りによる。貨幣の時間価値に重要性が

ある場合、引当金は、当該義務を決済するために見込まれる支出の現在価値で計上する。

 

　経済的便益の流出が必要となる可能性が高くない場合、又はその金額を信頼性をもって見積ることができ

ない場合、当該義務は、経済的便益の流出の可能性がほとんどない場合を除き、偶発負債として開示する。

また、発生し得る義務のうち、その存在が確認されるのが将来の１つ又は複数の事象の発生又は不発生に

よってのみである義務も、経済的便益の流出の可能性がほとんどない場合を除き、偶発負債として開示す

る。

 

(v)　増値税（以下「VAT」という）

 

　基本電気通信サービス（音声通信、ネットワーク・リソースのリース又は販売を含む）の売上VAT税率は、

2019年４月１日以降９％となっている。一方、付加価値電気通信サービス（インターネット接続サービス、

ショートメッセージ・サービス及びマルチメディアメッセージ・サービス、電子データ及び情報の伝送及び

アプリケーション・サービスを含む）の売上VAT税率は６％である。電気通信用端末及び機器の販売に対する

売上VAT税率は、2019年４月１日以降13％である。また、仕入VAT税率は、受領したサービス及び購入した資

産の種類に加え、特定の業種に適用されるVAT税率により異なり、その範囲は2019年４月１日以降３％から

13％となっている。

 

　売上VATは営業収益から控除し、仕入VATは営業費用又は購入した機器の取得原価から控除する。また、仕

入VATは売上VATと相殺可能であり、その純額が還付される又は納付すべきVAT額となる。VATの納付義務は当

社の支店及び子会社が負うため、仕入VAT及び売上VATは、連結レベルでは相殺せず、支店レベル及び子会社

レベルで相殺する。未収又は未払VAT純額は、連結財政状態計算書の前払金及びその他の流動資産、未払費用

及びその他の未払金の勘定科目に計上している。

 

(w)　配当金

 

　配当金は、配当が宣言された年度に負債に認識している。
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4.　有形固定資産（純額）

 

 

建物及び建物

附属設備  

通信ネットワーク設

備及び機器  

什器、備品、車両

及びその他の機器  合計

 百万

人民元

 百万

人民元

 百万

人民元

 百万

人民元    

取得原価／みなし取得原価:        

        

2023年１月１日現在残高 109,014  881,832  29,719  1,020,565

増加 586  293  296  1,175

建設仮勘定からの振替 2,780  71,442  2,039  76,261

除却及び処分 (1,139)  (62,783)  (2,310)  (66,232)

        

2023年12月31日現在残高 111,241  890,784  29,744  1,031,769

        

増加 1,503  296  334  2,133

建設仮勘定からの振替 3,756  88,941  2,660  95,357

除却及び処分 (1,035)  (48,437)  (1,973)  (51,445)

        

2024年12月31日現在残高 115,465  931,584  30,765  1,077,814

        

減価償却及び減損損失累計額：        

        

2023年１月１日現在残高 (70,009)  (514,322)  (22,271)  (606,602)

当期減価償却費 (3,760)  (69,537)  (1,937)  (75,234)

除却及び処分による戻入れ 1,037  56,773  2,200  60,010

        

2023年12月31日現在残高 (72,732)  (527,086)  (22,008)  (621,826)

        

当期減価償却費及び減損費用 (3,674)  (70,414)  (1,956)  (76,044)

除却及び処分による戻入れ 906  44,330  1,899  47,135

        

2024年12月31日現在残高 (75,500)  (553,170)  (22,065)  (650,735)

        

正味帳簿価額

2024年12月31日現在 39,965  378,414  8,700  427,079

正味帳簿価額

2023年12月31日現在 38,509  363,698  7,736  409,943

 

5.　建設仮勘定

 

 

百万人民元   

   

 2023年１月１日現在残高  58,443

 増加  96,000

有形固定資産への振替  (76,261)

無形資産への振替  (5,944)

    

 2023年12月31日現在残高  72,238

    

増加  89,039

 有形固定資産への振替  (95,357)

 無形資産への振替  (7,119)

    

2024年12月31日現在残高  58,801
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6.　使用権資産

 

 土地  建物  

通信塔及び

関連資産  機器  その他  合計

 百万

人民元

 百万

人民元

 百万

人民元

 百万

人民元

 百万

人民元

 百万

人民元      

            

2024年12月31日現在            

帳簿価額 22,194  12,175  25,418  8,819  462  69,068

            

2023年12月31日現在            

帳簿価額 22,693  14,496  30,938  8,312  469  76,908

            

2024年12月31日終了年度            

減価償却費 (852) (5,075) (7,848) (2,865) (173) (16,813)

            

2023年12月31日終了年度            

減価償却費 (829) (5,518) (7,744) (2,823) (143) (17,057)

            

2024年12月31日終了年度            

減損損失引当金 (7) (10) -  -  -  (17)

            

2023年12月31日終了年度            

減損損失引当金 -  (3) -  -  -  (3)

 

　当グループは、通信塔及び関連資産、土地及び建物、機器及びその他の資産を、当グループの事業用にリースし

ている。リース期間は個別案件ごとに交渉され、広範かつ様々な条件を含む。リース期間の決定及びリースの解約

不能期間の評価にあたり、当グループは、契約の定義及び実態を勘案し、契約に強制力がある期間を決定してい

る。

 

　2024年12月31日終了年度に、短期リース料及び少額資産のリース料（少額資産の短期リースを除く）1,310百万人

民元（2023年：1,066百万人民元）、及びリース負債の測定に含めていない変動リース料5,836百万人民元（2023

年：5,057百万人民元）を純損益に認識している。

 

　2024年12月31日終了年度のリースに係るキャッシュ・アウトフロー合計は24,709百万人民元（2023年：23,068百

万人民元）で、うち使用権資産の増加額は11,669百万人民元（2023年：13,286百万人民元）である。
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7.　のれん

 

 12月31日

  2024年  2023年

  百万

人民元

 百万

人民元  

  

取得原価：   

移動通信事業の取得により発生したのれん 29,925  29,923

 

　2008年10月１日に、当グループは、中国聯通有限公司及び中国聯通股份有限公司（以下、総称して「中国聯通グ

ループ」という。）から中国聯通（マカオ）有限公司(現社名：チャイナ・テレコム（マカオ）有限公司) 及び聯通

華盛通信技術有限公司（現社名：天翼電信終端有限公司）のそれぞれの100％及び99.5％の資本持分を含む、移動通

信事業並びに当該事業に関連する資産及び負債(以下、総称して「移動通信事業」という。)を取得した。当該企業

結合の購入価格は43,800百万人民元であり、2010年12月31日時点で全額決済している。さらに、当該取得契約に従

い、当グループは移動通信事業の顧客に関連する資産を取得し、顧客に関連する負債を引き受け、対価として中国

聯通グループより純決済額3,471百万人民元を受け取る予定であった。当該金額はその後2009年に中国聯通グループ

により決済された。当該企業結合は、パーチェス法に従って会計処理を行った。

 

　この企業結合から生じたのれんは、取得した事業の人材が有する技能・技術的手腕、及び移動通信事業を当グ

ループの電気通信事業と統合・一体化することによって得られるであろうシナジー効果に起因している。

 

　のれんの減損テストを行うにあたり、移動通信事業の取得により認識したのれんは、当グループの適切な資金生

成単位である電気通信事業に配分している。当グループの電気通信事業の回収可能価額は使用価値モデルにより見

積り、当該使用価値モデルでは当グループの５年度分の財務予算、収益成長率1.4％（2023年:2.7％～3.6％）及び

税引前割引率9.8％（2023年: 9.8％）を考慮している。５年を超えるキャッシュ・フローについては、安定成長率

1.0％（2023年:1.5％）を用いて見積っている。当グループは当報告期間の末日にのれんの減損テストを行い、のれ

んは減損していないと判断している。当グループは、この回収可能価額の基礎とした主要な仮定に合理的に考え得

る変化が生じても、回収可能価額は帳簿価額を下回らないと考えている。
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8.　無形資産

 

ソフトウェア及びそ

の他

百万

人民元   

    

 取得原価：   

    

 2023年１月１日現在残高  60,779

 増加  3,486

 建設仮勘定からの振替  5,944

 除却及び処分  (2,029)

    

 2023年12月31日現在残高  68,180

    

 増加  4,078

 建設仮勘定からの振替  7,119

 除却及び処分  (2,948)

    

 2024年12月31日現在残高  76,429

    

 償却及び減損累計額   

    

 2023年１月１日現在残高  (39,999)

 当期償却費  (7,411)

 除却及び処分による戻入れ  1,932

    

 2023年12月31日現在残高  (45,478)

    

 当期償却費  (8,189)

 除却及び処分による戻入れ  2,751

    

 2024年12月31日現在残高  (50,916)

    

 2024年12月31日現在の正味帳簿価額  25,513

 2023年12月31日現在の正味帳簿価額  22,702
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9.　子会社への投資

 

2024年12月31日現在、当グループの業績、資産及び負債に影響を与える主な子会社は以下の通りである。

 
  

法的形態

 

登記日

 

設立地及び営業拠点

 登録/発行済の資本

(百万人民元：他の

通貨が記載されてい

るものを除く）

 

主要事業

      

      

会社名      

チャイナ・テレコム・デジタ

ル・インテリジェンス・テ

クノロジー有限公司

 有限責任会社  2001年９月13日  中国  3,000  システム・インテグ

レーション及びコ

ンサルティング・

サービスの提供

           

チャイナ・テレコム・グロー

バル有限公司

 有限責任会社  2000年２月25日  香港特別行政区  168百万香港ドル  電気通信サービスの

提供

           

チャイナ・テレコム・ベス

ト・トーン情報サービス有

限公司

 有限責任会社  2007年８月15日  中国  350  「ベスト・トーン」

情報サービスの提

供

           

天翼電信終端有限公司  有限責任会社  2005年７月１日  中国  500  電気通信端末機器の

販売

 

           

iMUSIC カルチャー&テクノロ

ジー有限公司

 有限責任会社  2013年６月９日  中国  250  音楽制作及び関連情

報サービスの提供

           

天翼資本控股有限公司  有限責任会社  2017年11月30日  中国  5,000  資本投資及びコンサ

ルティング・サー

ビスの提供

           

中国電信集団財務有限公司

（「財務公司」）

 有限責任会社  2019年１月８日  中国  5,000  資本及び財務管理

サービスの提供

           

チャイナ・テレコム・クラウ

ド・テクノロジー有限公司

 有限責任会社  2021年７月１日  中国  4,764  クラウド製品及び

サービスの提供

           

イーサーフィン・デジタル・

ライフ・テクノロジー有限

公司

 有限責任会社  2021年７月６日  中国  900  デジタル生活に関連

する総合ソリュー

ションの提供
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法的形態

 

登記日

 

設立地及び営業拠点

 登録/発行済の資本

(百万人民元：他の

通貨が記載されてい

るものを除く）

 

主要事業

      

      

会社名      

臨港算力(上海)科技有限公司  有限責任会社  2021年４月29日  中国  2,350  コンピューティング・

パワー・サービスの

提供

           

上海信息産業(集団)有限公司  有限責任会社  1994年12月14日  中国  297  通信工学設計・システ

ム端末開発サービス

の提供

           

天翼物聯科技有限公司  有限責任会社  2019年２月２日  中国  1,000  IoTサービスの提供

           

チャイナ・テレコム・インテ

リジェント・ネットワー

ク・テクノロジー有限公司

 有限責任会社  2022年１月26日  中国  900  運営・支援技術サービ

スの提供

           

天翼安全科技有限公司  有限責任会社  2021年９月９日  中国  500  ネットワーク情報セ

キュリティサービス

の提供

           

           

チャイナ・テレコム・デ

ジタルシティ・テクノ

ロジー有限公司

 

 有限責任会社  2021年６月18日  中国  3,500  情報システム統合及び

技術サービスの提供

           

チャイナ・テレコム・人

工知能テクノロジー

（北京）有限公司

 

 有限責任会社  2023年11月28日  中国  3,000  人工知能（AI）サービ

スの提供

           

天翼視聯科技有限公司  有限責任会社  2023年11月28日  中国  1,000  視覚的ネットワーク

サービスの提供 　

 

           

チャイナ・テレコム・量

子情報技術グループ有

限公司

 有限責任会社  2023年５月26日  中国  3,000  量子コミュニケーショ

ン 及 び 量 子 コ ン

ピューティング技術

サービスの提供

 
　当社が70％を所有している財務公司、及び89％を所有しているチャイナ・テレコム・クラウド・テクノロジー有

限公司を除き、上記の子会社はすべて当社の直接的又は間接的な完全所有子会社である。当グループの子会社に重

要な非支配持分はない。
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10.　関連会社又は共同支配企業に対する持分

 

 12月31日

  2024年  2023年

  百万

人民元

 百万

人民元
 

 

関連会社又は共同支配企業への投資原価 37,083  36,986

取得後の純資産の変動に対する持分 7,094  6,172

     

  44,177  43,158

 

　当グループの関連会社又は共同支配企業への持分は、持分法で会計処理している。当グループの主要な関連会社

の内訳は以下の通りである。

 

会社名  帰属する持分比率  主要事業

     

チャイナ・タワー有限公司（注

(ⅰ)）  

20.5%

 

通信塔及び付随設備の建設、メンテナ

ンス及び運営

 

注:

 

(ⅰ)　チャイナ・タワー有限公司（以下「チャイナ・タワー」）は、中国において設立及び運営されており、2018

年８月８日に香港証券取引所メインボードに上場した。
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　当グループの主要な関連会社の要約財務情報及び当グループの連結財務諸表上の関連会社持分の帳簿価額との調

整は以下の通りである。

 

チャイナ・タワー

 

 12月31日

  2024年  2023年

  百万

人民元

 百万

人民元
 

 

流動資産 91,360  78,083

非流動資産 241,474  247,924

 流動負債 75,799  63,934

 非流動負債 57,056  64,379

 

  2024年  2023年

  百万

人民元

 百万

人民元
 

 

営業収益 97,772  94,009

当期利益 10,730  9,750

 当期その他の包括利益 (3)  6

 当期包括利益合計額 10,727  9,756

 チャイナ・タワーから受け取った配当金 1,743  1,166
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当グループの関連会社持分への調整

 

 12月31日

  2024年  2023年

  百万

人民元

 百万

人民元
 

 

チャイナ・タワーの純資産 199,979  197,694

チャイナ・タワーの非支配持分
1  -

 

当グループのチャイナ・タワーに対する有効な持

分 20.5%  20.5%

     

 

当グループのチャイナ・タワーの純資産に対する

持分 40,995  40,527

 

通信塔資産処分による繰延利得の残高に対する調

整 (139)  (317)

     

 

当グループの連結財務諸表上のチャイナ・タワー

に対する持分の帳簿価額 40,856  40,210

     

 

相場価格に基づいて算定したチャイナ・タワーの

公正価値 37,428  26,816

 

 

2024年12月31日現在、チャイナ・タワーへの投資の公正価値は、市場相場価格に基づき37,428百万人民元となり、

帳簿価額を8.4％下回った。経営陣は評価の結果、チャイナ・タワーへの資本性投資に関して減損処理を行う必要は

ないとの結論に達した。
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　当グループの個別に重要でない関連会社及び共同支配企業の合計の財務情報は、以下の通りである。

 

  2024年  2023年

  百万

人民元

 百万

人民元 

 

当グループの関連会社又は共同支配企業に対する持分利

益 136  9

当グループのこれらの関連会社及び共同支配企業の包括

利益合計に対する持分 136  11

 

 12月31日

  2024年  2023年

  百万

人民元

 百万

人民元 

 

当グループの連結財務諸表におけるこれらの関連会社及

び共同支配企業に対する持分の帳簿価額の合計額 3,321  2,948

 

11.　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品

 

    12月31日

注  2024年  2023年

 百万

人民元

 百万

人民元     

       

 上場資本性証券 (ⅰ)  919  1,371

 非上場資本性証券 (ⅱ)  96  55

       

    1,015  1,426

 

注:

 

(ⅰ)　上記の上場資本性金融商品は、上場している企業の普通株式である。これらの投資は、売買目的ではなく、

長期の戦略的な目的で保有している。当社の取締役は、これらの資本性金融商品に対する投資をFVTOCIで測

定するものとして指定する選択をしている。これは、当該投資の公正価値の短期的な変動を純損益に認識す

ることは、当該投資を長期的目的で保有し、長期にわたってその潜在的なパフォーマンスを実現するという

当社の戦略と整合しないと考えているためである。

 

(ⅱ)　上記の非上場持分証券は、さまざまな民営企業に対する当グループの資本持分である。当社の取締役は、当

グループがこれらの資本性金融商品に対する投資を長期の戦略的な目的で保有すると考えているため、当該

投資をFVTOCIで測定するものとして指定する選択をしている。
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12.　繰延税金資産及び負債

 

相殺前の繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳は以下の通りである。

 

  繰延税金資産  繰延税金負債

 12月31日 12月31日  12月31日 12月31日

 2024年  2023年  2024年  2023年

 百万

人民元

 百万

人民元

 百万

人民元

 百万

人民元    

         

 未払給与、賃金及びその他の給付 3,595  2,264  -  -

 解体・改造の仮受金と繰延収益 2,508  2,745  -  -

 有形固定資産の減価償却、直接償却

及び減損 2,852  2,809  (47,596)  (41,932)

 売掛金の予想信用損失引当金 2,385  1,889  -  -

 加入者ポイント還元プログラム 1,003  997  -  -

 使用権資産 -  -  (10,016)  (11,714)

 リース負債 10,906  12,550  -  -

 その他の包括利益を通じて公正価値

で測定する資本性金融商品 30  30  (151)  (266)

 その他 1,050  950  -  -

         

 繰延税金資産/(負債） 24,329  24,234  (57,763)  (53,912)

 

　2024年12月31日現在、繰延税金資産及び繰延税金負債の相殺金額は、23,656百万人民元（2023年12月31日：

22,887百万人民元）である。2024年12月31日現在、繰延税金資産及び繰延税金負債の相殺後純額はそれぞれ673 百

万人民元（2023年12月31日：1,347百万人民元）及び34,107百万人民元（2023年12月31日：31,025百万人民元）であ

る。
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　繰延税金資産及び繰延税金負債の変動は以下の通りである。

 

  

2024年１月１日現

在残高  

連結包括利益計算書

計上額  

2024年12月31日現

在残高

  百万

人民元

 百万

人民元

 百万

人民元    

       

 未払給与、賃金及びその他の給付 2,264 1,331 3,595

 解体・改造の仮受金と繰延収益 2,745 (237) 2,508

 

有形固定資産の減価償却、直接償却及び

減損 2,809 43 2,852

 売掛金の予想信用損失引当金 1,889 496 2,385

 加入者ポイント還元プログラム 997 6 1,003

 リース負債 12,550 (1,644) 10,906

 

その他の包括利益を通じて公正価値で測

定する資本性金融商品 30 - 30

 その他 950 100 1,050

       

 繰延税金資産 24,234 95 24,329

       

 

有形固定資産の減価償却、直接償却及

び減損 (41,932) (5,664) (47,596)

 使用権資産 (11,714) 1,698 (10,016)

 

その他の包括利益を通じて公正価値で

測定する資本性金融商品 (266) 115 (151)

       

 繰延税金負債 (53,912) (3,851) (57,763)

 

 

  

2023年１月１日現

在残高  

連結包括利益計算書

計上額  

2023年12月31日現

在残高

  百万

人民元

 百万

人民元

 百万

人民元    

       

 未払給与、賃金及びその他の給付 2,115 149 2,264

 解体・改造の仮受金と繰延収益 2,627 118 2,745

 

有形固定資産の減価償却、直接償却及び

減損 2,536 273 2,809

 売掛金の予想信用損失引当金 1,404 485 1,889

 加入者ポイント還元プログラム 1,064 (67) 997

 リース負債 15,054 (2,504) 12,550

 

その他の包括利益を通じて公正価値で測

定する資本性金融商品 9 21 30

 その他 979 (29) 950

       

 繰延税金資産 25,788 (1,554) 24,234

       

 

有形固定資産の減価償却、直接償却及

び減損 (35,479) (6,453) (41,932)

 使用権資産 (14,323) 2,609 (11,714)

 

その他の包括利益を通じて公正価値で

測定する資本性金融商品 (110) (156) (266)

       

 繰延税金負債 (49,912) (4,000) (53,912)

 
 

将来減算一時差異及び繰越欠損金については、将来の課税所得を通じて関連する税効果の実現が見込まれる範囲

でのみ、繰延税金資産を認識している。当グループの一部の子会社は、2024年12月31日現在、将来の課税所得に対

して繰越可能な将来減算一時差異及び欠損金13,668百万人民元（2023年12月31日：9,269百万人民元）に関する

3,255百万人民元（2023年12月31日：1,467百万人民元）の繰延税金資産について認識していない。中国本土にある
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当グループの子会社の繰越欠損金は、将来の課税対象利益に対して今後５年以内に繰り越すことが認められてお

り、ハイテク企業の場合は今後10年以内に繰り越すことが認められている。

 

13.　その他の資産

 

    12月31日

注  2024年  2023年

 百万

人民元

 百万

人民元     

       

 定期預金 (ⅰ)  10,299  48

 契約コスト (ⅱ)  974  1,486

 資本性投資に関する前払金 (ⅲ)  1,775  -

 その他の長期前払費用及び債権 (ⅳ)  8,838  8,375

       

    21,886  9,909

 

注:

 

(ⅰ)　2024年及び2023年12月31日現在の定期預金の多くは、預入期間が1年超である。

 

(ⅱ)　2024年及び2023年12月31日現在、資産計上している契約コストは、当グループの有線スマート・ファミ

リー・サービスの提供ための加入者への有線端末の提供に係る直接費用に主に関連している。資産計上して

いるコストのうち2024年12月31日終了年度に純損益に認識した金額は、1,120百万人民元（2023年: 1,348百

万人民元）であった。資産計上している当該コストの期首残高及び当年度中に資産計上したコストの減損は

なかった。

 

(ⅲ)　科大国盾量子技術股份有限公司（以下、「国盾量子」）の持分取得のため、2024年12月11日に当グループが

前払いした金額である。詳細は注記48を参照のこと。

 

(ⅳ)　その他の長期前払費用及び債権は、主に建設・資材に係る前払金等からなる。

 

14.　共同支配事業

 

　2019年９月９日、当グループは、５G接続ネットワークを共同構築及び共同使用するため、中国聯合網絡通信有限

公司（以下「中国聯通」という。）と枠組協定（以下「協定」という。）を締結した。当該協定に従い、当グルー

プ及び中国聯通は、中国全土について１つの５G接続ネットワークを共同で構築及び運営する区域を線引きし指定し

ている。中国聯通が５G接続を構築、運営及び保守を行う一定の区域では当グループが中国聯通のネットワークに依

拠した５G事業を行い、当グループが５G接続を構築、運営及び保守を行う他の区域では中国聯通が当グループの

ネットワークに依拠した５G事業を行っている。

 

　当該協定に従い、当グループ及び中国聯通は５G周波数資源を共同使用する一方、５Gコアネットワークは各社が

構築、運営及び保守を行っている。両社は、５Gネットワークの共同構築及び共同使用を行っている区域ではネット

ワークの計画、構築、運営、保守及びサービス品質に関する統一基準を共同で保持し、同一のサービス水準を確保

している。

 

　５Gネットワークの共同構築及び共同使用に係る当該取決めは、当グループと中国聯通が共同で設立した調整・推

進機構を通じて実行することで合意しており、両者の完全な合意の下で関連する仕組み、制度、及びルールを定め

ることを目的としている。調整・推進機構の主な機能は、ネットワーク計画の策定、投資意思決定、プロジェクト

の起案及び受入、並びにその他の関連作業（５G基地局の設置場所や使用設備の種類の決定等）を共同で実施すると

ともに、共同構築及び共同使用する５Gネットワークの運営及び保守を協調して行うことで、当該協定を確実に実行

することである。例えば、５G基地局建設の時期、規模及び場所、設備の選定、並びに保守業者の任命は、すべての

区域において両社による交渉及び完全な合意の下で行う必要がある。

 

　この共同支配事業において、各社の事業及びブランドは引き続き独自に運営し、各社がそれぞれのサービス加入

者を保有する。各社の加入者に由来する収益は各社で独自に認識し、コスト及び費用は各社で負担するとともに、

各社が建設した資産及び関連負債は各社で認識及び引受を行っている。

 

15.　棚卸資産

EDINET提出書類

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(E05927)

有価証券報告書

117/281



 

    12月31日

  2024年  2023年

  百万

人民元

 百万

人民元     

       

 原材料及び貯蔵品   1,333  346

 販売用商品   1,934  3,071

       

    3,267  3,417

 

16.　売掛金（純額）

 

売掛金（純額）の内訳は以下の通りである。

 

 12月31日

 2024年 2023年

 百万

人民元

百万

人民元     

      

 第三者   49,726  37,861

 中国電信グループ   2,556  1,670

チャイナ・タワー  46  24

中国のその他の電気通信会社  1,259  893

       

 53,587  40,448

 差引： 貸倒引当金   (10,720)  (8,238)

       

 42,867  32,210

 

 

 

　

 

　請求日又はサービス提供日に基づく売掛金の年齢分析は以下の通りである。
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12月31日

2024年 2023年

百万

人民元

百万

人民元    

     

 １年以内  42,715  34,140

１～２年  6,435  3,490

 ２～３年  2,273   1,238

 ３年超  2,164   1,580

   

   53,587  40,448

差引： 貸倒引当金 (10,720)  (8,238)

      

   42,867  32,210

 

　2024年及び2023年12月31日終了年度の売掛金の減損評価に関する詳細は、注記40に記載している。

 

17.　契約資産

 

    12月31日

  2024年  2023年

  百万

人民元

 百万

人民元     

       

 第三者   4,916  4,768

 中国電信グループ   181  161

 チャイナ・タワー   1  1

       

    5,098  4,930

 差引：減損損失引当金   (367)  (265)

       

    4,731  4,665

 

　契約資産は、主に産業デジタル化及び有線スマート・ファミリー・サービスの提供に関する契約から生じてい

る。当グループは、正常な営業サイクル内（通常は1年以内）での実現を見込んでいるため、これらの契約資産を流

動に分類している。
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18.　前払金及びその他の流動資産

 

  注  12月31日

  2024年  2023年

  百万

人民元

 百万

人民元     

       

 中国電信グループに対する債権 (ⅰ)  3,962  9,067

 チャイナ・タワーに対する債権   22  227

 中国の他の電気通信会社に対する債権   310  189

 その他未収入金   10,028  8,146

 差引：信用損失引当金   (786)  (774)

       

 端末機器購入に関する前払金   4,187  4,236

 前払費用及び預け金   3,303  3,557

 前払VAT及び減額される仕入VAT   14,114  10,932

       

    35,140  35,580

 

注:

 

(ⅰ)　2024年12月31日現在、中国電信グループに対する債権には、財務公司が中国電信グループ及びその子会社に

供与した短期貸付金（2024年12月31日: 2,062百万人民元及び減損損失引当金の認識金額45百万人民元。2023

年12月31日:8,080百万人民元及び減損損失引当金の認識金額162百万人民元）が含まれている。貸付金利は年

率2.40％から3.00％で、満期はいずれも１年である。

 

19.　現金及び現金同等物

 

12月31日

2024年 2023年

百万

人民元

百万

人民元   

    

 銀行預金及び手許現金 45,938  78,740

 当初の満期が３ヶ月以内の定期預金 36,269  2,306

     

  82,207  81,046
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20.　短期債務及び長期債務

 

短期債務の内訳は、以下の通りである。

 

12月31日

2024年 2023年

百万

人民元

百万

人民元    

     

銀行からの借入金 - 無担保 2,835  2,867

 

　2024年12月31日現在の当グループの短期債務合計の加重平均利率は年利2.6％（2023年12月31日：3.0％）であ

り、借入金は年利1.1％から2.9％（2023年12月31日：2.7％から3.4％）で、１年以内に返済予定である。

 
長期債務の内訳は、以下の通りである。

 

 12月31日

  2024年 2023年

  

  

利率及び

最終期日

 百万

人民元  

百万

人民元

      

 銀行借入金－無担保      

 

人民元建て

（注(ⅰ))

年利：1.08％～2.60％

最終期日：2036年

 

8,479  6,029

 

米ドル建て 年利：主に2.00％

最終期日：2028年

 

145  160

 

ユーロ建て 年利：主に2.30％

最終期日：2032年

 

73  86

       

    8,697  6,275

       

 差引：１年以内返済予定分   (1,238)  (1,133)

       

非流動部分  7,459  5,142

 
注:

 

(ⅰ)　銀行借入金は、当グループが銀行を通じて、市場金利より低利（年利1.08％から1.20％）で取得した政府か

らの人民元建て長期借入金からなる（以下「低利借入金」という）。当グループは、この低利借入金を当初

認識時に公正価値で認識し、割引分を実効金利法により純損益に認識している。低利借入金の公正価値と額

面価額との差額は、政府補助金としてその他の非流動負債に認識している。
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　2024年12月31日より後に到来する当グループの長期債務合計の返済期限は、以下の通りである。

 

12月31日

2024年 2023年

百万

人民元

百万

人民元    

     

 １年以内  1,238  1,133

 １～２年の間  1,430  1,143

 ２～３年の間  1,076  1,036

 ３～４年の間  2,508  394

 ４～５年の間  1,310  1,604

 それ以降  1,135  965

    

 8,697  6,275

 

　当グループの短期債務及び長期債務には財務制限条項は付されていない。2024年12月31日現在の当グループの未

使用のコミットメントラインは、196,413百万人民元（2023年12月31日：205,452百万人民元）である。
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21.　買掛金

 

買掛金の内訳は、以下の通りである。

 

 12月31日  
 2024年 2023年

 百万

人民元

百万

人民元     

      

 第三者   117,720  111,025

 中国電信グループ   31,194  26,444

チャイナ・タワー   10,618  7,505

中国のその他の電気通信会社  1,018  898

       

 160,550  145,872

 

　中国電信グループ及びチャイナ・タワーに対する買掛金は、第三者から提示されるのと類似の契約条件に従い支

払を行っている。

 

　買掛金の支払期日に基づく年齢分析は以下の通りである。

 

12月31日

2024年 2023年

百万

人民元

百万

人民元   

    

 １ヶ月以内又は要求時 39,275  40,068

 １～３ヶ月 32,642  30,859

３～６ヶ月 40,409  35,261

６ヶ月超 48,224  39,684

     

160,550  145,872

 

22.　未払費用及びその他の未払金

 

 12月31日  
  2024年 2023年

 百万

人民元

百万

人民元     

      

 中国電信グループに対する未払金   32,364  29,969

 チャイナ・タワーに対する未払金   1,727  1,875

 中国の他の電気通信会社に対する未払金   34  14

 未払費用   20,350  22,648

 未払増値税   1,016  948

預り金及び前受賃料   5,188  5,643

 未払給与、賃金及びその他の給付   18,111  13,163

       

 78,790  74,260
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23.　契約負債

 

12月31日

2024年 2023年

百万

人民元

百万

人民元   

    

 第三者 65,006  65,171

 中国電信グループ 178  245

チャイナ・タワー 1  1

     

65,185  65,417

 

　2023年12月31日現在の契約負債の大部分は、2024年12月31日終了年度の営業収益に認識している。

 

24.　リース負債

 

12月31日

2024年 2023年

百万

人民元

百万

人民元   

    

 １年以内 14,369  13,399

 １年超２年以内 13,579  12,976

 ２年超５年以内 18,186  25,780

 ５年超 3,077  3,894

     

  49,211  56,049

差引：１年以内返済予定分 (14,369)  (13,399)

     

非流動部分 34,842  42,650

 

25.　株式資本

 

12月31日

2024年 2023年

百万

人民元

百万

人民元   

    

 登録済、発行済、完全払込済    

     

 額面１株当たり1.00人民元のＡ株77,629,728,699株 77,630  77,630

額面１株当たり1.00人民元のＨ株13,877,410,000株 13,877  13,877

     

91,507  91,507

 

次へ
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資本準備

金

 

株式払込

剰余金

 

利益準備

金

 一般リ

スク

準備金

その他

積立金

為替換

算

準備金

繰越利益

剰余金

 

合計

         

  

 百万

人民元

 百万

人民元

百万

人民元

百万

人民元

百万

人民元

百万

人民元

百万

人民元

百万

人民元         

 

 （注

(ⅰ))   

（注

(ⅲ)) 

（注

(v)) 

（注

(ⅱ))      

   

2023年1月1日現在残高  19,710  47,687  84,901  183  126  (458) 188,433  340,582

                 

当期包括利益合計額  -  -  -  -  378  63  30,446  30,887

関連会社又は共同支配

企業の準備金等のそ

の他の変動に対する

持分

 

12  -  -  -  -  -  (3) 9

配当(注記37)  -  -  -  -  -  -  (20,059) (20,059)

法定利益準備金への繰

入(注記(ⅲ))

 

-  -  2,860  -  -  -  (2,860) -

一般リスク準備金への

繰入(注記(v))

 

-  -  -  204  -  -  (204) -

                

2023年12月31日現在残

高

 
19,722  47,687  87,761  387  504  (395) 195,753  351,419

   

当期包括利益合計額  -  -  -  -  (337) 130  33,012  32,805

関連会社又は共同支配

企業の準備金等のそ

の他の変動に対する

持分

 

186  -  -  -  -  -  -  186

配当(注記37)  -  -  -  -  -  -  (23,527) (23,527)

法定利益準備金への繰

入(注記(ⅲ))

 

-  -  3,163  -  -  -  (3,163) -

一般リスク準備金への

繰入(注記(v))

 

-  -  -  274  -  -  (274) -

                

2024年12月31日現在残

高

 
19,908  47,687  90,924  661  167  (265) 201,801  360,883

                

26.　剰余金

 

当グループ
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資本準備金

 

株式払込剰

余金

 

利益準備金

 

その他積

立金

繰越利益剰

余金

 

合計

       

  

 百万

人民元

 百万

人民元

百万

人民元

百万

人民元

百万

人民元

百万

人民元       

  （注(ⅰ))   （注(ⅲ)) （注(ⅱ)) （注(iv))  

   

2023年1月1日現在残高  28,759  47,687  84,901  54  155,806  317,207

            

当期包括利益合計額  -  -  -  470  28,599  29,069

関連会社又は共同支配企業

の準備金のその他の変動

に対する持分

 

12  -  -  -  -  12

配当(注記37)  -  -  -  -  (20,059) (20,059)

法定利益準備金への繰入(注

記(ⅲ))

 

-  -  2,860  -  (2,860) -

            

2023年12月31日現在残高  28,771  47,687  87,761  524  161,486  326,229

   

当期包括利益合計額  -  -  -  (344) 31,623  31,279

関連会社又は共同支配企業

の準備金のその他の変動

に対する持分

 

186  -  -  -  -  186

配当(注記37)  -  -  -  -  (23,527) (23,527)

法定利益準備金への繰入(注

記(ⅲ))

 

-  -  3,163  -  (3,163) -

            

2024年12月31日現在残高  28,957  47,687  90,924  180  166,419  334,167

 

当　社

 

 

次へ
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注:

 

(ⅰ)　当グループの資本準備金は主に、(a)当社の純資産の帳簿価額と当社の設立時に発行された株式の額面価額と

の差額、(b)中国電信グループから取得した企業に関して当グループが支払った対価（資本取引として会計処

理）とこれらの被取得企業の純資産の当該時点の帳簿価額との差額、及び(c)非支配持分の取得に関して当グ

ループが支払った対価と取得した非支配持分の帳簿価額との差額の合計である。

 

当社の資本準備金は、当社の純資産の帳簿価額と当社の設立時に発行された株式の額面価額との差額であ

る。

 

(ⅱ)　当グループ及び当社のその他の準備金は、主にFVTOCIで測定する資本性金融商品に対する投資の公正価値の

変動額（及び当該資本性金融商品に対する投資の公正価値の変動につき認識した繰延税金）である。

 

(ⅲ)　利益準備金は法定利益準備金及び任意積立金から構成されている。

 

当社の定款に従い、当社は法定利益準備金の残高が登録資本の50％に到達するまで、当期純利益（中国企業

会計準則に基づき算定した金額とIFRS会計基準に基づき算定した金額のうちいずれか低い方）の10％を法定利

益準備金に繰り入れる必要がある。この準備金への繰入は、株主への配当前に行わなければならない。2024年

及び2023年12月31日終了年度の中国企業会計準則に基づき算定した当社の当期純利益は、IFRS会計基準に基づ

き算定した金額と同額である。2024年12月31日終了年度に、当社は当期純利益の10％である3,163百万人民元

（2023年：2,860百万人民元）を法定利益準備金に繰り入れている。2024年12月31日現在の法定利益準備金は、

44,845百万人民元（2023年12月31日：41,682百万人民元）である。

 

当社は2024年及び2023年12月31日終了年度に任意積立金への積立てを行っていない。2024年及び2023年12月

31日現在の任意積立金は46,079百万人民元である。

 

法定利益準備金及び任意積立金は、清算時以外には分配不能であるが、過年度の欠損填補（該当ある場合）

への使用は可能である。また、資本金への組入も、事業拡大への利用、持株比率に応じた既存株主に対する新

株発行、もしくは既存株主が保有する株式の額面金額の引き上げによる場合には可能である。ただし、資本組

入後の法定利益準備金残高が登録資本の25％を下回らないことが前提である。

 

(ⅳ)　当社の定款に従い、当社株主への配当可能利益剰余金は、中国企業会計準則に基づき算定した当社の利益剰

余金の額とIFRSに基づき算定した額のうちいずれか低い方となる。2024年12月31日現在の配当可能利益剰余金

の額はIFRS会計基準に基づき算定した金額であり、166,419百万人民元（2023年12月31日：161,486百万人民

元）である。報告期間の末日後に議案を提出した2024年度の最終配当額約8,483百万人民元は、当報告期間末日

時点では連結財務諸表に負債計上していない(注記37)。

 

(ⅴ)　中国財政部公布、2012年７月１日施行の「金融機関の減損損失引当金に関する要求事項」（財金[2012]第20

号）（以下「要求事項」という。）に従い、当社子会社（主に財務公司）は、リスク資産に係る未識別の潜在

的損失に備え、一般リスク準備金を利益剰余金の利益処分により資本の部に積み立てている。一般リスク準備

金の残高は、当該要求事項が定める通り、リスク資産の期末残高の1.5％を下回ってはならない。
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27.　営業収益

 

収益の分解

 

注  2024年 2023年

 百万

人民元

百万

人民元     

       

財又はサービスの種類      

       

 サービス収益   482,033  464,965

 移動通信サービス収益 (ⅰ)  202,524  195,660

固定電話及びスマート・ファミリー・

サービス収益 (ⅱ)

 

125,680  123,063

産業デジタル化サービス収益 (ⅲ)  146,588  138,890

 その他のサービス収益 (ⅳ)  7,241  7,352

 財の販売及びその他 (ⅴ)  47,384  48,586

       

 営業収益合計   529,417  513,551

       

 顧客との契約から生じる収益   521,522  505,531

 その他の源泉から生じる収益   7,895  8,020

       

 営業収益合計   529,417  513,551

       

 収益認識の時期      

       

 一時点で認識   41,448  42,563

 一定の期間にわたり認識   487,969  470,988

       

営業収益合計  529,417  513,551

 

注:

 

(ⅰ)　主に、モバイル・サービス提供に関して顧客に請求されたモバイル・コミュニケーション・サービス料金、

モバイル・インターネット・アクセス・サービス料金、及びショートメッセージ・サービス料金等の総額であ

る。

 

(ⅱ)　主に、固定通信サービス提供に関して顧客に請求された固定電話サービス料金、ブロードバンド・インター

ネット・アクセス・サービス料金、e-Surfing HDサービス料金及びスマート・ファミリー・アプリケーショ

ン・サービス料金等の総額である。

 

(ⅲ)　主に、顧客に請求されたインターネット・データセンター・サービス料金、クラウド・サービス料金、デジ

タル・プラットフォーム・サービス料金、専用インターネット・アクセス・サービス料金等の総額である。

 

(ⅳ)　主に、不動産賃貸からの収益及びその他の収益の総額である。

 

(ⅴ)　主に、モバイル端末機器及び固定通信機器の販売による収益並びに政府補助金である。

 

　2024年及び2023年12月31日現在の当グループの既存の契約に基づく残存履行義務に配分した取引価格の総額は、

今後１年から３年の契約期間にわたりサービスの提供時に認識予定の収益を表している。
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28.　ネットワーク運営・サポート費用

 

注  2024年 2023年

  百万

人民元

百万

人民元     

       

運営及びメンテナンス   106,760  102,270

 公共料金   19,573  19,516

 ネットワーク・リソース使用料及び関連費用 (ⅰ)  32,363  29,018

 その他   6,902  9,607

       

   165,598  160,411

 

注:

 

(ⅰ)　ネットワーク・リソース使用料及び関連費用には、指数又はレートに応じて決まるものではない変動リース

料、通信塔資産及び関連資産のリースに関連した非リース構成部分に係る費用、指数又はレートに応じて決ま

るものではない短期リース及び少額資産のリースに係る費用、並びに第三者が提供するネットワーク・リソー

スの使用に係る非リース構成部分に係る費用が含まれている。

 

29.　販売費及び一般管理費

 

注  2024年  2023年

 百万

人民元

 百万

人民元     

       

       

 チャネル手数料及び顧客サービス費   47,265  47,773

 広告宣伝費及び販売促進費   2,370  2,882

 不動産・交通関連費用   2,972  3,128

 研究開発費 (ⅰ)  4,661  4,203

 監査人報酬      

 - 監査業務   46  56

- 非監査業務   3  4

 その他   9,346  8,758

       

    66,663  66,804

 

(ⅰ)　この項目には、研究開発に関連する減価償却費、償却費、人件費は含まれない。
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30.　人件費

 

　人件費は、以下の業務に関連するものである。

 

 2024年  2023年

 百万

人民元

 百万

人民元     

       

 ネットワーク運営・サポート費用   57,878  55,052

 販売費及び一般管理費   40,401  37,753

       

   98,279  92,805

 
31.　その他の営業費用

 

注  2024年  2023年

 百万

人民元

 百万

人民元     

       

 相互接続費用 (ⅰ)  15,938  13,910

 売上原価 (ⅱ)  39,710  40,819

寄付  3  17

 その他 (ⅲ)  2,379  1,955

       

    58,030  56,701

 

注:

 

(ⅰ)　相互接続費用は、当グループの電気通信ネットワークから発信された音声やデータを伝送する際に国内外の

他の電気通信会社のネットワークを利用する場合に発生する費用である。

 

(ⅱ)　売上原価は主に電気通信機器の売上原価である。

 

(ⅲ)　その他には、主に増値税及び法人所得税以外の税金及び付加税が含まれている。
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32.　正味財務費用

 

2024年  2023年

百万

人民元

 百万

人民元   

     

 リース負債の支払利息 1,792  2,130

 短期債務及び長期債務の支払利息 676  504

差引: 資産化した支払利息* (77)  (89)

     

 純支払利息 2,391  2,545

 受取利息 (2,242)  (2,368)

 為替差損益（純額） 79  155

     

  228  332

     

 *建設仮勘定に資産化した支払利息の年利 2.6％～3.1%  2.9％～3.6%

 

33.　法人所得税

 

　純損益に含まれる法人所得税の内訳は、以下の通りである。

 

2024年 2023年

百万

人民元

百万

人民元   

     

中国における法人所得税費用 5,134  3,121

 その他の税務管轄地における法人所得税費用 192  236

 繰延税金 3,871  5,419

     

  9,197  8,776
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　予想税金費用と実際税金費用との調整は以下の通りである。

 

注  2024年 2023年

    

百万

人民元  

百万

人民元

       

税引前利益   42,172  39,204

       

 法定税率25％による予想法人所得税費用 (ⅰ)  10,543  9,801

 

中国本土の子会社及び支店の所得に対する税率差

異 (ⅰ)  (1,068)  (858)

 その他の子会社の所得に対する税率差異 (ⅱ)  (55)  (69)

 益金不算入収益 (ⅲ)  (716)  (626)

 損金不算入費用 (ⅳ)  721  928

 

繰延税金資産が認識されていない将来減算一時差

異及び繰越欠損金の税効果   1,258  1,028

 

適格研究開発費の追加控除など、税制優遇措置及

び減税措置の影響   (1,361)

 

(1,238)

 その他 (ⅴ)  (125)  (190)

       

 法人所得税   9,197  8,776

 

注:

 

(ⅰ)　中国本土の法人所得税費用は、中国における法人所得税制に従い算定した当社、中国本土の子会社、及び支

店の課税所得に法定税率25％を乗じて計算している。ただし、一部の子会社及び支店については主に優遇税率

15％が適用されている。

 

(ⅱ)　香港及びマカオ特別行政区及びその他の国の当社の子会社の法人所得税費用は、子会社の課税所得及び各税

務管轄地の適用税率（12％から38％）に基づき算定している。

 

(ⅲ)　非課税となる関連会社又は共同支配企業に対する持分利益及びその他の収益

 

 

(ⅳ)　税法上の減算可能額を超過するその他の費用

 

(ⅴ)　主に前年度の法人所得税の納付差額
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34.　取締役・監査役報酬

 

　下表に当社の取締役及び監査役の報酬を示す。

 

2024年

 

取締役・

監査役報

酬

 給与・手

当て・現

物給付

 
任意の賞与

8

 

退職制度

拠出金

 

株式報

酬

 

合計

 

千人民元

 

千人民元

 

千人民元

 

千人民元

 千人民

元

 

千人民元      

            
執行取締役            
柯　瑞文 -  245  368  145  -  758

梁　宝俊
1

-  102  174  52  -  328

邵　廣祿
2

-  100  100  69  -  269
劉　桂清 -  221  331  137  -  689
唐　珂 -  221  331  136  -  688

夏　冰
3

-  18  18  13  -  49
李　英輝 -  218  327  136  -  681

李　峻
4

-  218  327  136  -  681
            
非執行取締役            
陳　勝光 -           
            
独立非執行取締

役
5

           
呉　嘉寧 509  -  -  -  -  509
楊　志威 324  -  -  -  -  324
陳　東琪 -  -  -  -  -   
呂　薇 -  -  -  -  -   
            
監査役            

黄　旭丹
6

-  114  348  54  234  750

羅　来峰
6 -

 111  396  54  -  561

韓　芳
7 -

 323  129  86  -  538

張　建斌
7 -

 154  443  85  -  682
関　麗莘 -  208  760  127  273  1,368
羅　振東 -  159  593  108  152  1,012
汪　一兵 -  -  -  -  -  -
            
 833  2,412  4,645  1,338  659  9,887

 
1　　

梁宝俊氏は、2024年８月21日付で当社の執行取締役に任命され、2025年２月10日付で当社の執行取締役を辞任し

た。
 

2　　
邵廣祿氏は、2024年５月23日付で当社の執行取締役を辞任した。

 

3　　
夏冰氏は、2024年１月19日付で当社の執行取締役を辞任した。

 

4　　
李峻氏は、2025年１月22日付で当社の執行取締役を辞任した。

 

5　　
独立非執行取締役の報酬は、当社の取締役としての役務に対する報酬である。

 

6　　
黄旭丹氏と羅来峰氏は、2024年８月21日付で当社の監査役に任命された。

 

7　　
韓芳氏と張建斌氏は、2024年８月21日付で当社の監査役を辞任した。

 

8　　
執行取締役及び監査役の裁量的賞与は、本年度における当グループの業績に基づき決定された。
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9　　
2024年度において、当社は2023年度賞与の支払いも行い、その内訳は柯瑞文が360千人民元、劉桂清が327千人民

元、唐珂が327千人民元、李英輝が317千人民元、李峻が317千人民元である。
 

10　
全ての取締役及び監査役の報酬は各人の当該年度における実質在任期間に基づき算出された。本年度中、当社に加

わる際に金銭的誘引を受けた取締役又は監査役はおらず、役職の喪失に対する報酬を受けた又はいかなる報酬を放棄

した若しくは放棄することに合意した取締役又は監査役はいなかった。
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2023年

 

取締役・

監査役報

酬

 給与・手

当て・現

物給付

 
任意の賞与

10

 

退職制度

拠出金

 

株式報

酬

 

合計

 

千人民元

 

千人民元

 

千人民元

 

千人民元

 千人民

元

 

千人民元      

            
執行取締役            
柯　瑞文 -  240  360  144  -  744
邵　廣祿 -  240  360  136  -  736
劉　桂清 -  216  324  135  -  675
唐　珂 -  214  321  134  -  669

夏　冰
1

-  214  321  134  -  669

李　英輝
1

-  214  321  134  -  669

李　峻
2

-  143  214  95  -  452
            
非執行取締役            
陳　勝光 -  -  -  -  -  -
            
独立非執行取締

役
3

           

謝　孝衍
4

8  -  -  -  -  8

徐　二明
4

4  -  -  -  -  4

王　学明
5

108  -  -  -  -  108

呉　嘉寧
6

492  -  -  -  -  492
楊　志威 317  -  -  -  -  317

陳　東琪
6

-  -  -  -  -  -

呂　薇
7

-  -  -  -  -  -
            
監査役            

戴　斌
8

-  68  337  48  -  453

徐　世光
8

-  48  111  37  -  196
韓　芳 -  485  663  121  218  1,487
張　建斌 -  261  801  122  -  1,184

関　麗莘
9

-  119  522  81  330  1,052

羅　振東
9

-  96  396  68  220  780
汪　一兵 -  -  -  -  -  -
            
 929  2,558  5,051  1,389  768  10,695

 
1　　

夏冰氏と李英輝氏は、2023年１月６日付で当社の執行取締役に任命された。
 

2　　
李峻氏は、2023年５月23日付で当社の執行取締役に任命された。

 

3　　
独立非執行取締役の報酬は、当社の取締役としての役務に対する報酬である。

 

4　　
謝孝衍氏と徐二明氏は、2023年１月６日付で当社の独立非執行取締役を辞任した。

 

5　
王学明氏は、2023年５月23日付で当社の独立非執行取締役の職を辞任した。

 

6　
呉嘉寧氏と陳東琪氏は、2023年１月６日付で当社の独立非執行取締役に任命された。

 

7　　
呂薇氏は、2023年５月23日付で当社の独立非執行取締役に任命された。

 

8　　
戴斌氏と徐世光氏は、2023年５月23日付で当社の監査役を辞任した。

 

9　　
関麗莘氏と羅振東氏は、2023年５月23日付で当社の監査役に任命された。
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10　
執行取締役及び監査役の裁量的賞与は、本年度における当グループの業績に基づき決定された。

 

11　
023年度において、当社は2022年度賞与の支払いも行い、その内訳は柯瑞文が355千人民元、邵廣祿が334千人民

元、劉桂清が320千人民元、唐珂が310千人民元、夏冰が310千人民元、李英輝が258千人民元、李峻が124千人民元で
あり、かつ特別インセンティブとして韓芳に130千人民元、張建斌に500千人民元の支払いも行った。

 

12　
全ての取締役及び監査役の報酬は各人の当該年度における実質在任期間に基づき算出された。本年度中、当社に加

わる際に金銭的誘引を受けた取締役又は監査役はおらず、役職の喪失に対する報酬を受けた又はいかなる報酬を放棄
した若しくは放棄することに合意した取締役又は監査役はいなかった。
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35.　報酬額上位者と上級役員報酬

 

(a)
　
報酬額上位５名

 

　2024年及び2023年12月31日終了年度において、当グループの報酬額上位５名は、いずれも当社の取締役で

はない。

 

　報酬額上位（取締役以外）５名（2023年: ５名）の報酬総額は以下の通りである。

 

2024年 2023年

千人民元 千人民元   

     

給与・手当て・現物給付 5,065  7,091

 裁量的賞与 9,904  5,370

 退職制度拠出金 535  1,181

     

  15,504  13,642

 

　報酬額上位（取締役以外）５名（2023年: ５名）の報酬額の範囲は次の通りである。

 

2024年 2023年

人数  人数

     

 2,000,001人民元～2,500,000人民元 -  1

2,500,001人民元～3,000,000人民元 3  3

 3,000,001人民元～3,500,000人民元 1  1

 3,500,001人民元以上 1  -

 

　表示の期間中において、これらの者はいずれも、当社に加わるにあたっての誘因報酬を受け取ったこと

も、役職の喪失に対する報酬を受け取ったこともなく、あるいは、いかなる報酬を放棄したこともない。

 

(b)
　
上級役員報酬

 

　当グループの上級役員の報酬額の範囲は次の通りである。

 

2024年 2023年

人数  人数

     

0人民元～1,000,000人民元 18  19

 1,000,001人民元～1,500,000人民元 2  3

 

36.　当社株主に帰属する当期純利益

 

　2024年12月31日終了年度において、当社株主に帰属する当期連結純利益には、当社個別財務諸表上の純利益

31,623百万人民元が含まれる。

 

2023年12月31日終了年度において、当社株主に帰属する当期連結純利益には、当社個別財務諸表上の純利益

28,599百万人民元が含まれる。
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37.　配当

 

　2025年３月25日開催の取締役会の決議に従い、2024年12月31日終了年度の最終配当（１株当たり0.0927人民元

（税引前）、総額約8,483百万人民元）に関する議案を、株主承認のため年次株主総会に提出している。当該配当

は、2024年12月31日終了年度の連結財務諸表には反映していない。

 

2023年度年次株主総会は、当社の2024年度の中間利益分配計画を決定する権限を取締役会に与えることを検討・

承認した。2024年８月20日開催の取締役会の決議に従い、2024年６月30日に終了した６ケ月間の中間配当（１株当

たり0.1671人民元（0.182289香港ドル相当）、総額約15,291百万人民元（税引前））を宣言した。配当金12,972百

万人民元は2024年９月11日に支払を行った。配当金2,319百万人民元は2024年10月18日に支払を行った。

 

2024年５月27日開催の年次株主総会における株主の承認に基づき、2023年12月31日終了年度の最終配当（１株当

たり0.090人民元（0.098814香港ドル相当）、総額約8,236百万人民元（税引前））を宣言した。配当金7,082百万人

民元は2024年６月13日に支払を行った。配当金1,154百万人民元は2024年７月26日に支払を行った。

 

　2022年度年次株主総会は、当社の2023年度の中間利益分配計画を決定する権限を取締役会に与えることを検討・

承認した。2023年8月8日開催の取締役会の決議に従い、2023年６月30日に終了した６ケ月間の中間配当（１株当た

り0.1432人民元（0.156524香港ドル相当）、総額約13,104百万人民元（税引前））を宣言した。配当金11,117百万

人民元は2023年８月31日に支払を行った。配当金1,987百万人民元は2023年９月28日に支払を行った。

 

　2023年５月23日開催の年次株主総会における株主の承認に基づき、2022年12月31日終了年度の最終配当（１株当

たり0.076人民元（0.085065香港ドル相当）、総額約6,955百万人民元（税引前））を宣言した。配当金5,900百万人

民元は2023年６月９日に支払を行った。配当金1,055百万人民元は2023年７月21日に支払を行った。

 

38.　１株当たり利益

 

　2024年及び2023年12月31日終了年度の基本的１株当たり利益は、それぞれ当社株主に帰属する当期純利益33,012

百万人民元及び30,446百万人民元を発行株式数91,507,138,699株で除して計算している。

 

　表示期間に希薄化効果のある潜在普通株式は存在していなかったため、希薄化後１株当たり利益は基本的１株当

たり利益と同額である。

 

39.　コミットメント及び偶発事象

 

資本契約

 

　2024年及び2023年12月31日現在、当グループは以下の資本コミットメントを行っている。

 

12月31日

 2024年 2023年

 百万

人民元

百万

人民元    

 契約済み未実行     

 不動産  3,214  1,912

電気通信ネットワーク設備及び機器  17,012  21,015

      

   20,226  22,927
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偶発債務

 

(a)　当グループは、顧問弁護士のサポートにより評価を行った結果、2024年12月31日現在で重要な偶発債務はない

との結論に達した。

 

(b)　2024年及び2023年12月31日現在、当グループは、第三者への銀行の与信枠に対する債務保証による偶発債務を

有していない。

 

法的債務

 

　当グループは、通常の事業の過程において生じる訴訟の被告及びその他法的手続の指名された当事者となってい

る。経営者はこの偶発事象、訴訟及びその他法的手続により不利な結果が生じる可能性を評価しており、結果的に

いかなる債務が発生しても、当グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に対する重大なマイ

ナスの影響はないと考えている。

 
40.　金融商品

 

　当グループの金融資産には、現金及び現金同等物、銀行預金及び制限付きの現金、その他の包括利益を通じて公

正価値で測定する資本性金融商品、売掛金、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産、並びに前払金及びその

他の流動資産に計上している金融資産が含まれる。当グループの金融負債には、短期債務及び長期債務、買掛金、

並びに未払費用及びその他の未払金に計上している金融負債が含まれる。

 

(a)
　
公正価値測定

 

　IFRS第13号「公正価値測定」に従い、各金融商品の公正価値は、公正価値測定において重大なインプット

のうち最も低いレベルのインプットに基づき全体を区分している。公正価値のレベルは次のように定義され

ている。

 

・　レベル１： 活発な市場における同一の金融商品の相場価格(無調整)により測定された公正価値

 

・　レベル２： 活発な市場における類似の金融商品の相場価格により測定された公正価値、又はすべての

重大なインプットが直接的もしくは間接的に観察可能な市場データを基礎とする評価技法を用いて測定

された公正価値

 

・　レベル３： 重大なインプットのいずれかが観察可能な市場データを基礎としていない評価技法を用い

て測定された公正価値

 

　当グループの金融商品(長期債務及び公正価値で測定する資本性金融商品は除く。)の公正価値は、これら

商品の満期までの期間が短いことから、帳簿価額に近似している。

 

　当グループの純損益を通じて公正価値で測定する金融資産及びその他の包括利益を通じて公正価値で測定

する資本性金融商品に含まれる上場資本性証券投資は、レベル１の金融商品に区分している。2024年12月31

日現在、当グループの上場資本性証券投資の公正価値は922百万人民元（2023年12月31日：1,373百万人民

元）である。これは、中国の証券取引所の市場相場価格に基づいている。当グループの純損益を通じて公正

価値で測定する金融資産及びその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品に含まれる非上

場資本性証券投資は、レベル３の金融商品に区分される。2024年12月31日現在、これらのレベル３に区分さ

れる金融商品の公正価値は456百万人民元（2023年12月31日：450百万人民元である。市場で取引されていな

いこれらの金融商品の公正価値について、当グループは、評価技法を用いて決定している。使用される評価

の手法あるいはモデルは、主に純資産法及び市場比較可能企業モデル等である。評価モデルの入力値は、主

に純資産価値及び期待利回り率、比較会社評価倍率等である。
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　長期債務の公正価値は、将来キャッシュ・フローを、概ね類似の性質、類似の満期の債務に対して当グ

ループに提示される直近の市場金利により割り引いて見積っている。長期債務の公正価値測定はレベル２に

区分している。当グループが長期債務の公正価値の見積りに用いた金利は、外貨建債務も考慮すると、3.6％

から4.9％の範囲にある（2023年12月31日：4.2％から4.9％）。2024年及び2023年12月31日現在の当グループ

の長期債務の帳簿価額と公正価値は、以下の通りであった。

 

2024年12月31日  2023年12月31日

 帳簿価額 公正価値  帳簿価額  公正価値

   百万人民元  百万人民元  百万人民元  百万人民元

          

長期債務  8,697  8,514  6,275  6,124

 

　当年度において、レベル１、レベル２及びレベル３の間の金融商品の振替はなかった。

 

(b)　リスク

 

　当グループの金融商品は、信用リスク、流動性リスク、市場リスク（主に金利リスク及び外国為替リスク

から構成）という主に３種類のリスクに晒されている。グループの全体的なリスク管理の取り組みは予測不

能な金融市場に焦点を当て、グループの財務業績に与える潜在的な悪影響を最小化することを目的としてい

る。リスク管理は取締役会が承認した方針に基づき実施している。取締役会は、全般的なリスク管理原則に

加え、流動性リスク、信用リスク及び市場リスク等の特定分野を対象とした方針を定めている。取締役会は

定期的にこれらの方針を、事業の状況、市況及びその他の関連リスクを基に必要に応じて見直し、変更を承

認している。３種類の主なリスクそれぞれの定性的及び定量的開示は以下に要約している。

 

(ⅰ)　信用リスク

 

　信用リスクとは、取引先が契約上の義務を履行できなくなり、当グループが財務的損失を被ることと

なるリスクである。当グループの場合、このリスクは主に金融機関への預金及び電気通信サービスの提

供に係る顧客への与信から生じる。

 

現金及び現金同等物、銀行預金、並びに制限付きの現金

 

　預金に関する信用リスク・エクスポージャーを制限するため、当グループは主に信用格付けが一定以

上の、中国の大手国有金融機関にのみ預金を預けている。取引先が信用格付けの高い銀行のみであるた

め、銀行預金に関する信用リスクは限定的である。

 

顧客との契約から生じる売掛金及び契約資産

 

　売掛金及び契約資産について、経営者は顧客の財政状態の信用評価を継続的に実施しており、通常売

掛金及び契約資産に対する担保は要求していない。当該評価では、期日到来時の顧客の過去の支払実績

及び現在の支払能力を重視した上で、顧客固有の情報及び顧客が営業活動を行う経済環境についても加

味している。また、当グループは、営業債権の予想信用損失引当金をECLモデルに従い個別に又は引当

マトリクスを基に決定している。なお、当グループの顧客は多岐にわたっており、表示期間において１

社で収益の10％を超える顧客はない。

 

　当グループは、売掛金及び契約資産に対する損失評価引当金を全期間のECLに等しい金額で測定して

いる。当該金額は、引当マトリクスを用いて算定するか、重要な残高を有する債務者又は信用減損が生

じている債務者については個別に評価を行っている。当グループの過去の信用損失の実績に関する分析

では電話及びインターネットサービス加入者と企業顧客とでは損失のパターンが異なっていたため、以

下の表では、2024年及び2023年12月31日現在の電話及びインターネットサービス加入者と企業顧客それ

ぞれに対する売掛金について、当グループの信用リスク・エクスポージャー及びECLに関する情報を記

載している。その他の売掛金の予想信用損失に重要性はない。
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　電話及びインターネットサービス加入者に対する売掛金

 

予想損失率

 
2024年12月31日

総額での帳簿価額  

損失評価

引当金

％  百万

人民元

 百万

人民元     

       

 延滞なし、１ヶ月以内 2  5,979  120

 １～３ヶ月 20  2,120  420

 ４～６ヶ月 60  891  532

 ７～12ヶ月 80  1,624  1,299

12ヶ月超 100  2,051  2,051

       

    12,665  4,422

 

予想損失率

 
2023年12月31日

総額での帳簿価額  

損失評価

引当金

％  百万

人民元

 百万

人民元     

       

 延滞なし、１ヶ月以内 2  5,803  115

 １～３ヶ月 20  2,552  506

 ４～６ヶ月 59  905  538

 ７～12ヶ月 80  1,469  1,175

12ヶ月超 100  1,596  1,596

       

    12,325  3,930
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　企業顧客に対する売掛金

 

予想損失率

 
2024年12月31日

総額での帳簿価額  

損失評価

引当金

％  百万

人民元

 百万

人民元     

       

 ６ヶ月以内 2  13,415  305

 ７～12ヶ月 23  4,073  929

 １～２年 68  2,978  2,037

 ２～３年 100  1,021  1,021

３年超 100  1,395  1,395

       

    22,882  5,687

 

予想損失率

 
2023年12月31日

総額での帳簿価額  

損失評価

引当金

％  百万

人民元

 百万

人民元     

       

 ６ヶ月以内 2  9,734  222

 ７～12ヶ月 23  3,657  834

 １～２年 68  1,812  1,239

 ２～３年 100  587  587

３年超 100  894  894

       

    16,684  3,776

 

 

　2024年12月31日現在の契約資産の予想損失率は７％（2023年：５％）である。

 

2024年12月31日現在の売掛金及び契約資産に対する損失評価引当金は、それぞれ10,720百万人民元及

び367百万人民元（2023年：8,238百万人民元及び265百万人民元）である。2024年12月31日現在の損失

評価引当金のうち256百万人民元（2023年：292百万人民元）は、上記における集合的計算ではなく、重

要な残高を有する債務者又は信用減損が生じている債務者について個別に実施したものである。

 

　予想損失率は、過去１年から３年の損失実績をベースに、当該実績データを収集した期間の経済状況

と、現在の状況、債権の予想回収期間に係る経済状況に関する当グループの見解との相違を反映するよ

う調整を加えている。
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　売掛金に対する損失評価引当金勘定の増減は、以下の通りである。

 

  2024年  2023年

  百万

人民元

 百万

人民元     

       

 期首残高   8,238  6,117

 ECLの減損損失   3,585  3,124

直接償却額等   (1,103)  (1,003)

       

 期末残高   10,720  8,238

 

(ⅱ)　流動性リスク

 

　流動性リスクとは決済期日に債務に見合う資金が利用可能でないリスクであり、キャッシュ・インフ

ローとアウトフローの時期及び金額の不一致により発生する。当グループでは、運転資本、債務の元本

及び利息の支払、配当金の支払、資本的支出、及び最短期間が３ヶ月から６ヶ月の新たな投資等の資金

調達のニーズに応じるため、十分な現金残高及びコミットメントラインを維持することにより流動性リ

スクを管理している。
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　以下の表は、当グループの金融負債の報告期間末日現在の契約上の満期日までの残存期間を示

しており、契約上の割引前キャッシュ・フロー（契約金利（変動金利の場合は報告期間の末日の

実勢金利）により算出した支払利息を含む）と、当グループに返済義務が生じる最短の日付を基

にしている。

 
 2024年12月31日

帳簿価額 

契約上の割引前

キャッシュ・フ

ロー合計

 

１年以内又は要

求払い

１年超

２年以内

２年超

５年以内 ５年超

百万

人民元

 百万

人民元

百万

人民元

百万

人民元

百万

人民元

百万

人民元      

            

短期債務 2,835  2,869  2,869  -  -  -

長期債務 8,697  9,602  1,402  1,568  5,343  1,289

買掛金 160,550  160,550  160,550  -  -  -

未払費用及び

その他の未

払金 52,474  53,263  53,263  -  -  -

リース負債 49,211  52,476  15,614  14,451  19,092  3,319

その他の非流

動負債 216  227  -  227  -  -

            

 273,983  278,987  233,698  16,246  24,435  4,608

 
 2023年12月31日

帳簿価額 

契約上の割引前

キャッシュ・フ

ロー合計

 

１年以内又は要

求払い

１年超

２年以内

２年超

５年以内 ５年超

百万

人民元

 百万

人民元

百万

人民元

百万

人民元

百万

人民元

百万

人民元      

            

短期債務 2,867  2,909  2,909  -  -  -

長期債務 6,275  7,152  1,207  1,272  3,422  1,251

買掛金 145,872  145,872  145,872  -  -  -

未払費用及び

その他の未

払金 50,819  51,610  51,610  -  -  -

リース負債 56,049  60,458  14,922  14,113  27,215  4,208

その他の非流

動負債 182  189  -  189  -  -

            

 262,064  268,190  216,520  15,574  30,637  5,459

 
 

　経営者は、当グループの手許現金、営業活動からの予想キャッシュ・フロー及び利用可能な銀

行の信用枠(注記20)は、当グループの運転資本の需要及び返済期限が到来する借入金及び買掛金

等債務の返済に対して十分であると考えている。

EDINET提出書類

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(E05927)

有価証券報告書

144/281



 

(ⅲ)　金利リスク

 

　当グループの金利リスク・エクスポージャーは、主に短期債務、長期債務及び財務公司への預入金か

ら生じている。当グループは、変動及び固定利付債務により、それぞれキャッシュ・フロー金利リスク

及び公正価値金利リスクに晒されている。当グループは市場金利の変動を厳重にモニタリングすること

で金利リスク・エクスポージャーを管理している。

 

以下の表は、当グループの報告期間末日の債務に関する金利プロファイルについて記載している。

 
 2024年12月31日  2023年12月31日

 

実効金利％

百万

人民元

 

実効金利％

 百万

人民元      

          

固定利付債務         

 短期債務  2.6  2,835  3.0  2,847

 長期債務  1.3  4,772  1.1  5,677

          

     7,607    8,524

          

 変動利付債務:         

 短期債務  -  -  3.1  20

 長期債務  2.6  3,925  2.6  598

          

     3,925    618

          

 債務合計    11,532    9,142

 

固定利付債務の債

務合計に対する

割合    66.0%    93.2%

 
　経営者は、2024年12月31日現在、金利の低下又は上昇による当グループの財政状態及び経営成績に対

する重要な影響はないと見込んでいる。

 

また、財務公司が中国電信グループに供与する預金金利は固定されており、かつ中国人民銀行の関連要

求事項を遵守し、中国人民銀行が随時公表する預金基準金利（もしあれば）及び中国電信グループの主

要な合作商業銀行が提供する同期間の同種の預金サービスの預金金利を参考にするものとし、一般的な

商業条件のもとで、又はそれよりも好条件で行われている。当該金利には重要性がないことから、当グ

ループの経営陣としては、高水準の公正価値金利リスクは見込んでいない。

 
(iv)　外国為替リスク

 

　外国為替リスクは、機能通貨以外の通貨建ての金融商品から生じる。当グループの為替リスク・エク

スポージャーは主に米ドル、ユーロ及び香港ドル建ての主として銀行預金及び借入金に関連している。

 

　2024年12月31日現在、記帳通貨として人民元を採用している企業は、外国通貨に対して５%の人民元

高又は人民元安であった場合、その他全ての変数が一定であれば、外国通貨建て（主に米ドル、ユーロ

及び香港ドル建て）の金融資産及び負債によって、税引前利益が約98百万人民元（2023年：約40百万人

民元）減少又は増加する。

 

2024年12月31日現在、記帳通貨として人民元以外の通貨を採用している企業は、当該通貨が外国通貨

に対して５%の通貨高又は通貨安であった場合、その他全ての変数が一定であれば、外国通貨建て（主

に人民元、米ドル、ユーロ及び香港ドル建て）の金融資産及び負債によって、税引前利益が約161百万

人民元（2023年：約86百万人民元）減少又は増加する。
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41.　資本管理

 

　当グループにおける資本管理の主な目的は、継続企業として存続する能力を維持し、リスクレベルに応じた商

品・サービスの価格決定及び合理的コストでの資金調達手段の確保により、株主に対しては投資リターンを、その

他の利害関係者に対しては便益を提供し続けられるようにすることである。

 

　経営者は、定期的に資本構成の見直し及び管理を行い、借入が高水準になる程株主リターンが高まり得ること

と、健全な資本基盤により得られる利点及び安全性とのバランスを維持するとともに、経済状況の変化を踏まえた

資本構成の調整を行っている。

 

　当グループは、負債資産比率を基に資本の監視を行っている。当該比率は負債総額を資産総額で除して算出され

る。2024年12月31日現在の当グループの負債資産比率は47.3％（2023年12月31日：46.5％）である。

 

　国家金融監督管理総局（旧中国銀行保険監督管理委員会）が定める資本要件が適用される財務公司を除き、当社

及び子会社のいずれにおいても、外部から要求される資本要件はない。

 

42.　財務活動から生じた負債の調整

 

　以下の表は、当グループの財務活動から生じた負債の変動（キャッシュを伴う変動と伴わない変動の両方を含

む）の詳細である。財務活動から生じた負債とは、キャッシュ・フロー（又は将来キャッシュ・フロー）が当グ

ループの連結キャッシュ・フロー計算書において財務活動から生じたキャッシュ・フローに分類される負債であ

る。

 

 

短期債

務

 

長期債

務

 機器の

割賦購

入に係

る未払

金

 

リース

負債

 

未払

配当金

 

財務公

司への

預金

 

合計

 百万

人民元

 百万

人民元

 百万

人民元

 百万

人民元

 百万

人民元

 百万

人民元

 百万

人民元       

           (注

(ⅰ))

  

              

2023年１月１

日現在残高 2,840  7,644  1,529  66,896  3  17,427  96,339

              

財務活動による

キャッシュ・

フロー 29  (1,507)  (3,773)  (14,647)  (20,138)  6,680  (33,356)

為替差損益 -  8  -  5  -  -  13

新規のリース -  -  -  11,019  -  -  11,019

リースの条件変

更 -  -  -

 

(7,224)  -  -  (7,224)

非支配持分への

分配 -  -  -  -  78  -  78

宣言配当金 -  -  -  -  20,059  -  20,059

設備の追加 -  -  4,811  -  -  -  4,811

その他 (2)  130  -  -  -  -  128

              

2023年12月31日

現在残高 2,867  6,275  2,567  56,049  2  24,107  91,867

              

財務活動による

キャッシュ・

フロー (29)  2,275  (4,280)

 

(15,428)  (23,617)  951  (40,128)

為替差損益 -  -  -  12  -  -  12

新規のリース -  -  -  11,135  -  -  11,135

リースの条件変

更 -  -  -

 

(2,557)  -  -  (2,557)

非支配持分への

分配 -  -  -

 

-  90  -  90

宣言配当金 -  -  -  -  23,527  -  23,527

設備の追加 -  -  7,331  -  -  -  7,331

その他 (3)  147  -  -  -  -  144

              

2024年12月31日

現在残高 2,835  8,697  5,618
 

49,211  2  25,058  91,421

 

EDINET提出書類

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(E05927)

有価証券報告書

146/281



 

注:

 

(ⅰ)　2024年12月31日現在の財務公司の預金残高25,058百万人民元（2023年12月31日：24,107百万人民元）は、未

払費用及びその他の未払金の中国電信グループに対する未払金に計上している（注記22）。

 

(ⅱ)　2024年12月31日終了年度における上表に記載の財務活動による正味キャッシュ・アウトフロー合計40,128百

万人民元（2023年12月31日：33,356百万人民元）のほか、その他の主な財務活動には、財務公司が中国人民

銀行に預入れた法定預金準備金465百万人民元（2024年12月31日現在の短期銀行預金及び制限付きの現金残高

に計上）（2023年12月31日：121百万人民元）が含まれる。

 
 
43.　関連当事者間取引

 

(a)　中国電信グループとの取引

 

　当グループは中国の国有企業である中国電信集団有限公司の支配下の企業群の一部であり、中国電信グ

ループのメンバーとの間に重要な取引及び事業関係を有している。

 

　通常の事業の過程で行われた中国電信グループとの主な取引は以下の通りである。これらの取引は、上場

規則に基づく継続的関連取引を構成するものであり、当社は上場規則第14A章に基づく開示要件を遵守してい

る。これら継続的関連取引の詳細については「重要事象」の「継続的関連取引」の項目 に開示している。

 

注  2024年 2023年

  百万

人民元

百万

人民元     

       

建設工学及び設計サービス (ⅰ)  21,045  19,031

 付属サービスの受領 (ⅱ)  23,144  22,627

 相互接続収益* (ⅲ)  44  47

 相互接続費用* (ⅲ)  89  87

 コミュニティ・サービスの受領 (ⅳ)  4,491  4,526

 業務集約化サービス取引収益 (ⅴ)  3,916  3,909

 業務集約化サービス取引費用 (ⅴ)  596  806

 不動産及び土地使用権リース収益 (ⅵ)  69  60

 不動産及び土地使用権リース関連費用 (ⅶ)  763  779

 使用権資産の増加 (ⅶ)  528  673

 リース負債の支払利息 (ⅶ)  24  29

 情報技術サービスの提供 (ⅷ)  3,066  2,294

 情報技術サービスの受領 (ⅷ)  8,279  6,584

 電気通信機器、資材及び調達サービスの購入 (ⅸ)  4,826  4,306

 電気通信機器、資材及び調達サービスの売却 (ⅸ)  4,039  4,950

 

インターネット・アプリケーション・チャンネ

ル・サービス収益 (ⅹ)  41  62

 決済及びデジタル・ファイナンス関連サービス (ⅹⅰ)  974  994

 通信リソースのリース費用 (ⅹⅱ)  567  517

 

中国電信グループによる財務公司への預入(アウ

トフロー純額)* (ⅹⅲ)  951  6,680

 

中国電信グループによる財務公司への預金に係る

支払利息* (ⅹⅲ)  437  282

 財務公司から中国電信グループへの短期貸付金 (ⅹⅲ)  4,075  8,100

 中国電信グループによる財務公司短期貸付金返済 (ⅹⅲ)  10,093  8,091

 

財務公司から中国電信グループへの貸付金に係る

受取利息 (ⅹⅲ)  123  245

 ファイナンス・リース・サービスの受入 (ⅹⅳ)  7,633  5,973

 知的財産のライセンスの供与に係る収益* (ⅹⅴ)  -  18

EDINET提出書類

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(E05927)

有価証券報告書

147/281



 
*　　これらの取引は、一般的な商業条件のもとで、又はそれよりも好条件で行われており、上場規則の規則

第14A.76条又は第14A.90条に基づく報告、公表、独立株主の承認及び／又は年次レビューに係る要求

事項への遵守を完全に免除されている。

 

注:

 

(ⅰ)　中国電信グループにより提供される建設及びエンジニアリング、またデザイン及び監督サービスであ

る。

 

(ⅱ)　電気通信機器及び設備の修繕並びにメンテナンス、特定の顧客サービス等の付属サービスに関連する

中国電信グループへの支払額及び未払額である。

 

(ⅲ)　中国電信グループとの市内電話及び国内長距離電話の相互接続のための受取額及び未収額/支払額及び

未払額である。

 

(ⅳ)　文化、教育、医療及びその他のコミュニティ・サービスに関連する中国電信グループへの支払額及び

未払額である。

 

(ⅴ)　業務集約化サービスに関して、当社と中国電信グループの間で分担される関連収入・費用である。

 

(ⅵ)　不動産及び土地使用権のリースに関する中国電信グループに対する不動産リース手数料の受領額及び

未収額である。

 

(ⅶ)　中国電信グループからリースしている不動産及び土地使用権に関する金額である。これには、短期

リースのリース料、少額資産のリース料、指数又はレートに応じて決まるものではない変動リース

料、非リース構成部分に係る費用、並びに当該リースについて認識した使用権資産及び関連費用が含

まれている。

 

(ⅷ)　中国電信グループに対して提供する、又は中国通信グループにより提供される情報技術サービスであ

る。

 

(ⅸ)　中国電信グループとの電気通信機器及び資材の購入及び売却、中国電信グループから提供される調達

サービスに対する支払手数料及び未払額である。

 

(ⅹ)　インターネット・アプリケーション・チャンネル・サービス(電気通信チャンネル・サービス、アプリ

ケーション・サポート・プラットフォーム・サービス、請求・引落サービス等の提供を含む。)に関連

する中国電信グループに対する受領額及び未収額である。

 

(ⅹⅰ)　決済及びデジタル・ファイナンス関連サービスに関連して中国電信グループに対して支払った又は

支払い義務のある金額である。

(ⅹⅱ)　送電網、無線ネットワーク、有線接続ネットワーク等の通信リソースからなる、中国電信グループ

からの通信リソースのリースに関する金額である。

(ⅹⅲ)　財務公司が中国電信グループに対して提供する金融サービス（貸付サービス、預金サービス及びそ

の他のサービスを含む。）に関する金額である。

(ⅹⅳ)　セール・アンド・リースバック、ダイレクト・リースなど、中国電信グループが提供するファイナ

ンス・リース・サービス及び関連するファイナンス・リース・コンサルティング・サービスに関連

する金額である。

(ⅹⅴ)　当グループによる中国電信グループ及びその子会社への知的財産ライセンスの供与に係る収益金額

である。
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　中国電信グループに対する債権及び債務の要約は以下の通りである。

 

12月31日

 2024年 2023年

 百万

人民元

百万

人民元    

     

 売掛金  2,556  1,670

 契約資産  181  161

前払金及びその他の流動資産  3,962  9,067

 その他の資産  130  135

 買掛金  31,194  26,444

 未払費用及びその他の未払金  32,364  29,969

 契約負債  178  245

 リース負債  1,204  1,051

 

　前払金及びその他の流動資産（注記18(i)）に計上している財務公司に対する短期貸付金、並びに未払費

用及びその他の未払金に計上している財務公司の預金（注記42（i））以外の中国電信グループに対する債

権及び債務は無担保、無利息であり、第三者が提示する条件と類似する契約条件に従って受領し又は返済し

ている。

 

財務公司が中国電信グループに供与する短期貸付金（注記18(i)）は、一般的な商業条件のもとで、又はそ

れよりも好条件で行われている。

 

財務公司が中国電信グループに供与する預金金利は、中国人民銀行の関連要求事項を遵守し、中国人民銀行

が随時公表する預金基準金利（もしあれば）及び中国電信グループの主要な合作商業銀行が提供する同期間

の同種の預金サービスの預金金利を参考にするものとし、一般的な商業条件のもとで、又はそれよりも好条

件で行われている。
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(b)　チャイナ・タワーとの取引

 

　チャイナ・タワーとの主な取引は以下の通りである。これらの取引は、上場規則にいう関連取引を構成しな

い。

 

注  2024年 2023年

  百万

人民元

百万

人民元     

       

通信塔資産リース関連費用 (ⅰ)  12,201  12,361

 使用権資産の増加 (ⅰ)  3,828  3,170

 リース負債に係る支払利息 (ⅰ)  949  1,164

 情報技術サービスの提供 (ⅱ)  36  40

 

注:

 

(ⅰ)　通信塔資産のリースに関する金額である。通信塔資産リース関連費用には、指数又はレートに応じて決

まるものではない変動リース料及び非リース構成部分に係る費用、並びに当該リースについて認識した

使用権資産及び関連費用が含まれている。

 

(ⅱ)　チャイナ・タワーに提供する情報技術及びその他の付属サービスである。

 

 

　チャイナ・タワーに対する債権及び債務の要約は以下の通りである。

 

12月31日

 2024年 2023年

 百万

人民元

百万

人民元    

     

 売掛金  46  24

 契約資産  1  1

 前払金及びその他の流動資産  22  227

 買掛金  10,618  7,505

 未払費用及びその他の未払金  1,727  1,875

 契約負債  1  1

 リース負債  26,501  31,755

 

　チャイナ・タワーに対する債権及び債務は、無利息・無担保であり、第三者が提示する条件と類似する契約

条件に従って受領し又は返済している。
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(c)　経営幹部の報酬

 

　経営幹部とは、当グループの活動を直接的又は間接的に計画、指示及び支配する権限と責任を有する者であ

り、当グループの取締役及び監査役が含まれる。

 

　下表は、当グループの経営幹部の報酬を要約したものである。

 

 2024年  2023年

 

千人民元

 

千人民元    

      

短期従業員給付  9,538  11,179

 退職後給付  1,338  1,389

 株式報酬  659  768

      

   11,535  13,336

 

　上記の報酬額は、人件費に反映されている。

 

 

(d)　その他の政府関連企業との取引

 

　当グループは政府関連企業であり、現在政府当局、政府機関、政府関連企業及びその他組織(以下、総称し

て「政府関連企業」という。)を通じて中国に直接又は間接に支配されている企業が優位を占める経済体制に

おいて事業を行っている。

 

　当グループは、親会社及びその兄弟子会社(注記43(a)) 並びにチャイナ・タワー(注記43(b))との取引を除

き、その他の政府関連企業と以下の取引を行っている。ただし、必ずしも以下に限定されない。

 

・　サービスの提供及び受領(電気通信サービスを含むが、電気通信サービスに限定されない。)

・　製品、不動産及びその他の資産の売買

・　資産のリース

・　預金及び借入

・　公益事業の利用

 

　これらの取引は当グループの通常の事業の過程で政府関連企業以外の他の企業との取引条件と同等な条件に

基づいて行われている。当グループは、政府規定の料率に基づいて又は必要に応じて商業上の交渉に基づいて

電気通信サービス及び製品の価格を決定している。当グループはまた、取引先が政府関連企業であるか否かに

は関係なく、製品及びサービスの購入に関する調達方針及び承認プロセスを確立している。

 

　当社の取締役は上記の情報により関連当事者との取引について適切な開示を行っていると考えている。
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44.　個別財政状態計算書に関する情報

 

   12月31日

注 2024年 2023年

百万

人民元

百万

人民元    

      

資産

      

非流動資産

有形固定資産（純額）   394,783  385,375

建設仮勘定   51,109  60,227

使用権資産   65,378  73,303

のれん   29,877  29,877

無形資産   22,552  20,673

子会社への投資 ９  40,145  34,926

関連会社又は共同支配企業に対する持分   43,574  42,694

純損益を通じて公正価値で測定される金

融資産   2  2

その他の包括利益を通じて公正価値で測

定する資本性金融商品   922  1,381

繰延税金資産   -  784

その他の資産   19,110  9,077

     

非流動資産合計   667,452  658,319

     

流動資産      

棚卸資産   1,713  1,527

売掛金（純額）   35,794  28,057

契約資産   3,281  3,304

前払金及びその他の流動資産   23,586  19,597

短期銀行預金及び拘束預金   4,494  6,299

現金及び現金同等物   34,771  42,901

      

流動資産合計   103,639  101,685

      

資産合計   771,091  760,004
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   12月31日

   2024年  2023年

   百万

人民元

 百万

人民元    

      

負債及び資本      

      

流動負債      

短期債務   9,627  19,241

１年以内返済予定の長期債務   1,149  1,132

買掛金   136,311  124,173

未払費用及びその他の未払金   46,903  45,090

契約負債   57,793  57,743

未払法人所得税   1,886  39

１年以内返済予定のリース負債   13,689  12,841

      

流動負債合計   267,358  260,259

      

流動負債純額   (163,719)  (158,574)

      

流動負債控除後資産合計   503,733  499,745

      

非流動負債      

長期債務   2,756  3,765

リース負債   33,619  41,189

繰延税金負債   33,751  30,742

その他の非流動負債   7,933  6,313

      

非流動負債合計   78,059  82,009

      

負債合計   345,417  342,268
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   12月31日

 注  2024年  2023年

   百万

人民元

 百万

人民元    

      

資本      

株式資本   91,507  91,507

剰余金 26  334,167  326,229

      

資本合計   425,674  417,736

      

負債及び資本合計   771,091  760,004

 

45.　退職後給付制度

 

　中国の規則に規定されているように、当グループは従業員を対象とした省、自治区及び地方自治体政府が組織し

た様々な確定拠出型退職制度に加入している。当グループは従業員の給与、賞与、特定手当の15％から16％の率で

当該退職制度への拠出が義務付けられている。これ以外に、当グループは、従業員の給与、賞与、特定の手当に対

して固定割合での拠出を退職制度に行うことが必要な、外部の独立団体が運営する補足的な確定拠出型退職制度に

も加入している。当グループは、これらの毎年の拠出以外に、これらの制度に関連するその他の重要な年金の支払

義務はない。当グループは2024年12月31日終了年度において、現在の拠出水準の引き下げのために利用可能な拠出

金の放棄は行っていない（2023年：なし）。

 

　2024年12月31日終了年度の当グループの上述の制度への拠出額は、12,017百万人民元（2023年12月31日：11,018

百万人民元）であった。

 

　2024年12月31日現在、上述の確定拠出型退職制度に対する未拠出額は、1,060百万人民元（2023年12月31日：960

百万人民元） であった。

 

46.　株式増価受益権

 

　当社は、経営幹部に対してインセンティブを提供する目的で、株式増価受益権制度を導入している。この制度で

は、１単位につきＨ株１株相当の株式増価受益権を付与する。株式増価受益権制度のもとでは株式は発行されな

い。受益者は、株式増価受益権の行使時に、行使した株式増価受益権の数に、行使日における行使価格とＨ株の市

場価格との差額を乗じた金額相当の香港ドル建金額を行使日の為替レートで換算した人民元建の現金（適用される

源泉徴収税を控除後）で受領する。当グループは、該当する期間にわたり株式増価受益権の報酬費用を認識してい

る。

 

　2018年11月に当社は、2,394百万ユニットの株式増価受益権を適格従業員に付与することを承認した。かかる付与

条件の下では、全ての株式増価受益権は付与日から５年間の契約上の期間を有し、１ユニット当たりの行使価格は

3.81香港ドルである。行使価格は当該制度について定められ規則に従って調整される。株式増価受益権の受権者

は、2020年11月から段階的にかかる権利を行使できる。付与日から３年目、４年目及び５年目の応当日において、

行使される株式増価受益権の総数は、その者に付与された総株式増価受益権数のそれぞれ33.3％、66.7％及び

100.0％を超えてはならない。2023年２月、当社取締役会は、当社の幹部人員に対する2018年株式増価受益権の行使

条件の充足に関する議案を検討し、承認した。その結果、2018年株式増価受益権の行使条件が充足されたことが確

認され、当社は株式増価受益権の行使に関する事項を処理した。

 

　2021年３月、当社は、株式増価受益権に係るフェーズIIインセンティブ・スキームの導入及び適格従業員に対し

て約24億ユニットの株式増価受益権を付与することを承認した。かかる付与の条件に基づき、全ての株式増価受益

権は、付与日から５年間の契約上の存続期間及び１ユニットあたり2.686香港ドルの行使価格を有している。2024年

10月、当社取締役会は「株式増価受益権に係るフェーズIIインセンティブ・スキームの第１及び第２権利確定期間

における行使条件達成に関する議案」を再検討し、承認した。これら期間の行使条件が満たされたことが確認さ

れ、当社は株式増価受益権の行使に関する事項を処理した。

 

　報告日現在、当社は、二項モデルを用いて株式増価受益権の公正価値を算定している。付与された株式増価受益

権の公正価値を算定するにあたって当該モデルのインプットには、付与日の市場終値、行使価格、満期までの年

数、予想ボラティリティ、無リスク金利、配当性向、予想行使日の下限価格、予想離職率が含まれる。

 

表示期間における株式増価受益権の変動は、次の通りである。
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2024年  2023年

   

１月１日現在 2,400,515,000  4,715,240,000

行使  (1,416,444,381)  (2,111,528,550)

放棄  (167,895,519)  (203,196,450)

     

12月31日現在  816,175,100  2,400,515,000

 

　当グループが2024年12月31日終了年度に認識した株式増価受益権に関する報酬費用は1,930百万人民元（2023年：

2,146百万人民元）である。

 

　2024年12月31日現在、株式増価受益権により発生した負債の帳簿価額は2,896百万人民元（2023年12月31日：

2,176百万人民元）であった。

 

47.　会計上の見積り及び判断

 

　当グループの財政状態及び経営成績は、連結財務諸表作成の基礎となる会計処理方法、仮定及び見積りの影響を

受ける。経営者は、過去の経験及び経営者が合理的と考えるその他の要因を判断及び見積りの基礎としており、こ

れらは他の情報源から直ちに明らかにならない事項について判断する際の根拠となる。経営者は見積りを継続的に

評価している。状況及び条件の変更により、実際の結果はこれらの見積りと異なる可能性がある。

 

　重要な会計方針の選択、会計方針の適用に影響を及ぼす判断及びその他の不確実性、条件及び仮定の変更に対す

る報告業績の感応度は、連結財務諸表を検討する際に考慮すべき要因となる。重要性のある会計方針の情報は注記

３に記載している。経営者は、以下の重要な会計方針には、連結財務諸表の作成に使用した最も重要な判断及び見

積りが含まれていると考えている。

 
売掛金のECLに対する引当金

 

　当グループは、売掛金のECLの算定に引当マトリクスを使用している。引当率は、損失パターンが類似するさまざ

まな債務者をグルーピングした、期日到来時の顧客の過去の支払実績及び現在の支払能力に基づいている。引当マ

トリクスは、過大なコストや労力を掛けずに利用可能な、合理的で裏付け可能な将来予測情報を考慮した、当グ

ループの過去の信用損失の実績に基づいている。過去の損失率は年次で再検討され、将来予測的な情報における変

動が考慮される。当グループは、企業顧客の将来予測情報を考慮した様々なマクロ経済シナリオを勘案し、以下の

３つの経済シナリオ及び関連する将来予測要因による加重を適用している。表示期間においては、「ニュートラ

ル」、「ポジティブ」及び「ネガティブ」の各シナリオについて、それぞれ加重係数として60％、20％及び20％を

設定している。当グループは、ECLの算定に使用する仮定を定期的にモニタリングし、見直しを行っている。当該仮

定には、景気後退リスク、外部市場環境・技術環境の変化及び顧客の状況、消費者物価指数 (CPI) 、生産者物価指

数 (PPI) 及び国内総生産 (GDP) 等が含まれる。また、残高に重要性のある売掛金又は信用減損のある売掛金につ

いては、ECLを個別に評価している。

 

　ECL引当金は、見積りの変更の影響を受ける。ECL及び当グループの売掛金に関する情報は、注記40及び16に開示

している。
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のれん及び長期性資産の減損

 

　長期性資産の帳簿価額を回収できない可能性を示す状況が生じた場合、当該資産は「減損している」と判断さ

れ、注記３(f)に記載の長期性資産の減損の会計方針に従い減損損失を認識することになる。当グループの有形固定

資産、耐用年数を確定できる無形資産、建設仮勘定及び使用権資産等の長期性資産の帳簿価額を定期的に見直し、

減損の兆候の有無を判断している。これらの資産は、計上している帳簿価額の回収可能性に疑義を示す事象又は状

況の変化が生じた場合に減損テストを実施する。のれんに関しては、毎年、各報告期間の末日に減損テストを実施

する。資産又は資金生成単位の回収可能価額とは、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のいずれか高い金額で

ある。資産が他の資産のキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生成しない場合には、独立し

たキャッシュ・フローを生成する最小の資産グループ（すなわち、資金生成単位）で回収可能価額を算定する。使

用価値の算定に際しては、資産から生成される将来予想キャッシュ・フローを現在価値に割り引く。資産又は資金

生成単位の帳簿価額が見積回収可能価額を上回る場合には、減損損失を認識する。当グループの長期性資産は、市

場相場価格を容易に入手できない場合があることから、公正価値の正確な見積りは困難である。使用価値の算定は

資産から生成される将来予想キャッシュ・フローの現在価値への割引により行うが、これには収益水準、営業費用

の金額、及び適用される割引率等に関する重要な見積りや判断が必要となる。経営者は、回収可能価額の合理的見

積額の算定には容易に入手可能なすべての情報を利用している。

 

　2024年及び2023年12月31日終了年度に長期性資産の帳簿価額に対して設定した重要な減損損失引当金はない。

 

　長期性資産の回収可能価額の算定には、上記のとおり重要な見積りと判断が必要となるため、これらの見積りの

変更は、資産の帳簿価額に重要な影響を与え、将来年度において追加の減損損失又は戻入れとなる可能性がある。

さらに、市場のボラティリティに関する不確実性により、収益成長率、期間成長率及び税引前割引率の不確実性は

当年度に一層高まっている。

 

減価償却費及び償却費

 

　有形固定資産及び耐用年数を確定できる無形資産は、見積残存価額を考慮後、資産の見積耐用年数にわたり定額

法で減価償却及び償却している。経営者は、資産の見積耐用年数及び残存価額について毎年見直し、報告期間に計

上すべき減価償却費及び償却費を算定している。耐用年数及び残存価額は、類似資産の当グループの過去の経験を

基に、予想される技術的変化と業界の慣行を考慮している。前回の見積りから著しい変化がある場合には、将来に

減価償却費及び償却費を修正している。
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48.　後発事象

 

　2024年3月11日、当社の完全子会社である中電信量子信息科技集団有限公司は、国盾量子との間で、国盾量子の

非公開A株を自己資金で引き受ける（以下、「本取引」）「国盾量子とのA株引き受け及び戦略的協力に関する条件

付合意書」を締結した。2024年末現在、本取引は、国務院国有資産監督管理委員会及び国盾量子の株主総会により

承認され、中国証券監督管理委員会による登録の承認を受けた。2025年1月に株式移転及び株式の登録が完了し

た。ただし、取締役会構成員の任命はまだ完了していない。本取引に係る1,775百万人民元の前払費用は、注記13

のその他の資産に計上されている。

 

49.　親会社及び最終的な持株会社

 

　2024年12月31日現在の当社の親会社及び最終持株会社は、中国で設立された国有企業の中国電信集団有限公司で

ある。

次へ
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２【主な資産・負債及び収支の内容】

 

第６　１．(5）「連結財務諸表注記」を参照。

 

３【その他】

 

(1）決算日後の状況

該当なし。

 

(2）訴訟等

「第６ 経理の状況‐１．財務書類‐(5) 連結財務諸表注記‐39．コミットメント及び偶発事象」を参照。

 

 

 

EDINET提出書類

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(E05927)

有価証券報告書

249/281



４【IFRS会計基準と日本の会計原則の相違】
 

本書記載の財務書類は、IFRS会計基準に準拠して作成されている。IFRS会計基準は、日本において一般に公正妥当と認

められる会計原則とはいくつかの点で相違しており、その主な相違は以下に要約されている。

 

（1）連結手続

 

（a） 連結会社間の会計方針の統一

　IFRS会計基準では、IFRS会計基準第10号「連結財務諸表」に基づき、親会社は、類似の状況における同様の取引及び他

の事象に関し、統一された会計方針を用いて、連結財務諸表を作成しなければならない。在外子会社の財務諸表は、それ

ぞれの国で認められている会計原則を使用して作成されている場合でも、連結に先立ち、親会社が使用するIFRS会計基準

に準拠した会計方針に一致させるよう必要なすべての修正及び組替が行われる。また、国際会計基準（以下「IAS」とい

う。）第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」に基づき、関連会社又は共同支配企業が類似の状況における同

様の取引及び事象に関して、企業とは異なる会計方針を用いている場合には、企業が持分法を適用するために関連会社又

は共同支配企業の財務諸表を用いる際に、関連会社又は共同支配企業の会計方針を企業の会計方針に合わせるための修正

を行わなければならない。

 

　日本では、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、連結財務諸表を作成する場合、同一環境

下で行われた同一の性質の取引等について、親会社及び子会社が採用する会計方針は、原則として統一しなければならな

い。ただし、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」により、

在外子会社の財務諸表がIFRS会計基準又は米国会計基準に準拠して作成されている場合、及び国内子会社が指定国際会計

基準又は修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成して有価証券報告書により開示している場合には、一定の項目（の

れんの償却、退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理、研究開発費の支出時費用処理など）の修正を条件に、

これを連結決算手続上利用することができる。 関連会社についても、企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」

に従い、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、投資会社（その子会社を含む。）及び持分法を適用する被

投資会社が採用する会計方針は、原則として統一する。ただし、実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に

関する当面の取扱い」により、在外関連会社の財務諸表がIFRS会計基準又は米国会計基準に準拠して作成されている場

合、及び国内関連会社が指定国際会計基準又は修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成して有価証券報告書により開

示している場合については、当面の間、実務対応報告第18号で規定される在外子会社等に対する当面の取扱いに準じて行

うことができる。

 

（b）報告日の統一

　IFRS会計基準では、IFRS会計基準第10号「連結財務諸表」に基づき、連結財務諸表作成に用いる親会社及びその子会社

の財務諸表は、同じ報告日としなければならない。親会社の報告期間の期末日が子会社と異なる場合、子会社は、実務上

不可能な場合を除いて、連結のために親会社の財務諸表と同日現在の追加的な財務諸表を作成して、親会社が子会社の財

務情報を連結できるようにする。実務上不可能な場合には、親会社は子会社の直近の財務諸表を用いて子会社の財務情報

を連結しなければならないが、当該財務諸表の日付と連結財務諸表の日付との間に生じた重要な取引又は事象の影響につ

いて調整する。いかなる場合でも、子会社の財務諸表と連結財務諸表の日付の差異は３ヶ月を超えてはならず、報告期間

の長さ及び財務諸表の日付の差異は毎期同一でなければならない。

　また、関連会社及び共同支配企業については、IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」に基づき、企業

が持分法を適用する際には、関連会社又は共同支配企業の直近の利用可能な財務諸表を使用する。企業の報告期間の末日

が関連会社又は共同支配企業と異なる場合には、関連会社又は共同支配企業は、実務上不可能な場合を除いて、企業の使

用のために、企業の財務諸表と同じ日付で財務諸表を作成する。子会社と同様に、持分法を適用する際に用いる関連会社

又は共同支配企業の財務諸表を企業と異なる日付で作成する場合には、その日付と企業の財務諸表の日付との間に生じた

重要な取引又は事象の影響について調整を行わなければならない。いかなる場合にも、関連会社又は共同支配企業の報告

期間の末日と企業の報告期間の末日との差異は３ヶ月以内でなければならない。報告期間の長さとその末日の差異は毎期

同じでなければならない。

　日本では、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、子会社の決算日と連結決算日の差異が

３ヶ月を超えない場合には、子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行うことができる。ただし、この場合には、子

会社の決算日と連結決算日が異なることから生じる連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、必要な整

理を行う。
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　関連会社についても、企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」に従い、投資会社は、関連会社の直近の財務諸

表を使用する。投資会社と関連会社の決算日に差異があり、その差異の期間内に重要な取引又は事象が発生しているとき

には、必要な修正又は注記を行う。

 

（2）連結の範囲及び持分法の適用範囲

 

（a）連結の範囲及び持分法の適用範囲

　IFRS会計基準では、IFRS会計基準第10号「連結財務諸表」に基づき、支配を有する会社（子会社）に対しては連結対象

とし、IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」に基づき、投資先に対して共同支配又は重要な影響力を有

する企業は、関連会社又は共同支配企業に対する投資を持分法で会計処理しなければならない。IFRS会計基準第10号で

は、投資者が、投資先に対するパワー、投資先への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャー又は権利を

有し、かつ、投資者のリターンの額に影響を及ぼすように投資先に対するパワーを用いる能力を有している場合には、投

資先を支配していると判定される。IAS第28号では、重要な影響力とは、投資先の財務及び営業の方針決定に参加するパ

ワーであるが、当該方針に対する支配又は共同支配ではないものと定めている。またIFRS会計基準第12号「他の企業への

関与の開示」では、「組成された企業」（特別目的事業体と類似の性格を有すると考えられる。）を「誰が企業を支配し

ているのかの決定に際して、議決権又は類似の権利が決定的な要因とならないように設計された企業」と定義し、組成さ

れた企業への関与についての開示要求事項を定めている。組成された企業は、上記IFRS会計基準第10号の支配の概念に照

らし、投資者が組成された企業を支配していると判定される場合には、連結の範囲に含めることになる。

 

　日本では、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、実質支配力基準により連結の範囲が決定

され、支配の及ぶ会社（子会社）は連結の範囲に含まれる。ただし、子会社のうち支配が一時的であると認められる企

業、又は連結することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある企業については、連結の範囲に含めないこ

ととされている。また、非連結子会社及び重要な影響力を与えることができる会社（関連会社）については、持分法の適

用範囲に含める。なお、日本でも、連結財務諸表上、共同支配投資企業は、共同支配企業に対する投資について持分法を

適用する。

　また、日本では、特別目的会社については、企業会計基準第22号及び企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表にお

ける子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」に基づき、特別目的会社が適正な価額で譲り受けた資産から生

ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立され、当該特別目的会社の事業

がその目的に従い適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社から独立しているものと認め、

当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定される。したがって、当該要件を満たす特別目

的会社は、連結の範囲に含まれないことになる。ただし、このように連結の範囲に含まれない特別目的会社については、

企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」に基づき、当該特別目的会社の概要、

当該特別目的会社を利用した取引の概要、当期に行った当該特別目的会社との取引金額又は当該取引の期末残高等の一定

の開示を行うことが、特別目的会社に資産を譲渡した会社に求められている。

 

（b）連結の例外

　IFRS会計基準では、IFRS会計基準第10号「連結財務諸表」に従い、親会社が投資企業の定義に該当する場合には、一定

の場合を除き子会社を連結してはならず、それに代えて、子会社に対する投資をIFRS会計基準第９号「金融商品」に従い

純損益を通じて公正価値で測定しなければならない。

　なお、投資企業の親会社は、投資企業である子会社を通じて支配している企業を含めて、支配しているすべての企業を

連結しなければならない。ただし、親会社自身が投資企業である場合を除く。

 

 

　日本では、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表に

おける子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」に従い、親会社が、財務上又は営業上もしくは事業上の関係

からみて他の企業の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合には、当該他の企業を子会社に

該当しないものとして取り扱うことができる。

 

（3）非支配持分
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　IFRS会計基準では、IFRS会計基準第３号「企業結合」に基づき、企業結合ごとに取得企業は、取得日現在で、被取得企

業に対する非支配持分のうち、現在の所有持分であり、清算時に企業の純資産に対する比例的な取り分を保有者に与えて

いるものを、以下のいずれかで測定しなければならない。

(a) 公正価値

(b) 被取得企業の識別可能純資産の認識金額に対する現在の所有権金融商品の比例的な取り分

　非支配持分の他のすべての内訳項目は、他の測定基礎がIFRS会計基準で要求されている場合を除き、取得日の公正価値

で測定しなければならない。

　また、子会社に対する親会社の所有持分の変動（非支配持分との取引）で支配の喪失とならない場合には資本取引とし

て会計処理される。

 

　日本では、IFRS会計基準のように非支配株主持分を公正価値で測定する方法は認められておらず、非支配株主持分は取

得日における被取得企業の識別可能純資産の時価に対する非支配株主の持分で測定される。

 

（4）他の企業への関与の開示

 

　IFRS会計基準では、IFRS会計基準第12号「他の企業への関与の開示」に従い、次の事項に関する開示が要求されてい

る。

(a) 重大な判断及び仮定（支配、共同支配及び重要な影響力等を決定する際に行った重大な判断及び仮定）

(b) 子会社への関与（企業集団の構成、非支配持分が企業集団の活動及びキャッシュ・フローに対して有している関与、

企業集団の資産へのアクセス等に対する重大な制限の内容及び程度、連結した組成された企業への関与に関連したリ

スクの内容、所有持分の変動）

(c) 共同支配の取決め及び関連会社への関与（共同支配の取決め及び関連会社への関与の内容、程度及び財務上の影響、

並びに当該関与に関連したリスク）

(d) 非連結の組成された企業への関与（非連結の組成された企業への関与の内容及び程度、並びに当該関与に関連したリ

スクの内容及び変動）

 

　日本では、上記に関して包括的に規定する会計基準はないが、連結の範囲に含まれない特別目的会社に関する開示や、

企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、連結の範囲に含めた子会社、非連結子会社に関する事

項その他連結の方針に関する重要な事項及びこれらに重要な変更があったときは、その旨及びその理由について開示する

ことが要求されている。

 

（5）企業結合

 

　IFRS会計基準では、IFRS会計基準第３号「企業結合」に基づき、すべての企業結合に取得法が適用されている（共同支

配の取決め自体の財務諸表における共同支配の取決めの形成の会計処理、共通支配下の企業又は事業の結合、及び事業を

構成しない資産又は資産グループの取得を除く。）。取得法では、取得日において、取得企業は識別可能な取得した資産

及び引き受けた負債を、原則として、取得日公正価値で認識する。

 

　日本でも、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」に基づき、すべての企業結合（共同支配企業の形成及び

共通支配下の取引を除く。）はパーチェス法（取得法に類似する方法）で会計処理されている。

　ただし、IFRS会計基準と日本基準の間には、主に以下の差異が存在する。

(a) 条件付対価の処理

　IFRS会計基準では、取得企業は条件付対価を、被取得企業との交換で移転した対価に含め、取得日公正価値で認識しな

ければならない。また、条件付対価の公正価値に事後的な変動があった場合でも、一定の場合を除き、のれんの修正は行

わない。

 

　日本では、条件付取得対価の交付もしくは引渡し又は返還が確実となり、その時価が合理的に決定可能となった時点

で、支払対価を取得原価として追加的に認識するか又は返還される対価の金額を取得原価から減額するとともに、のれん

の修正を行う。

 

(b) のれんの当初認識及び非支配持分の測定
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　IFRS会計基準では、企業結合ごとに以下のいずれかの方法を選択できる。

・　非支配持分も含めた被取得企業全体を公正価値で測定し、のれんは非支配持分に帰属する部分も含めて測定する方法

（全部のれん方式）

・　非支配持分のうち、現在の所有持分であり、清算時に企業の純資産に対する比例的な取り分を保有者に与えているも

のは、被取得企業の識別可能純資産の認識金額に対する比例持分相当額として測定し、のれんは取得企業の持分相当

額についてのみ認識する方法（購入のれん方式）

 

　日本では、IFRS会計基準のように非支配株主持分自体を時価評価する処理（全部のれん方式）は認められておらず、の

れんは、取得原価が、取得した資産及び引き受けた負債に配分された純額を超過する額として算定される（購入のれん方

式）。

 

(c) のれんの償却

　IFRS会計基準では、のれんの償却は行わず、のれんは、IAS第36号「資産の減損」に従い、毎期及び減損の兆候がある

場合はその都度、減損テストの対象になる。

 

　日本では、原則として、のれんの計上後20年以内に、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却する。ただし、

金額に重要性が乏しい場合には、当該のれんが生じた事業年度の費用として処理することができる。のれんの未償却残高

は、減損処理の対象となる。

 

（6）金融商品の分類及び測定

 

　IFRS会計基準では、IFRS会計基準第９号「金融商品」により、金融資産及び金融負債を以下のように分類し、測定する

ことが要求されている。

　金融資産については、金融資産の管理に関する企業の事業モデル及び金融資産の契約上のキャッシュ・フロー上の特性

の両方に基づき、以下のように事後測定するものに分類しなければならない。

（a） 償却原価で事後測定するもの： 契約上のキャッシュ・フローを回収することを保有目的とする事業モデルの中で

保有され、契約条件により元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが所定の日に生じ

る場合。

（b） その他の包括利益を通じて公正価値で事後測定するもの： 契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方に

よって目的が達成される事業モデルの中で保有され、契約条件により元本及び元本残高に対する利息の支払のみで

あるキャッシュ・フローが所定の日に生じる場合。

（c） 純損益を通じて公正価値で事後測定するもの： 上記以外の場合。

　ただし、企業は、当初認識時に、売買目的保有又は企業結合における取得者によって認識される条件付対価ではない資

本性金融商品の公正価値の事後変動をその他の包括利益に表示するという取消不能の選択を行うことができる。

　金融負債（公正価値オプション及び負債であるデリバティブ等を除く。）については、償却原価で事後測定するものに

分類しなければならない。

　またIFRS会計基準第９号では、会計上のミスマッチを除去又は大幅に低減するなどの一定の要件を満たす場合、当初認

識時に金融資産及び金融負債を純損益を通じて公正価値で測定するものとして取消不能の指定をすることができる（公正

価値オプション）。

　日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従い、金融資産及び金融負債は以下のように測定され

る。

・　売買目的有価証券は、時価で測定し、時価の変動は純損益に認識される。

・　個別財務諸表においては、子会社株式及び関連会社株式は、取得原価で計上される。

・　満期保有目的の債券は、取得原価又は償却原価で測定される。

・　その他有価証券（売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券）は、時価

で測定し、時価の変動額は

a） 純資産に計上され、売却、減損あるいは回収時に損益計算書に計上されるか、又は

b） 個々の証券について、時価が原価を上回る場合には純資産に計上し、下回る場合には損益計算書に計上する。

・　時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、それぞれ次の方法による。

a） 社債その他の債券の貸借対照表価額は、取得原価又は償却原価で測定される。

b） 社債その他の債券以外の有価証券は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。
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なお、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券についての取り扱いは、企業会計基準第30号「時価

の算定に関する会計基準」等の適用に伴い削除されている。同会計基準等の適用開始以降は、市場価格のない株式

等について、取得原価をもって貸借対照表価額とすることが求められている。

・　貸付金及び債権は、取得原価又は償却原価で測定される。

・　金融負債は債務額で測定される。ただし、社債については、社債金額よりも低い価額又は高い価額で発行した場合な

ど、収入に基づく金額と債務額とが異なる場合には、償却原価法に基づいて算定された価額で評価しなければならな

い。

　IFRS会計基準で認められている公正価値オプションに関する規定はない。

 

（7）金融資産の認識の中止

 

　IFRS会計基準では、IFRS会計基準第９号「金融商品」に従い、（1）資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約

上の権利が消滅した時、又は（2）金融資産を譲渡し、かつ①企業が金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんど

すべてを他の当事者に移転した時、もしくは②企業がリスクと経済価値のほとんどすべてを移転も保持もしないが金融資

産に対する支配を保持していない場合、当該金融資産の認識を中止する。企業がリスクと経済価値のほとんどすべてを移

転しないが保持もせず、譲渡された資産を支配し続ける場合には、企業は資産に対する留保持分と関連して支払う可能性

がある負債を認識する。企業が、譲渡された金融資産のほとんどすべてのリスクと経済価値を保持している場合には、企

業は金融資産の認識を継続する。

 

　日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従い、譲渡金融資産の財務構成要素ごとに、支配が第

三者に移転しているかどうかの判断に基づいて、当該金融資産の認識の中止がなされる。

 

（8）金融商品の分類変更

 

　IFRS会計基準では、IFRS会計基準第９号「金融商品」に従い、金融資産の管理に関する事業モデルを変更した場合にの

み、影響を受けるすべての金融資産を同基準に定める分類方法に従って分類変更することが求められている。金融負債の

分類変更を行うことは認められていない。

 

　日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従い、売買目的又は売却可能（その他有価証券）から

満期保有目的への分類変更は認められず、売買目的から売却可能（その他有価証券）への分類変更については、正当な理

由がある限られた状況（例えば、トレーディング業務の廃止を決定した場合に、売買目的として分類していた有価証券を

すべて売却可能（その他有価証券）に分類変更することができる）においてのみ認められている。

 

（9）金融商品の公正価値の開示

 

　IFRS会計基準では、IFRS会計基準第７号「金融商品：開示」に基づき、当該基準の対象となるすべての金融資産及び金

融負債について以下の開示を行うことが要求されている。

(a) 企業の財政状態及び業績に対する金融商品の重要性

(b) 企業が当期中及び報告期間の末日現在で晒されている金融商品から生じるリスクの内容及び程度並びに企業の当該リ

スクの管理方法

 

　日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の

開示に関する適用指針」に基づき、時価等の開示がすべての金融商品に求められ、かつ金融商品から生じるリスクについ

ての開示も求められている。ただし、金融商品から生じるリスクのうち市場リスクに関する定量的開示が求められている

のは、金融商品から生じるリスクが重要な企業（銀行・証券会社等）が想定されている。

 

（10）公正価値測定

 

　IFRS会計基準では、IFRS会計基準第13号「公正価値測定」は、一定の場合を除き、他のIFRS会計基準が公正価値測定又

は公正価値測定に関する開示（及び、売却コスト控除後の公正価値のような、公正価値を基礎とする測定又は当該測定に
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関する開示）を要求又は許容している場合に適用される。IFRS会計基準第13号では、公正価値を「測定日時点で、市場参

加者間の秩序ある取引において、資産を売却するために受け取るであろう価格又は負債を移転するために支払うであろう

価格」と定義している。また、IFRS会計基準第13号は、公正価値の測定に用いたインプットの性質に基づき３つのヒエラ

ルキーに分類し、公正価値測定を当該ヒエラルキー別に開示することを求めている。

 

　日本では、2019年７月４日に企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及びその適用指針である企業会計基

準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」並びに関連する基準及び適用指針の改正（合わせて「本会

計基準等」）が公表され、2021年４月１日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されている。本会計基

準等はIFRS会計基準第13号の定めを基本的にすべて取り入れている。ただし、これまで我が国で行われてきた実務等に配

慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めている。なお、本

会計基準等は、（1）改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」における金融商品及び（2）改正企業会計基

準第９号「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産を対象としている。

　本会計基準等が公表されるまでは、時価の算定（公正価値測定）について包括的に規定する会計基準はなく、各会計基

準において時価の算定方法が個別に定められていた。金融商品の時価については、企業会計基準第10号「金融商品に関す

る会計基準」において、時価とは公正な評価額をいい、市場価格に基づく価額、市場価格がない場合には合理的に算定さ

れた価額と定義されていた。また、評価技法に用いるインプットのレベルに基づき時価を分類することは求められていな

かった。

 

（11）資産の減損

 

（a） 固定資産の減損

　IFRS会計基準では、IAS第36号「資産の減損」に従い、資産又は資金生成単位に減損の兆候が認められ、その資産又は

資金生成単位の回収可能価額（処分コスト控除後の公正価値と使用価値（資産又は資金生成単位から生じると見込まれる

見積将来キャッシュ・フローの現在価値）のいずれか高い金額）が帳簿価額を下回ると見積られる場合に、その差額を減

損損失として認識する。減損損失計上後、一定の条件が満たされた場合、のれんに対して認識された減損を除き、減損損

失の戻入れが要求される。なお、耐用年数を確定できない無形資産やのれんについては、減損の兆候の有無にかかわら

ず、毎年減損テストを実施しなければならない。

 

　日本では、企業会計審議会公表の「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、資産又は資産グループの減損の兆候が認

められ、かつ割引前将来キャッシュ・フローの総額（20年以内の合理的な期間に基づく）が帳簿価額を下回ると見積られ

た場合に、その資産又は資産グループの回収可能価額（正味売却価額と使用価値（資産又は資産グループの継続的使用と

使用後の処分によって生じると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値）のいずれか高い方の金額）と帳簿価額の

差額につき減損損失を認識する。減損損失の戻入れは認められない。

（b） 金融資産の減損

　IFRS会計基準では、IFRS会計基準第９号「金融商品」に従い、償却原価で事後測定される金融資産又はその他の包括利

益を通じて公正価値で事後測定される金融資産、リース債権、契約資産、純損益を通じて公正価値で事後測定されない

ローン・コミットメント及び金融保証契約について、予想信用損失に対する損失評価引当金を認識しなければならない。

その他の包括利益を通じて公正価値で事後測定される金融資産に係る損失評価引当金はその他の包括利益に認識し、財政

状態計算書における当該金融資産の帳簿価額を減額してはならない。

　各報告日における金融商品に係る損失評価引当金は、当該金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大して

いる場合には、全期間の予想信用損失に等しい金額で測定し、当該金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増

大していない場合には、12ヶ月の予想信用損失に等しい金額で測定しなければならない。

　各報告日において、企業は、金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大したかどうかを評価しなければな

らない。この評価を行う際に、企業は、予想信用損失の金額の変動ではなく、当該金融商品の予想存続期間にわたる債務

不履行発生のリスクの変動を用いなければならない。この評価を行うために、企業は、報告日現在での当該金融商品に係

る債務不履行発生のリスクを当初認識日現在での当該金融商品に係る債務不履行発生のリスクと比較し、当初認識以降の

信用リスクの著しい増大を示す、過大なコストや労力を掛けずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報を考慮しなければ

ならない。

　予想信用損失の測定に当たっては、次のものを反映する方法で見積らなければならない。

・　一定範囲の生じ得る結果を評価することにより算定される、偏りのない確率加重金額

・　貨幣の時間価値

EDINET提出書類

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(E05927)

有価証券報告書

255/281



・　過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測についての、報告日において過大なコストや労力を掛けずに利

用可能な合理的で裏付け可能な情報

　報告日現在の損失評価引当金を本基準に従って認識が要求される金額に修正するために必要となる予想信用損失（又は

戻入れ）の金額は、減損利得又は減損損失として、純損益に認識することが要求される。

 

　日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」及び関連する指針に従い、満期保有目的の債券、子会社

株式及び関連会社株式並びにその他有価証券のうち、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品以外のもの

（企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」等の適用開始以降は「市場価格のない株式等以外のもの」）につ

いて時価が著しく下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評

価差額は当期の損失として処理しなければならない。時価を把握することが極めて困難と認められる株式（企業会計基準

第30号等の適用開始以降は、「市場価格のない株式等」）については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著し

く低下した場合には、相当の減額をし、評価差額は当期の損失として処理する。また、営業債権・貸付金等の債権につい

ては、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて債権を３つ（一般債権、貸倒懸念債権及び破産更生債権等）（金融機関

では５つ）に区分し、区分ごとに定められた方法に従い貸倒見積高を算定する。

　また日本では、減損の戻入れは、株式について禁止されているだけでなく、満期保有目的の債券その他の有価証券に分

類されている債券についても認められていない。貸付金及び債権についても、直接減額を行った場合には、減損の戻入益

の計上は認められていない。

 

（12）株式に基づく報酬

 

　IFRS会計基準では、IFRS会計基準第２号「株式に基づく報酬」がすべての株式に基づく報酬取引に適用され、持分決済

型、現金決済型及び現金選択権付きの株式に基づく報酬取引の３つが規定されている。

(a)　持分決済型の株式に基づく報酬取引：受け取った財又はサービス及びそれに対応する資本の増加を、原則として受

け取った財又はサービスの公正価値で測定する。従業員及び他の類似サービス提供者との取引において受け取った

サービスについては、付与した資本性金融商品の付与日現在の公正価値で測定する。

(b)　現金決済型の株式に基づく報酬取引：受け取った財又はサービス及び発生した負債を、当該負債の公正価値で測定

する。

(c)　現金選択権付きの株式に基づく報酬取引：株式に基づく報酬取引又は当該取引の構成要素を、現金（又は他の資

産）で決済する負債が発生している場合にはその範囲で現金決済型の株式に基づく報酬取引として、そのような負

債が発生していない場合にはその範囲で持分決済型の株式に基づく報酬取引として、会計処理される。

 また持分決済型取引に関して、ストック・オプション等の公正価値と予想される権利確定数に基づいて費用計上額を認

識した後は、権利確定後に失効した場合でも費用の戻入れ等の処理は行われず、認識される株式に基づく報酬費用の総額

に影響は生じない。

 

　日本でも、企業会計基準第８号「ストック・オプション等に関する会計基準」に基づき、ストック・オプションの付与

日から権利確定日までの期間にわたり、付与日現在のストック・オプションの公正な評価額に基づいて報酬費用が認識さ

れ、対応する金額は資本（純資産の部の新株予約権）に計上される。

　ただし、同基準の適用範囲は持分決済型株式報酬に限定されており、現金決済型取引等については特段規定がなく、実

務上は発生時に費用（負債）処理される。また同基準では、権利確定後に失効した場合には失効に対応する新株予約権に

つき利益計上（戻入れ）を行う等、IFRS会計基準と異なる処理が定められている。

 

 （13）研究開発費

 

　IFRS会計基準では、IAS第38号「無形資産」に基づき、研究費は発生時に費用計上される。開発費は、一定の基準を満

たす場合に、資産に計上され耐用年数にわたり償却される。

 

　日本では、「研究開発費等に係る会計基準」に基づき、すべての研究開発費は発生時に費用処理しなければならない。

 

（14）有形固定資産

 

（a） 減価償却方法
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　IFRS会計基準では、IAS第16号「有形固定資産」に従い、資産の将来の経済的便益が企業によって消費されると予測さ

れるパターンを反映する減価償却方法を使用しなければならない。減価償却方法は、少なくとも各事業年度末に再検討を

行わなければならない。資産の将来の経済的便益の予測消費パターンに大きな変更があり、減価償却方法の変更を行った

場合には、会計上の見積りの変更として会計処理する。

 

　日本では、日本公認会計士協会（以下「JICPA」という。）監査・保証実務委員会実務指針第81号「減価償却に関する

当面の監査上の取扱い」及び企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に

基づき、減価償却方法は会計方針に該当するが、その変更については、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別

することが困難な場合」として、会計上の見積りの変更と同様に取り扱う（遡及適用は行わない。）。

 

（b） コンポーネント・アカウンティング

　IFRS会計基準では、IAS第16号に従い、有形固定資産項目の取得原価の合計額に対して重要性のある各構成部分に当初

認識された金額を配分し、個別に減価償却を行わなければならない。

 

　日本では、有形固定資産の減価償却の単位に関して、特段の規定はない。

 

（c） 有形固定資産の再評価

　IFRS会計基準では、IAS第16号に従い、当初認識後の有形固定資産の測定方法として再評価モデルを適用することがで

きる。再評価モデルでは、有形固定資産は、再評価日現在の公正価値から、その後の減価償却累計額及びその後の減損損

失累計額を控除した額で計上される。

 

　日本では、有形固定資産は取得原価で計上される。特別の法律によらない限り、資産の再評価は認められていない。

 

（15）資産に関する政府補助金

 

　IFRS会計基準では、IAS第20号「政府補助金の会計処理及び政府援助の開示」に従い、資産に関する政府補助金は、以

下のいずれかにより処理される。

(a）　補助金を繰延収益に認識し、資産の耐用年数にわたり規則的に純損益に認識する方法

(b）　取得原価から補助金を控除し、資産の帳簿価額を算定する方法

 

　日本では、固定資産に関して受け取った国庫補助金及び交付金は、受入時に利益として認識される。ただし、企業会計

原則等に基づき、対応する資産の取得原価から当該補助金及び交付金を直接控除するか、又は剰余金処分により積立金に

計上し処理することも認められている。

 

（16）収益認識

 

　IFRS会計基準では、IFRS会計基準第15号「顧客との契約から生じる収益」に基づき、約束した財又はサービスの顧客へ

の移転を当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように収益を認識することが要求さ

れており、この中心となる原則に従って収益を認識するために、以下の５つのステップを適用する。

ステップ１： 顧客との契約を識別する。

ステップ２： 契約における履行義務を識別する。

ステップ３： 取引価格を算定する。

ステップ４： 契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ５： 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

　IFRS会計基準第15号はまた、契約獲得の増分コストに関する要求事項も含み、本人なのか代理人なのかの検討等に関す

る適用指針を提供している。

 

　日本では、2018年３月30日に企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」及びその適用指針である企業会計基準

適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」（総称して「本会計基準等」という。）が公表され、2021年４

月１日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されている。本会計基準等は、IFRS会計基準第15号の基本

的な原則を取り入れることを出発点とし、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較
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可能性を損なわせない範囲で以下の代替的な取扱いを追加することを基本的な方針として開発が行われている。

(a)　重要性が乏しい契約変更の取扱い
　日本では、契約変更において追加的に約束した財又はサービスが原契約と比較して重要性に乏しい場合、以下のいずれ
かの方法で契約変更の会計処理を行うことができる。

・　契約変更を独立した契約として処理する。

・　契約変更を既存の契約を解約して新しい契約を締結したものと仮定して処理する。

・　契約変更を既存の契約の一部であると仮定して処理する。

 
(b)　顧客との契約の観点で重要性が乏しい財又はサービスの取扱い
　日本では、約束した財又はサービスが、顧客との契約の観点で重要性が乏しい場合には、当該約束が履行義務であるの
かについて評価しないことができる。
 
(c)　出荷及び配送活動に関する会計処理の選択
　日本では、顧客が商品又は製品に対する支配を獲得した後に行う出荷及び配送活動については、商品又は製品を移転す
る約束を履行するための活動としてみなすことができる。つまり、そのような出荷あるいは配送活動を別個の履行義務と
して識別する必要はない。
 
(d)　期間がごく短い工事契約及び受注制作のソフトウェア
　日本では、工事契約及び受注制作のソフトウエアについて、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると
見込まれる時点までの期間がごく短い場合には、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で
収益を認識することができる。
 
 
(e)　船舶による運送サービスの取扱い
　日本では、一航海の船舶が発港地を出発してから帰港地に到着するまでの期間が、通常の期間（運送サービスの履行に
伴う空船廻航期間を含み、運送サービスの履行を目的としない船舶の移動又は待機期間を除く）である場合には、複数の
顧客の貨物を積載する船舶の一航海を単一の履行義務としたうえで、当該期間にわたり収益を認識することができる。
 
(f)　特定の状況における出荷基準による収益認識
　日本では、商品又は製品の国内での販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時（例え
ば、顧客の検収時）までの期間が通常の期間である場合には、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時
までの間の一時点（例えば、出荷時や着荷時）に収益を認識することができる。通常の期間である場合とは、当該期間が
国内における出荷及び配送に要する日数に照らして取引慣行ごとに合理的と考えられる日数である場合をいう。
 
(g)　契約の初期段階における原価回収基準の取扱い
　日本では、一定の期間にわたり充足される履行義務について、契約の初期段階で履行義務の充足に係る進捗度を合理的
に見積ることができない場合には、当該契約の初期段階に収益を認識せず、当該進捗度を合理的に見積ることができる時
から収益を認識することができる。
 
(h)　重要性が乏しい財又はサービスに対する残余アプローチの使用

日本では、履行義務の基礎となる財又はサービスの独立販売価格を直接観察できない場合で、当該財又はサービスが、

契約における他の財又はサービスに付随的なものであり、重要性が乏しいと認められるときには、当該財又はサービスの

独立販売価格の見積方法として、残余アプローチを使用することができる。

 
(i)　契約に基づく収益認識の単位及び関連する取引価格の配分

　日本では、以下の２つの要件のいずれも満たす場合には、複数の契約を結合せず、個々の契約において定められている

顧客に移転する財又はサービスの内容を履行義務とみなし、個々の契約において定められている当該財又はサービスの金

額に従って収益を認識することができる。

・　顧客との個々の契約が当事者間で合意された取引の実態を反映する実質的な取引の単位であると認められること

・　顧客との個々の契約における財又はサービスの金額が合理的に定められていることにより，当該金額が独立販売価

格と著しく異ならないと認められること

 
(j)　工事契約及び受注制作ソフトウェアに係る収益認識の単位
　日本では、工事契約及び受注制作ソフトウェアについて、当事者間で合意された実質的な取引の単位を反映するように
複数の契約（異なる顧客と締結した複数の契約や異なる時点に締結した複数の契約を含む）を結合した際の収益認識の時
期及び金額と、個々の契約を会計処理の単位とした収益認識の時期及び金額との差異に重要性が乏しいと認められる場合
には、それらの複数の契約を単一の履行義務として会計処理することができる。
 
(k) 有償支給取引

有償支給取引において、企業が支給品を買い戻す義務を負っていない場合、企業は当該支給品の消滅を認識することと
なるが、当該支給品の譲渡に係る収益は認識しない。一方、企業が支給品を買い戻す義務を負っている場合、企業は支給
品の譲渡に係る収益を認識せず、当該支給品の消滅も認識しないこととなるが、個別財務諸表においては、支給品の譲渡
時に当該支給品の消滅を認識することができる。なお、その場合であっても、当該支給品の譲渡に係る収益は認識しな
い。
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IFRS会計基準では、上記の日本基準のような特定のルールはない。

 

 （17）繰延税金

 

（a） 繰延税金資産の回収可能性

　IFRS会計基準では、IAS第12号「法人所得税」に基づき、将来減算一時差異を利用できる課税所得が生じる可能性が高

い範囲内で、すべての将来減算一時差異について繰延税金資産を認識しなければならない。近年に損失が発生した経歴が

あるときは、企業は、税務上の繰越欠損金又は繰越税額控除より発生する繰延税金資産を、十分な将来加算一時差異を有

する範囲内でのみ、又は税務上の繰越欠損金もしくは繰越税額控除の使用対象となる十分な課税所得が稼得されるという

他の信頼すべき根拠がある範囲内でのみ認識する。

 

　日本では、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に詳細な規定があり、収益

力、タックス・プランニング、及び将来加算一時差異の解消に基づき、各一時差異の解消のスケジューリング等を考慮し

て、繰延税金資産の回収可能性を判断することが求められている。収益力に基づく判断に際しては、過去３年間と当期の

課税所得等の要件に基づき企業を５つに分類し、当該分類に応じて回収が見込まれる繰延税金資産の計上額を決定する。

（b） 内部取引の未実現利益の消去に係る税効果

　IFRS会計基準では、IAS第12号「法人所得税」に基づき、内部取引の未実現利益の消去に係る税効果は、資産負債法に

基づき、一時差異が発生している資産を保有する買手の税率により繰延税金資産を測定する。買手では、未実現利益の消

去により発生する将来減算一時差異も含め、すべての将来減算一時差異についての繰延税金資産の回収可能性を判断す

る。

 

　日本では、企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」に基づき、内部取引の未実現利益の

消去に係る一時差異に対しては、例外的に繰延法に基づき売却元の税率を使用する。また、未実現利益の消去に係る一時

差異は、売却元の売却年度の課税所得の額を上限とする。

 

（18）リース取引

 

　IFRS会計基準では、IFRS会計基準第16号「リース」が、リースを「資産（原資産）を使用する権利を一定期間にわたり

対価と交換に移転する契約又は契約の一部分」と定義し、顧客が使用期間全体を通じて次の両方を有している場合にこれ

を満たすとしている。

（a） 特定された資産の使用からの経済的便益のほとんどすべてを得る権利

（b） 特定された資産の使用を指図する権利

　IFRS会計基準第16号は、借手に、期間が12か月超のすべてのリースについて、資産及び負債を認識することを要求して

いる（原資産が少額の場合を除く）。借手は、リース対象の原資産の使用権を表す使用権資産及びリース料の支払義務を

表すリース負債を認識することを要求される。

借手は、使用権資産をその他の非金融資産（有形固定資産等）と同様に、リース負債をその他の金融負債と同様に測定

する。その結果、借手は使用権資産の減価償却費及びリース負債に係る利息を認識する。リースから生じる資産及び負債

は現在価値ベースで当初測定される。この測定には、解約不能なリース料（インフレに連動する料金を含む）が含まれ

る。また、借手がリースを延長するオプションを行使する、又はリースを解約するオプションを行使しないことが合理的

に確実である場合には、オプション期間に行われる支払も含まれる。

 

　日本では、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」」が、リース取引を、「特定の物件の所有者たる貸手

が、当該物件の借手に対し、合意された期間にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用料を貸手

に支払う取引」と定義している。借手は、リース取引をファイナンス・リース取引とそれ以外の取引（オペレーティン

グ・リース取引）に区分し、ファイナンス・リース取引について、財務諸表に資産計上し、対応するリース債務を負債に

計上する。ファイナンス・リース取引とは、解約不能かつフルペイアウトの要件を満たすものをいい、ファイナンス・

リース取引に該当するかどうかについてはその経済的実質に基づいて判断すべきものであるとしている。ただし、解約不
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能リース期間がリース物件の経済的耐用年数の概ね75％以上、又は解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が

リース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね90％以上のいずれかに該当する場合は、

ファイナンス・リースと判定される。リース資産及びリース債務の計上額を算定するにあたっては、原則として、リース

契約締結時に合意されたリース料総額からこれに含まれている利息相当額の合理的な見積額を控除する方法による。当該

利息相当額については、原則として、リース期間にわたり利息法により配分する。再リースに係るリース料は、企業会計

基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」に基づき、借手が再リースを行う意思が明らかな場合を

除き、リース料総額に含めない。ファイナンス・リースは、借手の財務諸表に資産計上され、対応する金額が負債として

認識される。なお、オペレーティング・リース取引、及び少額（リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下の

所有権移転外ファイナンス・リース）又は短期（１年以内）のファイナンス・リースについては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じて会計処理を行うことができる。

 

（19）借入コスト

 

　IFRS会計基準では、IAS第23号「借入コスト」に基づき、適格資産の取得、建設又は生産に直接起因する借入コスト

は、当該資産の取得原価の一部として資産化される。ただし、借入コストが将来、企業に経済的便益をもたらすことが確

実であり、かつ、原価が信頼性をもって測定可能である場合に限る。資産化の条件を満たさないそれ以外の借入コストは

すべて、発生した期間の費用として認識される。

 

　日本では、借入コストは原則として発生した期間に費用処理しなければならない。ただし、不動産開発事業を行う場合

にはJICPA業種別監査研究部会建設業部会・不動産業部会「不動産開発事業を行う場合の支払利子の監査上の取扱いにつ

いて」に基づき、また、固定資産を自家建設する場合には「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書」第

三に基づき、一定の要件を満たす場合には借入金の支払利子の資産化が容認されている。

 

（20）カスタマー・ロイヤルティ・プログラム（ポイント制度）

 

　IFRS会計基準では、カスタマー・ロイヤルティ・プログラムにおける顧客特典クレジット等の契約における追加的な財

又はサービスに対する顧客のオプションは、IFRS会計基準第15号「顧客との契約から生じる収益」に基づき、オプション

が、当該契約を締結しなければ顧客が受け取れない重要な権利を顧客に提供する場合には、契約における履行義務として

処理される。

 

　日本では、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」及びその適用指針（2021年４月１日以後開始する連結会

計年度及び事業年度の期首から適用されている。）において、カスタマー・ロイヤルティ・プログラム（ポイント制度）

については、IFRS会計基準第15号と同様の会計処理を行うことが求められる。同基準の公表前においては、ポイント制度

の会計処理に関する明確な指針は定められていなかった。

 

（21）負債と資本の区分

 

　IFRS会計基準では、IAS第32号「金融商品：表示」に基づき、当初認識時に、契約の実質、並びに金融負債、金融資産

及び資本性金融商品の定義に従い、金融負債、金融資産又は資本性金融商品に分類する。

 

　日本では、会社法上の株式として発行された金融商品は、純資産の部に計上される。転換社債型新株予約権付社債につ

いては、企業会計基準適用指針第17号「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理」
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において、一括して負債とするか、社債と新株予約権に区分して負債と純資産の部にそれぞれ表示することが定められて

いる。

 

（22） 損益計算書上の表示

 

　IFRS会計基準では、IAS第１号「財務諸表の表示」に基づき、収益又は費用のいかなる項目も、純損益及びその他の包

括利益を表示する計算書又は注記において、異常項目として表示してはならない。なお、IAS第１号では「営業利益」を

定義していないが、純損益及びその他の包括利益を表示する計算書に営業利益を表示することは認められる。

 

　日本では、企業会計原則及び企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、損益計算書上、売上総

利益、営業利益、経常利益を含む損益の段階別表示を行わなければならない。経常損益計算の結果を受け、特別利益及び

特別損失を記載することが求められる。

 

（23）法人所得税の不確実性

 

　IFRS会計基準では、IFRIC第23号「法人所得税の税務処理に関する不確実性」に基づき、企業は、税務当局が不確実な

税務処理（関連する税務当局が税法に基づいてその税務処理を認めるかどうかに関して不確実性がある税務処理）を認め

る可能性が高いかどうかを検討しなければならない。

税務当局が不確実な税務処理を認める可能性が高いと企業が結論を下す場合には、企業は、課税所得（税務上の欠損

金）、税務基準額、税務上の繰越欠損金、繰越税額控除又は税率を、法人所得税申告において使用したか又は使用を予定

している税務処理と整合的に決定しなければならない。

税務当局が不確実な税務処理を認める可能性が高くないと企業が結論を下す場合には、企業は、不確実性の影響を、関

連する課税所得（税務上の欠損金）、税務基準額、税務上の繰越欠損金、繰越税額控除又は税率を決定する際に反映しな

ければならない。企業は、不確実な税務処理のそれぞれについて、不確実性の影響を、いずれの方法が不確実性の解消を

より良く予測すると企業が見込んでいるのかに応じて、①最も可能性の高い金額又は②期待値のいずれかの方法を用いる

ことによって反映しなければならない。

 

　日本では、企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」において、過年度の所得等に対する

法人税、住民税及び事業税等の更正等による追徴及び還付の場合の当該追徴税額及び還付税額、又は、更正等により追徴

税額を納付したが当該追徴の内容を不服として法的手段を取る場合の還付税額の認識の閾値が定められている。同基準に

基づき、当該追徴税額又は当該還付税額を合理的に見積もることができる場合には、誤謬に該当する場合を除き、追徴さ

れる可能性が高い場合及び還付されることが確実に見込まれる場合に、それぞれ当該追徴税額及び還付税額を損益に計上

することが求められている。このように、認識の閾値は、追徴の場合と還付の場合とで異なっている。
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第７【外国為替相場の推移】
 

１【最近５年間の事業年度別為替相場の推移】

決算年月 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

最高 16.06 18.06 21.01 21.01 22.46

最低 14.79 15.78 17.93 18.84 19.89

平均 15.48 17.04 19.54 19.88 21.19

期末 15.81 18.05 19.10 19.92 21.63

単位：１人民元の円相当額（円／人民元）

出所：中国の国家外国為替管理局（State Administration of Foreign Exchange）が公表している人民元／100円の

データを基に、円／人民元ベースに換算したものである。

 

２【最近６月間の月別最高・最低為替相場】

月別 2024年12月 2025年1月 2025年2月 2025年3月 2025年4月 2025年5月

最高 21.76 21.77 21.37 20.91 20.80 20.56

最低 20.65 21.41 20.62 20.33 19.42 19.86

平均 21.22 21.64 20.96 20.67 19.91 20.11

単位：１人民元の円相当額（円／人民元）

出所：中国の国家外国為替管理局（State Administration of Foreign Exchange）が公表している人民元／100円の

データを基に、円／人民元ベースに換算したものである。

 

３【最近日の為替相場】

１人民元＝19.71円（2025年４月25日）

出所：中国の国家外国為替管理局（State Administration of Foreign Exchange）が公表している人民元／100円の

データを基に、円／人民元ベースに換算したものである。
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第８【本邦における提出会社の株式事務等の概要】
 

 

以下は、本株式に関する株式事務、権利行使の方法及び関連事項の概要である。

 

１．本邦における株式事務等の概要

(1)　株式の名義書換取扱場所及び名義書換代理人

日本においては、本株式の名義書換取扱場所又は名義書換代理人は存在しない。

本株式の取得者（以下「実質株主」という。）は、その取得窓口となった証券会社（以下「窓口証券会社」とい

う。）との間に外国証券取引口座約款（以下「約款」という。）を締結する必要があり、当該約款により、実質株

主の名義で外国証券取引口座（以下「取引口座」という。）が開設される。売買取引の実行、売買代金の決済、証

券の保管及び本株式に関するその他の取引に関する事項は全てこの取引口座を通じて処理される。ただし、機関投

資家で窓口証券会社に本株式の保管の委託をしない場合は、約款に代えて外国証券取引約諾書を窓口証券会社と締

結する必要がある。この場合、取引の実行、売買代金の決済及び本株式の取引に関するその他の支払についての各

事項は全て当該契約の各条項に従い処理される。

(2)　株主に対する特典

なし

(3)　株式の譲渡制限

本株式に譲渡制限はない。

(4)　その他株式事務に関する事項

(a)　株券の保管

取引口座を通じて保有される本株式は、窓口証券会社を代理する香港における保管機関（以下「現地保管機

関」という。）又はその名義人の名義で登録され、現地保管機関により保管される。

(b)　配当等基準日

当社から配当等を受取る権利を有する実質株主は、当社の取締役会が配当支払等のために定めた基準日現

在、本株式を実質的に所有する者である。

(c)　事業年度の終了

毎年12月31日

(d)　公告

日本においては本株式に関する公告は行わない。

(e)　実質株主に対する株式事務に関する手数料

実質株主は、窓口証券会社の定めるところにより、約款に規定された手続き及び行為のための手数料及び費

用として、取引口座を維持するための管理料を支払う。さらに、実質株主は、約款に規定されたその他の費用

を支払う可能性もある。

 

２．日本における実質株主の権利行使方法

(1)　実質株主の議決権の行使に関する手続

議決権の行使は、実質株主が窓口証券会社を通じて行う指示に基づき、現地保管機関又はその名義人が行う。た

だし、実質株主が指示をしない場合、現地保管機関又はその名義人は実質株主のために保管されている本株式につ

いて議決権を行使しない。

(2)　配当請求に関する手続

(a)　現金配当の交付手続

約款に従い、現金配当は、窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、取引口座を通じて

実質株主に交付する。

(b)　株式配当等の交付手続

株式分割により割当てられた本株式は、現地保管機関又はその名義人の名義で登録され、窓口証券会社はか

かる本株式を取扱口座を通じて処理する。ただし、実質株主から別段の要請がない限り、売買数が香港におけ

る売買単位未満の端数の本株式については、窓口証券会社を代理する現地保管機関により香港で売却され、そ

の純手取金は、窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、取引口座を通じて実質株主に支

払う。

株式配当により割当てられた本株式は、実質株主から別段の要請がない限り、窓口証券会社を代理する現地保

管機関により香港で売却され、その純手取金は、窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領

し、取引口座を通じて実質株主に支払う。
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(3)　株式の譲渡に関する手続

実質株主がその持ち株の売却注文をなす際の実質株主と窓口証券会社との間の決済は円貨又は窓口証券会社が応

じうる範囲内の外貨による。窓口証券会社は、国内店頭取引についての本株式の決済を口座の振替によって行い、

本株式の取引の結果として現地保管機関の本株式数残高に増減が生じた場合には、本株式の名義書換の手続に従っ

て香港の登録機関において関係本株式の譲渡手続がとられる。

(4)　新株引受権

本株式について新株引受権が与えられる場合には、新株引受権は、通常、窓口証券会社を代理する現地保管機関

により香港で売却され、その純手取金は、窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、取引口座

を通じて実質株主に支払う。

(5)　本邦における配当等に関する課税上の取扱い

本邦における課税上の取扱いの概要は以下のとおりである。

 (a)配当

ⅰ　日本において実質株主に対して支払われる配当金は、個人については配当所得となり、法人については益金とな

る。

ⅱ　個人の配当控除及び法人の益金不算入の適用は原則として認められない。個人の配当控除は内国法人からの配当に

のみ認められる。法人の益金不算入の適用は外国子会社から受ける配当についても適用があるがポートフォリオ投

資の場合には持株割合要件・保有期間要件を充足せず適用がない。

ⅲ　本株式について日本の居住者たる個人又は日本の法人が日本における支払の取扱者を通じて交付を受ける配当金に

ついては、外国において当該配当の支払の際に徴収された源泉徴収税がある場合にはこの額を外国における当該配

当の支払額から控除した後の金額に対して、2014年１月１日からは、軽減税率の延長措置の終了と復興特別所得税

（2014年１月１日から2037年12月31日まで所得税額に対する2.1％付加税率）の適用により、個人の場合は

15.315％（他に地方税５％）、法人の場合は15.315％の税率が課される。上場株式等の配当を受ける日本の居住者

たる個人（ただし、一定の大口株主を除く）については、当社株式が上場株式等である限り、原則として、一銘柄

につき一回の配当支払金額の多寡にかかわらず、源泉徴収により配当に係る課税を完了させ、確定申告をしないこ

とを選択することができるため、かかる選択をした場合には、別途確定申告を要しない。確定申告を行わない場合

には、総合課税又は申告分離課税の場合に認められる二重課税を調整するための外国税額控除制度の適用は原則と

して認められない。内国法人である株主の場合には、普通株式について支払いを受けた配当は法人税法上益金とし

て課税されるが、日本における支払の取扱者による支払いの際に源泉徴収された税額については適用ある法令にし

たがって所得税額の控除を受けることができる。

ⅳ　日本の居住者たる個人が支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、総合課税か申告分離課税を選択でき

る（ただし、その年において申告する上場株式等の配当所得の全額について、申告分離課税又は総合課税のいずれ

かを選択する必要がある）。

(b）売却損益

ⅰ　本株式の売却による損益は、原則として、日本の内国法人の上場株式の売買損益課税と同様である。

ⅱ　日本の居住者たる個人納税者が有する特定口座内保管上場株式等以外の上場株式等の売却益については、確定申告

により、他の所得と分離して所得税が課税（申告分離課税）されることになっており、その際の税率は、2014年１

月１日からは、軽減税率の延長措置の終了と復興特別所得税の適用により、15.315％（他に地方税５％）となって

いる。また、本株式を、証券会社に開設した特定口座（源泉徴収口座）を通して源泉徴収の適用があることを選択

した上で売却した場合には、売却時に源泉徴収され（税率は上記同様）、原則として、確定申告を要しない。

(c）相続税

ⅰ　日本国の居住者が相続した本株式は日本国の相続税の対象となる。

ⅱ　日本国の居住者が相続した本株式が同時に外国の遺産税の対象となることがあるが、外国で徴収された当該遺

産税については、日本国の相続税法の下で外国税額控除が受けられる。

(d）国外財産調書制度

ⅰ　日本の居住者、又は外国人であるが日本の永住者である場合、12月31日現在で保有する国外財産について、その時

価の総額が5,000万円超である場合、国外財産調書を提出しなければならない。当社株式は一般的に国外財産に該

当し、かかる調書の提出期限は翌年3月15日である。

ⅱ　なお、国外財産調書に虚偽を記載した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。

 

 (6)　実質株主に対する諸通知

当社が登録株主に対して行う通知及び通信は、現地保管機関又はその名義人に対してなされる。現地保管機関は

これを窓口証券会社に送付する義務があり、窓口証券会社はこれをさらに各実質株主に送付する義務がある。実費
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は実質株主に請求される。ただし、実質株主がその送付を希望しない場合又は当該通知若しくは通信の性格上重要

性が乏しい場合には、送付することなく窓口証券会社の店頭に備え付け、実質株主の閲覧に供される。

 

　中国及び香港における課税上の取扱いについては、「第１本国における法制等の概要－３．課税上の取扱い」を

参照。
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第９【提出会社の参考情報】
 

１【提出会社の親会社等の情報】

当社の発行する有価証券は金融商品取引法第24条第１項第１号及び第２号のいずれにも該当しないため、該当事項は

ない。

 

２【その他の参考情報】

 

イ．有価証券報告書及びその添付書類

事業年度　第22期（自2023年１月１日　至2023年12月31日）

2024年６月11日　関東財務局長に提出

 

ロ．半期報告書及びその添付書類

自2024年１月１日　至2024年６月30日

2024年９月24日　関東財務局長に提出

 

ハ．臨時報告書及びその添付書類

2024年８月９日、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の

４の規定に基づき関東財務局長に提出

 

ニ．訂正報告書

該当なし
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

第１【保証会社情報】
 

　該当事項なし

 

第２【保証会社以外の会社の情報】
 

　該当事項なし

 

第３【指数等の情報】
 

該当事項なし
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Independent auditor’s report
to the shareholders of China Telecom Corporation Limited
(incorporated in People’s Republic of China with limited liability)
 
Opinion

We have audited the consolidated financial statements of China Telecom Corporation Limited (“the
Company”) and its subsidiaries (“the Group”) set out on pages 157 to 247, which comprise the consolidated
statement of financial position as at 31 December 2024, the consolidated statement of comprehensive
income, the consolidated statement of changes in equity and the consolidated statement of cash flows for the
year then ended and notes, comprising material accounting policy information and other explanatory
information.

In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the consolidated financial
position of the Group as at 31 December 2024 and of its consolidated financial performance and its
consolidated cash flows for the year then ended in accordance with IFRS Accounting Standards as issued by
the International Accounting Standards Board (“IFRS Accounting Standards”) and have been properly
prepared in compliance with the disclosure requirements of the Hong Kong Companies Ordinance.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (“ISAs”). Our responsibilities
under those standards are further described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated
financial statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with International
Ethics Standards Board for Accountants’ International Code of Ethics for Professional Accountants (including
International Independence Standards) (“IESBA Code”) together with any ethical requirements that are
relevant to our audit of the consolidated financial statements in the People’s Republic of China, and we have
fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the IESBA Code. We
believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
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Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit
of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of
our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do
not provide a separate opinion on these matters.

Revenue recognition

Refer to Note 3(h) and Note 27 of the consolidated financial statements.

The Key Audit Matter How the matter was addressed in our audit

The Group’s revenue is primarily generated from
the provision of Mobile communications, Wireline
and Smart Family and Industrial Digitalisation
services (“service revenue”) and from sales of
goods.

There is an inherent risk on the accuracy of service
revenue recorded in the consolidated financial
statements due to the complexity of the related
information technology systems, which process
large volumes of data with a combination of
different services. In addition, revenue is one of the
key performance indicators, which gives rise to a
risk that manual adjustments may be incorrectly
recorded outside the billing systems.

We identified service revenue recognition as a key
audit matter because of the risks on the accuracy of
service revenue and recording of revenue in the
incorrect period.

 

Our audit procedures to assess the recognition of
service revenue included the following:

・ assessing, with the assistance of our IT
specialists, the design, implementation and
operating effectiveness of management’s key
internal controls over:

 -　the general IT controls for the billing systems,
including access to program controls,
program change controls, program
development controls and computer
operation controls;

- 　the key IT application controls for the
completeness and accuracy of bill generation
and the end-to-end reconciliation from the
billing systems to the accounting system;

・ evaluating the appropriateness of the
accounting policies adopted in service revenue
recognition for different revenue streams and
assessing the appropriateness of the
management’s determination of the impact of
terms and conditions on revenue recognition by
inspecting the main terms and conditions in
selected customer contracts;
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Key audit matters (continued)

Revenue recognition (continued)

The Key Audit Matter (continued)
How the matter was addressed in our audit
(continued)

 ・ selecting service packages, on a sample basis,
and comparing the services offered in the
packages and the package prices with the
relevant settings in the billing systems;

・ selecting bills issued to customers, on a sample
basis, and comparing with the contracts settings
out the services subscribed by the customers,
the corresponding accounts receivable details
and collection records in billing system;

・ reconciling selected revenue records in the
Group’s accounting system to cash collection
records;

・ recalculating the balances of accounts
receivable and advances from customers with
the use of computer assisted audit techniques
using data from the billing systems and
reconciling the results to the Group’s financial
records; and;

・ inspecting journals entries relating to revenue
which met specific risk-based criteria, and
comparing details of these journals entries with
relevant underlying documentation.
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Key audit matters (continued)

Impairment assessment of goodwill

Refer to Note 3(f) and Note 7 of the consolidated financial statements.

The Key Audit Matter How the matter was addressed in our audit

The Group had recorded goodwill arising from
acquisition of the mobile communications business
in 2008.

In accordance with International Accounting
Standards (“IAS”) 36 “Impairment of Assets”, the
Group is required to perform goodwill impairment
assessment both annually and whenever there is an
indication of impairment. Management compares
the carrying amount of the assets group containing
goodwill with the recoverable amounts of the
relevant cash-generating unit (“CGU”) to determine
any amount of impairment loss. In performing the
impairment assessment, management assess the
recoverable amount, which is determined based on
the higher of the fair value less costs of disposal
and value-in-use. The Group determines the value-
in-use by preparing discounted cash flow forecast
and the preparation of the discounted cash flow
forecast involves significant judgment and
estimation by management, especially the key
assumptions, including revenue growth rate,
terminal growth rate and pre-tax discount rate.

We identified the goodwill impairment assessment
as a key audit matter because the amount of
goodwill was significant as at 31 December 2024,
and there were significant judgements and
estimates made by management in determining the
discounted cash flow forecast, which were
inherently uncertain and may be affected
management bias.

Our audit procedures to assess the impairment
assessment of goodwill included the following:

・ assessing the design, implementation and
operating effectiveness of key internal controls
over the managements’ impairment assessment
of goodwill;

・ with the assistance of our internal valuation
specialist, assessing the appropriateness of the
valuation methodology and the reasonableness
of the pre-tax discount rate and the terminal
growth rate adopted in the preparation of
discounted cash flow forecast;

・ based on our understanding of the
telecommunications industry, combined with the
historical performance and available market
data, evaluating the reasonableness of revenue
growth rate adopted in the preparation of the
discounted cash flow forecast;

・ comparing the key assumptions used in prior
year’s discounted cash flow forecast with the
current year’s actual performance to consider if
there was any indication of management bias;

・ evaluating the sensitivity analyses prepared by
management for the key assumptions adopted
in the discounted cash flow forecast and
considering if there is any indication of
management bias; and

・ assessing the reasonableness of the
disclosures in the consolidated financial
statements in respect of the impairment
assessment of goodwill with reference to the
requirements of the prevailing accounting
standards.
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Information other than the consolidated financial statements and auditor’s report thereon

The directors are responsible for the other information. The other information comprises all the information
included in the annual report, other than the consolidated financial statements and our auditor’s report
thereon.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially
misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other
information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of the directors for the consolidated financial statements

The directors are responsible for the preparation of the consolidated financial statements that give a true and
fair view in accordance with IFRS Accounting Standards and the disclosure requirements of the Hong Kong
Companies Ordinance and for such internal control as the directors determine is necessary to enable the
preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to
fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, the directors are responsible for assessing the Group’s
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using
the going concern basis of accounting unless the directors either intend to liquidate the Group or to cease
operations, or have no realistic alternative but to do so.

The directors are assisted by the Audit Committee in discharging their responsibilities for overseeing the
Group’s financial reporting process.
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Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a
whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that
includes our opinion. This report is made solely to you, as a body, and for no other purpose. We do not
assume responsibility towards or accept liability to any other person for the contents of this report. 

Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial
statements. 

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgement and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:

・　Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a
material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may
involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations or the override of internal control.

・　Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that
are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Group’s internal control.

・　Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates
and related disclosures made by the directors.

・　Conclude on the appropriateness of the directors’ use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Group’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a
material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related
disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report.
However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

・　Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including
the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions
and events in a manner that achieves fair presentation.
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Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

・　Plan and perform the group audit to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial
information of the entities or business units within the Group as a basis for forming an opinion on the
group financial statements. We are responsible for the direction, supervision and review of the audit work
performed for purposes of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with the Audit Committee regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify
during our audit.

We also provide the Audit Committee with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence and communicate with them all relationships and other matters that
may reasonably be thought to bear on our independence and, where applicable, actions taken to eliminate
threats or safeguards applied.

From the matters communicated with the Audit Committee, we determine those matters that were of most
significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the
key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report unless law or regulation precludes public
disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not
be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be
expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is Frankie C.Y. Lai.

 
 
 
 
KPMG
Certified Public Accountants
 
8th Floor, Prince’s Building
10 Chater Road
Central, Hong Kong
25 March 2025
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独立監査人の監査報告書
 

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド　株主の皆様へ

　　(中華人民共和国で設立された有限責任会社)

 

 

監査意見

　当監査法人は157ページから247ページまで（訳者注：原文のページ）に掲載されているチャイナ・テレコム・コーポ

レーション・リミテッド（以下、「会社」という。）及びその子会社（以下、総称して「グループ」という。）の連結財

務諸表を監査した。当該連結財務諸表は、2024年12月31日現在の連結財政状態計算書、同日をもって終了する事業年度の

連結包括利益計算書、連結株主持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、並びに重要性のある会計方針の情報及

びその他の説明情報からなる注記から構成される。

　当監査法人は、これらの連結財務諸表が、国際会計基準審議会が公表しているIFRS会計基準（以下、「IFRS会計基

準」）に準拠し、また香港会社条例の開示要件に準拠して作成されており、2024年12月31日現在のグループの連結財政状

態並びに同日をもって終了する事業年度の連結の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、適正に表示しているものと

認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、国際監査基準（ISA）に準拠して監査を行った。本基準における当監査法人の責任は、本報告書の「連

結財務諸表の監査に対する監査人の責任」のセクションにさらに記載されている。当監査法人は、中華人民共和国におけ

る連結財務諸表監査に関連する倫理規定に加え、国際会計士倫理基準審議会（IESBA）の「職業会計士のための国際倫理

規程（国際独立性基準を含む。）」（以下「IESBA規程」という。）に従い、グループに対して独立性を有しており、当

該規定及びIESBA規程に従い監査人のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分

かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

収益認識

 
連結財務諸表注記３(h)及び注記27を参照のこと。

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

当グループの収益は、主に移動通信サービス事業、有線

及びスマートファミリーサービス事業及び産業デジタラ

イゼーションサービス事業（以下、「サービス収

益」）、並びに物品販売事業から生じている。

　関連の情報技術システムは異なるサービスを組み合わ

せて大量のデータを処理するため複雑であることから、

連結財務諸表に計上されているサービス収益の正確性に

固有リスクが存在する。また、収益は重要業績評価指標

（KPI）のひとつであり、手作業で処理した場合の調整額

が請求システム以外に誤って計上されるリスクが生じ

る。

当監査法人は、サービス収益の正確性に関するリスク及

び誤った期間に収益計上されるリスクが存在するため、

サービス収益認識は監査上の主要な検討事項に該当する

と識別した。

 

　サービス収益の認識について評価するため、当監査法

人は主に以下の監査手続を実施した。

・　当監査法人のIT専門家の支援を受けて、以下に関す

る経営者の主要な内部統制の整備状況、実施状況及

び運用状況の有効性を評価した。

-　請求システムのIT全般統制。これにはプログラムアクセ

スの統制、プログラムの変更に係る統制、プログラム開

発に係る統制及びコンピュータの運用に係る統制が含ま

れる。

-　請求書作成の網羅性及び正確性、並びに請求システムか

ら会計システムまでのインターフェイスに関する、主

なITに係る業務処理統制

・　顧客と締結した契約を選定し、主な条項を査閲して

経営者が実施した契約条項が収益認識に与える評価

の適切性を検討し、多様な収益源のサービス収益認

識の会計方針の適切性を評価した。
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監査上の主要な検討事項（続き）

収益認識（続き）

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由（続

き）

監査上の対応（続き）

 ・　サンプルベースでサービスのパッケージを選定し、当該

パッケージで提供されているサービス内容とパッケージの

価格を、請求システムでの関連する設定と比較した。

・　サンプルベースで顧客に発行した請求書を選定し、販売契

約、請求システム内の顧客の購入記録、売掛金の記録及び

入金記録と突合した。

・　会計システム上の一部の収益記録を選定し、現金回収記録

と突合した。

・　請求システムのデータを利用してコンピュータ利用監査技

法により売掛金及び顧客からの前受金の残高を再計算し、

計算結果と会計記録を照合した。

・　特定のリスク条件を満たす収益に関係する仕訳を査閲し、

これらの仕訳詳細と関連する根拠資料と比較した。
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監査上の主要な検討事項（続き）

のれんの減損評価

連結財務諸表注記３(f)及び注記７を参照のこと。

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　

当グループは、2008年の移動通信事業の取得にとも

ない、のれんを計上している。

国際会計基準（IAS）第 36 号「資産の減損」に従

い、グループは年次ベース、及び減損の兆候がある

場合にはいつでも、のれんの減損評価を実施するこ

とが要求される。経営者はのれんを含む資産グルー

プの帳簿価額と関連する資金生成単位（CGU）の回

収可能価額を比較して、減損損失の金額を算定して

いる。減損判定を行うにあたり、経営者は、処分コ

スト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い方

をもとに算定される回収可能価額を評価する。当グ

ループは、将来予測キャッシュ・フロー現在価値を

用いて使用価値を算定しており、将来予測キャッ

シュ・フロー現在価値の算定には、経営者による重

要な判断及び見積り（特に、収益成長率、永久成長

率、税引前割引率などの主要な仮定）を伴う。

　当監査法人は、2024年12月31日現在ののれんの金

額は重要性があり、また、将来予測キャッシュ・フ

ロー現在価値の算定において経営者による重要な判

断及び見積りが存在しており、それらは本質的に不

確実性があり、経営者の偏向の影響を受ける可能性

があることから、のれんの減損評価は監査上の主要

な検討事項に該当すると識別した。

 

　のれんの減損評価について検証するため、当監査法人は主に

以下の監査手続を実施した。

・　経営者によるのれんの減損評価に係る主要な内部統制の整

備状況、実施状況及び運用状況の有効性を評価した。

・　当監査法人の内部評価専門家の支援を受けて、評価手法の

適切性、並びに将来予測キャッシュ・フロー現在価値の算

定で用いた税引前割引率及び永久成長率の合理性を評価し

た。

・　通信業界に対する当監査法人の理解に基づき、のれんを含

む資産グループの過去の業績及びその他関連する外部情報

と併せて、将来予測キャッシュ・フロー現在価値の算定に

用いた収益成長率の合理性を評価した。

・　前期の将来予測キャッシュ・フロー現在価値の算定で使用

した主要な仮定と、当期の実際の業績を比較して、経営者

の偏向が存在する兆候があるかどうか検討した。 

・　将来予測キャッシュ・フロー現在価値の算定で使用した主

要な仮定について経営者が作成した感度分析を評価し、経

営者の偏向が存在する兆候があるかどうか検討した。

・　のれんの減損評価についての連結財務諸表の開示が現行の

会計基準の規定に照らして合理性があるか否か評価した。
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連結財務諸表及び監査報告書以外の情報

　取締役は、その他の記載内容について責任を有している。その他の記載内容は、年次財務諸表に含まれる情報のうち、

連結財務諸表及び独立監査人の監査報告書以外のすべての情報である。

　当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は当該その他

の記載内容に対していかなる保証の結論も表明するものではない。

　連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と連結財務財務諸表又は当監査法人が監査で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう

な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか検討することにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
連結財務諸表に対する取締役の責任

　取締役の責任は、国際財務報告基準及び香港会社条例の開示要件に準拠して、真実かつ公正な外観を与える連結財務諸

表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成するために取締役が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結財務諸表の作成に当たり、取締役は、グループの清算若しくは事業停止の意図があるか、又はそうする以外に現実

的な選択肢がない場合を除いて、継続企業の前提に基づきグループの連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか

を評価し、継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　取締役は、グループの財務報告プロセスを監督する責任を果たす際に、監査委員会の支援を受ける。
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連結財務諸表の監査に対する監査人の責任

　当監査法人の監査の目的は、全体としての連結財務諸表に、不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。本報告書は、会社の取締役会に対してのみ報告するものであ

り、それ以外のいかなる目的のためでもない。当監査法人は、当該監査報告書の内容について他のいかなる者に対して責

任又は義務を負うものではない。

合理的な保証は、高い水準の保証であるが、国際監査基準に準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発

見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、

連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　当監査法人は、国際監査基準に準拠して実施する監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑

心を保持して以下を実施する。

 

・　不正又は誤謬による連結財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。さらに、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正
による重要な虚偽表示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも
高くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、取引等の記録からの除外、虚偽の陳述、及び内部統制の無効
化が伴うためである。
 

・　連結財務諸表監査の目的は、グループの内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、状況に
応じた監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。
 

・　取締役が採用した会計方針及び適用の適切性、並びに取締役によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する開示の妥当性を評価する。
 

・　取締役が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、グループの継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうかを結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて連結財務書類の開示に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の開示が適切でない
場合は、監査意見を変更することが求められている。当監査法人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、グループは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
 

・　関連する注記を含めた全体としての連結財務書類の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引
や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 
・　グループの財務諸表に対する意見表明の基礎となる、グループ内の企業又は事業単位の財務情報に関する十分か

つ適切な監査証拠を入手するために、グループ監査を計画し実施する。当監査法人は、グループ監査で実施する
監査業務の指揮、監督及び査閲に関して責任を負う。当監査法人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
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　当監査法人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項について報告を行う。

　また、当監査法人は、監査委員会に対して、独立性についての職業倫理に関する規定を遵守していることを報告し、当

監査法人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる全ての関係性その他の事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた

めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

　当監査法人は、監査委員会と協議した事項のうち、当期の連結財務諸表の監査で特に重要な事項であると判断した事項

を、監査上の主要な検討事項として決定し、当該事項を監査報告書において報告する。ただし、法令等により当該事項の

公表が禁止されている場合や、極めて限定的であるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利

益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

　本独立監査人の監査報告書に係る監査に対する責任を有する監査責任者は、Frankie C.Y. Laiである。

 

 

KPMG

公認会計士

8th Floor, Prince’s Building

10 Chater Road

Central, Hong Kong

2025年３月25日
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